
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
、
第
九
十
八
条
、
第
九
十

九
条
及
び
第
百
一
条
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
基
き
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
六
年
厚
生
省
令
第
七
十
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
被
保
険
者
及
び
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
（
第
一
条―

第
十
二
条
の
二
）

第
二
章
　
事
業
主
（
第
十
三
条―

第
二
十
九
条
）

第
三
章
　
受
給
権
者

第
一
節
　
老
齢
厚
生
年
金
（
第
三
十
条―

第
四
十
三
条
）

第
二
節
　
障
害
厚
生
年
金
及
び
障
害
手
当
金
（
第
四
十
四
条―

第
五
十
九
条
）

第
三
節
　
遺
族
厚
生
年
金
（
第
六
十
条―

第
七
十
六
条
）

第
三
節
の
二
　
脱
退
一
時
金
（
第
七
十
六
条
の
二―

第
七
十
六
条
の
四
）

第
四
節
　
脱
退
手
当
金
（
第
七
十
七
条
・
第
七
十
七
条
の
二
）

第
三
章
の
二
　
離
婚
等
を
し
た
場
合
に
お
け
る
特
例
（
第
七
十
八
条―

第
七
十
八
条
の
十
三
）

第
三
章
の
三
　
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
期
間
に
つ
い
て
の
特
例
（
第
七
十
八
条
の
十
四―

第
七
十
八
条
の
二
十
）

第
四
章
　
認
可
に
関
す
る
通
知
等
（
第
七
十
九
条―
第
八
十
七
条
の
二
）

第
五
章
　
費
用
負
担
（
第
八
十
八
条―

第
八
十
八
条
の
十
一
）

第
六
章
　
雑
則
（
第
八
十
九
条―

第
百
三
十
一
条
）

附
則

第
一
章
　
被
保
険
者
及
び
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者

（
選
択
）

第
一
条
　
被
保
険
者
（
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
（
以
下
「
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
と
い

う
。
）
に
限
る
。
第
八
条
の
二
、
第
十
条
の
三
、
第
三
十
二
条
の
二
及
び
第
三
章
の
二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又

は
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
（
法
律
に
よ
つ
て
組
織
さ
れ
た
共
済
組
合
（
以
下

単
に
「
共
済
組
合
」
と
い
う
。
）
の
組
合
員
又
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十

五
号
）
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
（
以
下
「
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
」
と
い
う
。
）
は
、
同
時
に
二
以
上
の
事
業
所
又
は
事

務
所
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
単
に
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る

に
至
つ
た
と
き
（
当
該
二
以
上
の
事
業
所
に
係
る
日
本
年
金
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
業
務
が
二
以

上
の
年
金
事
務
所
（
日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
年
金
事
務
所

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
分
掌
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
者
に
係
る
機
構
の
業
務
を
分
掌
す
る
年

金
事
務
所
（
法
附
則
第
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
規

定
の
適
用
に
係
る
事
業
所
に
係
る
機
構
の
業
務
を
分
掌
す
る
年
金
事
務
所
に
限
る
。
）
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
の
選
択
は
、
二
以
上
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人

番
号
」
と
い
う
。
）
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
礎

年
金
番
号
（
以
下
「
基
礎
年
金
番
号
」
と
い
う
。
）

三
　
各
事
業
所
の
事
業
主
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所

四
　
各
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
各
事
業
所
に
つ
き
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生

年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
五
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
存
続
厚
生
年
金
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
が
設

立
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
基
金
の
名
称

３
　
被
保
険
者
が
、
全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
と
き
は
、
あ
わ
せ
て
、
前
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
二
以
上
の
事
業
所
勤
務
の
届
出
）

第
二
条
　
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
は
、
同
時
に
二
以
上
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
に
至
つ
た

と
き
（
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、

機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
各
事
業
所
の
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四
　
各
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
被
保
険
者
が
、
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二

条
又
は
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
あ
わ
せ
て
、
前
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
選
択
基
金
等
の
届
出
）

第
二
条
の
二
　
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、
同
項

の
選
択
を
し
た
と
き
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
選
択
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
当
該
基
金
の
名
称
を
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
こ
と
な
く
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
申
出
期
間
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二

十
五
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
等
の
提
出
）

第
三
条
　
か
つ
て
被
保
険
者
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下

「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十

三
号
。
以
下
「
旧
船
員
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
被
保
険
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

つ
た
こ
と
が
あ
る
者
は
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
限
る
。
以
下

「
当
然
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十

条
の
四
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
と
し
、
事
業
主
に
個
人
番
号
を
提
供
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、

直
ち
に
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
事
業
主
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
初
め
て
当
然
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
所
持
し
て
い
る
と
き
（
事
業
主
に
個
人
番
号
を
提
供
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

は
、
直
ち
に
、
当
該
書
類
を
事
業
主
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
意
単
独
被
保
険
者
の
資
格
取
得
認
可
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
任
意
単
独
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
の
取

得
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
（
基
礎
年
金
番
号
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
）

1



二
　
被
保
険
者
の
種
別
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
十
号
に
規
定
す
る
第
一
種
被
保
険
者
、
同
条
第
十

一
号
に
規
定
す
る
第
二
種
被
保
険
者
及
び
同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
第
三
種
被
保
険
者
の
い
ず
れ
で
あ
る
か

の
区
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

三
　
報
酬
月
額

四
　
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
事
業
の
種
類

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の

基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
変
更

前
の
氏
名
を
当
該
申
請
書
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
報
酬
月
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
主
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
任
意
単
独
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
認
可
の
申
請
）

第
五
条
　
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
業
主
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
上
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
被
保
険
者
の
種
別

三
　
標
準
報
酬
月
額

四
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
資
格
取
得
の
申
出
又
は
申
請
）

第
五
条
の
二
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
）
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
取
得
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
（
基
礎
年
金
番
号
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
）

二
　
被
保
険
者
の
種
別
又
は
被
保
険
者
の
区
別
（
旧
船
員
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

規
定
す
る
漁
船
以
外
の
漁
船
に
乗
り
組
む
者
で
あ
る
か
な
い
か
の
区
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

三
　
基
金
の
加
入
員
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四
　
報
酬
月
額

五
　
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
事
業
の
種
類
又
は
船
舶
所
有
者
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
及
び
住
所
（
船
舶
所
有
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
（
仮
住
所
が
あ
る
と
き
は
、
仮
住
所
地
）
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

六
　
現
に
健
康
保
険
の
被
保
険
者
又
は
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

七
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
事
業
主
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
）
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
申
出
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
三
十
条
の
七

第
四
項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
出
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当

該
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
と
み
な
さ
れ
る
期
間
に
係
る
も
の
及
び
他
の

法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
に
算
入
さ
れ
る
期
間

を
含
む
。
第
八
十
八
条
の
六
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
（
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「
平
成
八
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合

制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
百
一
号
。
以
下
「
平
成
十
三
年
統
合
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期

間
と
み
な
さ
れ
た
期
間
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
組
合
（
平
成
八
年
改

正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
存
続
組
合
（
以
下
単
に
「
存
続
組
合
」
と
い
う
。
）
又
は
平
成
八

年
改
正
法
附
則
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
基
金
（
以
下
単
に
「
指
定
基
金
」
と
い
う
。
）
を
含
む

。
）
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二

号
）
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

四
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
に
定
め
る
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
算
対
象
期
間
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項

（
同
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
合
算
対

象
期
間
に
算
入
さ
れ
る
期
間
を
含
む
。
第
四
項
第
五
号
に
お
い
て
「
合
算
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る

者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

六
　
報
酬
月
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

七
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
事
業
主
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
事
業
主
の
同
意
を
得
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

３
　
法
附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
（
基
礎
年
金
番
号
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
）

二
　
被
保
険
者
の
種
別

三
　
報
酬
月
額

四
　
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
事
業
の
種
類

４
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十

条
の
九
の
規
定
に
よ
り
申
請
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に

限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当

該
共
済
組
合
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
を
含
む
。
）
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金

法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

四
　
令
第
十
条
に
定
め
る
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
合
算
対
象
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

六
　
報
酬
月
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

七
　
法
附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
主
の
同
意
を
得
た
こ

と
を
証
す
る
書
類

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の
申
出
又
は
申
請
）

第
五
条
の
三
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
被
保
険
者
の
種
別
又
は
被
保
険
者
の
区
別

2



三
　
基
金
の
加
入
員
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四
　
標
準
報
酬
月
額

五
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

２
　
第
五
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
五
条
の
四
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三

十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の

氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
と
き
は
、
当
該
届
書
に
基
礎
年
金
番

号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
住
所
変
更
の
届
出
）

第
五
条
の
五
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三

十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の

住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
と
き
は
、
当
該
届
書
に
基
礎
年
金
番

号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に
変
更
前
及
び
変
更
後
の
住
所

二
　
住
所
の
変
更
年
月
日

三
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
個
人
番
号
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条
の
六
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号

三
　
個
人
番
号
の
変
更
年
月
日

（
被
保
険
者
の
氏
名
変
更
の
申
出
）

第
六
条
　
被
保
険
者
（
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
及
び
第
四
種
被
保
険
者
等
を
除
き
、

厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
者
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
変

更
後
の
氏
名
を
事
業
主
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
の
住
所
変
更
の
申
出
）

第
六
条
の
二
　
被
保
険
者
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
変
更
後
の
住
所
及
び
変
更
の
年
月
日

を
事
業
主
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
の
個
人
番
号
の
変
更
の
申
出
）

第
六
条
の
三
　
被
保
険
者
（
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
及
び
第
四
種
被
保
険
者
等
を
除

く
。
）
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
変
更
後
の
個
人
番
号
及
び
変
更
の
年
月
日
を
事

業
主
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
四
種
被
保
険
者
の
資
格
取
得
の
申
出
）

第
七
条
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
に
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
基
礎
年
金
番
号

三
　

後
に
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

四
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
四
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
選
択
す
る
日

五
　

後
に
被
保
険
者
と
し
て
使
用
さ
れ
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

六
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
後
に
引
き
続
き
共
済
組
合
の
組
合
員
（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図

る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
三

条
の
三
に
規
定
す
る
特
例
継
続
組
合
員
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方

公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地

共
済
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
八
条
の
七
に
規
定
す
る
特
例
継
続
組
合
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

八
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

２
　
前
項
の
申
出
書
を
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
し
た
後
に
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
そ
の
事
由
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一

項
の
申
出
書
に
は
当
該
共
済
組
合
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
を
含
む
。
）
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事

業
団
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
四
種
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の
申
出
）

第
八
条
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

（
第
四
種
被
保
険
者
が
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
た
る
被
保
険
者
と
な
つ
た
こ

と
に
よ
る
資
格
喪
失
の
届
出
）

第
八
条
の
二
　
第
四
種
被
保
険
者
は
、
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
た
る
被
保
険
者

と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
基
礎
年
金
番
号

三
　
共
済
組
合
の
名
称
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
た
る
被
保
険
者
と
な
つ
た
旨
及
び
共
済
組
合
の
組

合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
た
る
被
保
険
者
と
な
つ
た
年
月
日

（
第
四
種
被
保
険
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
九
条
　
第
四
種
被
保
険
者
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
基
礎
年
金
番
号

二
　
変
更
前
の
氏
名

（
第
四
種
被
保
険
者
の
住
所
変
更
の
届
出
）

第
九
条
の
二
　
第
四
種
被
保
険
者
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
基
礎
年
金
番
号

二
　
変
更
前
の
住
所

（
法
第
十
二
条
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
九
条
の
三
　
法
第
十
二
条
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の

労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
が
二
以
上
あ
り
、
か
つ
、
当
該
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
と
同
種
の
業
務

に
従
事
す
る
労
働
者
の
数
が
当
該
通
常
の
労
働
者
の
数
に
比
し
著
し
く
多
い
業
務
（
当
該
業
務
に
従
事
す
る
通
常

の
労
働
者
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
他
の
業
務
に
従
事
す
る
通
常
の
労
働
者
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
の

3



い
ず
れ
よ
り
も
長
い
場
合
に
係
る
業
務
を
除
く
。
）
に
当
該
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
が
従
事
す
る
場
合
と

す
る
。

（
法
第
十
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
賃
金
に
相
当
す
る
も
の
）

第
九
条
の
四
　
法
第
十
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る

低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
条

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
賃
金
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金

二
　
一
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金

三
　
所
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
の
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金

四
　
所
定
労
働
日
以
外
の
日
の
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金

五
　
午
後
十
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
七
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
又
は
期
間
に
つ
い
て
は
、
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
）

の
間
の
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
う
ち
通
常
の
労
働
時
間
の
賃
金
の
計
算
額
を
超
え
る
部
分

六
　

低
賃
金
に
お
い
て
算
入
し
な
い
こ
と
を
定
め
る
賃
金
（

低
賃
金
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
賃

金
を
い
う
。
）

（
法
第
十
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
額
）

第
九
条
の
五
　
法
第
十
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
月
、
週
そ
の
他
一
定
期
間
に
よ
つ
て
報
酬
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日

（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
）
の
現
在
の

報
酬
（
法
第
十
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
報
酬
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
を
そ
の
期

間
の
総
日
数
で
除
し
て
得
た
額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る
額

二
　
日
、
時
間
、
出
来
高
又
は
請
負
に
よ
つ
て
報
酬
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た

月
（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
月
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
前
一
月
間
に
当
該
事
業
所
で
、
同
様
の
業
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
同
様
の
報
酬
を
受
け
る
者

が
受
け
た
報
酬
の
額
を
平
均
し
た
額

三
　
前
二
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し

た
月
前
一
月
間
に
、
そ
の
地
方
で
、
同
様
の
業
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
同
様
の
報
酬
を
受
け
る
者
が
受
け
た
報

酬
の
額

四
　
前
三
号
の
二
以
上
に
該
当
す
る
報
酬
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
前
三
号
の
規
定
に
よ
つ

て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

（
法
第
十
二
条
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
九
条
の
六
　
法
第
十
二
条
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
卒

業
を
予
定
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
、
卒
業
し
た
後
も
引
き
続
き
当
該
適
用
事
業
所
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
も
の
、
休
学
中
の
者
及
び
定
時
制
の
課
程
等
に
在
学
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
に
在
学
す
る
生
徒

二
　
学
校
教
育
法
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
生
徒

三
　
学
校
教
育
法
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
校
（
同
法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
部
に

限
る
。
）
に
在
学
す
る
生
徒

四
　
学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
（
同
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
を
含
む
。
）
に
在
学

す
る
学
生

五
　
学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
に
在
学
す
る
学
生

六
　
学
校
教
育
法
第
百
十
五
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
に
在
学
す
る
学
生

七
　
学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
に
在
学
す
る
生
徒

八
　
学
校
教
育
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
（
修
業
年
限
が
一
年
以
上
で

あ
る
課
程
を
履
修
す
る
者
に
限
る
。
）

九
　
前
各
号
に
規
定
す
る
教
育
施
設
に
準
ず
る
教
育
施
設
に
在
学
す
る
生
徒
又
は
学
生

２
　
前
項
の
「
定
時
制
の
課
程
等
に
在
学
す
る
者
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
在
学
す
る
者

二
　
学
校
教
育
法
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け

る
者

三
　
学
校
教
育
法
第
八
十
六
条
に
規
定
す
る
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
部
又
は
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
学

部
に
在
学
す
る
者

四
　
学
校
教
育
法
第
百
一
条
に
規
定
す
る
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
研
究
科
又
は
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
研

究
科
に
在
学
す
る
者

五
　
学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
科
又
は
通
信
に
よ
る
教
育
を
行

う
学
科
に
在
学
す
る
者

六
　
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
夜
間
等
学
科
に
在
学
す
る

者
又
は
同
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
信
制
の
学
科
に
在
学
す
る
者

七
　
前
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
規
定
す
る
教
育
施
設
に
お
け
る
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
又
は
通
信
に

よ
る
教
育
を
行
う
課
程
に
在
学
す
る
者

３
　
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
「
前
各
号
に
規
定
す
る
教
育
施
設
に
準
ず
る
教
育
施
設
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
教
育
施
設
と
す
る
。

一
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校
そ
の
他

の
施
設
及
び
同
法
第
十
八
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
保
育
士
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の
施
設

二
　
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
及
び
養
成
施
設

三
　
理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
理
容
師
養
成
施
設

四
　
栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
栄
養
士
の
養
成
施
設

五
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
及
び

同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
保
健
師
養
成
所
、
同
法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
及
び
同
条
第
二
号
に
規

定
す
る
助
産
師
養
成
所
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
大
学
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校
及
び

同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
看
護
師
養
成
所
並
び
に
同
法
第
二
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
及
び
同
条
第
二

号
に
規
定
す
る
准
看
護
師
養
成
所

六
　
歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
歯
科
衛
生
士
学
校
及

び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
歯
科
衛
生
士
養
成
所

七
　
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
養
護
教
諭
養
成
機

関
及
び
同
法
別
表
第
一
備
考
第
三
号
に
規
定
す
る
教
員
養
成
機
関

八
　
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
養
成
機
関

九
　
診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
及
び

診
療
放
射
線
技
師
養
成
所

十
　
歯
科
技
工
士
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
歯
科
技
工
士
学
校
及

び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
歯
科
技
工
士
養
成
所

十
一
　
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
美
容
師
養
成
施
設

十
二
　
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る

学
校
及
び
臨
床
検
査
技
師
養
成
所

十
三
　
調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
調
理
師
養
成
施
設

十
四
　
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号

に
規
定
す
る
学
校
及
び
理
学
療
法
士
養
成
施
設
並
び
に
同
法
第
十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校

及
び
作
業
療
法
士
養
成
施
設

十
五
　
製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成

施
設

十
六
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
職
業
能
力
開
発
校
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職

4



業
能
力
開
発
大
学
校
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
、
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
及
び
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
（
職
業
能

力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
短
期
間
の
訓
練
課

程
を
除
く
。
）

十
七
　
柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
及
び
柔
道
整
復

師
養
成
施
設

十
八
　
視
能
訓
練
士
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校

及
び
視
能
訓
練
士
養
成
所

十
九
　
国
際
連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
特
別
措
置
法
（
昭
和

五
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
千
九
百
七
十
二
年
十
二
月
十
一
日
の
国
際
連
合
総

会
決
議
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
国
際
連
合
大
学

二
十
　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校

及
び
養
成
施
設
並
び
に
同
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
及
び
養
成

施
設

二
十
一
　
臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規

定
す
る
学
校
及
び
臨
床
工
学
技
士
養
成
所

二
十
二
　
義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規

定
す
る
学
校
及
び
義
肢
装
具
士
養
成
所

二
十
三
　
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
三
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定

す
る
学
校
及
び
救
急
救
命
士
養
成
所

二
十
四
　
精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
及
び
養
成

施
設

二
十
五
　
言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
三
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第

五
号
に
規
定
す
る
学
校
及
び
言
語
聴
覚
士
養
成
所

二
十
五
の
二
　
愛
玩
動
物
看
護
師
法
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
愛
玩
動
物

看
護
師
養
成
所

二
十
五
の
三
　
日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認
定
等
に
関
す
る
法

律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
日
本
語
教
育
機
関
（
認
定
日
本
語
教
育

機
関
認
定
基
準
（
令
和
五
年
文
部
科
学
省
令
第
四
十
号
）
第
十
七
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
課
程
に
限
る
。
）

二
十
六
　
森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
教
育
機
関

二
十
七
　
農
業
改
良
助
長
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
教
育

機
関

二
十
八
　
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び

第
二
項
第
七
号
、
第
百
五
十
六
条
第
三
号
、
第
百
六
十
条
第
三
号
、
第
百
六
十
一
条
第
二
項
、
第
百
六
十
二
条

並
び
に
第
百
七
十
七
条
第
七
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
教
育
施
設
（
文
部
科
学
大
臣
が

指
定
し
た
課
程
に
限
る
。
）

二
十
九
　
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
二
十

八
条
第
一
号
、
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
そ
の
他
の
養

成
施
設

三
十
　
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構

三
十
一
　
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

三
十
二
　
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
課
程
に
限
る
。
）

三
十
三
　
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校

三
十
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
九
条
の
七
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
被
保
険
者
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
同
一
の
事
業
所
に
使
用
さ

れ
る
法
第
十
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
通
常
の
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
お

い
て
「
通
常
の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
の
四
分
の
三
未
満
で
あ
る
法
第
十
二
条
第
五

号
に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
（
以
下
「
短
時
間
労
働
者
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
一
月
間
の
所
定
労
働
日
数
が

同
一
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
一
月
間
の
所
定
労
働
日
数
の
四
分
の
三
未
満
で
あ
る
短
時
間
労

働
者
と
す
る
。

（
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
際
の
改
定
の
申
出
等
）

第
十
条
　
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
出
（
第

一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
事
業
主
を
経

由
し
て
、
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協

会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定

に
よ
つ
て
申
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
（
以
下
「
育
児
休
業
等
」
と
い
う
。
）
を
終
了
し
た
日

四
　
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
日
に
お
い
て
養
育
す
る
当
該
育
児
休
業
等
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

２
　
法
第
二
十
四
条
の
二
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
船
員
保
険
法
第
十
九
条
第
一
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
船

舶
所
有
者
を
経
由
し
て
、
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険

者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第

五
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
つ
て
申
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
日

四
　
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
日
に
お
い
て
養
育
す
る
当
該
育
児
休
業
等
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

（
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
際
の
改
定
の
申
出
等
）

第
十
条
の
二
　
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
申
出
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

出
書
を
事
業
主
を
経
由
し
て
、
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被

保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
三

十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
つ
て
申
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
産
前
産
後
休
業
（
以
下
「
産
前
産
後
休
業
」
と
い
う
。
）
を
終
了

し
た
日

四
　
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
日
に
お
い
て
養
育
す
る
当
該
産
前
産
後
休
業
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

２
　
法
第
二
十
四
条
の
二
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
船
員
保
険
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書

を
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
、
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被

保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
日

四
　
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
日
に
お
い
て
養
育
す
る
当
該
産
前
産
後
休
業
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
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（
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
被
保
険
者
等
の
標
準
報
酬
月
額
の
特
例
の
申
出
等
）

第
十
条
の
二
の
二
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
申
出
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
又
は
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険

者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
月
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
月
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

被
保
険
者
と
し
て
使
用
さ
れ
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
基
準
月
に

第
四
種
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
基
準
月
に
お
け
る
住
所
地
）

四
　
三
歳
に
満
た
な
い
子
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
子
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日

五
　
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
日

六
　
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号

七
　
次
項
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
さ
れ
る
事
業
所
の
事
業
主
に
よ
る
確

認
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
場
合
は
、
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
子
を
養
育
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
者
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
子
と
申
出
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
そ
の
他
相
当
な
機
関
の
証

明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

ロ
　
当
該
子
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三

十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
に
限
る
。
）

ハ
　
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
を
証
す
る
書
類

二
　
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
日
に
お
い
て
子
を
養
育
す
る
こ
と
に
よ
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
申

出
を
す
る
者
　
次
に
掲
げ
る
書
類
。
た
だ
し
、
当
該
子
に
つ
い
て
、
前
号
の
申
出
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
及
び

こ
の
号
の
申
出
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

イ
　
当
該
子
と
申
出
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
そ
の
他
相
当
な
機
関
の
証

明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

ロ
　
当
該
子
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三

十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
に
限
る
。
）

ハ
　
次
条
に
規
定
す
る
事
実
が
生
じ
た
日
に
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

３
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
申
出
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

４
　
第
一
項
の
申
出
及
び
前
項
の
届
出
は
、
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
さ
れ
る
事
業
所
の
事
業
主
を
経
由

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
子
の
養
育
以
外
の
標
準
報
酬
月
額
の
特
例
の
開
始
事
由
）

第
十
条
の
三
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と
す
る
。

一
　
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
者
が
新
た
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
。

二
　
法
第
八
十
一
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
の
初
日
が

到
来
し
た
こ
と
（
当
該
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
に
法
第
八
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
産
前
産
後
休
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三
　
法
第
八
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
の

初
日
が
到
来
し
た
こ
と
（
当
該
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
に
法
第
八
十
一
条
の
二
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
育
児
休
業
等
を
開
始
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

四
　
当
該
子
以
外
の
子
に
係
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
期
間
の

後
の
月
の
翌
月
の
初

日
が
到
来
し
た
こ
と
。

（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
要
件
）

第
十
条
の
四
　
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
条
に
規
定
す
る
適
用
事
業
所
に

使
用
さ
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
法
第
十
二
条
各
号
に
定
め
る
者
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
一
条
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
第
八
十
九
条
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
係
る
法
第
七
十
八
条
の
七
に
規
定
す

る
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
に
係
る
標
準
報
酬

及
び
第
七
十
八
条
の
十
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

三
　
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
係
る
法
第
七
十
八
条
の
十
五

に
規
定
す
る
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険

者
期
間
に
係
る
標
準
報
酬
及
び
第
七
十
八
条
の
十
八
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

（
訂
正
の
請
求
）

第
十
一
条
の
二
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
請
求
（
第
百
八
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て

「
訂
正
請
求
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
基
礎
年
金
番
号

三
　
特
定
厚
生
年
金
保
険
原
簿
記
録
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
厚
生
年
金
保
険
原
簿
記
録

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
事
実
で
な
い
、
又
は
厚
生
年
金
保
険
原
簿
（
同
項
の
厚
生
年
金

保
険
原
簿
を
い
う
。
）
に
特
定
厚
生
年
金
保
険
原
簿
記
録
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
と
思
料
す
る
期
間
（
次
項
第

一
号
に
お
い
て
「
請
求
期
間
」
と
い
う
。
）

四
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
請
求
を
し
よ
う
と
す

る
者
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
第
二
項
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
死
亡
し
た
保
険
給
付
の
受
給

権
者
又
は
死
亡
し
た
被
保
険
者
若
し
く
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
期
間
に
お
け
る
勤
務
の
状
況
そ
の
他
の
事
実
を
記
載
し
た
書
類

二
　
第
二
項
請
求
者
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
次
に
掲
げ
る
保
険
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る

権
利
に
つ
い
て
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
（
当
該
書
類
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

（１）
　
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付

（２）
　
遺
族
厚
生
年
金

（３）
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条

の
規
定
及
び
政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
三
号
）
第
二
条
各

号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付

（４）
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

旧
法
に
よ
る
遺
族
年
金
及
び
政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
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改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
年
金
た
る
保
険

給
付

ロ
　
イ
の
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
死
亡
し
た
保
険
給
付
の
受
給
権
者
又
は
死
亡
し
た
被
保
険
者
若
し
く
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
第
二

項
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成

十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
（
以
下
「
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
」
と
い
う
。
）

（２）
　
第
二
項
請
求
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
死
亡
し
た
保
険
給
付
の
受
給
権
者
又
は
死
亡
し
た
被

保
険
者
若
し
く
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類

（３）
　
そ
の
他
イ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
給
付
の
受
給
権
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
確
認
の
請
求
）

第
十
二
条
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
若
し
く
は
喪
失
又
は
被
保
険
者
の
種
別
の
変
更
の
確
認
の
請
求
は
、
文

書
又
は
口
頭
で
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
文
書
で
前
項
の
確
認
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

三
　
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
若
し
く
は
喪
失
又
は
被
保
険
者
の
種
別
の
変
更
の
事
実
及
び
そ
の
年
月
日

３
　
口
頭
で
第
一
項
の
確
認
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
請
求
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
機
構

に
申
し
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
険
料
納
付
の
実
績
及
び
将
来
の
給
付
に
関
す
る
必
要
な
情
報
の
通
知
）

第
十
二
条
の
二
　
法
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
期
間
の
月
数

二
　

近
一
年
間
の
被
保
険
者
期
間
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額

三
　
被
保
険
者
期
間
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
に
応
じ
た
保
険
料
（
被
保
険
者
の
負
担
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
総
額

四
　
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
（
ロ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項

五
　
国
民
年
金
法
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
（
以
下
「
老
齢
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
及
び
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の

見
込
額

六
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
も
の
に
限

る
。
）
が
行
わ
れ
る
被
保
険
者
が
三
十
五
歳
、
四
十
五
歳
及
び
五
十
九
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る

同
条
の
通
知
は
、
当
該
被
保
険
者
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び

近
一

年
間
の
被
保
険
者
期
間
に
お
け
る
保
険
料
の
納
付
状
況
を
除
く
。
）
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
全
て
の
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
の
被
保
険
者
期
間
に
お

け
る
保
険
料
の
納
付
状
況
並
び
に
被
保
険
者
期
間
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額

第
二
章
　
事
業
主

（
新
規
適
用
事
業
所
の
届
出
）

第
十
三
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
適
用
事
業
所
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
つ
た
事
業
所
の
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
事
業
の
種
類

三
　
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
法
人
番
号
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
会
社

法
人
等
番
号
（
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
会
社
法
人
等
番

号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ
　
事
業
所
が
法
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
で
あ
る
か
否
か
の
別

ハ
　
内
国
法
人
（
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
を
有
す
る
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
外
国
法
人
（
内
国
法
人
以
外
の
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
別

四
　
事
業
主
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
届
書
に
記
載
し
た
事
項
を
証
す
る
書
類
（
機
構
が
必
要

と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
届
出
は
、
機
構
に
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と

き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
届

書
を
提
出
す
る
事
業
所
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
適
用
事
業
所
に
限
る
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
事
業
主
が
、
当
該
届
書
に
併
せ
て
、
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第

八
十
四
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
（
同
法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
有
期
事
業
、
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
保
険
事
務
組
合
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
保
険
事
務
の
処
理
が
委
託

さ
れ
て
い
る
事
業
及
び
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
雇
用
保
険
法

施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
設
置
に
係
る
届

書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

長
」
と
い
う
。
）
又
は
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
（
以
下
「
所
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
」

と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
適
用
事
業
所
と
な
つ
た
船
舶
の
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ

た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
事
業
の
種
類

三
　
船
舶
の
数
及
び
用
途

四
　
操
業
区
域
又
は
航
行
区
域

五
　
船
舶
所
有
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
法
人
番
号
又
は
会
社
法
人
等
番
号

ロ
　
当
該
船
舶
所
有
者
が
法
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
で
あ
る
か
否
か
の
別

ハ
　
内
国
法
人
又
は
外
国
法
人
の
別

六
　
船
舶
所
有
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
番
号

５
　
前
項
の
届
書
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
届
書
に
記
載
し
た
事
項
を
証
す
る
書
類
（
機
構
が
必
要

と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
三
項
の
届
出
は
、
機
構
に
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き

は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
適
用
事
業
所
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
場
合
の
届
出
）

第
十
三
条
の
二
　
適
用
事
業
所
の
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
廃
止
、

休
止
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
適
用
事
業
所
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
申
請
を
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
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三
　
該
当
し
な
く
な
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
適
用
事
業
所
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
届
出
は
、
機
構
に
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と

き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
届

書
を
提
出
す
る
事
業
所
の
事
業
主
が
、
当
該
届
出
に
併
せ
て
、
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
事
業
所
の
廃
止
に
係
る
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
所
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
を
経
由
し
て
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４
　
船
舶
所
有
者
は
、
船
舶
が
適
用
事
業
所
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
住
所

二
　
適
用
事
業
所
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

５
　
前
項
の
届
書
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
船
舶
が
適
用
事
業
所
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
四
項
の
届
出
は
、
機
構
に
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ

れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
任
意
適
用
の
申
請
）

第
十
三
条
の
三
　
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
厚
生
年
金
保
険
任
意
適

用
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
健
康
保
険

法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
る
た
め
に
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第

二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
任
意
適
用
取
消
の
申
請
）

第
十
四
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
厚
生
年
金
保
険
任
意
適
用
取

消
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
健
康
保
険

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
る
た
め
に
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ

て
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
二
以
上
の
適
用
事
業
所
を
一
の
適
用
事
業
所
と
す
る
た
め
の
承
認
の
申
請
）

第
十
四
条
の
二
　
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
の
適
用
事
業
所
と
し
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
そ
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者

の
数

二
　
令
第
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
名
称

三
　
一
の
適
用
事
業
所
と
し
よ
う
と
す
る
事
由

（
特
定
適
用
事
業
所
の
該
当
の
届
出
）

第
十
四
条
の
三
　
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び

低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
年
金
機
能
強
化
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
七
条

第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
適
用
事
業
所
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
二
十
九
条
第
一

項
第
四
号
に
お
い
て
「
特
定
適
用
事
業
所
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
適
用
事
業
所
の
事
業
主
（
事
業
主
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
の
事
業
主
）
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
所
（
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
）
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
特
定
適
用
事
業
所
と
な
つ
た
年
月
日

三
　
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
番
号

２
　
前
項
の
届
出
は
、
機
構
に
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き

は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
四
分
の
三
以
上
代
表
者
）

第
十
四
条
の
三
の
二
　
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
同
条
第
八
項
第
二
号
イ
に
規
定
す

る
四
分
の
三
以
上
同
意
対
象
者
の
四
分
の
三
以
上
を
代
表
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
四
分
の
三
以
上
代

表
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
労
働
基
準
法
第
四
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
い
こ
と
。

二
　
四
分
の
三
以
上
代
表
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
り
選

出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
事
業
主
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
事
業
主
が
同
一
で
あ
る
一
又
は
二
以
上
の
適
用
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、

四
分
の
三
以
上
代
表
者
は
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

３
　
事
業
主
は
、
当
該
事
業
主
に
使
用
さ
れ
る
者
が
四
分
の
三
以
上
代
表
者
で
あ
る
こ
と
若
し
く
は
四
分
の
三
以
上

代
表
者
に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
又
は
四
分
の
三
以
上
代
表
者
と
し
て
正
当
な
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不

利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
主
は
、
四
分
の
三
以
上
代
表
者
が
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
同
条
第
八
項

第
二
号
イ
に
規
定
す
る
同
意
に
関
す
る
事
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
適
用
事
業
所
の
不
該
当
の
申
出
）

第
十
四
条
の
四
　
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
健
康
保

険
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
所
（
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
）
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
番
号

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を

証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
過
半
数
代
表
者
）

第
十
四
条
の
五
　
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
二
分
の
一
以
上
同
意
対
象
者
の

過
半
数
を
代
表
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
過
半
数
代
表
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
労
働
基
準
法
第
四
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
い
こ
と
。

二
　
過
半
数
代
表
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
り
選
出
さ
れ

た
者
で
あ
つ
て
、
事
業
主
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
事
業
主
が
同
一
で
あ
る
一
又
は
二
以
上
の
適
用
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、

過
半
数
代
表
者
は
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

３
　
事
業
主
は
、
当
該
事
業
主
に
使
用
さ
れ
る
者
が
過
半
数
代
表
者
で
あ
る
こ
と
若
し
く
は
過
半
数
代
表
者
に
な
ろ

う
と
し
た
こ
と
又
は
過
半
数
代
表
者
と
し
て
正
当
な
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
主
は
、
過
半
数
代
表
者
が
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
同
意
に
関
す

る
事
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
意
特
定
適
用
事
業
所
の
申
出
）

第
十
四
条
の
六
　
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
五
項
の
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
健
康
保
険
法
施
行

規
則
第
二
十
三
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
つ
て
申
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
事
業
所
（
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
）
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
番
号
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２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書

類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
意
特
定
適
用
事
業
所
の
取
消
し
の
申
出
）

第
十
四
条
の
七
　
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
八
項
の
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
健
康
保
険
法
施
行

規
則
第
二
十
三
条
の
三
の
四
の
規
定
に
よ
つ
て
申
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
事
業
所
（
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
）
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
番
号

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書

類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
の
資
格
取
得
の
届
出
）

第
十
五
条
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
当
然
被
保
険
者
（
船
員
被
保
険
者
を
除
く
。
）
の
資
格
の
取
得
の
届
出

は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
・
七
十
歳
以
上
被
用
者

該
当
届
（
様
式
第
七
号
又
は
様
式
第
七
号
の
二
（
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者

の
資
格
を
取
得
し
な
い
と
き
は
様
式
第
七
号
に
限
る
。
）
）
又
は
当
該
届
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
光
デ

ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に

協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
四

条
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
又
は
記
録
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
提
出
す
る
届
書
（
様
式
第
七
号
の
二
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
又
は
所
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
船
員
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
届
出
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
日

以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
船
員
保
険
法
施

行
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
こ
と
の
有
無

二
の
二
　
被
保
険
者
の
個
人
番
号
（
基
礎
年
金
番
号
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
）

三
　
被
保
険
者
の
区
別

四
　
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日

五
　
報
酬
月
額

六
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

４
　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
当
然
被
保
険
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
第
一
項
の
届
書
（
様
式
第
七

号
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
ロ
ー
マ
字
氏
名
届
（
様
式
第
七

号
の
三
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
船
員
被
保
険
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
第
三
項
の
届
書
に
は
、
厚
生

年
金
保
険
被
保
険
者
（
船
員
）
ロ
ー
マ
字
氏
名
届
（
様
式
第
七
号
の
三
の
二
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
一
項
又
は
第
三
項
の
届
書
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
申

出
の
あ
つ
た
事
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
の
あ
つ
た
事
項
を
付
記
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

７
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
光
デ
ィ
ス
ク
で
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
届
出
の
件
数

（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
該
当
の
届
出
）

第
十
五
条
の
二
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の
届
出
（
法
第
六

条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
船
舶
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
「
船
員
た
る
七
十
歳

以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い

て
「
七
十
歳
以
上
被
用
者
の
要
件
該
当
の
届
出
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、

厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
・
七
十
歳
以
上
被
用
者
該
当
届
（
様
式
第
七
号
）
又
は
当
該
届
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十

条
の
四
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の
前
日
に
お
い
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
て
い
た
被
保
険
者
が
、
引

き
続
き
当
該
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
同
条
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
（
当
該
者
の
標

準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
が
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の
前
日
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額

と
同
額
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
（
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
を

除
く
。
）
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法

施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
又
は
記
録

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
七
十
歳
以
上
被
用
者
の
要
件
該
当
の
届
出
と
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
船
員
被
保
険
者
を
除

く
。
）
の
資
格
喪
失
の
届
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の
届
出
」
と
い
う
。
）
を
同
時
に

行
う
と
き
は
、
前
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
七
十
歳
以
上
被
用
者
の
要
件
該
当
の

届
出
及
び
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の
届
出
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
厚
生
年
金
保
険
被
保

険
者
資
格
喪
失
届
・
七
十
歳
以
上
被
用
者
該
当
届
（
様
式
第
七
号
の
四
）
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行

う
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
す
る

に
至
つ
た
日
の
届
出
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機

構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の

前
日
に
お
い
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
て
い
た
船
員
被
保
険
者
が
、
引
き
続
き
当
該
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
同
条
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
（
当
該
者
の
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
が
第
十
条

の
四
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の
前
日
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
と
同
額
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
住
所
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の

規
定
に
よ
り
当
該
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

三
　
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

四
　
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

五
　
報
酬
月
額

六
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
条
約
等
適
用
者
の
届
出
）

第
十
五
条
の
三
　
適
用
事
業
所
の
事
業
主
は
、
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
（
次
項
に
お
い
て
「
条
約
等
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
条
約
等
適
用
者
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と

と
な
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
機
構
に
届
け
出
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
約
等
適
用
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
（
基
礎
年
金
番
号
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
）

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
条
約
等
の
適
用
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

9



（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
返
付
等
）

第
十
六
条
　
事
業
主
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
を
確
認
し
た
後
、
こ
れ
を
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者

に
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
）

第
十
七
条
　
事
業
主
は
、
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
被
保
険
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
等
の
適
正
な
取
扱
い
）

第
十
七
条
の
二
　
事
業
主
は
、
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の

基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
提
出
を
受
け
た
と
き
又
は
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
適
正
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
報
酬
月
額
の
届
出
）

第
十
八
条
　
毎
年
七
月
一
日
現
に
使
用
す
る
被
保
険
者
（
船
員
被
保
険
者
及
び
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）
及
び
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
（
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
の
報

酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
月
十
日
ま
で
に
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
報
酬

月
額
算
定
基
礎
届
・
七
十
歳
以
上
被
用
者
算
定
基
礎
届
（
様
式
第
八
号
）
又
は
当
該
届
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険

者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
又
は
記
録

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
光
デ
ィ
ス
ク
で
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
届
出
の
件
数

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
出
は
、
特
定
法
人
（
事
業
年
度
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
三
十
四
号
）
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
に
規
定
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。
）
開
始
の
時
に
お
け
る
資
本
金
の

額
、
出
資
金
の
額
若
し
く
は
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
が
そ
の
会
員
か
ら
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ

れ
た
同
条
第
一
項
の
当
初
拠
出
金
の
額
及
び
同
条
第
三
項
の
売
却
時
拠
出
金
の
額
の
合
計
額
が
一
億
円
を
超
え
る

法
人
、
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社
、
投
資
信
託
及
び
投
資

法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
又
は
資

産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
所
の
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
十
八
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
特
定
法
人
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
八
十
八
条
の
十
を
除
き
、
以

下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
な
い
で
第
一
項
の
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
届
出
を
同
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
つ
て
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
こ
れ
に
併
せ
て
入
力
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
報
酬
月
額
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る

被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
（
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
の
報
酬

月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
速
や
か
に
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
報
酬
月
額
変
更

届
・
七
十
歳
以
上
被
用
者
月
額
変
更
届
（
様
式
第
九
号
）
又
は
当
該
届
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
光
デ

ィ
ス
ク
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協

会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
又
は
記
録
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
四
条
の
二
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
船
員
保
険
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
該
当
す
る
船
員
被
保
険
者
又
は
船
員
た
る

七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
十
日
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
八
条
の
規
定
に

よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
被
保
険
者
の
区
別

四
　
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の
変
更
年
月

五
　
変
更
前
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額

六
　
報
酬
月
額

七
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
光
デ
ィ
ス
ク
で
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
届
出
の
件
数

４
　
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
出
は
、
特
定
法
人
の
事
業
所
の
事
業
主
に
あ
つ
て

は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
同
項
の
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
同
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
つ
て
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
こ
れ
に
併
せ
て
入
力
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
際
の
報
酬
月
額
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

該
当
す
る
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
は
、
速
や
か
に
、
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康

保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提

出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の
変
更
年
月

二
　
変
更
前
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額

三
　
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
以
後
三
月
間
の
各
月
の
報
酬
の
額
及
び
当
該
各
月
に
お
け

る
報
酬
支
払
の
基
礎
と
な
つ
た
日
数

四
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

五
　
そ
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
同
一
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時

間
の
四
分
の
三
未
満
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
又
は
そ
の
一
月
間
の
所
定
労
働
日
数
が
同
一
の
事
業
所
に
使
用
さ

れ
る
通
常
の
労
働
者
の
一
月
間
の
所
定
労
働
日
数
の
四
分
の
三
未
満
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
で
あ
つ
て
、
法
第

十
二
条
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
の
要
件
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
の
区
別

２
　
法
第
二
十
四
条
の
二
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
船
員
保
険
法
第
十
九
条
第
一
項
に
該
当
す
る
船
員
被
保
険
者
又
は
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
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の
使
用
さ
れ
る
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
十
日
以
内
に
、
第
十
条
第
二

項
に
規
定
す
る
申
出
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
船
員

保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
被
保
険
者
の
区
別

二
　
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の
変
更
年
月

三
　
変
更
前
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額

四
　
報
酬
月
額

五
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
際
の
報
酬
月
額
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
二
の
二
　
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
該
当
す
る
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
は
、
速
や
か
に
、
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機

構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す

る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
つ
て
届

書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の
変
更
年
月

二
　
変
更
前
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額

三
　
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
以
後
三
月
間
の
各
月
の
報
酬
の
額
及
び
当
該
各
月
に
お

け
る
報
酬
支
払
の
基
礎
と
な
つ
た
日
数

四
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

五
　
前
条
第
一
項
第
五
号
の
区
別

２
　
法
第
二
十
四
条
の
二
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
船
員
保
険
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
該
当
す
る
船
員
被
保
険
者
又
は
船
員
た
る
七
十
歳

以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
十
日
以
内
に
、
第
十
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ

り
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
被
保
険
者
の
区
別

二
　
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の
変
更
年
月

三
　
変
更
前
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額

四
　
報
酬
月
額

五
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
報
酬
月
額
変
更
の
基
準
日
届
出
）

第
十
九
条
の
三
　
法
第
二
十
四
条
の
二
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
船
員
保
険
法
第
十
八
条
第
三
項
に
該
当
す
る
船
員
被
保
険
者
又
は
船
員
た
る

七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
十
日
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
九
条
の
規
定

に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
被
保
険
者
の
区
別

四
　
変
更
前
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額

五
　
報
酬
月
額

六
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

第
十
九
条
の
四
　
法
第
二
十
四
条
の
二
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
船
員
保
険
法
第
十
九
条
第
二
項
に
該
当
す
る
船
員
被
保
険
者
又
は
船
員
た
る

七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
十
日
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
の
規
定
に

よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
被
保
険
者
の
区
別

四
　
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の
変
更
年
月

五
　
変
更
前
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額

六
　
報
酬
月
額

七
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

第
十
九
条
の
四
の
二
　
法
第
二
十
四
条
の
二
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
船
員
保
険
法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
に
該
当
す
る
船
員
被
保
険
者
又
は

船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
報
酬
月
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
十
日

以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
十

条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
又
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
被
保
険
者
の
区
別

四
　
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の
変
更
年
月

五
　
変
更
前
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額

六
　
報
酬
月
額

七
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
賞
与
額
の
届
出
）

第
十
九
条
の
五
　
被
保
険
者
（
船
員
被
保
険
者
を
除
く
。
）
及
び
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
（
船
員
た
る
七
十

歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
の
賞
与
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
賞
与
を
支

払
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
賞
与
支
払
届
・
七
十
歳
以
上
被
用
者
賞
与
支
払
届
（
様

式
第
九
号
の
二
）
又
は
当
該
届
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
又
は
光

デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
又
は
記
録
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
光
デ
ィ
ス
ク
で
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
届
出
の
件
数

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
出
は
、
特
定
法
人
の
事
業
所
の
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
な
い
で
同
項
の
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
第
一
項
の
届
出
を
同
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
つ
て
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
こ
れ
に
併
せ
て
入
力
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５
　
船
員
被
保
険
者
の
賞
与
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
賞
与
を
支
払
つ
た
日
か
ら
十
日

以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
船
員
保
険
法
施
行
規
則

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
被
保
険
者
の
区
別

三
　
賞
与
の
支
払
年
月
日

四
　
賞
与
の
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

五
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

６
　
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
賞
与
額
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
賞
与

を
支
払
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
正
副
二
通
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
賞
与
の
支
払
年
月
日

四
　
賞
与
の
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

五
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
事
業
主
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
標
準
報
酬
月
額
の
特
例
の
届
出
等
）

第
十
九
条
の
六
　
事
業
主
は
、
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
申

出
書
及
び
当
該
申
出
書
に
添
え
ら
れ
た
書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
主
は
、
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
届
書
を
機
構
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
の
種
別
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
条
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
種
別

の
変
更
及
び
基
金
の
加
入
員
で
あ
る
か
な
い
か
の
区
別
の
変
更
の
届
出
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
変
更
前
の
被
保
険
者
の
種
別
又
は
基
金
の
加
入
員
で
あ
る
か
な
い
か
の
区
別
、
変
更
後
の
被
保
険
者
の
種
別

又
は
基
金
の
加
入
員
で
あ
る
か
な
い
か
の
区
別
及
び
変
更
の
年
月
日

三
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
船
舶
所
有
者
は
、
被
保
険
者
の
区
別
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
変
更
前
の
被
保
険
者
の
区
別
、
変
更
後
の
被
保
険
者
の
区
別
及
び
変
更
の
年
月
日

四
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

３
　
前
項
の
届
出
は
、
機
構
に
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ

れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
被
保
険
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
等
）

第
二
十
一
条
　
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
申

出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
氏
名
変
更
届
（
様
式
第
十
号
の
二
）
を
機
構
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
主
が
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険

法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
あ
わ
せ
て
、
前
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な

す
。

３
　
船
舶
所
有
者
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
変
更
前
の
被
保
険
者
の
氏
名

四
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

４
　
船
舶
所
有
者
が
、
被
保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
併
せ
て
、
前
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
被
保
険
者
に
係
る
第
一
項
の
届
書
に
は
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
ロ
ー
マ
字
氏
名
届

（
様
式
第
七
号
の
三
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
船
員
被
保
険
者
に
係
る
第
三
項
の
届
書
に
は
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
（
船
員
）
ロ

ー
マ
字
氏
名
届
（
様
式
第
七
号
の
三
の
二
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
保
険
者
の
住
所
変
更
の
届
出
）

第
二
十
一
条
の
二
　
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
）
は
、
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
又
は
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
変
更
前
の
被
保
険
者
の
住
所

四
　
住
所
の
変
更
年
月
日

五
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

２
　
事
業
主
が
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険

法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
あ
わ
せ
て
、
前
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と

み
な
す
。

３
　
船
舶
所
有
者
は
、
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
変
更
前
の
被
保
険
者
の
住
所

四
　
住
所
の
変
更
年
月
日

五
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
光
デ
ィ
ス
ク
で
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
届
出
の
件
数

（
被
保
険
者
等
の
区
別
変
更
の
届
出
）

第
二
十
一
条
の
三
　
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
被
保
険
者
に
係
る
第

十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
区
別
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が

同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の

三
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

一
の
二
　
住
所
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
に
係
る
機
構
保

存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
変
更
の
年
月
日

四
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
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２
　
事
業
主
は
、
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
係
る
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
区
別
の
変
更
が
あ
つ
た

と
き
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

一
の
二
　
住
所
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
に
係
る
機
構
保

存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
変
更
の
年
月
日

四
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

（
被
保
険
者
の
個
人
番
号
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
一
条
の
四
　
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
）
は
、
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号

三
　
個
人
番
号
の
変
更
年
月
日

四
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

２
　
船
舶
所
有
者
は
、
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号

三
　
個
人
番
号
の
変
更
年
月
日

四
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の
届
出
）

第
二
十
二
条
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
船
員
被
保
険
者
を
除
く
。
）
の
資
格
喪
失
の
届
出
は
、

当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
・
七
十
歳
以
上
被
用
者
不
該

当
届
（
様
式
第
十
一
号
又
は
様
式
第
十
一
号
の
二
）
又
は
当
該
届
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス

ク
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
保
険
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
任
意
単
独
被
保
険
者
が
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
資
格
の
喪
失
の
認
可
を
受
け
た
と
き

二
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
が
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
資
格
を
喪
失
し
た

と
き
又
は
同
条
第
五
項
第
二
号
若
し
く
は
第
六
項
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
た
と
き

三
　
法
附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
が
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
つ
て
資
格
の
喪
失
の
認
可
を
受
け
た
と
き
又
は
法
附
則
第
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
資
格
を
喪
失

し
た
と
き
（
同
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
を
除

く
。
）

四
　
第
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
七
十
歳
以
上
被
用
者
の
要
件
該
当
の
届
出
を
要
し
な
い

と
き

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
提
出
す
る
届
書
（
様
式
第
十
一
号
の
二
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
所
轄
公
共

職
業
安
定
所
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
届
出
（
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康

保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
届

書
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
又
は
記
録
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
船
員
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の
届
出
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
が
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
資
格
を
喪
失
し
た
と

き
、
同
条
第
五
項
第
二
号
若
し
く
は
第
六
項
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
又
は
第
十
五
条
の

二
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
七
十
歳
以
上
被
用
者
の
要
件
該
当
の
届
出
を
要
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

四
　
資
格
喪
失
の
事
由

五
　
標
準
報
酬
月
額

六
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

５
　
前
項
の
届
出
は
、
被
保
険
者
が
同
時
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
船
員
保
険

法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
届
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

６
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
光
デ
ィ
ス
ク
で
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
届
出
の
件
数

（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
不
該
当
の
届
出
）

第
二
十
二
条
の
二
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
（
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使

用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
が
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
日
の
届
出
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日

か
ら
五
日
以
内
に
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
・
七
十
歳
以
上
被
用
者
不
該
当
届
（
様
式
第
十
一

号
）
又
は
当
該
届
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
が
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
し
な

く
な
つ
た
日
の
届
出
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機

構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
住
所
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
船
員
た
る
七
十
歳
以
上
の
使
用

さ
れ
る
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

三
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

四
　
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
年
月
日

五
　
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
事
由

六
　
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額

七
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
に
係
る
同
意
の
届
出
）

第
二
十
二
条
の
三
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
同
意
を
し
て
い
な
い
事
業
主
が
、
同
項
に
規
定
す
る

同
意
を
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

三
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
同
意
を
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
に
係
る
同
意
撤
回
の
届
出
）

第
二
十
二
条
の
四
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
同
意
を
撤
回
し
た
事

業
主
は
、
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

三
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
同
意
を
撤
回
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書

類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
主
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
三
条
　
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
氏
名
若
し

く
は
名
称
若
し
く
は
住
所
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
、
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
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同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
変
更
前
の
事
項
及
び
変
更
後
の
事
項
並
び
に
変
更
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
（
機
構
が
必
要

と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
主
が
、
機
構
に
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
併
せ

て
、
第
一
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
船
舶
所
有
者
は
、
そ
の
氏
名
、
住
所
、
第
十
三
条
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る

事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
住
所

二
　
変
更
前
の
事
項
及
び
変
更
後
の
事
項
並
び
に
変
更
年
月
日

５
　
前
項
の
届
書
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
（
機
構
が
必
要

と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
船
舶
所
有
者
が
、
機
構
に
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
併
せ
て
、

第
四
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
事
業
主
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
事
業
主
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
事
業
主
は
、
五
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
変
更
前
の
事
業
主
及
び
変
更
後
の
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
変
更
の
年
月
日

２
　
変
更
後
の
事
業
主
が
、
機
構
に
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
併

せ
て
、
前
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
被
保
険
者
に
対
す
る
通
知
日
等
）

第
二
十
五
条
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
通
知
を
し
た
日
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
す
み
や
か
に
、
文
書
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
育
児
休
業
等
期
間
中
の
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
の
特
例
の
申
出
等
）

第
二
十
五
条
の
二
　
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日
の
属

す
る
月
と
そ
の
育
児
休
業
等
が
終
了
す
る
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た

申
出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
年
月
日

五
　
育
児
休
業
等
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

六
　
育
児
休
業
等
を
終
了
す
る
年
月
日

七
　
育
児
休
業
等
の
日
数

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
が
、
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る

健
康
保
険
又
は
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
三
十
五
条
第
一
項
又

は
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
徴
収
を
行
わ
な
い
被
保
険
者
を
使
用
す
る
事
業
主
は
、

当
該
被
保
険
者
が
育
児
休
業
等
を
終
了
す
る
予
定
の
日
を
変
更
し
た
と
き
又
は
育
児
休
業
等
を
終
了
す
る
予
定
の

日
の
前
日
ま
で
に
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
が
育
児
休
業
等
を
終
了
す
る
予
定
の
日
の
前
日
ま
で
に
法
第
八
十
一
条
の
二
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
産
前
産
後
休
業
を
開
始
し
た
こ
と
に
よ
り
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
第
百
三
十
五
条

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
五
条
第
二
項
」
と
、
「
第
百
六
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十

一
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
の
日
数
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
日
数
は
、
そ
の
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
当
該
育
児
休
業
等
を
開

始
し
た
日
か
ら
当
該
育
児
休
業
等
を
終
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
（
被
保
険
者
が
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等

育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
九
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
出
生
時
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
九
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
被
保
険

者
を
使
用
す
る
事
業
主
が
当
該
被
保
険
者
を
就
業
さ
せ
る
日
数
（
当
該
事
業
主
が
当
該
被
保
険
者
を
就
業
さ
せ
る

時
間
数
を
当
該
被
保
険
者
に
係
る
一
日
の
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
を
い
う
。
）
を
除
い
た
日
数
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
が
当

該
月
に
お
い
て
二
以
上
の
育
児
休
業
等
を
す
る
場
合
（
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
全
部
が

一
の
育
児
休
業
等
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
こ
れ
ら
の
育
児
休
業
等
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
項
の

規
定
に
よ
り
計
算
し
た
日
数
を
合
算
し
て
得
た
日
数
と
す
る
。

６
　
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
被
保
険
者
が
二
以
上
の
育
児
休

業
等
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
一
の
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
日
と
そ
の
次
の
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日

と
の
間
に
当
該
被
保
険
者
が
就
業
し
た
日
が
な
い
と
き
と
す
る
。

（
産
前
産
後
休
業
期
間
中
の
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
の
特
例
の
申
出
等
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
　
法
第
八
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
（
船
員
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
第
六
号
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
産
前
産
後
休
業
を
開
始
し
た
年
月
日

五
　
産
前
産
後
休
業
に
係
る
子
の
出
産
予
定
年
月
日

六
　
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

七
　
申
出
に
係
る
被
保
険
者
が
産
前
産
後
休
業
に
係
る
子
を
出
産
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
産
の
年
月
日

八
　
産
前
産
後
休
業
を
終
了
す
る
年
月
日
（
以
下
「
産
前
産
後
休
業
終
了
予
定
日
」
と
い
う
。
）

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
が
、
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る

健
康
保
険
又
は
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
三
十
五
条
の
二
第
一

項
又
は
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
併
記

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
八
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
徴
収
を
行
わ
な
い
被
保
険
者
を
使
用
す
る
事
業
主

は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
当
該
被
保
険
者
が
産
前
産
後
休
業
終
了
予
定
日

の
前
日
ま
で
に
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
第
百
三
十
五
条

の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
五
条
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
百
六
十
一
条
の
二
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
）

第
二
十
五
条
の
三
　
法
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
納
付
義
務
者
（
事
業
主
に
限
る
。
）
の
申
出
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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一
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
番
号
及
び
預
金
又
は
貯
金
の
種
別

三
　
納
入
告
知
書
を
送
付
す
る
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称

（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
に
係
る
納
入
告
知
書
の
送
付
）

第
二
十
五
条
の
四
　
機
構
は
、
法
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
前
条
の
申
出
を
承
認
し
た
と
き
は
、
法
第
八
十

三
条
の
二
の
保
険
料
の
納
付
に
必
要
な
納
入
告
知
書
を
同
条
の
金
融
機
関
へ
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
保
険
料
の
納
付
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
同
条
の
金
融
機
関
に
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
（
第
八
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て

「
電
磁
的
方
式
」
と
い
う
。
）
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
）
に
よ
り
通
知
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
保
険
料
控
除
の
計
算
書
）

第
二
十
六
条
　
法
第
八
十
四
条
第
三
項
の
保
険
料
の
控
除
に
関
す
る
計
算
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
、
か
つ
、
事
業
所
又
は
船
舶
所
有
者
ご
と
に
、
こ
れ
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名

二
　
控
除
し
た
標
準
報
酬
月
額
に
係
る
保
険
料
の
額
及
び
控
除
し
た
年
月
日

三
　
控
除
し
た
標
準
賞
与
額
に
係
る
保
険
料
の
額
及
び
控
除
し
た
年
月
日

（
証
明
）

第
二
十
七
条
　
事
業
主
は
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た

者
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
旧
適
用
法
人
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
及
び
旧

農
林
共
済
組
合
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
旧
農
林
共
済
組
合
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
遺
族
か
ら
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
書
類
に
つ

い
て
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
正
確
な
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
保
存
）

第
二
十
八
条
　
事
業
主
は
、
そ
の
厚
生
年
金
保
険
に
関
す
る
書
類
を
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
、
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
理
人
選
任
の
届
出
）

第
二
十
九
条
　
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
）
は
、
法
の
規
定
に
基
い
て
事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除
く
。
）
が

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
き
、
代
理
人
を
し
て
処
理
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
書
で

そ
の
旨
を
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
解
任
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
事
業
主
が
、
機
構
に
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
あ
わ
せ
て
、

前
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
船
長
等
の
代
理
）

第
二
十
九
条
の
二
　
第
十
五
条
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

つ
い
て
は
、
船
舶
所
有
者
は
船
長
又
は
船
長
の
職
務
を
行
う
者
を
代
理
人
と
し
て
処
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
住
所
）

第
二
十
九
条
の
三
　
船
舶
所
有
者
は
厚
生
年
金
保
険
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
仮
住
所
を
選
定
し
て
機
構
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
船
舶
所
有
者
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
仮
住
所
を
選
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
仮
住
所

二
　
申
請
者
の
住
所

三
　
所
有
船
舶
又
は
被
保
険
者
の
一
部
に
つ
い
て
仮
住
所
を
選
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
仮
住
所
に
お
い

て
取
り
扱
う
船
舶
の
名
称
又
は
被
保
険
者
の
氏
名

四
　
仮
住
所
の
選
定
を
必
要
と
す
る
事
由

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
及
び
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
前
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
船
舶
所
有
者
が
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
二
項
の
申
請
を
行
つ
た
と
き
は
、
併
せ
て
第
二
項
の
届

出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
前
三
項
の
規
定
は
、
仮
住
所
を
変
更
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

第
三
章
　
受
給
権
者

第
一
節
　
老
齢
厚
生
年
金

（
裁
定
の
請
求
）

第
三
十
条
　
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の

二
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
条
の
三
並
び
に
次
章
及
び
第
三
章
の
三
を
除
き
、
以
下

同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生

年
金
の
裁
定
の
請
求
を
す
る
場
合
は
、
第
二
号
の
二
及
び
第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
の
二
　
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
保
険

被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

二
の
三
　
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者

（
厚
生
労
働
大
臣
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
（
直
近
に
交

付
さ
れ
た
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

三
　
被
保
険
者
（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
を
含
む
。
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

あ
つ
た
期
間
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
又
は
共
済
組
合
の
組
合
員
若
し
く
は
私
学
教
職
員
共
済

制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
（
以
下
「
公
的
年
金
制
度
の
加
入
期
間
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
及
び
次
に

掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

イ
　
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
算
対
象
期
間
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五

項
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
合
算
対
象
期
間
に
算
入
さ
れ
る
期
間
を
含
む
。
以
下
「
合
算
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
を
有
す

る
者

ロ
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
特
別
一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者

四
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
旨

五
　
削
除

六
　

後
に
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
に
第
四
種
被
保
険
者
等
（
旧
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定

す
る
第
四
種
被
保
険
者
及
び
旧
船
員
保
険
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

七
　
現
に
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
使
用
さ
れ
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏

名
及
び
住
所

八
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
法
附
則
第
九
条
の
三
第
二
項
及
び
第
九
条
の
四
第
三
項
並
び
に
国
民

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
平
成
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
十
八
条
第
三
項
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
七
条
第
十
五
項
及
び
第
十
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
六
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
四
条

第
一
項
（
以
下
「
法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及

び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係

八
の
二
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

八
の
三
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

九
　
次
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
（
以
下
「
公
的
年
金
給
付
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ

て
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
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が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の

種
別
及
び
そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

イ
　
法
又
は
旧
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付

ロ
　
国
民
年
金
法
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
（
以
下
「
旧
国
民

年
金
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

ハ
　
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付

ニ
　
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

国
共
済
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
、
国
家
公
務
員
等

共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
国
家
公
務

員
共
済
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
若
し
く
は
昭

和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期

給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
又
は
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

ホ
　
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

地
共
済
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
、
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
地
方
公
務

員
共
済
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
第
十
一
章

を
除
く
。
）
若
し
く
は
昭
和
六
十
年
地
方
公
務
員
共
済
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務

員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
第
十
三
章
を

除
く
。
）
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
年
金
た

る
給
付

ヘ
　
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第

七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ

る
年
金
た
る
給
付
又
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

百
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

ト
　
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給

す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
又
は
同
法
附
則
第
二
十
五
条
第
四
項
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
二
号
に

規
定
す
る
年
金
た
る
給
付

十
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
及
び
次
に
掲
げ
る
給
付
（
以
下
「
公
的
年
金
給
付
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
老
齢

若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、

当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年

月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く

は
番
号

イ
　
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
年

金
た
る
給
付

ロ
　
地
方
公
務
員
の
退
職
年
金
に
関
す
る
条
例
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

ハ
　
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
共
済
組
合
が
支
給
す
る
年
金
た
る
給
付

ニ
　
執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
一
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

ホ
　
旧
令
に
よ
る
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
受
給
者
の
た
め
の
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五

十
六
号
）
に
よ
つ
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
支
給
す
る
年
金
た
る
給
付

ヘ
　
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

十
一
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
（
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

ロ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十

四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営

業
所
で
あ
つ
て
郵
便
貯
金
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
（
以
下
「
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
を
希
望
す
る
者
（
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望

す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

る
預
貯
金
口
座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
裁
定
の
請
求
を
す
る
場
合
は
、
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

一
の
二
　
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
そ
の
他
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
由
書
）

二
　
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十

条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に

限
る
。
）

三
　
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当

該
共
済
組
合
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
を
含
む
。
）
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金

法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

三
の
二
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に

あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受

け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
の
三
　
合
算
対
象
期
間
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
（
同
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
及

び
第
六
号
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
合
算
対
象
期
間
に
算
入
さ
れ
る
期
間
を
除
く
。
）

を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
生
年
月
日
及
び
そ
の
者
と

請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四
の
二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
配
偶

者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
の
三
　
配
偶
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る

受
給
権
者
（
経
過
措
置
政
令
第
二
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
に
あ

つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
配
偶
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

ロ
　
受
給
権
者
と
配
偶
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

ハ
　
受
給
権
者
が
配
偶
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
つ
て
生
計
を

維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
う
ち
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

16



七
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

八
　
公
的
年
金
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
の
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

九
　
前
項
第
十
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
第
一
項
の
請
求
が
、
法
附
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
と
み
な
さ
れ

る
期
間
が
あ
る
者
に
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
の
ほ

か
、
法
附
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
旧
共
済
組
合
員
期
間
の
う
ち
に
昭
和
十
七
年
六
月
か
ら
昭
和
二
十
年
八

月
ま
で
の
期
間
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
裁
定
の
請
求
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
法
附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

特
例
の
適
用
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

５
　
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
（
平
成
二
十
四
年

一
元
化
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
二
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
二
年
改
正
法
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
の
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
場
合
は
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び

支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
類
を
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
一
項
の
裁
定
の
請
求
は
、
老
齢
厚
生
年
金
（
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
行
わ
な
い
も
の

に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
（
そ
の
受
給
権
を
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
と
同
時
に
取
得

し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
国
民
年
金
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
行
わ
な
い

も
の
に
限
る
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
老
齢
基

礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す

る
。

７
　
第
五
項
の
申
出
を
す
る
者
が
、
同
時
に
国
民
年
金
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
の
支

給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
並
び
に
第
二
項
及
び
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
老
齢
基

礎
年
金
の
裁
定
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

８
　
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
（
以
下
「
第
一
号
厚
生
年
金
被

保
険
者
期
間
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
附
則
第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
繰
上
げ
の
請
求
（
法
附

則
第
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
（
国
民
年
金
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
（
以
下
「
特
例

支
給
開
始
年
齢
」
と
い
う
。
）
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に
請
求
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合

は
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
支
給
繰
上
げ
の
請
求
を
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
類
を
第
一
項
の
請
求
書
に
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
請
求
者
が
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
条

の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
繰
上
げ
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
年

金
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
請
求
書
に
同
条
第
五
項
の
書
類
を
添
え
る
と
き
は
、

当
該
書
類
に
併
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

９
　
前
項
の
請
求
を
す
る
者
が
、
法
附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
、
当
該
疾
病
又
は
負

傷
が
治
つ
て
い
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
治
つ
た
年
月
日

四
　
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、

当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年

月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

10
　
前
項
の
書
類
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
四
号
の
記

載
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

三
　
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
当
該
書
類

を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
初
診
日
を
証
す
る
の
に
参
考
と
な
る
書
類
）

11
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の

議
員
（
以
下
「
国
会
議
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
期
間
（
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
以
後
の
期

間
に
限
る
。
）
を
有
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
請
求
書
に
、
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
百
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
衆
議
院
議
長
、
参

議
院
議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
に
対
す
る
資
料
の
提
供
の
求
め
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労

働
大
臣
が
当
該
受
給
権
者
に
係
る
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

12
　
前
項
の
書
類
に
は
、
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前

項
の
書
類
に
相
当
の
記
載
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
定
請
求
の
特
例
）

第
三
十
条
の
二
　
老
齢
厚
生
年
金
（
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
及
び
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第

三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
の
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
（
六
十
六
歳
未
満
の
者
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い

た
者
に
限
る
。
）
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
（
前
条
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
た
配
偶
者
又
は
子

に
限
る
。
次
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日
並
び
に
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
旨

四
　
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
を
行
わ
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

２
　
老
齢
厚
生
年
金
（
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
六
十
六
歳
に
達
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有

し
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
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三
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び

に
そ
の
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係

四
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金

番
号

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ

る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

六
　
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
を
行
わ
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

３
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚

生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情

報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
請
求
者
と
配
偶
者
又
は
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸

籍
の
抄
本

ロ
　
配
偶
者
又
は
子
が
請
求
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
診
断
書
（
そ
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
障
害
の
状
態
に
関

す
る
医
師
の
診
断
書
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
）

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
給
権
者
が
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生

年
金
に
つ
い
て
払
渡
し
を
希
望
し
た
機
関
に
お
い
て
払
渡
し
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ

し
、
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
払
渡
し
を
希
望
す
る
機
関
を
変
更
す
る
届
書
を

提
出
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
裁
定
の
請
求
は
、
老
齢
厚
生
年
金
（
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を
除
く
。
）
の
受
給

権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
（
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
条
の
二
の
二
第
三
項
又

は
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
を
除
く
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る

場
合
（
国
民
年
金
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
行
う
場
合
を

除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
に
併
せ
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

事
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
の
う
ち
当

該
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
　
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
老
齢

基
礎
年
金
（
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
条
の
二
の
二
第
三
項
又
は
平
成
六
年
改
正
法

附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
を
含
む
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
者
（
当
該
老
齢
厚
生

年
金
が
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有

し
て
い
な
か
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又

は
戸
籍
の
抄
本
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ

り
当
該
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）
。

３
　
前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
前
条
第
四
項
中
「
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
老
齢
基
礎
年
金
（
国
民
年
金
法
附
則
第

九
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
九
条
の
二
の
二
第
三
項
又
は
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
を
含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
三
十
条
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
三
十
条
の
四
　
老
齢
厚
生
年
金
（
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
法

第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一

項
又
は
平
成
十
二
年
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平

成
十
二
年
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
繰
下
げ
の

申
出
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
十
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
行
う
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
第
三
十
条
の
二
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
第
三
十
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
三
十
条
の
五
　
法
第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
三
十

八
条
第
二
項
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
又
は
一
部
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
旨

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
公
的
年
金
給
付
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

五
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ

の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
及
び
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

五
の
二
　
配
偶
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

六
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名
称

及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、

恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人

番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

四
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

18



六
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
引
き

続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

七
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
う
ち
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
子
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程

度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

３
　
第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
が
、
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
同
項
の
申
請
が

当
該
老
齢
基
礎
年
金
に
係
る
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
二
項
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
解
除
の
申
請
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項

の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
の
う
ち
当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な

い
も
の
と
す
る
。

（
支
給
停
止
の
申
出
）

第
三
十
条
の
五
の
二
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
す
る
旨

２
　
前
項
の
申
出
を
行
う
者
が
、
同
時
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
つ

て
、
同
項
の
申
出
が
当
該
給
付
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
（
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成

十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度

の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八

号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
国
民
年
金
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
（
平
成
十
六
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
一
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適

用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
の
申
出
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
申
出
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

事
項
の
う
ち
当
該
給
付
の
支
給
停
止
の
申
出
書
に
記
載
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
の
申
出
書
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
旧
法
に
よ
る
年
金
た

る
保
険
給
付

二
　
国
民
年
金
法
又
は
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

三
　
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付

四
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る

も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付

五
　
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す

る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付

（
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
）

第
三
十
条
の
五
の
三
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
す
る
旨

五
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び

に
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

る
旨

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
受
給
権
者
と
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

ロ
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
う
ち
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
子
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

３
　
第
一
項
の
申
出
の
撤
回
を
行
う
者
が
、
同
時
に
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
を
有
す

る
場
合
で
あ
つ
て
、
第
一
項
の
申
出
が
当
該
給
付
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
（
平
成
十
六
年
経
過
措
置

政
令
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
国
民
年
金
法
第
二
十

条
の
二
第
三
項
（
平
成
十
六
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
と
併
せ

て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
出
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の

申
出
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
の
う
ち
当
該
給
付
の
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
の
申
出

書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申
出
書
に
記
載

し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
標
準
報
酬
月
額
等
の
改
定
の
状
況
に
よ
る
影
響
の
除
去
の
方
法
）

第
三
十
条
の
六
　
令
第
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の
区

分
及
び
標
準
賞
与
額
の

高
限
度
額
の
改
定
の
状
況
に
よ
る
影
響
の
除
去
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

五
年
前
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
又
は
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
末
日
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
の
平
均

額
の
百
分
の
二
百
に
相
当
す
る
額
が
そ
の
年
度
に
お
け
る
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
等
級

の

高
等
級
の
標
準
報
酬
月
額
を
相
当
程
度
上
回
り
、
又
は
下
回
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
状
況
に
よ
る
影
響
を

除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
五
年
前
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
又
は
当
該

年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
区
分
及
び
標
準
賞
与
額
の

高
限
度
額
を
仮
定
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
胎
児
出
生
の
届
出
）

第
三
十
一
条
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
四
十
四
条
第
三
項
（
法
附
則
第
九
条
の
二
第
三
項
、
第
九
条

の
三
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
九
条
の
四
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
三

項
、
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
七
条
第
十
三
項
及
び
第
十

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
六
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
四
条
第

三
項
に
規
定
す
る
胎
児
が
出
生
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
子
の
生
年
月
日
及
び
そ
の
子
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証

明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

19



二
　
子
が
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度

に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

（
加
給
年
金
額
加
算
事
由
該
当
の
届
出
）

第
三
十
一
条
の
二
　
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
請
求
に
係
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
配
偶
者
又
は
法
第
四
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
（
第
三
十
条
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
て
い
な
い
配
偶
者
又
は
子
に
限
る
。
）
が

あ
る
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
が
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
が
計
算
さ

れ
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
配
偶
者
又
は
子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

三
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
の
個
人
番
号

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等

を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
政
令
等
の
整

備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
令
（
以
下

「
平
成
二
十
七
年
改
正
前
の
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
（
以
下
「
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る

給
付
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称

及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、

恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人

番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
（
法
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
を
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合

を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
（
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
者
に
限
る
。
）
が
、
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
年
齢
に
達
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き

は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

加
給
年
金
額
の
対
象
者
に
つ
い
て
、
第
三
十
条
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
三
十
五
条
の

三
の
届
出
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
受

給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

四
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
の
個
人
番
号

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由

と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の

名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証

書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

３
　
法
附
則
第
十
三
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
の
受
給
権
者
が
、
六
十
五
歳
（
そ
の
者
が
法
附
則
第
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調

整
額
（
以
下
「
繰
上
げ
調
整
額
」
と
い
う
。
）
が
加
算
さ
れ
て
い
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
と
き
は
、

特
例
支
給
開
始
年
齢
と
す
る
。
）
に
達
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が

あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
加
給
年
金
額
の
対
象
者
に
つ
い
て
、
第
三
十
条
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
三

十
五
条
の
三
の
届
出
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
受

給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

四
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
の
個
人
番
号

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由

と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年

金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年

月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く

は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

４
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
（
法
附
則
第
十
三
条
の
四
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
と
き
は
、
六
十
五
歳
（
そ
の
者
が
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
て

い
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
と
き
は
、
特
例
支
給
開
始
年
齢
と
す
る
。
）
に
達
し
た
当
時
）
、
当
該
老

齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
未
満
で
あ
つ
た
も
の
が
、
法
第
四

十
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
四
十
三
条

第
三
項
（
そ
の
者
が
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
て
い
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
又

は
法
附
則
第
十
三
条
の
四
第
六
項
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
る
場
合
で
あ
つ

て
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
受

給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

四
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
の
個
人
番
号

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由

と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年

金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年

月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く

は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

５
　
前
各
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の

場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
た
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄

本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

一
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証

明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
う
ち
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

四
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

（
加
給
年
金
額
対
象
者
の
障
害
状
態
該
当
の
届
出
）

第
三
十
一
条
の
三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
十
八

歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
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の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名

五
　
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
障
害
の
現
状
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

（
障
害
者
特
例
の
請
求
）

第
三
十
一
条
の
四
　
法
附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
の
適
用
を
請
求
す
る
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に

よ
る
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
法
附
則
第
九

条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
計
算
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
、
当
該
疾
病
又
は
負

傷
が
治
つ
て
い
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
治
つ
た
年
月
日

五
　
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、

当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年

月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

六
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び

に
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

六
の
二
　
配
偶
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

七
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名
称

及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、

恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人

番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
五
号
の
記
載
が

あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

三
　
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
当
該
書
類

を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
初
診
日
を
証
す
る
の
に
参
考
と
な
る
書
類
）

四
　
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年
金
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利

を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
こ

と
を
証
す
る
書
類

五
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の

九
の
規
定
に
よ
り
当
該
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限

る
。
）

五
の
二
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

六
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計

を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

七
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
う
ち
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

（
加
給
年
金
額
対
象
者
の
不
該
当
の
届
出
）

第
三
十
二
条
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
法
第
四
十
四
条

第
四
項
各
号
（
第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
（
法
附
則
第
九
条
の
二
第
三
項
、
第
九
条
の
三
第
二
項

及
び
第
四
項
並
び
に
第
九
条
の
四
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
三
項
、
第
十

九
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
七
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
六
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
四
条
第
四
項
各
号

（
第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
第
四
十
四
条
第
四
項
各
号
」
と
い
う

。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
法
第
四
十
四
条
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日
並
び
に
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

四
　
法
第
四
十
四
条
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

第
三
十
二
条
の
二
　
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給

権
者
が
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
（
当
該
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
、
か

つ
、
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
な
く
し
て
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
場
合

に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
国
会
議
員
等
と
な
つ
た
と
き
の
支
給
停
止
の
届
出
）

第
三
十
二
条
の
三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
国
会
議
員
等
と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
百
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
に
対
す
る
資
料
の
提
供
の
求
め
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
受
給
権
者
に
係
る
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
国
会
議
員
等
と
な
つ
た
年
月
日

五
　
国
会
議
員
等
で
あ
る
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
令
第
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額

六
　
所
属
す
る
議
会
の
名
称

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
届
書
に
相
当
の
記
載
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
第
一
項
の
届
書
及
び
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
の
提
出

を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
限
（
以
下
「
指
定
期
限
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
こ
れ
に

応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
会
議
員
等
の
標
準
賞
与
額
に
相
当
す
る
額
の
届
出
）

第
三
十
二
条
の
四
　
国
会
議
員
等
で
あ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
期
末
手
当
（
令
第
三
条
の
六
第
二
項
第

二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
期
末
手
当
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
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に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
百
条
の
二
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
に
対
す
る
資
料
の
提
供
の
求
め
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
受
給
権
者
に
係
る
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
受
け
た
年
月
日

五
　
支
給
を
受
け
た
期
末
手
当
の
額

２
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
被
保
険
者
、
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
厚
生
年
金
被

保
険
者
（
以
下
「
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保

険
者
（
以
下
「
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
四
号
厚
生
年
金
被
保
険

者
（
以
下
「
第
四
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
、
国
会
議
員
等
又
は
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
七
十
歳

以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
被

保
険
者
等
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
以
前
の
一
年
間
（
当
該
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
日
前
の

期
間
に
限
る
。
）
に
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
支
給
を
受
け
た
期
末

手
当
に
つ
い
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

法
第
百
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
に
対
す

る
資
料
の
提
供
の
求
め
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
受
給
権
者
に
係
る
前
項
第
四
号
及
び
第

五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
前
二
項
の
届
書
に
は
、
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
届
書
に
相
当
の
記
載
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
国
会
議
員
等
の
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
二
条
の
五
　
国
会
議
員
等
で
あ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲

げ
る
額
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
百
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
又
は
地
方
公
共
団

体
の
議
会
の
議
長
に
対
す
る
資
料
の
提
供
の
求
め
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
受
給
権
者
に

係
る
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
変
更
の
あ
つ
た
年
月
日

五
　
変
更
後
の
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
額

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
届
書
に
相
当
の
記
載
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
国
会
議
員
等
で
な
く
な
つ
た
こ
と
の
届
出
）

第
三
十
二
条
の
六
　
国
会
議
員
等
で
あ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
国
会
議
員
等
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
百
条

の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
に
対
す
る
資
料
の

提
供
の
求
め
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
受
給
権
者
に
係
る
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認

し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
国
会
議
員
等
で
な
く
な
つ
た
年
月
日

（
令
第
三
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
議
員
報
酬
の
月
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
三
十
二
条
の
七
　
令
第
三
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
議
員
報
酬
の
月
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

一
　
議
員
報
酬
を
月
額
と
し
て
定
め
て
い
る
地
方
公
共
団
体
　
当
該
月
額
に
一
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
議
員
報
酬
を
月
額
以
外
の
方
法
に
よ
り
定
め
て
い
る
地
方
公
共
団
体
　
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
員
報
酬
の

支
給
の
実
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

（
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
）

第
三
十
三
条
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
第
三
十
条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し

て
い
な
い
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険

者
番
号
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。
）
は
、
法
附
則
第
十
一
条
の
五
又
は
第
十
三
条
の
六

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
附
則
第
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
こ

の
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
た
こ
と
が

あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保

険
者
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
第
三
十
条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い

者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。
）
は
、
法
附
則
第
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
三
条
の
六
第
四
項

（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は

第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た

と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と

き
又
は
第
一
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し

た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
又
は
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る

者
に
あ
つ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

４
　
前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
給
年
金
額
支
給
停
止
事
由
の
該
当
の
届
出
）

第
三
十
三
条
の
二
　
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
全
額
に
つ
き
支

給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
は
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ

る
配
偶
者
（
受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
、
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
配
偶
者
で
あ
つ

て
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
以
上
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
が
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
（
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及

び
障
害
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
第
四
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、

次
章
並
び
に
第
三
章
の
三
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
受
給
権
者
が

同
時
に
当
該
障
害
基
礎
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
つ
た
と
き
又
は
当
該
配
偶
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
（
障
害
を
支
給
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事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
配
偶
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
の
名
称
、
当
該
令
第
三
条
の
七
に

掲
げ
る
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た

年
月
日
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給

証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号

又
は
基
礎
年
金
番
号

（
障
害
者
特
例
不
該
当
の
届
出
）

第
三
十
三
条
の
三
　
法
附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
の
適
用
を
受
け
て
い
る
法
附
則
第
八
条
の
規
定

に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
受
給
権
者
は
、
法
附
則

第
九
条
の
二
第
四
項
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機

構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
法
附
則
第
九
条
の
二
第
四
項
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

（
繰
上
げ
調
整
額
支
給
停
止
事
由
の
該
当
の
届
出
）

第
三
十
三
条
の
四
　
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
て
い
る
法
附
則
第
十
三
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生

年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
附
則
第
十
三
条
の
五
第
五
項
本
文
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
法
附
則
第
十
三
条
の
五
第
五
項
本
文
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

（
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
三
十
四
条
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
十
条

の
五
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

四
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ

の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

五
　
配
偶
者
が
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
令
第
三
条
の
七
に

掲
げ
る
給
付
の
名
称
、
当
該
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の

支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準

ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支

給
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
老
齢
厚
生
年
金
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

三
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
引
き

続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
う
ち
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
子
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に

関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

３
　
第
一
項
の
届
出
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
昭
和
六
十
年

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
、

当
該
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
そ
の
支
給
停
止
の
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則

第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
届
出
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
届
書
に

記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
書
類
の
う
ち
同
令
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
加
給
年
金
額
支
給
停
止
事
由
の
消
滅
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
二
　
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
全
額
に
つ
き
支

給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
は
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ

る
配
偶
者
（
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
配
偶
者
で
あ
つ
て
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基

礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
当
該
配
偶
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
令
第
三
条
の
七
に

掲
げ
る
給
付
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
に

至
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
配
偶
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
の
名
称
又
は
全
額
に
つ

き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
に
至
つ
た
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
の
名
称
、
当
該
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給

付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
年
月
日
又
は
そ

の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
に
至
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準

ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
配
偶
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

二
　
配
偶
者
が
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
繰
上
げ
調
整
額
支
給
停
止
事
由
の
消
滅
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
　
法
附
則
第
十
三
条
の
五
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
つ
て
繰
上
げ
調
整
額
に
相
当
す
る
部
分

の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
法
附
則
第
十
三
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法

附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
状
態
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

23



四
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名

五
　
法
附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
状
態
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日

六
　
配
偶
者
又
は
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ

の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

七
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名
称

及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、

恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人

番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

（
法
附
則
第
十
一
条
の
五
及
び
第
十
三
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
附
則
第
七
条
の
四
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
た
日
と
み
な
さ
れ
る
日
）

第
三
十
四
条
の
三
　
法
附
則
第
十
一
条
の
五
及
び
第
十
三
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
附
則
第
七
条
の
四

第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
た

日
と
み
な
さ
れ
る
日
は
、
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
失
業
の
認
定
日
に
お
い
て
失
業

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
た
日
の
う
ち
、
基
本
手
当
の
支
給
に
係
る
日
の
日
数
に
相
当
す
る
日
数

分
の
当
該
失
業
の
認
定
日
の
直
前
の
法
附
則
第
十
一
条
の
五
及
び
第
十
三
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

附
則
第
七
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
を
除
い
た
各
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
基
本

手
当
の
支
給
を
受
け
た
日
と
み
な
さ
れ
る
日
が
、
法
附
則
第
八
条
又
は
第
十
三
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
老
齢

厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
六
十
五
歳
に
到
達
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
降
の
各
月
に
属
す
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
法
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
第
二
号
、
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
三
条
の
六
第
四
項
第
二
号
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
）

第
三
十
四
条
の
四
　
法
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
第
二
号
、
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
三
条
の
六
第

四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲

げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
た
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
に
十
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す

る
。

一
　
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
み
な
し
賃
金
日
額
に

三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
百
分
の
七
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
標
準
報
酬
月
額

三
　
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
に
百
十
分
の
四
十
六
を
乗
じ
て
得
た
額

（
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
）

第
三
十
四
条
の
五
　
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率

は
、
前
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
と
す
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
確
認
等
）

第
三
十
五
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
月
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受

給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る

場
合
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
に
係
る
個
人
番
号
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
老
齢
厚

生
年
金
の
受
給
権
者
の
生
存
若
し
く
は
死
亡
の
事
実
が
確
認
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場

合
を
除
く
。
）
又
は
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ

い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
指
定
期
限
ま
で
に
、
当
該

書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
届
出
等
）

第
三
十
五
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給

権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
給
権
者
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
自
ら
署
名
し
た
届
書
（
自
ら
署
名
す
る
こ
と
が
困
難
な
受
給
権
者
に

あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
代
理
人
が
署
名
し
た
届
書
。
以
下
同
じ
。
）
を
毎
年
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る

日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
届
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
毎
年
、
指
定
日
ま
で
に
、

当
該
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
書
の
提
出
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
に

は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
指
定
期
限
ま
で
に
、
当
該

書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
等
の
届
出
）

第
三
十
五
条
の
三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金

（
法
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
を
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
（
平
成

六
年
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
が
平
成
六
年

改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
す
る
場
合
又
は
法
附
則

第
十
三
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
六
十
五
歳
（
そ
の
者
が
繰
上
げ
調
整
額
が

加
算
さ
れ
て
い
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
と
き
は
、
特
例
支
給
開
始
年
齢
と
す
る
。
）
に
達
す
る
場

合
で
あ
つ
て
当
該
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
又
は
法
附
則
第
十
三
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年

金
の
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
者
を
含
む
。
）
は
、
毎
年
、
指
定
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
、
か
つ
、
自
ら
署
名
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の

額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
指
定
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
う
ち
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ

つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
日
以
後
一
年
以
内
に
指
定
日
が
到
来
す
る
年
に
は
、
こ

れ
を
適
用
し
な
い
。

一
　
老
齢
厚
生
年
金
の
裁
定
が
行
わ
れ
た
日

二
　
当
該
受
給
権
者
の
老
齢
基
礎
年
金
の
裁
定
が
行
わ
れ
た
日

24



三
　
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
た
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
日
（
そ
の
前
日

に
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
老
齢
基
礎
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
）
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
を
除
く
。
）

四
　
当
該
受
給
権
者
の
老
齢
基
礎
年
金
（
受
給
権
者
が
七
十
歳
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
昭
和
六

十
年
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
の
額
が
改
定
さ
れ
た
日

（
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
障
害
の
現
状
に
関
す
る
届
出
）

第
三
十
五
条
の
四
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
年
に
お
い
て
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
日
前

三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
書
類
に
、
指
定
日
前
三

月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
の
一
時
差
止
め
）

第
三
十
六
条
　
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
払
の
一
時
差
止
め
を
す
る

場
合
は
、
受
給
権
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
届
書
若
し
く
は
こ
れ
に
添
え
る
べ

き
書
類
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第

三
十
五
条
の
二
の
書
類
等
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
若
し
く
は
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類

等
、
前
条
の
書
類
等
又
は
第
四
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
し
な
い
と
き
と
す
る
。

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
三
十
七
条
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、

十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書

二
　
氏
名
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

３
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者

が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な

す
。

４
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
者
が
支
給

す
る
法
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
（
以
下
「
第
二
号
等
老
齢
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
老

齢
厚
生
年
金
に
係
る
同
項
の
届
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な

す
。

（
住
所
変
更
の
届
出
）

第
三
十
八
条
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、

十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
変
更
後
の
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者

が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
前
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な

す
。

３
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
第
二
号
等
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
老
齢
厚
生
年
金
に

係
る
同
項
の
届
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
個
人
番
号
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
八
条
の
二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号

三
　
個
人
番
号
の
変
更
年
月
日

２
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者

が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
前
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み

な
す
。

（
払
渡
希
望
金
融
機
関
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
九
条
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
払
渡
希
望
金
融
機
関
又
は
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
預
金
口
座
の
名

義
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
預
金
口
座
の
名
義

及
び
口
座
番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
に
つ
い
て

の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者

が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み

な
す
。

（
証
書
再
交
付
の
申
請
）

第
四
十
条
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
と
き

又
は
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の

再
交
付
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
再

交
付
の
申
請
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
（
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
変
更
前
及
び
変

更
後
の
氏
名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
由

３
　
前
項
の
申
請
書
（
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
る
第
一
項
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
第
一
項
の
申
請
（
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
る
も

の
に
限
る
。
）
を
し
た
後
、
滅
失
し
た
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を

機
構
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者

が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
申
請
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
を
行
つ
た
も
の
と
み

な
す
。

（
所
在
不
明
の
届
出
等
）

第
四
十
条
の
二
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
は
、
当
該

受
給
権
者
の
所
在
が
一
月
以
上
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届

書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
人
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
と
同
一
世
帯
で
あ
る
旨

三
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

五
　
受
給
権
者
の
所
在
不
明
と
な
つ
た
年
月
日

六
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
当
該
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
届
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
で
あ
つ
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
当
該
受
給

権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
指
定
期
限
ま
で
に
、
当
該

書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二

十
三
条
第
一
項
の
届
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
書
の
提
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

６
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
第
二
号
等
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
老
齢
厚
生
年

金
に
係
る
同
項
の
届
書
の
提
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
書
の
提
出
を
行
つ
た
も
の
と
み

な
す
。

（
死
亡
の
届
出
）

第
四
十
一
条
　
法
第
九
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
（
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事

由
書
）

二
　
受
給
権
者
の
死
亡
を
証
す
る
書
類

３
　
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二

十
四
条
第
一
項
の
届
出
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
第
二
号
等
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
老
齢
厚
生
年

金
に
係
る
同
項
の
届
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
法
第
九
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
受
給
権
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
住

民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
受
給
権
者
と
す
る
。

６
　
法
第
九
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
受
給
権
者
の
死
亡
の
日
か

ら
七
日
以
内
に
当
該
受
給
権
者
に
係
る
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
死
亡

の
届
出
を
し
た
場
合
と
す
る
。

（
未
支
給
の
保
険
給
付
の
請
求
）

第
四
十
二
条
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

一
の
二
　
個
人
番
号

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

三
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

五
　
請
求
者
以
外
に
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の

身
分
関
係

六
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き

は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
請
求
書
並
び
に
第
三

十
条
、
第
三
十
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
十
条
の
三
の
例
に
よ
る
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
等
を
機

構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸

籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
第
一
項
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
法
第
九
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
は
、
受
給
権
者
の
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
（
老
齢

厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

４
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て

い
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
を
行
う
者
が
当
該
受
給
権
者
の
死
亡
に
つ
い
て
国
民
年
金
法

第
十
九
条
第
一
項
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
二
項
の

規
定
に
よ
り
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
の
う
ち
国
民
年
金

法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
証
明
書
の
省
略
）

第
四
十
三
条
　
こ
の
節
の
規
定
に
よ
つ
て
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に
市
町
村
長
の
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
、
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に
相
当
の
記
載
を
受
け
た
と
き
は
、
証
明
書
の
添
付
を

要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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第
二
節
　
障
害
厚
生
年
金
及
び
障
害
手
当
金

（
裁
定
の
請
求
）

第
四
十
四
条
　
障
害
厚
生
年
金
又
は
障
害
手
当
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求

書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
公
的
年
金
制
度
の
加
入
期
間
を
有
す
る
者
及
び
次
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

イ
　
現
に
第
四
種
被
保
険
者
等
で
あ
る
者
又
は

後
に
被
保
険
者
（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
を
含

む
。
）
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
に
第
四
種
被
保
険
者
等
で
あ
つ
た
者

ロ
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
特
別
一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者

四
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
（
二
以
上
の
疾
病
又
は
負
傷
が
障
害
の
原
因
と
な
つ
て
い
る
と
き
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
疾
病
又
は
負
傷
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
傷
病
名
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
、
当

該
疾
病
又
は
負
傷
が
治
つ
て
い
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
治
つ
た
年
月
日
並
び
に
当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
昭

和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
発
し
た
年
月
日

五
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
又
は
業
務
上
の

事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

五
の
二
　
次
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

イ
　
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の
請
求
を
行
う
者

ロ
　
法
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の
請
求
を
行
う
者

五
の
三
　
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制

度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年

金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

五
の
四
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

六
　
障
害
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者

と
請
求
者
と
の
身
分
関
係

七
　
旧
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
第
四
種
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
又
は
旧
船
員
保
険
法
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
障
害
共
済
年
金
を
受
け
る
権
利
の
有
無
及
び
そ
の
権
利
を

有
す
る
と
き
は
、
当
該
共
済
組
合
の
名
称
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
る
旨

七
の
二
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

八
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

九
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十

条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に

限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当

該
共
済
組
合
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
を
含
む
。
）
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金

法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

四
　
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

五
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

六
　
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
（
疾
病
又
は
負
傷
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に

発
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
発
し
た
日
を
含
む
。
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類
（
当
該
書
類
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
初
診
日
を
証
す
る
の
に
参
考
と
な
る
書
類
）

七
　
公
的
年
金
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

八
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の

証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

八
の
二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
配
偶

者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

九
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
　
前
項
第
九
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
第
一
項
の
裁
定
の
請
求
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由

に
基
づ
く
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
以
下
「
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規

定
に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
障
害
基
礎
年
金
の

裁
定
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請
求
書

に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
の
裁
定
の
請
求
が
、
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
平
成
八
年
改
正
法

附
則
第
九
条
第
二
項
又
は
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
に
係
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
年
金
の
支
給
事
由
で
あ
る
障

害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
を
記
載
し
た
書
類
及
び
そ
の
年
金
の
年
金
証
書
（
年
金
証
書
を
添

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第
八
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
二
並
び
に
そ
の
年
金
に
つ
い
て
同
項
第
一
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
は
添

え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
法
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
厚
生
年
金

二
　
旧
法
に
よ
る
障
害
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
年
金

三
　
平
成
八
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
又
は
平
成
十
三
年
統
合
法

附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
廃
止
前
農
林
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ

つ
て
は
、
当
該
障
害
共
済
年
金

四
　
昭
和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
又
は

平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
附

則
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
旧
制
度
農
林
共
済
法
に
よ
る
障
害
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
こ
と

が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
年
金

五
　
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
二
十
五
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
特
例
障
害
農
林
年
金
の
受
給
権
を
有

し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
例
障
害
農
林
年
金

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
四
十
五
条
　
法
第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
三
十
八

条
第
二
項
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
昭
和
六

27



十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
障
害
厚
生
年
金
の

支
給
の
停
止
の
解
除
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
旨

三
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
公
的
年
金
給
付
（
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
を
除
く
。
）
の
年
金

証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

五
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

五
の
二
　
配
偶
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

六
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名
称

及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、

恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人

番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

四
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
診
断
書

六
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

七
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

八
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

３
　
第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権

を
有
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
同
項
の
申
請
が
当
該
障
害
基
礎
年
金
に
係
る
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
二
項
（
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
解
除
の

申
請
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ

り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
停

止
解
除
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申

請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
支
給
停
止
の
申
出
）

第
四
十
五
条
の
二
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
す
る
旨

２
　
第
三
十
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
）

第
四
十
五
条
の
三
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
す
る
旨

五
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
障
害
の

現
状
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

三
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

四
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
受
給
権
者
と
配
偶
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

ロ
　
配
偶
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
第
三
十
条
の
五
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
加
給
年
金
額
対
象
者
の
不
該
当
の
届
出
）

第
四
十
六
条
　
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、

当
該
障
害
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
法
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条

第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
法
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
法
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

（
改
定
の
請
求
）

第
四
十
七
条
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年

金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
及
び
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
と
な
つ
た
年
月
日

四
　
公
的
年
金
給
付
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
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る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若

し
く
は
番
号

五
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

五
の
二
　
配
偶
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

六
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名
称

及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、

恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人

番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

ロ
　
イ
の
障
害
の
現
状
が
第
四
十
七
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
該
当
す
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ハ
　
疾
病
又
は
負
傷
が
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン

フ
ィ
ル
ム

三
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

３
　
第
一
項
の
請
求
は
、
障
害
厚
生
年
金
（
障
害
等
級
の
二
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
場
合

に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給

権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に

よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
年
金

額
改
定
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請
求

書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
四
十
七
条
の
二
　
障
害
厚
生
年
金
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
七
項
及
び
第
八
十
七
条
第
八
項
並

び
に
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
元
年
政
令
第
三

百
三
十
七
号
。
以
下
「
政
令
第
三
百
三
十
七
号
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
受
給
権

者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十
条
の
二
第
一
項
（
第

二
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
給
権
者
は
、
法
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の

額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
、
旧
法
に
よ
る
障
害
年
金
証
書
又
は
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
証
書
の

年
金
コ
ー
ド

四
　
次
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

イ
　
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
事
由
で
あ
る
障
害
（
法
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
額
の
改
定
が
行
わ
れ

た
と
き
又
は
法
第
五
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
の
消
滅
が
あ
つ
た

と
き
は
、
当
該
改
定
又
は
消
滅
の
事
由
で
あ
る
障
害
を
含
む
。
）
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る

初
診
日
の
う
ち

も
遅
い
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
条
の
二
に
お
い
て
「
特
定
初
診
日
」
と
い
う
。
）

以
後
に
お
い
て
公
的
年
金
制
度
の
加
入
期
間
を
有
す
る
者

ロ
　
現
に
第
四
種
被
保
険
者
等
で
あ
る
者
又
は

後
に
被
保
険
者
（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
を
含

む
。
）
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
に
第
四
種
被
保
険
者
等
で
あ
つ
た
者

ハ
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
特
別
一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者

五
　
法
第
五
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
障
害
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
条
の
二
に
お
い
て
「
そ
の
他

障
害
」
と
い
う
。
）
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
並
び
に

当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
治
つ
て
い
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
治
つ
た
年
月
日

六
　
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
事
由
で
あ
る
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
及
び
障
害
厚
生
年
金

の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日

七
　
法
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
の
事
由
で
あ
る
障
害
の

原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
及
び
当
該
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た
年
月
日

八
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
の
消
滅
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当

該
消
滅
の
事
由
で
あ
る
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
及
び
当
該
消
滅
が
あ
つ
た
年
月
日

九
　
公
的
年
金
給
付
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
公
的
年
金
給
付
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー

ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

十
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

十
の
二
　
配
偶
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

十
一
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を

受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名

称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証

書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
初
診
日
以
後
に
お
い
て
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を

有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
組
合
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
を
含
む
。
）
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・

共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

ロ
　
イ
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

四
　
そ
の
他
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
当

該
書
類
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
初
診
日
を
証
す
る
の
に
参
考
と
な
る
書
類
）

五
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

３
　
第
一
項
の
請
求
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
三
十
四
条
第
四
項
（
政
令
第
三
百
三

十
七
号
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に

よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
年
金

額
改
定
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請
求

書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
等
）

第
四
十
七
条
の
二
の
二
　
法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
障
害
の

程
度
が
障
害
等
級
の
二
級
に
該
当
す
る
者
に
係
る
も
の
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
又
は
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
機
関
（
法
第
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
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診
査
を
受
け
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
状
態
に
至
つ
た
場
合
（
第
八
号

に
掲
げ
る
状
態
に
つ
い
て
は
、
当
該
状
態
に
係
る
障
害
の
範
囲
が
拡
大
し
た
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
す
る
。

一
　
両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
三
以
下
の
も
の

二
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
四
、
他
眼
の
視
力
が
手
動
弁
以
下
の
も
の

三
　
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
の
Ⅰ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の
和
が
そ
れ

ぞ
れ
八
〇
度
以
下
か
つ
Ⅰ
／
二
視
標
に
よ
る
両
眼
中
心
視
野
角
度
が
二
八
度
以
下
の
も
の

四
　
自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放
視
認
点
数
が
七
〇
点
以
下
か
つ
両
眼
中
心
視
野
視
認
点
数
が

二
〇
点
以
下
の
も
の

五
　
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
一
〇
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

六
　
両
上
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

七
　
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
欠
く
も
の

八
　
四
肢
又
は
手
指
若
し
く
は
足
指
が
完
全
麻
痺
し
た
も
の
（
脳
血
管
障
害
又
は
脊
髄
の
器
質
的
な
障
害
に
よ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
状
態
が
六
月
を
超
え
て
継
続
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

九
　
心
臓
を
移
植
し
た
も
の
又
は
人
工
心
臓
（
補
助
人
工
心
臓
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
装
着
し
た
も
の

十
　
脳
死
状
態
（
脳
幹
を
含
む
全
脳
の
機
能
が
不
可
逆
的
に
停
止
す
る
に
至
つ
た
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
遷
延
性
植
物
状
態
（
意
識
障
害
に
よ
り
昏
睡
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
い
、
当
該
状
態
が
三
月
を
超
え

て
継
続
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
つ
た
も
の

十
一
　
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
た
も
の
（
一
月
を
超
え
て
常
時
装
着
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

２
　
法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
障
害
の
程
度
が
障
害
等
級
の

三
級
に
該
当
す
る
者
に
係
る
も
の
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
又
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
実
施
機
関
の
診
査
を
受
け
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
状
態
又
は
次
の

各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
状
態
に
至
つ
た
場
合
と
す
る
。

一
　
両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
七
以
下
の
も
の

二
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
八
、
他
眼
の
視
力
が
手
動
弁
以
下
の
も
の

三
　
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
の
Ⅰ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の
和
が
そ
れ

ぞ
れ
八
〇
度
以
下
か
つ
Ⅰ
／
二
視
標
に
よ
る
両
眼
中
心
視
野
角
度
が
五
六
度
以
下
の
も
の

四
　
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
求
心
性
視
野
狭

さ
く窄

又
は
輪
状
暗
点
が
あ
る
も
の
に
つ
い

て
、
Ⅰ
／
二
視
標
に
よ
る
両
眼
の
視
野
が
そ
れ
ぞ
れ
五
度
以
内
の
も
の

五
　
自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放
視
認
点
数
が
七
〇
点
以
下
か
つ
両
眼
中
心
視
野
視
認
点
数
が

四
〇
点
以
下
の
も
の

六
　
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
九
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

七
　
喉
頭
を
全
て
摘
出
し
た
も
の

八
　
両
上
肢
の
親
指
及
び
人
指
し
指
又
は
中
指
を
欠
く
も
の

九
　
一
上
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

十
　
両
下
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

十
一
　
一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
欠
く
も
の

十
二
　
心
臓
再
同
期
医
療
機
器
（
心
不
全
を
治
療
す
る
た
め
の
医
療
機
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
装
着
し
た

も
の

十
三
　
人
工
透
析
を
行
う
も
の
（
三
月
を
超
え
て
継
続
し
て
行
つ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

十
四
　
六
月
を
超
え
て
継
続
し
て
人
工
肛
門
を
使
用
し
、
か
つ
、
人
工
膀
胱
（
ス
ト
ー
マ
の
処
置
を
行
わ
な
い
も

の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
い
る
も
の

十
五
　
人
工
肛
門
を
使
用
し
、
か
つ
、
尿
路
の
変
更
処
置
を
行
つ
た
も
の
（
人
工
肛
門
を
使
用
し
た
状
態
及
び
尿

路
の
変
更
を
行
つ
た
状
態
が
六
月
を
超
え
て
継
続
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

十
六
　
人
工
肛
門
を
使
用
し
、
か
つ
、
排
尿
の
機
能
に
障
害
を
残
す
状
態
（
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
の
使
用
又
は
自
己

導
尿
（
カ
テ
ー
テ
ル
を
用
い
て
自
ら
排
尿
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
常
に
必
要
と
す
る
状
態
を
い
う
。
）
に
あ
る

も
の
（
人
工
肛
門
を
使
用
し
た
状
態
及
び
排
尿
の
機
能
に
障
害
を
残
す
状
態
が
六
月
を
超
え
て
継
続
し
て
い
る

場
合
に
限
る
。
）

３
　
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
障
害
の
程
度
が
旧
法
別
表
第
一
の
障
害
等
級
の
二
級
に
該
当
す
る
者
に
係
る
も
の

は
、
旧
法
の
規
定
に
よ
り
障
害
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
又
は
旧
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
診
査
を
受
け
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
状
態
に
至
つ
た

場
合
（
第
四
号
に
掲
げ
る
状
態
に
つ
い
て
は
、
当
該
状
態
に
係
る
障
害
の
範
囲
が
拡
大
し
た
場
合
を
含
む
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
の
も
の

二
　
両
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

三
　
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

四
　
四
肢
又
は
手
指
若
し
く
は
足
指
が
完
全
麻
痺
し
た
も
の

五
　
心
臓
を
移
植
し
た
も
の
又
は
人
工
心
臓
を
装
着
し
た
も
の

六
　
脳
死
状
態
又
は
遷
延
性
植
物
状
態
と
な
つ
た
も
の

七
　
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
た
も
の

４
　
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
障
害
の
程
度
が
旧
法
別
表
第
一
の
障
害
等
級
の
三
級
に
該
当
す
る
者
に
係
る
も
の

は
、
旧
法
の
規
定
に
よ
り
障
害
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
又
は
旧
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
診
査
を
受
け
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
状
態
又
は
次
の

各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
状
態
に
至
つ
た
場
合
と
す
る
。

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
四
以
下
の
も
の

二
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
の
も
の

三
　
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
九
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

四
　
喉
頭
を
全
て
摘
出
し
た
も
の

五
　
一
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

七
　
両
下
肢
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

八
　
両
下
肢
の
全
て
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

九
　
心
臓
再
同
期
医
療
機
器
を
装
着
し
た
も
の

（
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
つ
た
と
き
の
届
出
）

第
四
十
七
条
の
三
　
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者

は
、
配
偶
者
（
法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有

す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機

構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
の
二
　
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

五
　
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
配
偶
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
届
書
に
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
配
偶
者
の
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
配
偶
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
障
害
不
該
当
の
届
出
）

第
四
十
八
条
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な

つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
年
月
日

２
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権

を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
の
届
出
を
行
つ

た
と
き
は
、
前
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
取
得
の
届
出
）

第
四
十
八
条
の
二
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経

過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
四
号
。
以
下
「
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
に
、
障

害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
共
済
組
合
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
支
給
す
る
障
害
共
済
年
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し

た
年
月
日

四
　
障
害
共
済
年
金
を
支
給
す
る
共
済
組
合
の
名
称
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
障
害
共
済
年
金

を
支
給
す
る
旨

（
業
務
上
障
害
補
償
の
該
当
の
届
出
）

第
四
十
九
条
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
補
償
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
補
償
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
年
月
日
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権

を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と

き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
加
給
年
金
額
支
給
停
止
事
由
の
該
当
の
届
出
）

第
四
十
九
条
の
二
　
障
害
厚
生
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者

は
、
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
、
老
齢
厚
生
年

金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
配
偶
者
で
あ
つ
て
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間

の
月
数
が
二
百
四
十
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
（
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生

労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
障
害
厚
生
年
金
並
び
に
障
害
基
礎
年
金
（
受
給
権
者
が
当
該
障
害

基
礎
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
又
は
当
該
加
給
年
金
額
の
対

象
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
の
名
称
、
当
該
令

第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年

金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
当
該

者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

（
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
五
十
条
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
昭
和
六
十

年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
障
害
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
支

給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
（
法
第
五
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
を
除

く
。
）
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

四
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

五
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名
称

及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、

恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人

番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
診
断
書

三
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

四
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支

給
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
障
害
厚
生
年
金
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

五
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

六
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

３
　
第
一
項
の
届
出
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
（
当
該
障
害
厚
生
年
金
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
つ
て
支
給

を
停
止
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
障
害
基
礎
年
金
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
つ
て
支
給
を
停
止
さ
れ

て
い
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
国
民
年

金
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
の
届
出
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一

項
の
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
条
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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一
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
三
十
八
条
第
二

項
並
び
に
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
　
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
昭
和
六
十
年

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項

二
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
　
国
民
年
金
法
第
三
十
二
条
第
一
項

三
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
　
国
民
年
金
法
第
三
十
六
条
第
一
項

四
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
　
国
民
年
金
法
第
三
十
六
条
第
二
項

第
五
十
条
の
二
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
が
停
止
さ
れ
て

い
る
障
害
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

四
　
次
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

イ
　
特
定
初
診
日
以
後
に
お
い
て
公
的
年
金
制
度
の
加
入
期
間
を
有
す
る
者

ロ
　
現
に
第
四
種
被
保
険
者
等
で
あ
る
者
又
は

後
に
被
保
険
者
（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
を
含

む
。
）
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
に
第
四
種
被
保
険
者
等
で
あ
つ
た
者

ハ
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
特
別
一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者

五
　
そ
の
他
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
並
び
に
当
該

疾
病
又
は
負
傷
が
治
つ
て
い
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
治
つ
た
年
月
日

六
　
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
事
由
で
あ
る
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
及
び
障
害
厚
生
年
金

の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日

七
　
法
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
改
定
の
事
由
で
あ
る
障
害
の

原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
及
び
当
該
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た
年
月
日

八
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
の
消
滅
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当

該
消
滅
の
事
由
で
あ
る
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
及
び
当
該
消
滅
が
あ
つ
た
年
月
日

九
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

十
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名
称

及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、

恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人

番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定

に
よ
り
同
項
の
届
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎

年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
特
定
初
診
日
以
後
に
お
い
て
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を

有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共
済
組
合
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
を
含
む
。
）
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・

共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

三
　
そ
の
他
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

四
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

五
　
そ
の
他
障
害
の
原
因
と
な
つ
た
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
当

該
書
類
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
初
診
日
を
証
す
る
の
に
参
考
と
な
る
書
類
）

六
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

七
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

３
　
第
一
項
の
届
出
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
（
当
該
障
害
基
礎
年
金
が
国
民
年
金
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
つ
て
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
た
場
合
で
あ
つ
て
、
同
項
た
だ
し
書
（
政
令
第
三
百
三
十
七
号
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法

施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
届
出
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一

項
の
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
条
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
加
給
年
金
額
支
給
停
止
事
由
の
消
滅
の
届
出
）

第
五
十
条
の
三
　
障
害
厚
生
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
は
、

当
該
障
害
厚
生
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
配
偶
者
で
あ
つ
て
、
当

該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

が
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
（
老
齢
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
障
害

厚
生
年
金
並
び
に
障
害
基
礎
年
金
（
受
給
権
者
が
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
厚
生

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
当
該
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給

付
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
に
至
つ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
の
名
称

又
は
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
に
至
つ
た
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
の
名
称
、
当
該
令
第
三
条
の

七
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た

年
月
日
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
に
至
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
当
該
者
の
個
人
番
号
又
は
基

礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書

又
は
戸
籍
の
抄
本

二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
令
第
三
条
の
七
に
掲
げ
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
確
認
等
）

第
五
十
一
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
月
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受

給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る

場
合
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
に
係
る
個
人
番
号
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
障
害
厚

生
年
金
の
受
給
権
者
の
生
存
若
し
く
は
死
亡
の
事
実
が
確
認
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場

合
を
除
く
。
）
又
は
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ

い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
指
定
期
限
ま
で
に
、
当
該

書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
届
出
等
）

第
五
十
一
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給

権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
給
権
者
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
自
ら
署
名
し
た
届
書
を
毎
年
指
定
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
届
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
毎
年
、
指
定
日
ま
で
に
、

当
該
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
書
の
提
出
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
に

は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
指
定
期
限
ま
で
に
、
当
該

書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
届
出
）

第
五
十
一
条
の
三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
毎
年
、
指
定
日
ま
で
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
自
ら
署
名
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

る
旨

２
　
前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
日
以
後
一
年
以
内
に
指
定
日
が
到
来
す
る
年
に
は
、
こ
れ

を
適
用
し
な
い
。

一
　
障
害
厚
生
年
金
の
裁
定
が
行
わ
れ
た
日

二
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
改
定
が
行
わ
れ
た
日

三
　
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
た
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
日
（
そ
の
前
日

に
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
（
そ
の

全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
を
除
く
。
）

（
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
障
害
の
現
状
に
関
す
る
届
出
）

第
五
十
一
条
の
四
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
年
に
お
い
て
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
日
前

三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
書
類
に
、
指
定
日
前
三

月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
の
一
時
差
止
め
）

第
五
十
二
条
　
障
害
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
払
の
一
時
差
止
め
を
す
る

場
合
は
、
受
給
権
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
五
十
一
条
の
二
の

書
類
等
、
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
、
前
条
の
書
類
等
又
は
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
書
類
を
提
出
し
な
い
と
き
と
す
る
。

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
五
十
三
条
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、

十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書

二
　
氏
名
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

３
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
十
九
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
者
が
支
給

す
る
法
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
（
以
下
「
第
二
号
等
障
害
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
障

害
厚
生
年
金
に
係
る
同
項
の
届
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な

す
。

（
住
所
変
更
の
届
出
）

第
五
十
四
条
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、

十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に
変
更
前
及
び
変
更
後
の
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
二
十
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
第
二
号
等
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
障
害
厚
生
年
金
に

係
る
同
項
の
届
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
個
人
番
号
の
変
更
の
届
出
）

第
五
十
四
条
の
二
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号

三
　
個
人
番
号
の
変
更
年
月
日

２
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
前
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
払
渡
希
望
金
融
機
関
等
の
変
更
の
届
出
）

第
五
十
五
条
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
払
渡
希
望
金
融
機
関
又
は
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
預
金
口
座
の
名

義
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
預
金
口
座
の
名
義

及
び
口
座
番
号
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ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
に
つ
い
て

の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
証
書
再
交
付
の
申
請
）

第
五
十
六
条
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
と

き
又
は
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書

の
再
交
付
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
再

交
付
の
申
請
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
（
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
変
更
前
及
び
変

更
後
の
氏
名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
由

３
　
前
項
の
申
請
書
（
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
る
第
一
項
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
第
一
項
の
申
請
（
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
る
も

の
に
限
る
。
）
を
し
た
後
、
滅
失
し
た
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を

機
構
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
申
請
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
所
在
不
明
の
届
出
等
）

第
五
十
六
条
の
二
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
は
、
当

該
受
給
権
者
の
所
在
が
一
月
以
上
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
人
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
と
同
一
世
帯
で
あ
る
旨

三
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

五
　
受
給
権
者
の
所
在
不
明
と
な
つ
た
年
月
日

六
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
当
該
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
届
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
で
あ
つ
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
当
該
受
給

権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
指
定
期
限
ま
で
に
、
当
該

書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て

い
た
場
合
に
お
い
て
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
三
条
第
一

項
の
届
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
書
の
提
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

６
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
第
二
号
等
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
障
害
厚
生
年

金
に
係
る
同
項
の
届
書
の
提
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
書
の
提
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み

な
す
。

（
死
亡
の
届
出
）

第
五
十
七
条
　
法
第
九
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
（
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事

由
書
）

二
　
受
給
権
者
の
死
亡
を
証
す
る
書
類

３
　
受
給
権
者
が
同
時
に
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
四
条
第
一

項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
第
二
号
等
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
障
害
厚
生
年

金
に
係
る
同
項
の
届
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
第
四
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
未
支
給
の
保
険
給
付
の
請
求
）

第
五
十
八
条
　
障
害
厚
生
年
金
又
は
障
害
手
当
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

く
。
）
に
お
い
て
、
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

一
の
二
　
個
人
番
号

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

五
　
請
求
者
以
外
に
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の

身
分
関
係

六
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
障
害
厚
生
年
金
又
は
障
害
手
当
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定

に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
請

求
書
並
び
に
第
四
十
四
条
の
例
に
よ
る
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
等
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸

籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
第
一
項
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
法
第
九
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
は
、
受
給
権
者
の
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
（
障
害

厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

４
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
は
、
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給

事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
を
行
う

者
が
当
該
受
給
権
者
の
死
亡
に
つ
い
て
国
民
年
金
法
第
十
九
条
第
一
項
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求

書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
の
う
ち
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
に
よ
つ
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十

五
条
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項

又
は
第
二
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
証
明
書
の
省
略
）

第
五
十
九
条
　
こ
の
節
の
規
定
に
よ
つ
て
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に
市
町
村
長
の
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
、
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に
相
当
の
記
載
を
受
け
た
と
き
は
、
証
明
書
の
添
付
を

要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
節
　
遺
族
厚
生
年
金

（
裁
定
の
請
求
）

第
六
十
条
　
遺
族
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
第
八
十
九
条
の
二
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
（
法
第
五
十
八
条
第

一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
又
は
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被

保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
を
含
む
。
第
七
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
身
分
関
係

一
の
二
　
個
人
番
号
（
基
礎
年
金
番
号
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
）

二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
、
死
亡
し
た
年
月
日
並
び
に
基
礎
年

金
番
号

三
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
公
的
年
金
制
度
の
加
入
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
き
及
び
次
に

掲
げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ
　
合
算
対
象
期
間
を
有
す
る
者

ロ
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
特
別
一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者

四
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
九

号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

五
　
削
除

六
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が

後
に
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
に
第
四
種
被
保
険
者

等
で
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨

七
　
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
法
第
五
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
死
亡
の

原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
（
当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
昭
和

六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
発
し
た
年
月
日
を
含
む
。
）

八
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
の
原
因
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と

き
又
は
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

九
　
請
求
者
が
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
の
名
称
、
当
該
公
的
年

金
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月

日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

十
　
法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

十
一
　
請
求
者
で
あ
る
妻
（
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
の
当
時
三
十
五
歳
未
満
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
に
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
子
で
あ
つ
て
国
民
年
金
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
並
び
に

請
求
者
が
そ
の
子
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
旨

十
二
　
請
求
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す

る
加
算
の
対
象
と
な
る
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
並
び
に
請
求
者
が
そ
の
子
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
る
旨

十
三
　
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
法
第
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
項
第
四
号
に
も
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
同
号
に
該
当
し
た
も
の
と
し
て
請

求
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

十
四
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
遺
族
厚
生
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
請
求
書
に
は
連
名
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
（
厚
生
労
働

大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

一
の
二
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
請
求
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
の
二
　
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き

は
、
当
該
年
金
証
書
（
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

三
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の

謄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

四
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
に
関
し
て
市
町
村
長
に
提
出
し
た
死
亡
診
断
書
、
死
体
検
案

書
若
し
く
は
検
視
調
書
に
記
載
し
て
あ
る
事
項
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き

書
類

五
　
請
求
者
が
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
　
請
求
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類

七
　
請
求
者
で
あ
る
妻
（
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
の
当
時
三
十
五
歳
未
満
で
あ
る
も
の
及

び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
、
被
保
険
者
又
は

被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
子
で
あ
つ
て
国
民
年
金
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る

も
の
が
あ
る
と
き
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
算
の
対
象
と
な
る
子
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
子
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

八
　
請
求
者
（
妻
並
び
に
六
十
歳
以
上
の
夫
、
父
母
及
び
祖
父
母
を
除
く
。
）
が
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級

又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診

断
書
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九
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

九
の
二
　
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
共
済
組
合
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
を
含
む
。
）
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国

民
年
金
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

十
　
合
算
対
象
期
間
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
（
同
項
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
及
び
第

六
号
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
合
算
対
象
期
間
に
算
入
さ
れ
る
期
間
を
除
く
。
）
を
有

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

十
一
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
、
第
十

号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
又
は
第
十
六
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
（
同
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て

退
職
共
済
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
共
済
組
合
が

確
認
し
た
書
類

十
二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一

号
、
第
十
三
号
又
は
第
十
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
者
（
同
項
第
十
六
号
の
規
定
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
退
職
共
済
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る

書
類

十
三
　
公
的
年
金
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
四
　
第
一
項
第
十
四
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金

融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

４
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
法
第
五
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
状
態
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
か
え
て
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
行
方
不
明
と
な
つ
た

事
実
又
は
死
亡
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
請
求
が
法
附
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
と
み
な
さ
れ
る

期
間
が
あ
る
者
に
関
し
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等

の
ほ
か
、
法
附
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
旧
共
済
組
合
員
期
間
の
う
ち
に
昭
和
十
七
年
六
月
か
ら
昭
和
二
十

年
八
月
ま
で
の
期
間
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
の
当
時
法
若
し
く
は
旧
法
若
し
く
は
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金

た
る
保
険
給
付
（
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
八

十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
又
は
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職

員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に

伴
う
移
行
農
林
共
済
年
金
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
四
号
）
第
九
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
年
金
で
あ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
た
と
き
は
、
第
一
項
の
請
求
書
に
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
受
け
て
い
た
年
金
た
る
保
険
給
付
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

ー
ド

二
　
請
求
者
が
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
相
続
人
で
あ
る
場
合
は
そ
の
旨

７
　
第
一
項
の
裁
定
の
請
求
は
、
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由

に
基
づ
く
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
以
下
「
遺
族
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
遺
族
基
礎
年
金

の
裁
定
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第

一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
胎
児
の
出
生
に
よ
る
裁
定
の
請
求
の
特
例
）

第
六
十
条
の
二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
つ
た
子
が
出
生
し
た
こ
と
に
よ

る
遺
族
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
被
保

険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
妻
又
は
子
が
そ
の
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を

有
し
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号

一
の
三
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
妻
又
は
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
個
人
番
号

又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
妻
又
は
子
が
受
給
権
を
有
す
る
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年

金
コ
ー
ド

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
妻
又
は
子
の
基
礎
年
金
番

号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
妻
又
は
子
の
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
そ
の
他
の
当
該
妻
又
は
子
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
（
厚
生
労
働

大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
の
二
　
請
求
者
と
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町

村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

三
　
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関

す
る
医
師
の
診
断
書

３
　
第
一
項
の
裁
定
の
請
求
は
、
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由

に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
当
該

遺
族
基
礎
年
金
の
裁
定
の
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
請
求
書

に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
た
書
類
の
う
ち
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
裁
定
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
老
齢
厚
生
年
金
等
の
裁
定
等
を
請
求
す
る
こ
と
の
求
め
）

第
六
十
条
の
三
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
又
は
法
第
六
十

四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
六
十
四
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
停
止
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め

の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
等
に
関
す
る
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
六
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
老
齢
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
七
年
改
正
前
の
令
第
三
条
の
十
の
五

各
号
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年

一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
四
十
一
条
第
一
項
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学

共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
例
に
よ
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
（
私
立
学
校
教

36



職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第

三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
を
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
こ
れ
ら
の
年
金
た
る
給
付
の
裁
定
又
は
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
六
十
一
条
　
法
第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
三
十
八

条
第
二
項
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
昭
和
六

十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
遺
族
厚
生
年
金
の

支
給
の
停
止
の
解
除
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
又
は
一
部
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
旨

三
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
公
的
年
金
給
付
（
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
、
法
第
二
条
の
五
第

一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
者
が
支
給
す
る
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
（
以
下
「
第
二
号
等
遺
族

厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
及
び
遺
族
共
済
年
金
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー

ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

四
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
と
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
身
分

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

六
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
診
断
書

七
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

３
　
第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権

を
有
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
同
項
の
申
請
が
当
該
遺
族
基
礎
年
金
に
係
る
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
二
項
（
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
解
除
の

申
請
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ

り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
停

止
解
除
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申

請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
支
給
停
止
の
申
出
）

第
六
十
一
条
の
二
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
す
る
旨

２
　
第
三
十
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
）

第
六
十
一
条
の
三
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
す
る
旨

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
障
害
の

現
状
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

三
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

３
　
第
三
十
条
の
五
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
胎
児
の
出
生
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
）

第
六
十
二
条
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
妻
又
は
子
は
、
法
第
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
胎
児
が
出

生
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
出
生
し
た
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
出
生
し
た
子
の
生
年
月
日
及
び
そ
の
子
と
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

三
　
出
生
し
た
子
が
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
障
害

の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

３
　
第
一
項
の
請
求
は
、
第
六
十
条
の
二
の
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

一
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
の
う
ち
同
条
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
障
害
状
態
該
当
の
届
出
）

第
六
十
二
条
の
二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
あ
る
子
又
は
孫
は
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名

四
　
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月
日
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２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
傷
病
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

３
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
受
給
権
者
又
は
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
で
あ

る
配
偶
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届

出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
失
権
の
届
出
）

第
六
十
三
条
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
六
十
三
条
（
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
又
は

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第

六
十
三
条
第
三
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
第
六
十
三
条
第
三
項
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に

至
つ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
死
亡
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
法
第
六
十
三
条
（
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
又
は
旧
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当

す
る
に
至
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遺
族
厚
生
年
金
の

年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
届
出
を
行

つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
六
十
四
条
　
削
除

（
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
六
十
五
条
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
六
条
若
し
く
は
な
お
効
力
を

有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六

十
六
条
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
厚

生
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
速

や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
十
一

条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
受
給
権
者
の
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

２
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
配
偶
者
以
外
の
者
で
あ
り
、
か
つ
、
二
人
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
届
書

に
は
連
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
と
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
身
分

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

三
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科

医
師
の
診
断
書

四
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

五
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支

給
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

４
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
配
偶
者
又
は
子
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
第
一
項
の
届
書
を
提
出
し
よ
う

と
す
る
子
又
は
配
偶
者
が
当
該
配
偶
者
又
は
子
の
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
届
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た

書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
届
出
は
、
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
（
当
該
遺
族
厚
生
年
金
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
つ
て
支
給

を
停
止
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
遺
族
基
礎
年
金
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
つ
て
支
給
を
停
止
さ
れ

て
い
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
国
民
年

金
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
の
届
出
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一

項
の
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
条
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項

及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す

る
。

一
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
三
十
八
条
第
一

項
並
び
に
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
　
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
昭
和
六
十
年

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項

二
　
法
第
六
十
四
条
　
国
民
年
金
法
第
四
十
一
条
第
一
項

（
所
在
不
明
に
よ
る
支
給
停
止
の
申
請
）

第
六
十
六
条
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

支
給
停
止
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
所
在
不
明
者
の
所
在

が
一
年
以
上
明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
及
び
所
在
不
明
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
申
請
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
所
在
不
明
者
の
基
礎
年
金
番
号

二
　
申
請
者
及
び
所
在
不
明
者
の
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
所
在
不
明
と
な
つ
た
年
月
日

２
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
所
在
不
明
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
四
十
九
条

第
一
項
の
申
請
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
申
請
）

第
六
十
七
条
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ

て
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
六
十
七
条
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
機

構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
及
び
申
請
者
以
外
の
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
申
請
者
及
び
申
請
者
以
外
の
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
申
請
者
及
び
申
請
者
以
外
の
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
申
請
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚

生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情

報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
申
請
者
及
び
申
請
者
以
外
の
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
基
礎
年

金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類
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３
　
第
一
項
の
申
請
は
、
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
条
第
一
項
の
申
請
に

併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項

及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
の
う
ち
同
条
第
一

項
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申
請
書

に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
）

第
六
十
七
条
の
二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
六
十
歳
未
満
の
夫
、
父
母
又
は
祖
父
母
（
当
該
遺
族
厚
生

年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
と
き
に
五
十
五
歳
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一

級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
年
月
日

（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
加
算
額
に
係
る
届
出
）

第
六
十
七
条
の
三
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
が
行
わ
れ
る

遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
か

ら
第
五
十
条
ま
で
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
請
求
書
及
び
届
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
確
認
等
）

第
六
十
八
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
月
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
の
受

給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る

場
合
は
、
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
に
係
る
個
人
番
号
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
遺
族
厚

生
年
金
の
受
給
権
者
の
生
存
若
し
く
は
死
亡
の
事
実
が
確
認
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場

合
を
除
く
。
）
又
は
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ

い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
指
定
期
限
ま
で
に
、
当
該

書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
届
出
等
）

第
六
十
八
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給

権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
給
権
者
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
自
ら
署
名
し
た
届
書
を
毎
年
指
定
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
届
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
毎
年
、
指
定
日
ま
で
に
、

当
該
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
書
の
提
出
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
に

は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
指
定
期
限
ま
で
に
、
当
該

書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
等
に
係
る
障
害
の
現
状
に
関
す
る
届
出
）

第
六
十
八
条
の
三
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
年
に
お
い
て
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
日
前

三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
子
が
あ
る
配
偶
者
で
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
子

で
あ
つ
て
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
が
あ
る
遺
族
厚

生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
年
に
お
い
て
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
日
前
三
月
以
内
に

作
成
さ
れ
た
そ
の
子
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

３
　
第
一
項
又
は
前
項
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
又
は
前
項

の
書
類
に
、
指
定
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
の
一
時
差
止
め
）

第
六
十
九
条
　
遺
族
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
払
の
一
時
差
止
め
を
す
る

場
合
は
、
受
給
権
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
第
六
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
六
十
八
条
の
二
若

し
く
は
前
条
の
書
類
等
、
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
又
は
第
七
十
三
条
の
二
第
三
項
の
書
類
を
提

出
し
な
い
と
き
と
す
る
。

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
七
十
条
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
機

構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、

十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
氏
名
の
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書

二
　
戸
籍
の
抄
本
そ
の
他
の
氏
名
の
変
更
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
十
九
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
第
二
号
等
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
遺
族
厚
生
年
金
に

係
る
同
項
の
届
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
氏
名
変
更
の
理
由
の
届
出
）

第
七
十
条
の
二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
で
あ
つ
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
書
の
提
出
を
要
し
な
い
と
き
は
、
当
該
変
更
を
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
氏
名
の
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
戸
籍
の
抄
本
そ
の
他
の
氏
名
の
変
更
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
所
変
更
の
届
出
）

第
七
十
一
条
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、

十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
変
更
後
の
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
二
十
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
第
二
号
等
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
遺
族
厚
生
年
金
に

係
る
同
項
の
届
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
個
人
番
号
の
変
更
の
届
出
）

第
七
十
一
条
の
二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号

三
　
個
人
番
号
の
変
更
年
月
日

２
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
前
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
払
渡
希
望
金
融
機
関
等
の
変
更
の
届
出
）

第
七
十
二
条
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
払
渡
希
望
金
融
機
関
又
は
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
預
金
口
座
の
名

義
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
預
金
口
座
の
名
義

及
び
口
座
番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
に
つ
い
て

の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
証
書
再
交
付
の
申
請
）

第
七
十
三
条
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
と

き
又
は
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書

の
再
交
付
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
再

交
付
の
申
請
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
（
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
変
更
前
及
び
変

更
後
の
氏
名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
由

３
　
前
項
の
申
請
書
（
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
る
第
一
項
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
は
、
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
は
、
第
一
項
の
申
請
（
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
る
も

の
に
限
る
。
）
を
し
た
後
、
滅
失
し
た
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を

機
構
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
申
請
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
所
在
不
明
の
届
出
等
）

第
七
十
三
条
の
二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
は
、
当

該
受
給
権
者
の
所
在
が
一
月
以
上
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
人
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
と
同
一
世
帯
で
あ
る
旨

三
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

五
　
受
給
権
者
の
所
在
不
明
と
な
つ
た
年
月
日

六
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
当
該
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
届
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
で
あ
つ
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
当
該
受
給

権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
指
定
期
限
ま
で
に
、
当
該

書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て

い
た
場
合
に
お
い
て
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
三
条
第
一

項
の
届
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

６
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
第
二
号
等
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
遺
族
厚
生
年

金
に
係
る
同
項
の
届
書
の
提
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
書
の
提
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み

な
す
。

（
死
亡
の
届
出
）

第
七
十
四
条
　
法
第
九
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
（
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事

由
書
）

二
　
受
給
権
者
の
死
亡
を
証
す
る
書
類
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３
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
第
二
号
等
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
受
給
権
者
が
他
の
法
令
の
規
定
で
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
当
該
第
二
号
等
遺
族
厚
生
年

金
に
係
る
同
項
の
届
出
に
相
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
第
四
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
未
支
給
の
保
険
給
付
の
請
求
）

第
七
十
五
条
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

一
の
二
　
個
人
番
号

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

五
　
請
求
者
以
外
に
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の

身
分
関
係

六
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き

は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
請
求
書
並
び
に
第
六

十
条
又
は
第
六
十
条
の
二
の
例
に
よ
る
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
等
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸

籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
第
一
項
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
法
第
九
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
は
、
受
給
権
者
の
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
（
遺
族

厚
生
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

４
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
は
、
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給

事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
を
行
う

者
が
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
つ
い
て
国
民
年
金
法
第
十
九
条
第
一
項
の
請
求
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
又

は
第
二
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求

書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
の
う
ち
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
同
令
第
二
十
五
条
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
証
明
書
の
省
略
）

第
七
十
六
条
　
こ
の
節
の
規
定
に
よ
つ
て
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に
市
町
村
長
の
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
、
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に
相
当
の
記
載
を
受
け
た
と
き
は
、
証
明
書
の
添
付
を

要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
節
の
二
　
脱
退
一
時
金

（
裁
定
の
請
求
）

第
七
十
六
条
の
二
　
脱
退
一
時
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
法
附

則
第
二
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
基
礎
年
金
番
号

三
　
公
的
年
金
制
度
の
加
入
期
間
を
有
す
る
者
及
び
次
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

イ
　
合
算
対
象
期
間
を
有
す
る
者

ロ
　
法
附
則
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
旧
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者

四
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
預
金
口
座
の
口
座
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
旅
券
の
写
し

三
　
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労

働
大
臣
が
同
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
を
除
く
。
）

四
　
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
死
亡
の
届
出
）

第
七
十
六
条
の
三
　
法
附
則
第
二
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退

一
時
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
に
、
受
給
権
者
の
死
亡
を
証
す
る

書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

四
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

（
未
支
給
の
脱
退
一
時
金
の
請
求
）

第
七
十
六
条
の
四
　
脱
退
一
時
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
附
則
第
二
十
九
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
脱
退
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

四
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

五
　
請
求
者
以
外
に
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の

身
分
関
係

六
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
預
金
口
座
の
口
座
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

第
四
節
　
脱
退
手
当
金

（
裁
定
の
請
求
）

第
七
十
七
条
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
に
よ
る
脱
退
手
当
金
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
法
に
よ
る
脱
退
手
当
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
旧
法
第
三
十

三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
脱
退
手
当
金
（
以
下
「
旧
船
員
保
険
法
に
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よ
る
脱
退
手
当
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請

求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　

後
に
被
保
険
者
（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格

を
喪
失
し
た
年
月
日
並
び
に

後
に
被
保
険
者
と
し
て
使
用
さ
れ
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所

有
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的

年
金
給
付
等
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た

年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し

く
は
番
号

五
　
障
害
手
当
金
、
旧
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
又
は
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
手
当
金
若
し
く
は
障
害
差
額
一

時
金
の
支
給
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

六
　
公
的
年
金
制
度
の
加
入
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

七
　
合
算
対
象
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
請
求
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳

法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

（
未
支
給
の
保
険
給
付
の
請
求
）

第
七
十
七
条
の
二
　
旧
法
に
よ
る
脱
退
手
当
金
（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
脱
退
手
当
金
を
含
む
。
）
の
受
給
権
者
が

死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
旧
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
又
は
旧
船
員
保
険
法
第
二
十
七
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
る
未
支
給
の
保
険
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

請
求
者
が
旧
法
第
三
十
七
条
第
三
項
又
は
旧
船
員
保
険
法
第
二
十
七
条
ノ
二
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
併
せ
て
、
前
条
の
例
に
よ
り
請
求
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

一
の
二
　
個
人
番
号

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

三
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

四
　
請
求
者
以
外
に
旧
法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
旧
船
員
保
険
法
第
二
十
七
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す

る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

五
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
又
は
郵
便
局
の
名
称

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸

籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
三
章
の
二
　
離
婚
等
を
し
た
場
合
に
お
け
る
特
例

（
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
）

第
七
十
八
条
　
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
当
事
者
（
同
項
に
規
定
す
る
当
事
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
当
事
者
の
一
方
の
被
扶
養
配
偶
者
（
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

被
扶
養
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
第
三
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
三
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
当
該
当
事
者
の
他
方
が
当
該
第
三

号
被
保
険
者
と
し
て
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
、
当
該
事
情
が
解
消
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

（
当
該
当
事
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情
が
解
消
し
た
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
対
象
期
間
）

第
七
十
八
条
の
二
　
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
（
以
下
「
対
象
期

間
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
期
間
中
に
当

事
者
以
外
の
者
が
当
該
当
事
者
の
一
方
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
又
は
当
該
当

事
者
の
一
方
が
当
該
当
事
者
の
他
方
以
外
の
者
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
と
重

複
す
る
期
間
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
期
間
か
ら
そ
の
重
複
す
る
期
間
を

除
く
も
の
と
す
る
。

一
　
離
婚
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
事

情
が
解
消
し
た
場
合
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
　
婚
姻
が
成
立
し
た
日
か
ら
離
婚
が
成
立
し
た
日

ま
で
の
期
間

二
　
婚
姻
の
取
消
し
を
し
た
場
合
　
婚
姻
が
成
立
し
た
日
か
ら
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
（
民
法

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
三
十
二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
婚
姻
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

当
該
婚
姻
に
係
る
期
間
（
当
事
者
の
一
方
が
当
該
当
事
者
の
他
方
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者

で
あ
つ
た
期
間
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

三
　
前
条
に
定
め
る
事
由
に
該
当
し
た
場
合
　
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
つ
た
当
事
者
の
一
方
が
当
該
当
事
者
の
他
方
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間

（
当
該
事
情
が
解
消
し
な
い
間
に
当
該
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

れ
ら
の
期
間
を
通
算
し
た
期
間
（
以
下
「
事
実
婚
第
三
号
被
保
険
者
期
間
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
）

２
　
婚
姻
が
成
立
し
た
日
前
か
ら
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
当
事

者
に
つ
い
て
、
当
該
当
事
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情
が
解
消
し
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
場
合
に
お
け
る
対
象
期
間
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
事
実
婚
第
三
号
被
保
険
者
期
間
を
通

算
し
た
期
間
と
す
る
。

（
対
象
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
）

第
七
十
八
条
の
二
の
二
　
対
象
期
間
標
準
報
酬
総
額
（
法
第
七
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
期
間
標
準
報

酬
総
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
対
象
期
間
に

係
る
被
保
険
者
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
対
象
期
間
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
期
間
が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
基
礎
と
な
る
各
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
が
被
保
険
者
期
間
で
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
算
入
し
、
当
該
基

礎
と
な
る
各
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
が
被
保
険
者
期
間
で
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
算
入
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

基
礎
と
な
る
期
間
の
一
の
期
間
の
末
日
と
当
該
一
の
期
間
以
外
の
期
間
（
当
該
一
の
期
間
後
の
当
該
基
礎
と
な
る

期
間
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
初
日
と
が
同
一
の
月
に
属
す
る
と
き
は
、
そ
の
月
は
、
対
象
期
間
に
係
る
被
保

険
者
期
間
に
算
入
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
対
象
期
間
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
一
の
期
間
の
初
日
と
末
日
が
同
一
の
月

に
属
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
月
は
、
対
象
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
に
算
入
し
な

い
。
た
だ
し
、
そ
の
月
に
当
該
一
の
期
間
以
外
の
期
間
の
初
日
が
属
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
一
の
期
間
以
外

の
期
間
の
末
日
が
そ
の
月
の
翌
月
以
後
に
属
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
請
求
期
限
）

第
七
十
八
条
の
三
　
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
場
合
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
対
象
期
間
の
末
日
以
後
に
提
供
を
受
け
た
情
報
に
つ
い
て
補
正
を
要
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
け
る
法
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
改
定
請
求
（
以
下
「
標
準
報
酬
改
定
請
求
」
と
い

う
。
）
の
請
求
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。

一
　
離
婚
が
成
立
し
た
日

二
　
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
日
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三
　
第
七
十
八
条
に
定
め
る
事
由
に
該
当
し
た
日

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
、
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
日
前
六
月
以
内
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
（
第
一
号
又

は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

を
経
過
し
た
日
前
に
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
（
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
審
判
又
は
調
停
の
申
立
て
が
あ
つ
た
と
き
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同

条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
と
す
る
。

一
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
定
め
た
審
判
が
確
定
し
た
と
き

二
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
定
め
た
調
停
が
成
立
し
た
と
き

三
　
人
事
訴
訟
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合

を
定
め
た
判
決
が
確
定
し
た
と
き

四
　
人
事
訴
訟
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
申
立
て
に
係
る
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
定
め
た

和
解
が
成
立
し
た
と
き

３
　
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
情
報
提
供
請
求
」
と
い
う
。
）
を
却
下
す
る
処
分

を
取
り
消
す
決
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報

の
提
供
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
い
た
期

間
を
経
過
し
た
場
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
各
号

に
掲
げ
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
が
あ
つ
た
日
」
と
、
「
二

年
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
い
た
期
間
」
と
、
「
同

項
各
号
に
掲
げ
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
が
あ
つ
た
日
」
と
す
る
。

一
　
二
年

二
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
情
報
提
供
請
求
を
却
下
す
る
処
分
が
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間

（
法
第
七
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
七
十
八
条
の
四
　
法
第
七
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付

イ
　
当
事
者
が
標
準
報
酬
改
定
請
求
を
す
る
こ
と
及
び
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
つ
い
て
合
意
し
て
い
る
旨
が

記
載
さ
れ
た
公
正
証
書
の
謄
本
若
し
く
は
抄
録
謄
本
又
は
公
証
人
の
認
証
を
受
け
た
私
署
証
書
（
第
一
号
改

定
者
（
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
号
改
定
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
第
二
号
改

定
者
（
同
項
に
規
定
す
る
第
二
号
改
定
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
当
該
第

一
号
改
定
者
及
び
第
二
号
改
定
者
の
う
ち
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
の
基
礎
年
金
番
号
が

記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
定
め
た
確
定
し
た
審
判
の
謄
本
又
は
抄
本
（
前
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
定
め
た
確
定
し
た
審
判
の
謄
本
又
は
抄
本
及
び
当
該
審
判

の
申
立
て
を
し
た
日
を
証
す
る
書
類
）

ハ
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
定
め
た
調
停
に
つ
い
て
の
調
停
調
書
の
謄
本
又
は
抄
本
（
前
条
第
二
項
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
定
め
た
調
停
に
つ
い
て
の
調
停
調
書
の
謄
本

又
は
抄
本
及
び
当
該
調
停
の
申
立
て
を
し
た
日
を
証
す
る
書
類
）

ニ
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
定
め
た
確
定
し
た
判
決
の
謄
本
又
は
抄
本

ホ
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
定
め
た
和
解
に
つ
い
て
の
和
解
調
書
の
謄
本
又
は
抄
本

二
　
次
に
掲
げ
る
書
類
等
の
持
参
（
第
一
号
改
定
者
又
は
そ
の
代
理
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
第
一
号
代
理

人
」
と
い
う
。
）
及
び
第
二
号
改
定
者
又
は
そ
の
代
理
人
（
第
一
号
代
理
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
第
二
号
代
理
人
」
と
い
う
。
）
が
共
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
当
事
者
が
標
準
報
酬
改
定
請
求
を
す
る
こ
と
及
び
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
つ
い
て
合
意
し
て
い
る
旨
を

記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
自
ら
署
名
し
た
書
類
（
第
一
号
改
定
者
及
び
第
二
号
改
定
者
の
氏
名
及
び
生
年
月

日
並
び
に
当
該
第
一
号
改
定
者
及
び
第
二
号
改
定
者
の
う
ち
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
の

基
礎
年
金
番
号
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
書
類
等
を
持
参
す
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）

に
規
定
す
る
書
類
等

（１）
　
第
一
号
改
定
者
又
は
第
二
号
改
定
者
　
当
該
第
一
号
改
定
者
若
し
く
は
当
該
第
二
号
改
定
者
の
氏
名
、

生
年
月
日
及
び
住
所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
、
運
転
経

歴
証
明
書
（
交
付
年
月
日
が
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
の
も
の
に
限
る
。
）
、
旅
券
若
し
く
は
番
号
利

用
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
等
」
と
総

称
す
る
。
）
又
は
当
該
第
一
号
改
定
者
若
し
く
は
当
該
第
二
号
改
定
者
の
印
鑑
及
び
そ
の
印
鑑
に
係
る
印

鑑
登
録
証
明
書

（２）
　
第
一
号
代
理
人
又
は
第
二
号
代
理
人
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
単
に
「
代
理
人
」
と
い
う
。
）
　
当
該
第

一
号
改
定
者
若
し
く
は
当
該
第
二
号
改
定
者
の
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
委
任
状
（
押
印
し
た
印
鑑
に
係
る

印
鑑
登
録
証
明
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
代
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び

住
所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
等
又
は
当
該
代
理
人
の
印

鑑
及
び
そ
の
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書

２
　
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
小
数
点
以
下
五
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
割
合
で
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
情
報
提
供
の
有
効
期
限
）

第
七
十
八
条
の
五
　
法
第
七
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
法
第
七
十
八
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

あ
ん按

分
割
合
の
範
囲
（
法
第
七
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

あ
ん按

分
割
合
の
範
囲
を

い
う
。
）
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
（
法
第
七
十
八
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
又
は
受
命
裁
判
官
若
し
く
は
受

託
裁
判
官
が
受
け
た
資
料
の
提
供
を
含
み
、
こ
れ
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
そ
の

後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
日
が
対
象
期
間
の
末
日
前
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す

る
。

一
　
情
報
の
提
供
を
受
け
た
日
か
ら
対
象
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
が
一
年
を
超
え
な
い
場
合

二
　
情
報
の
提
供
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
前
に
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
関
す

る
調
停
の
申
立
て
又
は
人
事
訴
訟
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
関
す
る
処

分
の
申
立
て
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し

た
日
以
後
に
第
七
十
八
条
の
三
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
と
き

三
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
関
す
る
調
停
の
申
立
て
又
は
人
事
訴
訟
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請

求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
関
す
る
処
分
の
申
立
て
を
し
た
後
に
情
報
の
提
供
を
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
情

報
の
提
供
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
第
七
十
八
条
の
三
第
二
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
と
き

（
当
事
者
か
ら
の
情
報
提
供
請
求
）

第
七
十
八
条
の
六
　
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
つ
い
て
情
報
提
供
請
求
を
す
る
当
事
者
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
情
報
提
供
請
求
当
事
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
情
報
提
供
請
求
当
事
者
が
、
対
象
期
間
の
末
日
（
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
対
象
期
間
の
末

日
が
到
来
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
請
求
が
あ
つ
た
日
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
属

す
る
月
の
前
月
の
末
日
に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
て
い
る
場
合
　
同
日
以
前
の
直
近
の
被
保

険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

ロ
　
情
報
提
供
請
求
当
事
者
が
、
対
象
期
間
の
末
日
が
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
に
お
い
て
、
被
保
険
者
で
あ

る
場
合
（
ハ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
　
同
日
以
前
の
直
近
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
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ハ
　
情
報
提
供
請
求
当
事
者
が
、
対
象
期
間
の
末
日
が
属
す
る
月
の
前
月
に
お
い
て
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失

し
、
同
月
に
さ
ら
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
同
月
の
末
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で

あ
る
と
き
　
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日
及
び
当
該
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日

四
　
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
、
当
事
者
が
婚
姻
を
し
て
い
る
場
合
　
当
該
婚
姻
が
成
立
し
た
日

ロ
　
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
、
当
事
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
　
事
実
婚
第
三
号
被
保
険
者
期
間
の
初
日
及
び
現
に
当
該
事
情
に
あ
る
旨

ハ
　
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
以
前
に
お
い
て
、
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
場
合
　
同
号
に
規
定
す
る
期
間

ニ
　
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
以
前
に
お
い
て
、
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
場
合
　
同
号
に
規
定
す
る
期
間

ホ
　
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
以
前
に
お
い
て
、
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
場
合
　
事
実
婚
第
三
号
被
保
険
者
期
間
及
び
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
が
解
消
し
た
旨

ヘ
　
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
以
前
に
お
い
て
、
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
第
三
号

被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
　
当
該
第
三
号
被
保
険
者
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者

の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

五
　
婚
姻
が
成
立
し
た
日
前
か
ら
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
情

報
提
供
請
求
当
事
者
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
提
供
請
求
当
事
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情

が
解
消
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
事
実
婚
第
三
号
被
保
険
者
期
間
の
初
日

六
　
次
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
当
事
者
間
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は

抄
本

三
　
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
情
報
提
供
請
求
当
事
者
で
あ
つ
て
、
当
該
事
情
に
あ
る
間
に
事
実
婚
第
三
号
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
事
実
婚
第
三
号
被
保
険
者
期
間
の
初
日
か
ら
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
間
引
き

続
き
当
該
事
情
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
情
報
提
供
請
求
当
事
者
で
あ
つ

て
、
当
該
事
情
に
あ
つ
た
間
に
事
実
婚
第
三
号
被
保
険
者
期
間
を
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
事
実
婚

第
三
号
被
保
険
者
期
間
の
初
日
か
ら
当
該
事
情
が
解
消
す
る
ま
で
の
間
引
き
続
き
当
該
事
情
に
あ
つ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
当
事
者
の
一
方
の
み
が
情
報
提
供
請
求
を
す
る
と
き
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
事
者
の
他
方
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
当
事
者
が
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
当
該
当
事
者
の
一
方
に
よ
る
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
、
当
該
当
事
者
の
他
方
に
つ

い
て
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
当
事
者
が
、
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
（
以
下
「
第
二
号

厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
（
以
下

「
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
四
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期

間
（
以
下
「
第
四
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
他
の
実
施
機
関
に
法
第
七
十
八
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
提
供
請
求
を
し
た
と
き
は
、
併
せ
て
、
第
一
項
の
請
求
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み

な
す
。

６
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
文
書
で
そ
の
内
容

を
情
報
提
供
請
求
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
当
事
者

が
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
は
、
当
該
当
事
者
の
他
方
に

対
し
通
知
し
な
い
も
の
と
す
る
。

７
　
第
五
項
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の
実
施
機
関
が
情
報
提
供
請
求
当
事
者
に
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
情
報
を
提
供
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
情
報
を
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
七
十
八
条
の
七
　
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
（
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
当
事
者
に
つ
い
て
国
民
年
金
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
種
別
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合

二
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合

三
　
国
民
年
金
法
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
た
場
合
（
第
一
号
に
掲

げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
当
事
者
の
一
方
が
障
害
厚
生
年
金
（
対
象
期
間
中
の
特
定
期
間
（
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
期
間
を
い
い
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
改
定
及
び
決
定
が
行
わ
れ
て
い

な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
す
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
受
給
権
者
と
な
つ
た
場
合

五
　
当
事
者
の
一
方
の
有
す
る
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
が
消
滅
し
た
場
合

六
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
関
す
る
審
判
若
し
く
は
調
停
又
は
人
事
訴
訟
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
関
す
る
処
分
の
申
立
て
を
す
る
の
に
必
要
な
場
合

（
情
報
提
供
の
内
容
）

第
七
十
八
条
の
八
　
法
第
七
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
情
報
と
す
る
。

一
　
第
一
号
改
定
者
の
氏
名

二
　
第
二
号
改
定
者
の
氏
名

三
　
法
第
七
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
提
供
請
求
が
あ
つ
た
日
が
対
象
期
間
の
末
日
と
み
な
さ
れ

た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
対
象
期
間
の
末
日
と
み
な
さ
れ
た
日

四
　
第
七
十
八
条
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
当
事
者
に
つ
い
て
当
該
事
情
が
解
消
し
た
と
認
め
ら
れ
る
日

五
　
そ
の
他
標
準
報
酬
改
定
請
求
を
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

（
改
定
割
合
の
算
定
方
法
）

第
七
十
八
条
の
九
　
法
第
七
十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
改
定
割
合
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
率
を
第
二

号
に
掲
げ
る
率
で
除
し
て
得
た
率
（
そ
の
率
に
小
数
点
以
下
七
位
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨

五
入
し
て
得
た
率
と
す
る
。
）
と
す
る
。

一
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
か
ら
、
イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
数
に
一
か
ら
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
率
を
控
除
し
て
得
た
率

イ
　
法
第
七
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
第
二
号
改
定
者
の
対
象
期
間
標
準
報
酬
総
額

ロ
　
法
第
七
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
号
改
定
者
の
対
象
期
間
標
準
報
酬
総
額

二
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
、
イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
数
に
一
か
ら
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
率
を
合
算
し
て
得
た
率

イ
　
法
第
七
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
号
改
定
者
の
対
象
期
間
標
準
報
酬
総
額
を
算
定
す
る
と

き
に
適
用
さ
れ
る
再
評
価
率
（
同
項
に
規
定
す
る
再
評
価
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

第
一
号
改
定
者
に
適
用
さ
れ
る
再
評
価
率
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
号
改
定
者

の
対
象
期
間
標
準
報
酬
総
額

ロ
　
法
第
七
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
号
改
定
者
の
対
象
期
間
標
準
報
酬
総
額
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（
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
に
係
る
記
録
）

第
七
十
八
条
の
十
　
法
第
七
十
八
条
の
七
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
に
係
る
も

の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
の
基
礎
年
金
番
号

二
　
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
の
生
年
月
日

三
　
保
険
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
項

（
標
準
報
酬
改
定
請
求
）

第
七
十
八
条
の
十
一
　
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
つ
い
て
標
準
報
酬
改
定
請
求
を
す
る
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
号
改
定
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
第
二
号
改
定
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
前
二
号
に
定
め
る
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

四
　
対
象
期
間

五
　
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合

六
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
対
象
期
間
の
末
日
が
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
て
い
る
場
合
　

同
日
以
前
の
直
近
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

ロ
　
対
象
期
間
の
末
日
が
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
に
お
い
て
、
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
（
ハ
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）
　
同
日
以
前
の
直
近
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日

ハ
　
対
象
期
間
の
末
日
が
属
す
る
月
の
前
月
に
お
い
て
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
、
同
月
に
さ
ら
に
被
保
険

者
の
資
格
を
取
得
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
同
月
の
末
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
　
当
該
資
格
を
喪

失
し
た
年
月
日
及
び
当
該
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日

七
　
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
第
三
号
被
保
険
者
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又

は
基
礎
年
金
番
号

八
　
当
事
者
の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
死
亡
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
書
類

イ
　
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
　
当
事
者
間
の
身
分
関

係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本

ロ
　
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
　
同
号
に
掲
げ
る
期
間
の
初
日
か
ら

婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
が
解
消
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
当
事

者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情
が
解
消
し
た
と
き
を
除
く
。
）
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該

事
情
に
あ
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
事
実
婚
第
三
号
被
保
険
者
期

間
の
初
日
か
ら
当
事
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
が
解
消
し
た
と

き
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
事
情
に
あ
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
あ
つ
た
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
当
事
者
の
生
存
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
当
事
者
に
係
る
機
構
保
存
本

人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

五
　
当
事
者
の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
死
亡
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日
を
証
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
死
亡
者
に
係
る

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

３
　
請
求
者
が
、
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
、
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
又
は
第
四
号
厚
生
年
金
被

保
険
者
期
間
に
つ
い
て
、
他
の
実
施
機
関
に
標
準
報
酬
改
定
請
求
を
し
た
と
き
は
、
併
せ
て
、
第
一
項
の
請
求
書

を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
令
第
三
条
の
十
二
の
七
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
七
十
八
条
の
十
二
　
第
七
十
八
条
の
四
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
令
第
三
条
の
十
二
の
七
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
改
定
割
合
の
特
例
）

第
七
十
八
条
の
十
三
　
標
準
報
酬
改
定
請
求
に
つ
い
て
、
法
第
七
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
情
報
の
提

供
を
受
け
た

あ
ん按

分
割
合
の
範
囲
内
で
定
め
ら
れ
た

あ
ん按

分
割
合
が
対
象
期
間
の
末
日
に
お
け
る
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の

対
象
期
間
標
準
報
酬
総
額
の
合
計
額
に
対
す
る
第
二
号
改
定
者
の
対
象
期
間
標
準
報
酬
総
額
の
割
合
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
対
象
期
間
の
末
日
に
お
け
る
第
二
号
改
定
者
の
割
合
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

あ
ん按

分
割
合
を
基
礎
と
し
て
法
第
七
十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
改
定
割
合
は
、
対
象
期

間
の
末
日
に
お
け
る
第
二
号
改
定
者
の
割
合
を
基
礎
と
し
て
法
第
七
十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
改
定
割
合
の
う
ち

も
低
い
割
合
と
み
な
す
。

第
三
章
の
三
　
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
期
間
に
つ
い
て
の
特
例

（
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

第
七
十
八
条
の
十
四
　
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
特
定
被
保
険
者
（
法
第
七
十
八

条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
被
扶
養
配
偶

者
（
同
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
被
扶
養

配
偶
者
が
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資
格
（
当
該
特
定
被
保
険
者
の
配
偶
者
と
し

て
の
当
該
資
格
に
限
る
。
）
を
喪
失
し
、
当
該
事
情
が
解
消
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
当
該
特
定
被
保
険
者

及
び
被
扶
養
配
偶
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情
が
解
消
し
た
場
合
を
除
く
。
）

二
　
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
改
定
及
び
決
定
の
請
求
（
以
下
「
三
号
分
割
標

準
報
酬
改
定
請
求
」
と
い
う
。
）
の
あ
つ
た
日
に
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
か
つ
、
特
定

被
保
険
者
の
被
扶
養
配
偶
者
が
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資
格
（
当
該
特
定
被
保

険
者
の
配
偶
者
と
し
て
の
当
該
資
格
に
限
る
。
）
を
喪
失
し
て
い
る
場
合

イ
　
特
定
被
保
険
者
が
行
方
不
明
と
な
つ
て
三
年
が
経
過
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
離
婚
の
届
出
を
し

て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

ロ
　
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
夫
婦
と
し
て
の
共
同
生
活
が
営
ま
れ
て
お
ら
ず
、
事
実
上
離
婚
し
た
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
を
す
る
に
つ

き
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配
偶
者
が
と
も
に
当
該
事
情
に
あ
る
と
認
め
て
い
る
場
合

（
令
第
三
条
の
十
二
の
十
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
）

第
七
十
八
条
の
十
五
　
令
第
三
条
の
十
二
の
十
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配

偶
者
に
つ
い
て
、
当
該
被
扶
養
配
偶
者
が
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資
格
（
当
該

特
定
被
保
険
者
の
配
偶
者
と
し
て
の
当
該
資
格
に
限
る
。
）
を
喪
失
し
、
当
該
事
情
が
解
消
し
た
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
（
当
該
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配
偶
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情
が
解
消
し

た
場
合
を
除
く
。
）
。

二
　
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
あ
つ
た
日
に
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
、
か
つ
、
特
定

被
保
険
者
の
被
扶
養
配
偶
者
が
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資
格
（
当
該
特
定
被
保

険
者
の
配
偶
者
と
し
て
の
当
該
資
格
に
限
る
。
）
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
。

イ
　
特
定
被
保
険
者
が
行
方
不
明
と
な
つ
て
三
年
が
経
過
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
離
婚
の
届
出
を
し

て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
。

ロ
　
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
夫
婦
と
し
て
の
共
同
生
活
が
営
ま
れ
て
お
ら
ず
、
事
実
上
離
婚
し
た
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
を
す
る
に
つ
き
特
定
被
保
険
者

及
び
被
扶
養
配
偶
者
が
と
も
に
当
該
事
情
に
あ
る
と
認
め
て
い
る
こ
と
。
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（
特
定
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
の
計
算
）

第
七
十
八
条
の
十
六
　
婚
姻
が
成
立
し
た
日
前
か
ら
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
つ
た
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配
偶
者
に
つ
い
て
、
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情
が
解

消
し
、
そ
の
後
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
事
由
で
あ
る
離
婚
、
婚
姻
の
取
消
し
又
は
前
条
第
二
号
に
掲
げ

る
も
の
を
し
た
場
合
に
お
け
る
特
定
期
間
（
法
第
七
十
八
条
の
十
四
に
規
定
す
る
特
定
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
被
保
険
者
期
間
は
、
当
該
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配
偶
者
が
婚
姻
の
届
出
を

し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
特
定
期
間
（
第
七
十
八
条
の
十
九
第
二
項
第
三
号
に

お
い
て
「
事
実
婚
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
係
る
被
保
険
者
期
間
と
当
該
離
婚
、
婚
姻
の
取
消
し
又
は
前
条
第

二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
し
た
場
合
に
お
け
る
特
定
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
を
通
算
し
た
も
の
と
す
る
。

２
　
特
定
期
間
の
初
日
が
属
す
る
月
が
、
法
第
十
九
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
被
扶
養
配
偶
者
の
被
保
険
者
期

間
に
算
入
さ
れ
る
月
で
あ
つ
て
、
当
該
特
定
期
間
の
末
日
が
そ
の
月
の
翌
月
以
後
に
属
す
る
と
き
は
、
令
第
三
条

の
十
二
の
十
二
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
月
は
、
特
定
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
に
算
入
し
な
い
。

３
　
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
事
由
で
あ
る
離
婚
、
婚
姻
の
取
消
し
又
は
前
条
各
号
の
掲
げ
る
も
の
を
し
た

場
合
に
お
け
る
特
定
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
場
合
に
お
け
る
特
定
期
間
が
複
数
あ
る
場

合
で
あ
つ
て
、
一
の
特
定
期
間
の
末
日
と
当
該
一
の
特
定
期
間
以
外
の
特
定
期
間
（
当
該
一
の
特
定
期
間
後
の
特

定
期
間
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
初
日
と
が
同
一
の
月
に
属
す
る
と
き
は
、
令
第
三
条
の
十
二
の
十

二
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
月
は
、
特
定
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
に
算
入
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の

月
が
法
第
十
九
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
被
扶
養
配
偶
者
の
被
保
険
者
期
間
に
算
入
さ
れ
る
月
で
あ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
事
由
で
あ
る
離
婚
、
婚
姻
の
取
消
し
又
は
前
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
し
た

場
合
に
お
け
る
特
定
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
場
合
に
お
け
る
特
定
期
間
が
複
数
あ
り
、

一
の
特
定
期
間
の
初
日
と
末
日
が
同
一
の
月
に
属
し
、
そ
の
月
に
当
該
一
の
特
定
期
間
以
外
の
特
定
期
間
の
初
日

が
属
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
一
の
特
定
期
間
以
外
の
特
定
期
間
の
末
日
が
そ
の
月
の
翌
月
以
後
に
属
す
る
と

き
は
、
令
第
三
条
の
十
二
の
十
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
月
は
、
特
定
期
間
に
係
る
被
保
険
者

期
間
に
算
入
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
月
が
法
第
十
九
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
被
扶
養
配
偶
者
の
被
保
険
者

期
間
に
算
入
さ
れ
る
月
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
等
）

第
七
十
八
条
の
十
七
　
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
あ
つ
た
日
に
特
定
被
保
険
者
が
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、

特
定
期
間
の
全
部
又
は
一
部
が
そ
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
場
合
（
当
該
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定

請
求
に
お
い
て
令
第
三
条
の
十
二
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た

特
定
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
が
除
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
（
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
対
象
期
間
の
末
日
以
後
に
提
供
を
受
け
た
情
報
に
つ
い
て
補
正
を
要
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、

法
第
七
十
八
条
の
二
十
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
標
準
報
酬
改
定
請
求
が
あ
つ
た
と
き
に
あ
つ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
請
求
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
を
除

く
。
）
を
経
過
し
た
場
合

イ
　
離
婚
が
成
立
し
た
日

ロ
　
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
日

ハ
　
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
日

２
　
前
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
、
又
は
同
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
日
前
六
月
以
内
に
第
七
十
八
条
の
三
第
二
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
（
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
前
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
日
前
に
請
求
す
べ
き

あ
ん按

分
割
合
に
関
す
る
審
判
又
は
調
停
の
申
立
て
が
あ
つ
た
と
き
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
七
十
八
条
の
二
十
第

一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
標
準
報
酬
改
定
請
求
が
あ
つ
た
と
き
に
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
三
号
分
割
標
準
報

酬
改
定
請
求
に
係
る
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、

前
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
七
十
八
条
の
三
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
と
す
る
。

３
　
第
七
十
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
八
条
の
二
十
第
一
項
本
文
の

規
定
に
よ
り
標
準
報
酬
改
定
請
求
が
あ
つ
た
と
き
に
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求

に
係
る
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
い
た
期
間
を
経
過
し
た
場
合
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
日
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
が
あ
つ
た
日
」
と
、
「
二
年
」
と
あ
る
の
は

「
次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
い
た
期
間
」
と
、
「
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
が
あ
つ
た
日
」
と
す
る
。

一
　
二
年

二
　
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
日
か
ら
情
報
提
供
請
求
を
却
下
す
る
処
分
が
さ
れ
た
日
ま
で
の

期
間

（
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
に
係
る
記
録
）

第
七
十
八
条
の
十
八
　
法
第
七
十
八
条
の
十
五
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
に
係

る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
の
基
礎
年
金
番
号

二
　
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
の
生
年
月
日

三
　
保
険
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
項

（
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
）

第
七
十
八
条
の
十
九
　
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
つ
い
て
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
を
す
る
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
被
扶
養
配
偶
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
特
定
期
間

四
　
特
定
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
死
亡
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
書
類

イ
　
離
婚
を
し
た
場
合
又
は
婚
姻
の
取
消
し
を
し
た
場
合
　
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配
偶
者
の
身
分
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本

ロ
　
第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
　
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配
偶
者
に
つ
い
て
、
当
該
事
情
に
あ
つ
た

初
日
か
ら
当
該
事
情
が
解
消
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
当
該
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配
偶
者
が
婚
姻

の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情
が
解
消
し
た
と
き
を
除
く
。
）
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
事
情
に
あ

つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ハ
　
第
七
十
八
条
の
十
四
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
　
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
あ

つ
た
日
に
特
定
被
保
険
者
が
行
方
不
明
と
な
つ
て
三
年
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

ニ
　
第
七
十
八
条
の
十
四
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
　
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
あ

つ
た
日
に
、
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
夫
婦
と
し
て
の
共
同
生
活
が
営
ま
れ
て
お
ら
ず
、
事
実
上
離

婚
し
た
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
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請
求
を
す
る
に
つ
き
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配
偶
者
が
と
も
に
当
該
事
情
に
あ
る
と
認
め
て
い
る
旨
の

書
類
（
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配
偶
者
が
自
ら
し
た
署
名
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
第
七
十
八
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
事
実
婚
特
定
期
間
の
初
日

か
ら
特
定
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
配
偶
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
が
解
消
し
た
と
き
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
事
情
に
あ
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
あ
つ
た
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
特
定
被
保
険
者
の
生
存
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
被
保

険
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

五
　
特
定
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
被
保
険
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日
を
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
被

保
険
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

３
　
請
求
者
が
、
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
、
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
又
は
第
四
号
厚
生
年
金
被

保
険
者
期
間
に
つ
い
て
、
他
の
実
施
機
関
に
三
号
分
割
標
準
報
酬
改
定
請
求
を
し
た
と
き
は
、
併
せ
て
、
第
一
項

の
請
求
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
特
定
被
保
険
者
が
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
場
合
の
提
供
さ
れ
る
情
報
の
特
例
等
）

第
七
十
八
条
の
二
十
　
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
改
定
及
び
決
定
が

行
わ
れ
て
い
な
い
特
定
期
間
の
全
部
又
は
一
部
を
対
象
期
間
と
し
て
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
の
請
求
が
あ
つ

た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
請
求
が
あ
つ
た
日
に
特
定
被
保
険
者
が
障
害
厚
生
年
金
（
当
該
特
定
期
間
の
全
部
又

は
一
部
を
そ
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
情
報
は
、
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
期
間
中
の
特
定
期
間
に
係

る
被
保
険
者
期
間
（
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
を
除

く
。
）
の
標
準
報
酬
の
改
定
及
び
決
定
が
行
わ
れ
た
と
み
な
し
て
算
定
し
た
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
八
条
の
五
の
求
め
（
実
施
機
関
た
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

第
四
章
　
認
可
等
に
関
す
る
通
知
等

（
業
務
の
分
掌
の
通
知
）

第
七
十
九
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
二
以
上
の
事
業
所

に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
係
る
機
構
の
業
務
を
分
掌
す
る
年
金
事
務

所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
旨
を
関
係
あ
る
事
業
主
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
可
等
に
関
す
る
通
知
）

第
八
十
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
左
の
各
号
の
処
分
又
は
受
理
を
し
た
と
き
は
、
文
書
で
そ
の
旨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
又
は
認
可
の
申
請
の
却
下
　
申
請
者

二
　
法
第
八
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
（
法
附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
の
却
下
　
申
請
者

三
　
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
　
請
求
者

四
　
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
項
の
申
出
の
受
理
　
申
出
者

五
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
二
項
、
第
五
項
又
は
第
八
項
の
申
出
の
受
理
　
申
出
者

（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
等
）

第
八
十
一
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
初
め
て
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
既
に
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
を
作
成
し
て
被
保
険
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該

被
保
険
者
を
使
用
す
る
事
業
主
を
通
じ
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
険
給
付
に
関
す
る
通
知
等
）

第
八
十
二
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
険
給
付
又
は
脱
退
一
時
金
に
関
す
る
処
分
を
行
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

文
書
で
そ
の
内
容
を
、
請
求
者
又
は
受
給
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
通
知
が
老
齢
厚
生
年
金
、
障
害
厚
生
年
金
又
は
遺
族
厚
生
年
金
の
裁
定
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

厚
生
労
働
大
臣
は
、
併
せ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
当
該
年
金
の
年
金
証
書
を
受
給
権
者
に
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
裁
定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
受
給
権
者
が

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
以
外
の
老
齢
厚
生
年
金

の
受
給
権
を
裁
定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
受
給
権
者
が
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
交
付
を
受

け
て
い
る
と
き
、
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
裁
定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
受
給
権
者
が
当
該
障
害
厚
生
年
金

と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
年
金
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
及
び
遺
族
厚
生
年
金
の

受
給
権
を
裁
定
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
受
給
権
者
が
当
該
遺
族
厚
生
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族

基
礎
年
金
の
年
金
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
年
金
の
種
類
及
び
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
基
礎
年
金
番
号

三
　
受
給
権
を
取
得
し
た
年
月

３
　
前
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
証
書
は
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の

年
金
証
書
と
、
当
該
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
は
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
と
、
当
該
障

害
基
礎
年
金
の
年
金
証
書
は
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
と
、
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
年
金
証
書
は
当
該
遺

族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
と
み
な
す
。

第
八
十
三
条
　
削
除

（
聴
取
書
）

第
八
十
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
る
確
認
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
職
員
を
し
て
、
聴
取
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
請
求
者
に
読
み
聞
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
年
金
証
書
の
再
交
付
）

第
八
十
五
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
年
金
の
年
金
証
書
を
作
成
し
て
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
添
付
書
類
の
特
例
）

第
八
十
六
条
　
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
氏
名
の
変
更
、
住
所
の
変
更
、
死
亡
、
障
害
の
現
状
若
し
く
は
加
給

年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
者
の
届
出
又
は
加
給
年
金
額
対
象
者
の
不
該
当
の
届
出
（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ

る
配
偶
者
に
係
る
当
該
届
出
に
限
る
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
第
三
章
の
規
定
に
よ
る

変
更
届
出
等
」
と
い
う
。
）
を
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
の
う
ち
同
種
の
届
出
と
同
時
に
行
う
と
き
は
、

第
三
章
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
、
一
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
他
の
届
書
に
記
載

し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
他
の
届
書
に
記
載
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
年
金
コ
ー
ド
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
を
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
章
又
は
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
一
年
改
正

省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
一
年
改
正

省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則
、
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
若
し
く
は
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保

険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
氏
名
の
変
更
、
住
所
の
変
更
、
死
亡
、
障
害
の
現
状
若
し
く
は
加
給
年
金

額
の
対
象
者
が
あ
る
者
の
届
出
又
は
加
給
年
金
額
対
象
者
の
不
該
当
の
届
出
（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配

偶
者
に
係
る
当
該
届
出
に
限
る
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の
法
令
に
よ
る
変
更
届
出
等
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
同
種
の
届
出
と
同
時
に
行
う
と
き
は
、
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
、
他
の
法
令
に
よ
る
変

更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
に
係

る
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
章
の
規
定
に
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よ
る
変
更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
年
金
コ
ー
ド
は
記
載
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
も
の
と
す
る
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
非
常
災
害
に
際
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
つ
て

申
請
書
、
申
出
書
、
請
求
書
又
は
届
書
に
添
え
る
べ
き
書
類
に
つ
い
て
、
そ
の
添
付
を
省
略
さ
せ
、
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
べ
き
他
の
書
類
を
添
え
て
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
三
章
、
第
三
章
の
二
又
は
第
三
章
の
三
の
規
定
に
よ
つ
て
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
に
添
え
て

提
出
す
べ
き
受
給
権
者
そ
の
他
関
係
者
の
生
存
、
生
年
月
日
、
障
害
の
状
態
、
身
分
関
係
又
は
生
計
維
持
若
し
く

は
生
計
同
一
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
以
下
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

一
の
添
付
書
類
に
よ
つ
て
、
他
の
添
付
書
類
に
係
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
他
の

添
付
書
類
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
三
章
の
規
定
に
よ
つ
て
同
時
に
二
以
上
の
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い

て
、
一
の
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
の
添
付
書
類
に
よ
つ
て
、
他
の
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又

は
届
書
の
添
付
書
類
に
係
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
他
の
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書

又
は
届
書
の
余
白
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
他
の
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
の
当
該
添
付
書
類
は
、

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
二
人
以
上
の
者
が
同
時
に
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は

届
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
他
方
の
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
の
当
該
添
付
書
類
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

６
　
第
三
章
の
規
定
に
よ
つ
て
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
又
は
添
付
す
べ
き
書
類
等
に
つ
い

て
は
、
他
の
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
、
添
付
さ
れ
て
い
る
書
類
等
に
よ
り
明
ら
か

で
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
付
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

７
　
第
三
章
の
二
又
は
第
三
章
の
三
の
規
定
に
よ
つ
て
請
求
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
又
は
添
付
す
べ
き
書
類
等
に
つ

い
て
は
、
他
の
請
求
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
、
添
付
さ
れ
て
い
る
書
類
等
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
と
厚
生
労

働
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

８
　
第
三
章
か
ら
第
三
章
の
三
ま
で
及
び
附
則
の
規
定
に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
基
礎
年
金
番
号
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
各
章
及
び
附
則

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
書
類
を
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

と
す
る
。

第
八
十
七
条
　
第
一
章
、
第
三
章
か
ら
第
三
章
の
三
ま
で
及
び
附
則
の
規
定
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
又

は
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
請
求
書
等
」
と
い
う
。
）
に
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
書
類
に
係
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
各
章
及
び
附
則
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
書
類
を
提
出
し
又
は
請
求
書
等
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
共
済
組
合
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
を
含
む
。
）
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金

法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間

を
確
認
し
た
書
類

二
　
合
算
対
象
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
公
的
年
金
給
付
の
支
給
状
況
に
関
す
る
書
類

（
実
施
機
関
に
よ
る
届
書
等
の
受
理
、
送
付
等
）

第
八
十
七
条
の
二
　
実
施
機
関
（
厚
生
労
働
大
臣
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
令
第
四
条
の
二

の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
章
第
一
節
（
第
三
十
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十

五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
三
章
第
二
節
（
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十

五
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
五

十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
二
項
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
七
条
第
一

項
及
び
第
五
十
八
条
第
一
項
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
章
第
三
節
（
第
六
十
七
条
の
二
及
び
第
六
十
八
条
の
二

第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
三
章
の
二
若
し
く
は
第
三
章
の
三
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
等
の
受
理
及
び
こ
れ
ら
の
書
類

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
等
を
受
理
し
た
と
き
は
、
必
要
な
審
査
を
行
い
、
機
構
に
こ
れ
を

送
付
し
、
又
は
電
磁
的
方
式
に
よ
り
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
等
が
実
施
機
関
に
受
理
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
受
理
さ
れ
た
と
き
に
機

構
に
提
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
五
章
　
費
用
負
担

（
前
納
保
険
料
の
還
付
請
求
）

第
八
十
八
条
　
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
三
号
）
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
令
第
七
条
第
一
項
（
経
過
措
置
政
令
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
前
納
し
た
保
険
料
の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
（
請
求
者
が
第
四
種
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
相
続
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
請
求
者

の
氏
名
及
び
請
求
者
と
死
亡
し
た
第
四
種
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
身
分
関
係
）
及
び
住
所

二
　
第
四
種
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
基
礎
年
金
番
号

三
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

四
　
還
付
額
及
び
還
付
理
由

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
四
種
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
相
続
人
で
あ
る

と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
四
種
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
先
順
位
の
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
実
施
機
関
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
等
）

第
八
十
八
条
の
二
　
令
第
四
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付

は
、
毎
年
度
、
四
月
十
四
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
四
月
十
二
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と

き
は
四
月
十
三
日
と
す
る
。
第
八
十
八
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
六
月
十
四
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日

に
当
た
る
と
き
は
六
月
十
二
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
六
月
十
三
日
と
す
る
。
第
八
十
八
条
の
七
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
八
月
十
四
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
八
月
十
二
日
と
し
、
金
曜
日
に
当

た
る
と
き
は
八
月
十
三
日
と
す
る
。
第
八
十
八
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
十
月
十
四
日
（
日
曜
日
又
は

土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
月
十
二
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
月
十
三
日
と
す
る
。
次
条
、
第
八
十

八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
八
十
八
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
十
二
月
十
四
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当

た
る
と
き
は
十
二
月
十
二
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
二
月
十
三
日
と
す
る
。
次
条
第
二
項
、
第
八
十

八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
八
十
八
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
四
条
の
二
の
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
べ
き
額
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ

を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
千
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
を
、
二
月
十
四

日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
十
二
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
十
三
日
と
す

る
。
次
条
第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
八
十
八
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
残
余

の
額
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
四
条
の
二
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣

が
交
付
金
の
見
込
額
を
変
更
し
た
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
日
（
当
該
変
更
し
た
日
以
前
の

日
を
除
く
。
）
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
が
実
施
機
関
（
法
第
八
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
実
施
機
関
を
い
う
。
以
下
第
八
十

八
条
の
十
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
管
す
る
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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第
八
十
八
条
の
三
　
令
第
四
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
は
、
翌
々
年
度
の
十
月
十
四
日
ま

で
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
四
条
の
二
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
へ
の
充
当
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
翌
々
年
度
の
十
月
十

四
日
及
び
十
二
月
十
四
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
交
付
す
べ
き
交
付
金
に
、
順
次
充
当
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
は
、
翌
々
年
度
の
二
月
十
四
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
が
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
法
第
八
十
四
条
の
六
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
率
）

第
八
十
八
条
の
四
　
法
第
八
十
四
条
の
六
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
率
は
、
同
号
に
規
定
す
る
除
し
て
得
た
率
（
小

数
点
以
下
第
十
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
率
）
と
す
る
。

（
法
第
八
十
四
条
の
六
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
保
険
料
財
源
比
率
）

第
八
十
八
条
の
五
　
法
第
八
十
四
条
の
六
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
保
険
料
財
源
比
率
は
、
当
該
年
度
以
前
の
直

近
の
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
に
お
け
る
財
政
均
衡
期
間
に
お
け
る
各
年
度
の
拠
出
金
算
定
対
象
額
の
予
想
額
に

対
す
る
保
険
料
、
法
に
定
め
る
徴
収
金
、
令
第
四
条
の
二
の
九
第
一
号
に
掲
げ
る
返
還
金
及
び
同
条
第
二
号
に
掲

げ
る
免
除
保
険
料
額
相
当
額
の
合
計
額
の
予
想
額
の
占
め
る
割
合
（
そ
の
割
合
が
一
を
超
え
る
と
き
は
、
一
）
を

平
均
し
た
率
（
小
数
点
以
下
第
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
率
）
と
す
る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
を
作
成
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
前
項
の
保
険
料
財
源
比
率
を
算
定
し
、
各
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
に
報
告
を
行
う
も
の
と
す

る
。

（
法
第
八
十
四
条
の
六
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
率
）

第
八
十
八
条
の
六
　
法
第
八
十
四
条
の
六
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
率
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る

同
号
に
規
定
す
る
実
施
機
関
の
積
立
金
額
（
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
地
方
公

務
員
共
済
組
合
（
構
成
組
合
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
構
成
組
合
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
及
び
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
実

施
機
関
の
積
立
金
額
の
総
額
）
を
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
法
第
八
十
四
条
の
六
第
四
項
第
一
号

に
規
定
す
る
厚
生
年
金
勘
定
の
積
立
金
額
と
同
号
に
規
定
す
る
実
施
機
関
の
積
立
金
額
の
総
額
と
の
合
計
額
で
除

し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
第
十
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
率
）
と
す

る
。

（
実
施
機
関
の
拠
出
金
の
納
付
）

第
八
十
八
条
の
七
　
令
第
四
条
の
二
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
各
実
施
機
関
の
拠
出
金
の
納
付
は
、
毎
年
度
、

四
月
十
四
日
、
六
月
十
四
日
、
八
月
十
四
日
、
十
月
十
四
日
及
び
十
二
月
十
四
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
規

定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
額
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
千
円
に
切
り
上
げ
た

額
）
を
、
二
月
十
四
日
ま
で
に
残
余
の
額
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
令
第
四
条
の
二
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
各
実
施
機
関
の
拠
出
金
の
納
付
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
厚
生
労
働
大
臣
が
拠
出
金
算
定
対
象
額
の
見
込
額
を
変
更
し
た
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る

日
（
当
該
変
更
し
た
日
以
前
の
日
を
除
く
。
）
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
実
施
機
関
の
拠
出
金
の
納
付
に
つ
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
前
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
が
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
十
八
条
の
八
　
令
第
四
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
機
関
の
拠
出
金
の
納
付
は
、
翌
々
年
度
の

十
月
十
四
日
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
令
第
四
条
の
二
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
機
関
が
納
付
す
る
拠
出
金
へ
の
充
当
は
、
当
該
実
施
機
関

が
前
条
の
規
定
に
よ
り
翌
々
年
度
の
十
月
十
四
日
及
び
十
二
月
十
四
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
納
付
す
べ
き
拠
出
金

に
、
順
次
充
当
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
は
、
翌
々
年
度
の
二
月
十
四
日
ま

で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
実
施
機
関
の
拠
出
金
の
納
付
等
に
つ
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
前
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
が
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
実
施
機
関
に
係
る
標
準
報
酬
の
総
額
等
の
報
告
）

第
八
十
八
条
の
九
　
各
実
施
機
関
は
、
毎
年
度
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
を
経

由
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
九
月
十
六
日
（
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
九
月
十
四
日
と
し
、
土
曜
日
に
当
た
る

と
き
は
九
月
十
五
日
と
す
る
。
）
ま
で
に
文
書
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
年
度
に
お
け
る
令
第
四
条
の
二
の
八
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
標
準
報
酬
の
総
額

二
　
翌
年
度
に
お
け
る
令
第
四
条
の
二
の
八
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
標
準
報
酬
の
総
額
の
見
込
額

三
　
前
年
度
に
お
け
る
令
第
四
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
交
付
金
の
額

四
　
翌
年
度
に
お
け
る
令
第
四
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
交
付
金
の
額
の
見
込
額

五
　
前
々
年
度
に
お
け
る
法
第
八
十
四
条
の
六
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
実
施
機
関
の
積
立
金
額

六
　
当
該
年
度
に
お
け
る
法
第
八
十
四
条
の
六
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
実
施
機
関
の
積
立
金
額
の
見
込
額

七
　
そ
の
他
交
付
金
の
交
付
及
び
拠
出
金
の
納
付
に
関
し
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
実
施
機
関
を
所

管
す
る
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
事
項

（
法
第
八
十
四
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
予
想
額
等
の
算
定
の
た
め
に
必
要
な
事
項
の
報
告
等
）

第
八
十
八
条
の
十
　
各
実
施
機
関
は
、
毎
年
度
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
を
経

由
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
一
月
三
十
一
日
（
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
一
月
二
十
九
日
と
し
、
土
曜
日
に
当

た
る
と
き
は
一
月
三
十
日
と
す
る
。
）
ま
で
に
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
日
本
私
立
学
校

振
興
・
共
済
事
業
団
に
あ
つ
て
は
、
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
当
該
被
保
険
者
の
男
女
別
、

年
齢
別
及
び
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
と
み
な
さ

れ
る
期
間
に
係
る
も
の
及
び
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
に
算
入
さ
れ
る
期

間
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
算
入
期
間
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
期
間
別
（
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
被
保
険
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
被
保
険
者
で
あ
つ

た
期
間
の
期
間
別
及
び
報
酬
等
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
規
定
す
る
報
酬
、
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
に
規
定
す
る
給
料
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
規

定
す
る
給
与
を
い
う
。
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
月
額
の
額
別
と
し
、
ハ
及
び
ル
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、

当
該
被
保
険
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
期
間
別
並
び
に
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間

の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
と
す
る
。
）

に
区
分
し
た
も
の

イ
　
当
該
被
保
険
者
の
数

ロ
　
当
該
被
保
険
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
等
（
標
準
報

酬
月
額
並
び
に
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
又
は
昭
和
六
十

年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
（
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
命

令
を
含
む
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
に
規
定
す

る
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
の
月
額
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政

令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
総
務
省
令
で

定
め
る
数
値
（
同
令
第
十
八
条
に
規
定
す
る
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
の
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料

の
月
額
に
あ
つ
て
は
、
同
令
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
数
値
）
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
昭
和
六
十
年

地
方
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
（
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
ま

で
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準

給
与
の
月
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
平
均
し
た
額

ハ
　
当
該
被
保
険
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
各
月
（
前
年
度
の
末
日
ま
で

の
期
間
に
係
る
も
の
と
し
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
被
保
険
者
及
び
地
方
公
務
員
共
済
組
合

連
合
会
に
係
る
被
保
険
者
に
あ
つ
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
ロ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
標
準
報
酬
月
額
等
を
平
均
し
た
額

ニ
　
昭
和
六
十
一
年
三
月
以
前
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
当
該
被

保
険
者
の
同
月
以
前
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
を
平
均
し
た
額
又
は
同
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月
以
前
に
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
当
該
被
保
険
者
の
同
月
以
前

の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
を
平
均
し
た
額

ホ
　
昭
和
六
十
一
年
三
月
以
前
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
当
該
被

保
険
者
に
係
る
同
月
三
十
一
日
（
同
日
に
お
い
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
組
合
員
の
資
格
を

有
し
て
い
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
日
前
の
直
近
の
退
職
の
日
と
す
る
。
次
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
け
る
俸
給
年
額
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務

員
等
共
済
組
合
法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
俸
給
年
額
を
い
う
。
次
号
ニ
及
び
第
三
号
チ
（
５
）
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
平
均
し
た
額
又
は
同
月
以
前
に
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
組
合
員
の
資
格

を
取
得
し
た
当
該
被
保
険
者
に
係
る
同
月
三
十
一
日
（
同
日
に
お
い
て
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係

る
組
合
員
の
資
格
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
同
日
前
の
直
近
の
退
職
の
日
と
す
る
。
次
号
ニ

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
給
料
年
額
（
昭
和
六
十
年
地
方
公
務
員
共
済
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
料
年
額
を
い
う
。
次
号
ニ
及
び

第
三
号
チ
（
５
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
平
均
し
た
額

ヘ
　
当
該
被
保
険
者
の
前
年
度
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
各
月
の
標

準
賞
与
額
等
（
標
準
賞
与
額
並
び
に
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準
期
末
手

当
等
の
額
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
に
規
定
す
る
掛
金
の
標
準
と
な
る
期
末
手
当
等

の
額
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準
賞
与
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
合
計
し
た
額
を
平
均
し
た
額

ト
　
当
該
被
保
険
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
各
月
（
平
成
十
五
年
度
か
ら

前
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
も
の
と
す
る
。
次
号
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
標
準
賞
与
額
等
を
平
均

し
た
額

チ
　
当
該
被
保
険
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
報
酬
等
の
月
額
を
平
均
し

た
額

リ
　
当
該
被
保
険
者
の
前
年
度
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
各
月
の
賞

与
等
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

改
正
前
地
共
済
法
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
規
定
す

る
賞
与
を
い
う
。
）
の
額
を
合
計
し
た
額
を
平
均
し
た
額

ヌ
　
当
該
被
保
険
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
平
均
月
数

ル
　
当
該
被
保
険
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
後
の

期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均
月
数

ヲ
　
当
該
被
保
険
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の

期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
被
保
険
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
被
保
険
者
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
前
の
期
間

及
び
六
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

ワ
　
当
該
被
保
険
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭

和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均
月
数

カ
　
当
該
被
保
険
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
の
期

間
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

二
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
（
同
日
に
お
い
て

当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
る
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
年
金
た
る
給

付
の
受
給
権
者
で
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
待
期
者
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ

る
事
項
（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
あ
つ
て
は
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
当

該
待
期
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
期
間
別
（
ロ
及
び
ト
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ

て
は
、
当
該
待
期
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
期
間
別
並
び
に
被
保
険
者
で
あ
つ
た

期
間
の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
と
す

る
。
）
に
区
分
し
た
も
の

イ
　
当
該
待
期
者
の
数

ロ
　
当
該
待
期
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
を
平

均
し
た
額

ハ
　
昭
和
六
十
一
年
三
月
以
前
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
当
該
待

期
者
の
同
月
以
前
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
を
平
均
し
た
額
又
は
同
月

以
前
に
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
当
該
待
期
者
の
同
月
以
前
の
被

保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
を
平
均
し
た
額

ニ
　
昭
和
六
十
一
年
三
月
以
前
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
当
該
待

期
者
に
係
る
同
月
三
十
一
日
に
お
け
る
俸
給
年
額
を
平
均
し
た
額
又
は
同
月
以
前
に
地
方
公
務
員
共
済
組
合

連
合
会
に
係
る
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
当
該
待
期
者
に
係
る
同
日
に
お
け
る
給
料
年
額
を
平
均
し
た
額

ホ
　
当
該
待
期
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
各
月
の
標
準
賞
与
額
等
を
平
均

し
た
額

ヘ
　
当
該
待
期
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
平
均
月
数

ト
　
当
該
待
期
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
後
の
期

間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均
月
数

チ
　
当
該
待
期
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期

間
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
待
期
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
待
期
者
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
前
の
期
間
及
び
六

十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

リ
　
当
該
待
期
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和

六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均
月
数

ヌ
　
当
該
待
期
者
の
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
の
期
間

に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

三
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る
者
に
関
す
る
事

項
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
受
給
権
者
が
前
年
度
の
末
日
に
お
い
て

当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に

使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
（
第
十
条
の
四
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
（
７
）
及
び
（
８
）
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
当
該
受

給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す

る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
と
そ
れ
以
外
の
者

の
別
、
老
齢
相
当
の
年
金
及
び
通
老
相
当
の
年
金
の
別
（
当
該
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
そ
の
額
の
計
算
の
基

礎
と
な
つ
た
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
が
二
十
五
年
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
者
に
あ
つ
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
い
う
。
）
以
上
で
あ
る
も
の
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則

第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に

相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
そ
れ
以
外
の
当
該
年
金
た
る
給
付
の
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
繰
上

年
数
（
当
該
年
金
た
る
給
付
の
支
給
を
開
始
す
べ
き
年
齢
に
達
す
る
前
に
当
該
年
金
た
る
給
付
の
支
給
を
受

け
て
い
る
者
に
係
る
当
該
年
金
た
る
給
付
の
支
給
を
開
始
す
べ
き
年
齢
か
ら
当
該
年
金
た
る
給
付
の
支
給
が

開
始
さ
れ
た
月
の
前
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
を
控
除
し
て
得
た
年
数
を
い
う
。
ホ
及
び

第
十
八
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
及
び
繰
下
年
数
（
当
該
年
金
た
る
給
付
の
支
給
を
開
始
す
べ
き
年
齢
に

達
す
る
前
に
当
該
年
金
た
る
給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
者
に
係
る
当
該
年
金
た
る
給
付
の
支
給
が
開
始

さ
れ
た
月
の
前
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
か
ら
当
該
年
金
た
る
給
付
の
支
給
を
開
始
す
べ

き
年
齢
を
控
除
し
て
得
た
年
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
年
数
別
（
（
５
）
及
び
（
１
０
）
に
掲
げ
る
事
項

に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被

保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上

の
者
と
そ
れ
以
外
の
者
の
別
、
老
齢
相
当
の
年
金
及
び
通
老
相
当
の
年
金
の
別
、
繰
上
年
数
及
び
繰
下
年
数

の
年
数
別
並
び
に
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同

年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
と
す
る
。
）
に
区
分
し
た
も
の
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（１）
　
当
該
受
給
権
者
の
数

（２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
前
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
を

受
け
た
者
の
数

（３）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
を
平
均
し
た
額

（４）
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
か
ら
、
前
年
度
に
お
い
て
当
該
受

給
権
者
が
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
支
給
を
受
け
た
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
平

均
し
た
額

（５）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
（
前
年
度
の
末
日
ま

で
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
ロ
（
５
）
及
び
ハ
（
５
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
標
準
報
酬
月
額
等
を

平
均
し
た
額

（６）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
（
平
成
十
五
年
度
か

ら
前
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
ロ
（
６
）
及
び
ハ
（
６
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

標
準
賞
与
額
等
を
平
均
し
た
額

（７）
　
当
該
受
給
権
者
の
標
準
報
酬
月
額
等
を
平
均
し
た
額

（８）
　
当
該
受
給
権
者
の
前
年
度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞
与
額
等
を
合
計
し
た
額
を
平
均
し
た
額

（９）
　
当
該
受
給
権
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
で
あ
つ
て
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と

な
つ
た
も
の
（
（
１
０
）
か
ら
（
１
２
）
ま
で
に
お
い
て
「
老
齢
厚
生
年
金
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
平

均
月
数

（１０）
　
老
齢
厚
生
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均

月
数

（１１）
　
老
齢
厚
生
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

当
該
受
給
権
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
受
給
権
者
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
前
の
期
間
及
び
六
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す

る
月
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（１２）
　
老
齢
厚
生
年
金
基
礎
期
間
（
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（１３）
　
当
該
受
給
権
者
の
配
偶
者
で
あ
つ
て
主
と
し
て
当
該
受
給
権
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
す
る
も
の

の
う
ち
、
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
の
数

（１４）
　
当
該
受
給
権
者
の
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は

二
十
歳
未
満
で
国
民
年
金
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ

り
、
か
つ
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
主
と
し
て
当
該
受
給
権
者
の
収
入
に
よ

り
生
計
を
維
持
す
る
も
の
（
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
限
る
。
（
１
５
）
及
び
（
１
６
）

に
お
い
て
「
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
一
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１５）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
の
う
ち
、
第
二
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１６）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
（
第
一
子
及
び
第
二
子
を
除
く
。
）
の
数

ロ
　
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び

法
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
別
（
（
８
）
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢

別
、
法
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
別
並
び
に
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
（
（
５
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当

該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
法
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
別
、
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
う
ち
平

成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
並
び
に
当
該
実
施

機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
及
び
他
の
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
別
と
す
る
。
）

と
し
、
（
６
）
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
法
に
規

定
す
る
障
害
の
程
度
別
並
び
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
及
び
他
の
実
施
機
関
に
係

る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
別
と
す
る
。
）
に
区
分
し
た
も
の

（１）
　
当
該
受
給
権
者
の
数

（２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
前
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
支
給
を

受
け
た
者
の
数

（３）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
を
平
均
し
た
額

（４）
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
か
ら
、
前
年
度
に
お
い
て
当
該
受

給
権
者
が
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
支
給
を
受
け
た
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
平

均
し
た
額

（５）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
等

を
平
均
し
た
額

（６）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
の
標
準
賞
与
額
等
を

平
均
し
た
額

（７）
　
当
該
受
給
権
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
で
あ
つ
て
、
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と

な
つ
た
も
の
（
（
８
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
お
い
て
「
障
害
厚
生
年
金
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
平
均

月
数

（８）
　
障
害
厚
生
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均

月
数

（９）
　
障
害
厚
生
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
前
の
期
間
及
び
六
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
以
後
の
期
間
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（１０）
　
障
害
厚
生
年
金
基
礎
期
間
（
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（１１）
　
当
該
受
給
権
者
の
配
偶
者
で
あ
つ
て
主
と
し
て
当
該
受
給
権
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
す
る
も
の

の
う
ち
、
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
の
数

（１２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
、
障
害
基
礎
年
金
の
受
給

権
者
の
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は
二
十
歳
未
満

で
国
民
年
金
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
現

に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
主
と
し
て
当
該
受
給
権
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持

す
る
も
の
（
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
限
る
。
（
１
３
）
及
び
（
１
４
）
に
お
い
て
「
加

給
年
金
対
象
被
扶
養
子
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
一
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１３）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
の
う
ち
、
第
二
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１４）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
（
第
一
子
及
び
第
二
子
を
除
く
。
）
の
数

ハ
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
（
複
数
の
子
で
あ
る
と
き
は
そ
の
う
ち
の
末
子
に
限
る
。
）
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
（
組
合
員

又
は
加
入
者
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
ハ
、
ト
、
ル
及
び
カ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
男
女
別
、
当
該

受
給
権
者
の
年
齢
別
及
び
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と

の
続
柄
別
（
（
８
）
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は

被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別
、
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被

保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
並
び
に
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者

又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る

期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
（
（
５
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
遺
族
厚
生
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年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別
、
当

該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
、
当
該
遺
族
厚
生

年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
う
ち
平
成
十

五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
並
び
に
当
該
実
施
機
関

に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
及
び
他
の
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
別
と
す
る
。
）
と

し
、
（
６
）
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者

の
男
女
別
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別
、
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者

で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
並
び
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
及
び
他
の
実
施
機
関
に

係
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
別
と
し
、
（
１
１
）
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢

別
と
し
、
（
１
２
）
か
ら
（
１
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別
及
び
当

該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
と
す
る
。
）
に
区
分

し
た
も
の

（１）
　
当
該
受
給
権
者
の
数

（２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
前
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
を

受
け
た
者
の
数

（３）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
額
（
当
該
受
給
権
者
が
末
子
の
場
合
は
、
子
の
総
額

（
当
該
年
金
た
る
給
付
の
額
に
受
給
権
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
）
を
平
均
し
た
額

（４）
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
額
か
ら
、
前
年
度
に
お
い
て
当
該
受

給
権
者
が
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
支
給
を
受
け
た
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
平

均
し
た
額
（
当
該
受
給
権
者
が
末
子
の
場
合
は
、
子
の
総
額
）

（５）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
等

を
平
均
し
た
額

（６）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
の
標
準
賞
与
額
等
を

平
均
し
た
額

（７）
　
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た

期
間
で
あ
つ
て
、
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
も
の
（
（
８
）
か
ら
（
１
０
）
ま

で
に
お
い
て
「
遺
族
厚
生
年
金
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
平
均
月
数

（８）
　
遺
族
厚
生
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均

月
数

（９）
　
遺
族
厚
生
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
の

属
す
る
月
前
の
期
間
及
び
六
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
平

均
月
数

（１０）
　
遺
族
厚
生
年
金
基
礎
期
間
（
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（１１）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
加
算
額
（
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
加

算
す
る
も
の
と
さ
れ
た
額
を
い
う
。
）
の
対
象
者
の
数

（１２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
、
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給

権
者
の
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は
二
十
歳
未
満

で
国
民
年
金
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
現

に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
主
と
し
て
当
該
受
給
権
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持

す
る
も
の
（
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
限
る
。
（
１
３
）
及
び
（
１
４
）
に
お
い
て
「
加

給
年
金
対
象
被
扶
養
子
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
一
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１３）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
の
う
ち
、
第
二
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１４）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
（
第
一
子
及
び
第
二
子
を
除
く
。
）
の
数

ニ
　
退
職
共
済
年
金
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
の
長
期
給
付
に
関
す

る
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改

正
前
地
共
済
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
又
は
な
お
効
力

を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給

付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
ニ
及
び
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改

正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
八
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
附
則
第
二
十
六
条
又
は

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
例
に
よ
る
平
成
二
十
四
年

一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
八
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
退
職
共
済
年
金
を
除
く
。
）
の

受
給
権
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
受
給
権
者
が
前
年
度
の
末
日
に
お
い
て
当
該
実
施
機
関
に
係

る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳

以
上
の
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
（
７
）
及
び
（
８
）
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
当
該
受
給
権

者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者

及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
と
そ
れ
以
外
の
者
の

別
、
老
齢
相
当
の
年
金
及
び
通
老
相
当
の
年
金
の
別
並
び
に
繰
上
年
数
及
び
繰
下
年
数
の
年
数
別
（
（
５
）

及
び
（
１
０
）
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
前
年
度
の
末
日
に
お

け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業

所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
と
そ
れ
以
外
の
者
の
別
、
老
齢
相
当
の
年
金
及
び
通
老
相
当
の
年
金
の

別
、
繰
上
年
数
及
び
繰
下
年
数
の
年
数
別
並
び
に
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十

一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
と
す
る
。
）
に
区
分
し
た
も
の

（１）
　
当
該
受
給
権
者
の
数

（２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
前
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
当
該
退
職
共
済
年
金
の
支
給
を

受
け
た
者
の
数

（３）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
を
平
均
し
た
額

（４）
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
か
ら
、
前
年
度
に
お
い
て
当
該
受

給
権
者
が
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
支
給
を
受
け
た
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
平

均
し
た
額

（５）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
（
前
年
度
の
末
日
ま

で
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
ヘ
（
５
）
及
び
ト
（
５
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
標
準
報
酬
月
額
等
を

平
均
し
た
額

（６）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
（
平
成
十
五
年
度
か

ら
前
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
ヘ
（
６
）
及
び
ト
（
６
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

標
準
賞
与
額
等
を
平
均
し
た
額

（７）
　
当
該
受
給
権
者
の
標
準
報
酬
月
額
等
を
平
均
し
た
額

（８）
　
当
該
受
給
権
者
の
前
年
度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞
与
額
等
を
合
計
し
た
額
を
平
均
し
た
額

（９）
　
当
該
受
給
権
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
で
あ
つ
て
、
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と

な
つ
た
も
の
（
（
１
０
）
か
ら
（
１
２
）
ま
で
に
お
い
て
「
退
職
共
済
年
金
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
平

均
月
数

（１０）
　
退
職
共
済
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均

月
数

（１１）
　
退
職
共
済
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

当
該
受
給
権
者
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
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に
は
、
当
該
受
給
権
者
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
前
の
期
間
及
び
六
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す

る
月
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（１２）
　
退
職
共
済
年
金
基
礎
期
間
（
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（１３）
　
当
該
受
給
権
者
の
配
偶
者
で
あ
つ
て
主
と
し
て
当
該
受
給
権
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
す
る
も
の

の
う
ち
、
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
の
数

（１４）
　
当
該
受
給
権
者
の
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は

二
十
歳
未
満
で
国
民
年
金
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ

り
、
か
つ
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
主
と
し
て
当
該
受
給
権
者
の
収
入
に
よ

り
生
計
を
維
持
す
る
も
の
（
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
限
る
。
（
１
５
）
及
び
（
１
６
）

に
お
い
て
「
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
一
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１５）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
の
う
ち
、
第
二
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１６）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
（
第
一
子
及
び
第
二
子
を
除
く
。
）
の
数

ホ
　
退
職
共
済
年
金
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
に
関
す
る
ニ
（
１
）
か
ら
（
１
６
）
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
受
給
権
者
が
前
年
度
の
末
日
に
お
い
て
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を

有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
以
外
の
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
ニ
（
７
）
及
び
（
８
）
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年

齢
別
、
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は

加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
と
そ
れ
以
外
の
者
の
別
並
び
に
繰
上
年
数

（
当
該
受
給
権
者
が
ニ
に
掲
げ
る
退
職
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
る
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
支
給
が
開
始
さ
れ

る
べ
き
で
あ
つ
た
年
齢
か
ら
、
当
該
退
職
共
済
年
金
の
支
給
が
開
始
さ
れ
た
月
の
前
月
の
末
日
に
お
け
る
当

該
受
給
権
者
の
年
齢
を
控
除
し
て
得
た
年
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
ホ
及
び
第
十
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

年
数
別
（
ニ
（
５
）
及
び
（
１
０
）
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、

前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者

で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
と
そ
れ
以
外
の
者
の
別
、
繰
上
年
数
の
年
数
別
並

び
に
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日

以
後
に
係
る
期
間
の
別
と
す
る
。
）
に
区
分
し
た
も
の

ヘ
　
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
年

金
た
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
の

長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
障
害
共

済
年
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び
な
お
効
力

を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
共
済
各
法
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改

正
前
国
共
済
法
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
及
び
な
お
効
力
を
有
す

る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る

障
害
の
程
度
別
（
（
５
）
及
び
（
８
）
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、

な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
共
済
各
法
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
別
並
び
に
被
保

険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係

る
期
間
の
別
と
す
る
。
）
に
区
分
し
た
も
の

（１）
　
当
該
受
給
権
者
の
数

（２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
前
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
当
該
障
害
共
済
年
金
の
支
給
を

受
け
た
者
の
数

（３）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
を
平
均
し
た
額

（４）
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
か
ら
、
前
年
度
に
お
い
て
当
該
受

給
権
者
が
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
支
給
を
受
け
た
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
平

均
し
た
額

（５）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
等

を
平
均
し
た
額

（６）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
の
標
準
賞
与
額
等
を

平
均
し
た
額

（７）
　
当
該
受
給
権
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
で
あ
つ
て
、
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と

な
つ
た
も
の
（
（
８
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
お
い
て
「
障
害
共
済
年
金
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
平
均

月
数

（８）
　
障
害
共
済
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均

月
数

（９）
　
障
害
共
済
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
前
の
期
間
及
び
六
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
以
後
の
期
間
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（１０）
　
障
害
共
済
年
金
基
礎
期
間
（
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（１１）
　
当
該
受
給
権
者
の
配
偶
者
で
あ
つ
て
主
と
し
て
当
該
受
給
権
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
す
る
も
の

の
う
ち
、
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
の
数

（１２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
、
障
害
基
礎
年
金
の
受
給

権
者
の
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は
二
十
歳
未
満

で
国
民
年
金
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
現

に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
主
と
し
て
当
該
受
給
権
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持

す
る
も
の
（
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
限
る
。
（
１
３
）
及
び
（
１
４
）
に
お
い
て
「
加

給
年
金
対
象
被
扶
養
子
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
一
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１３）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
の
う
ち
、
第
二
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１４）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
（
第
一
子
及
び
第
二
子
を
除
く
。
）
の
数

ト
　
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
年

金
た
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
の

長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共

済
年
金
の
受
給
権
者
（
複
数
の
子
で
あ
る
と
き
は
そ
の
う
ち
の
末
子
に
限
る
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

項
を
、
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
、
当
該
受

給
権
者
の
年
齢
別
及
び
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の

続
柄
別
（
（
５
）
及
び
（
８
）
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保

険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別
、
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死

亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
並
び
に
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た

被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以

前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
と
し
、
（
１
１
）
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、

当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別
と
し
、
（
１
２
）
か
ら
（
１
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給

権
者
の
年
齢
別
及
び
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女

別
と
す
る
。
）
に
区
分
し
た
も
の

（１）
　
当
該
受
給
権
者
の
数

（２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
前
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を

受
け
た
者
の
数
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（３）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
額
（
当
該
受
給
権
者
が
末
子
の
場
合
は
、
子
の
総
額
）

を
平
均
し
た
額

（４）
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
額
か
ら
、
前
年
度
に
お
い
て
当
該
受

給
権
者
が
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
支
給
を
受
け
た
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
平

均
し
た
額
（
当
該
受
給
権
者
が
末
子
の
場
合
は
、
子
の
総
額
）

（５）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
等

を
平
均
し
た
額

（６）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
各
月
の
標
準
賞
与
額
等
を

平
均
し
た
額

（７）
　
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た

期
間
で
あ
つ
て
、
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
も
の
（
（
８
）
か
ら
（
１
０
）
ま

で
に
お
い
て
「
遺
族
共
済
年
金
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
平
均
月
数

（８）
　
遺
族
共
済
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均

月
数

（９）
　
遺
族
共
済
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
の

属
す
る
月
前
の
期
間
及
び
六
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
平

均
月
数

（１０）
　
遺
族
共
済
年
金
基
礎
期
間
（
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（１１）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
加
算
額
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
改
正
前
共
済
各
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
加
算
す
る
も
の
と
さ
れ
た
額
を
い
う
。
）
の

対
象
者
の
数

（１２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
、
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給

権
者
の
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は
二
十
歳
未
満

で
国
民
年
金
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
現

に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
主
と
し
て
当
該
受
給
権
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持

す
る
も
の
（
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
限
る
。
（
１
３
）
及
び
（
１
４
）
に
お
い
て
「
加

給
年
金
対
象
被
扶
養
子
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
一
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１３）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
の
う
ち
、
第
二
子
で
あ
る
も
の
の
数

（１４）
　
加
給
年
金
対
象
被
扶
養
子
（
第
一
子
及
び
第
二
子
を
除
く
。
）
の
数

チ
　
退
職
年
金
又
は
通
算
退
職
年
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
給
付
の
受
給
権
者
が
前

年
度
の
末
日
に
お
い
て
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で

あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
（
６
）
及
び
（
７
）

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
退
職
年
金
又
は
通
算
退
職
年
金
の
別
並
び
に
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、

年
齢
別
並
び
に
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合

員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
と
そ
れ
以
外
の
者
の
別
に
区
分
し

た
も
の

（１）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
の
数

（２）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
の
う
ち
、
前
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
当
該
給
付
の
支
給
を
受

け
た
者
の
数

（３）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
に
係
る
当
該
給
付
の
額
を
平
均
し
た
額

（４）
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
給
付
の
受
給
権
者
に
係
る
当
該
給
付
の
額
か
ら
、
前
年
度
に
お
い
て
当
該
給
付

の
受
給
権
者
が
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
支
給
を
受
け
た
当
該
給
付
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
平
均
し

た
額

（５）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
に
係
る
当
該
給
付
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
俸
給
年
額
等
（
俸
給
年
額
、

給
料
年
額
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
六

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
昭
和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家

公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
均
標
準
給
与
の
年
額
を
い
う
。
）
を
十
二
で

除
し
て
得
た
額
（
リ
（
５
）
、
ヌ
（
５
）
及
び
ル
（
５
）
に
お
い
て
「
俸
給
年
額
等
の
月
額
」
と
い
う
。
）

を
平
均
し
た
額

（６）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
の
標
準
報
酬
月
額
等
を
平
均
し
た
額

（７）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
の
前
年
度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞
与
額
等
を
合
計
し
た
額
を
平
均
し
た
額

（８）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
で
あ
つ
て
、
当
該
給
付
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な

つ
た
も
の
（
（
９
）
及
び
（
１
０
）
に
お
い
て
「
退
職
年
金
等
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
平
均
月
数

（９）
　
退
職
年
金
等
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均
月
数

（１０）
　
退
職
年
金
等
基
礎
期
間
（
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

リ
　
減
額
退
職
年
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
受
給
権
者
が
前
年
度
の
末
日
に
お
い
て

当
該
実
施
機
関
の
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用

さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
（
６
）
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

を
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
並
び
に
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
の
被
保
険
者
の

資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
と
そ

れ
以
外
の
者
の
別
並
び
に
当
該
受
給
権
者
が
退
職
年
金
の
支
給
を
受
け
る
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
支
給
が
開
始

さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
年
齢
か
ら
当
該
減
額
退
職
年
金
の
支
給
が
開
始
さ
れ
た
月
の
前
月
の
末
日
に
お
け
る

当
該
受
給
権
者
の
年
齢
を
控
除
し
て
得
た
年
数
の
年
数
別
に
区
分
し
た
も
の

（１）
　
当
該
受
給
権
者
の
数

（２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
前
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
当
該
減
額
退
職
年
金
の
支
給
を

受
け
た
者
の
数

（３）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
減
額
退
職
年
金
の
額
を
平
均
し
た
額

（４）
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
減
額
退
職
年
金
の
額
か
ら
、
前
年
度
に
お
い
て
当
該
受

給
権
者
が
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
支
給
を
受
け
た
当
該
減
額
退
職
年
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
平

均
し
た
額

（５）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
減
額
退
職
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
俸
給
年
額
等
の
月
額
を
平

均
し
た
額

（６）
　
当
該
受
給
権
者
の
標
準
報
酬
月
額
等
を
平
均
し
た
額

（７）
　
当
該
受
給
権
者
の
前
年
度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞
与
額
等
を
合
計
し
た
額
を
平
均
し
た
額

（８）
　
当
該
受
給
権
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
で
あ
つ
て
、
当
該
減
額
退
職
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と

な
つ
た
も
の
（
（
９
）
及
び
（
１
０
）
に
お
い
て
「
減
額
退
職
年
金
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
平
均
月
数

（９）
　
減
額
退
職
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均

月
数

（１０）
　
減
額
退
職
年
金
基
礎
期
間
（
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数
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ヌ
　
障
害
年
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び
な
お

効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
共
済
各
法
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
別
並
び
に
当
該
障
害

年
金
が
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
前
に
支
給
事
由
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
同
日
以
後
に
支
給
事
由
が
生
じ

た
も
の
で
あ
る
か
の
別
に
区
分
し
た
も
の

（１）
　
当
該
受
給
権
者
の
数

（２）
　
当
該
受
給
権
者
の
う
ち
、
前
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
当
該
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け

た
者
の
数

（３）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
年
金
の
額
を
平
均
し
た
額

（４）
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
年
金
の
額
か
ら
、
前
年
度
に
お
い
て
当
該
受
給
権

者
が
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
支
給
を
受
け
た
当
該
障
害
年
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
平
均
し
た
額

（５）
　
当
該
受
給
権
者
に
係
る
当
該
障
害
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
俸
給
年
額
等
の
月
額
を
平
均
し

た
額

（６）
　
当
該
受
給
権
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
で
あ
つ
て
、
当
該
障
害
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ

た
も
の
（
（
７
）
及
び
（
８
）
に
お
い
て
「
障
害
年
金
基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
平
均
月
数

（７）
　
障
害
年
金
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均
月
数

（８）
　
障
害
年
金
基
礎
期
間
（
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

ル
　
遺
族
年
金
又
は
通
算
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
（
複
数
の
子
で
あ
る
と
き
は
そ
の
う
ち
の
末
子
に
限
る
。
）

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
遺
族
年
金
又
は
通
算
遺
族
年
金
の
別
、
当
該
遺
族
年
金
に
係
る
死
亡
し
た

被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別
及
び
当
該
給
付
に
係
る
死
亡

し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
並
び
に
当
該
給
付
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又

は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
の
日
が
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
前
で
あ
る
か
同
日
以
後
で
あ
る
か
の
別

（
（
５
）
か
ら
（
８
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
遺
族
年
金
又
は
通
算
遺
族
年
金
の
別
並
び
に
当
該

遺
族
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別

及
び
当
該
給
付
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
と
し
、
（
９
）
に
掲

げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
遺
族
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女

別
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別
並
び
に
当
該
給
付
の
加
算
額
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
改
正
前
共
済
各
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
年
金
又
は
通
算
遺
族
年
金
に
加
算
す
る
も
の
と
さ
れ
た
額
を

い
う
。
（
９
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
者
と
当
該
給
付
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又

は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
と
す
る
。
）
に
区
分
し
た
も
の

（１）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
の
数

（２）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
の
う
ち
、
前
年
度
に
お
い
て
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
当
該
給
付
の
支
給
を
受

け
た
者
の
数

（３）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
に
係
る
当
該
給
付
の
額
（
当
該
受
給
権
者
が
末
子
の
場
合
は
、
子
の
総
額
）
を

平
均
し
た
額

（４）
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
給
付
の
受
給
権
者
に
係
る
当
該
給
付
の
額
か
ら
、
前
年
度
に
お
い
て
当
該
給
付

の
受
給
権
者
が
現
に
当
該
実
施
機
関
か
ら
支
給
を
受
け
た
当
該
給
付
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
平
均
し

た
額
（
当
該
受
給
権
者
が
末
子
の
場
合
は
、
子
の
総
額
）

（５）
　
当
該
給
付
の
受
給
権
者
に
係
る
当
該
給
付
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
俸
給
年
額
等
の
月
額
を
平
均

し
た
額

（６）
　
当
該
給
付
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
で
あ

つ
て
、
当
該
給
付
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
も
の
（
（
７
）
及
び
（
８
）
に
お
い
て
「
遺
族
年
金
等

基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
平
均
月
数

（７）
　
遺
族
年
金
等
基
礎
期
間
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
均
月
数

（８）
　
遺
族
年
金
等
基
礎
期
間
（
算
入
期
間
を
除
く
。
）
の
平
均
月
数

（９）
　
当
該
給
付
の
加
算
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
者
の
数

ヲ
　
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済

年
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
イ
（
１
）
か
ら
（
１
６
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
受
給
権
者
が
前
年
度
の

末
日
に
お
い
て
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て

適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
イ
（
７
）
及
び
（
８
）
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機

関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
及
び
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る

七
十
歳
以
上
の
者
と
そ
れ
以
外
の
者
の
別
、
老
齢
相
当
の
年
金
及
び
通
老
相
当
の
年
金
の
別
並
び
に
繰
上
年

数
及
び
繰
下
年
数
の
年
数
別
（
イ
（
５
）
及
び
（
１
０
）
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の

男
女
別
、
年
齢
別
、
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
別
、
老
齢

相
当
の
年
金
及
び
通
老
相
当
の
年
金
の
別
、
繰
上
年
数
及
び
繰
下
年
数
の
年
数
別
並
び
に
被
保
険
者
で
あ
つ

た
期
間
の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別

と
す
る
。
）
に
区
分
し
た
も
の

ワ
　
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済

年
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
ロ
（
１
）
か
ら
（
１
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女

別
、
年
齢
別
及
び
法
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
別
（
ロ
（
５
）
及
び
（
８
）
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、

当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
法
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
別
並
び
に
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の

う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月
一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
と
す
る
。
）

に
区
分
し
た
も
の

カ
　
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済

年
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
ハ
（
１
）
か
ら
（
１
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係

る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別
及
び
当
該
遺
族

共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
（
ハ
（
５
）
及
び
（
８
）

に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た

者
の
男
女
別
、
当
該
受
給
権
者
の
年
齢
別
、
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険

者
で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
並
び
に
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ

つ
た
者
が
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
の
う
ち
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
係
る
期
間
及
び
同
年
四
月

一
日
以
後
に
係
る
期
間
の
別
と
す
る
。
）
に
区
分
し
た
も
の

四
　
前
々
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
数
を
、
当
該
被
保
険
者
の
男
女
別
及
び
年

齢
別
に
区
分
し
た
も
の

五
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
の
数
を
、
当
該
被
保
険
者
の
資
格
を

取
得
し
た
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び
当
該
被
保
険
者
の
資
格
取
得
履
歴
の
有
無
別
に
区
分
し
た
も
の

六
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
の
数
を
、
当
該
被
保
険
者
の
資
格
を

喪
失
し
た
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び
被
保
険
者
の
資
格
の
喪
失
事
由
別
に
区
分
し
た
も
の

七
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
前
年
度
の
末
日
に
お
い
て
当
該
被

保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
日
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
等
を
平
均

し
た
額
を
、
当
該
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び
当
該
被
保
険
者
の
資
格
取
得
履

歴
の
有
無
別
に
区
分
し
た
も
の

八
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
の
前
年
度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞

与
額
等
を
合
計
し
た
額
を
平
均
し
た
額
を
、
当
該
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び

当
該
被
保
険
者
の
資
格
取
得
履
歴
の
有
無
別
に
区
分
し
た
も
の

九
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
が
、
法
第
八
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
徴
収
す

る
こ
と
を
免
除
さ
れ
た
月
数
を
、
当
該
被
保
険
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の
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十
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
が
、
法
第
八
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
徴

収
す
る
こ
と
を
免
除
さ
れ
た
月
数
を
、
当
該
被
保
険
者
の
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

十
一
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
請
求
に
よ
り
、
法
第
七
十

八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
報
酬
改
定
が
行
わ
れ
た
件
数
（
第
一
号
改
定
者
に
係
る
分

に
限
る
。
）
を
、
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

十
二
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
う
ち
、
法
第
七
十
八
条
の

六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
報
酬
改
定
請
求
が
行
わ
れ
た
者
（
第
一
号
改
定
者
に
限
る
。
）
に

係
る
標
準
報
酬
改
定
請
求
に
よ
り
標
準
報
酬
が
改
定
さ
れ
る
前
の
標
準
報
酬
額
等
を
平
均
し
た
額
を
、
当
該
被

保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

十
三
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
う
ち
、
法
第
七
十
八
条
の

六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
報
酬
改
定
請
求
が
行
わ
れ
た
者
（
第
一
号
改
定
者
に
限
る
。
）
に

係
る
標
準
報
酬
改
定
請
求
に
よ
り
改
定
さ
れ
た
標
準
報
酬
額
等
を
平
均
し
た
額
を
、
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保

険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

十
四
　
前
々
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
年
金
た
る
給
付
の
年
金
た
る
給
付
の
区
分
ご
と

の
受
給
権
者
の
数
を
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

十
五
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給

付
の
年
金
た
る
給
付
の
区
分
ご
と
の
受
給
権
者
（
同
日
に
お
い
て
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
資
格
を

有
す
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
を
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び
標
準
報
酬

月
額
等
の
額
別
並
び
に
当
該
年
金
た
る
給
付
に
係
る
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
月
額
に
相
当

す
る
額
（
次
号
に
お
い
て
「
基
本
月
額
に
相
当
す
る
額
」
と
い
う
。
）
の
額
別
に
区
分
し
た
も
の

十
六
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給

付
（
第
三
号
イ
、
ニ
、
ホ
、
チ
、
リ
及
び
ヲ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
年
金
た
る
給
付
の
区
分
ご
と
の
受

給
権
者
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
（
当
該
年
金
た
る
給
付
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
も
の
に
限
る
。
）

の
平
均
月
数
を
、
当
該
受
給
権
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び
標
準
報
酬
月
額
等
の
額
別
並
び
に
基
本
月
額
に
相

当
す
る
額
の
額
別
に
区
分
し
た
も
の

十
七
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
又
は
退
職
共
済
年
金
（
退
職
共
済
年
金
の
支
給

を
繰
り
上
げ
て
受
け
る
申
出
を
行
つ
た
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
た
る
給
付
の
区
分
ご
と
の
受
給
権

を
取
得
し
た
者
の
数
を
、
当
該
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
並
び
に
繰
上
年
数
及
び
繰
下
年
数
の
年
数
別
に
区
分
し

た
も
の

十
八
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
退
職
共
済
年
金
の
支
給
を
繰
り
上
げ
て
受
け
る
旨
の
申
出
を
行

つ
た
者
の
数
を
、
当
該
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
及
び
繰
上
年
数
の
年
数
別
に
区
分
し
た
も
の

十
九
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
又
は
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金

対
象
者
（
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
対
象
者
を
い
う
。
次
号
、
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
数
を
、
当
該
給
付
の
受
給
権
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
並
び
に
当
該
給
付
の
加
給
年
金
対
象

者
と
当
該
給
付
の
受
給
権
者
と
の
続
柄
別
に
区
分
し
た
も
の

二
十
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
又
は
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金

対
象
者
の
平
均
年
齢
を
、
当
該
給
付
の
年
金
た
る
給
付
の
区
分
ご
と
の
受
給
権
者
の
年
齢
別
及
び
当
該
給
付
の

加
給
年
金
対
象
者
と
当
該
給
付
の
受
給
権
者
と
の
続
柄
別
に
区
分
し
た
も
の

二
十
一
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
障
害
厚
生
年
金
又
は
障
害
共
済
年
金
の
年
金
た
る
給
付
の
区

分
ご
と
の
受
給
権
を
取
得
し
た
者
の
数
を
、
当
該
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
並
び
に
法
及
び
な
お
効
力
を
有
す
る

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
共
済
各
法
に
基
づ
く
障
害
の
程
度
別
に
区
分
し
た
も
の

二
十
二
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
障
害
厚
生
年
金
又
は
障
害
共
済
年
金
の
加
給
年

金
対
象
者
の
数
を
、
当
該
給
付
の
受
給
権
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

二
十
三
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
障
害
厚
生
年
金
又
は
障
害
共
済
年
金
の
加
給
年

金
対
象
者
の
平
均
年
齢
を
、
当
該
給
付
の
受
給
権
者
の
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

二
十
四
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
又
は
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
た
る
給
付
の
区

分
ご
と
の
受
給
権
を
取
得
し
た
者
（
複
数
の
子
で
あ
る
と
き
は
そ
の
う
ち
の
末
子
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
当
該
給
付
の
受
給
権
を
取
得
し
た
者
の
数
を
、
当
該
給
付
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で

あ
つ
た
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
、
当
該
給
付
の
受
給
権
を
取
得
し
た
者
に
係
る
当
該
給
付
の
受
給
権
の
取

得
事
由
別
並
び
に
当
該
給
付
の
受
給
権
を
取
得
し
た
者
と
当
該
給
付
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保

険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
に
区
分
し
た
も
の

ロ
　
当
該
給
付
の
受
給
権
を
取
得
し
た
者
の
数
を
、
受
給
権
を
取
得
し
た
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
、
当
該
給

付
の
受
給
権
を
取
得
し
た
者
に
係
る
当
該
給
付
の
受
給
権
の
取
得
事
由
別
並
び
に
当
該
給
付
の
受
給
権
を
取

得
し
た
者
と
当
該
給
付
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
続
柄
別
に
区
分
し
た

も
の

二
十
五
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
遺
族
厚
生
年
金
又
は
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た

者
の
平
均
年
齢
を
、
当
該
給
付
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
男
女
別
及
び
年
齢

別
並
び
に
当
該
給
付
の
受
給
権
を
取
得
し
た
者
と
当
該
給
付
に
係
る
死
亡
し
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ

つ
た
者
と
の
続
柄
別
に
区
分
し
た
も
の

二
十
六
　
前
年
度
中
に
当
該
実
施
機
関
が
支
給
す
る
年
金
た
る
給
付
の
年
金
た
る
給
付
の
区
分
ご
と
の
受
給
権
が

消
滅
し
た
者
の
数
を
、
当
該
受
給
権
が
消
滅
し
た
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

二
十
七
　
前
年
度
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
事
業
費
等
の
収
支
に
関
す
る
事
項

二
十
八
　
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
八
十
四
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
予
想
額
等

の
算
定
に
関
し
必
要
な
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る

事
項

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
を
作
成
し
た
と
き
は
速

や
か
に
、
各
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
に
対
し
、
一
の
年
度
に
お
け
る
実
施
機
関
が
納
付
す
べ
き
拠
出
金
の
将

来
に
わ
た
る
予
想
額
を
文
書
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
及
び
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
電
子
情
報

処
理
組
織
（
厚
生
労
働
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
、
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
及
び
実
施
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
報
告
を
行
う
実
施
機
関
は
、
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事

項
を
、
当
該
実
施
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
、
当
該
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
入
力
し
て
、
当
該
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
信
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
送
信
が
行
わ
れ
た

事
項
を
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
当
該
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
報
告
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
厚
生
労
働
大
臣
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
附
則
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
率
）

第
八
十
八
条
の
十
一
　
法
附
則
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
率
は
、
同
号
に
規
定
す
る
除
し
て
得
た
率

（
小
数
点
以
下
第
十
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
率
）
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
章
　
雑
則

（
原
簿
の
記
載
事
項
）

第
八
十
九
条
　
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
に
係
る
も
の
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
の
基
礎
年
金
番
号

二
　
被
保
険
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
被
保
険
者
の
種
別
及
び
基
金
の
加
入
員
で
あ
る
か
な
い
か
の
区
別

四
　
事
業
所
の
名
称
及
び
船
舶
所
有
者
の
氏
名
（
船
舶
所
有
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
名
称
と
す
る
。
）

五
　
被
保
険
者
が
基
金
の
加
入
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
基
金
の
名
称

六
　
賞
与
（
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
支
払
年
月
日
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七
　
保
険
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
項

（
法
第
三
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
充
当
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
八
十
九
条
の
二
　
法
第
三
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る

返
還
金
債
権
へ
の
充
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
年
金
た
る
保
険
給
付
の
受
給
権
者
の
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
遺
族
厚
生
年
金
（
当
該
年
金
た
る
保
険
給
付

と
同
一
の
実
施
機
関
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
が
、
当
該
年
金
た
る
保
険
給
付
の
受
給
権
者

の
死
亡
に
伴
う
当
該
年
金
た
る
保
険
給
付
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
債
務
の
弁

済
を
す
べ
き
者
で
あ
る
と
き
。

二
　
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
同
一
支
給
事
由
に
基
づ
く
他
の
遺
族
厚
生
年
金
（
同
一
の
実
施
機
関
が
支
給

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る

返
還
金
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
で
あ
る
と
き
。

（
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
平
均
額
の
算
定
の
た
め
に
必
要
な
事
項
の
報
告
等
）

第
八
十
九
条
の
三
　
各
実
施
機
関
（
法
第
百
条
の
三
に
規
定
す
る
実
施
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
毎
年
度
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
を
経
由
し
て
、
次
の
各
号
に

定
め
る
事
項
を
十
月
三
十
一
日
（
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
月
二
十
九
日
と
し
、
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十

月
三
十
日
と
す
る
。
）
ま
で
に
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
年
度
の
各
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該

被
保
険
者
の
男
女
別
に
区
分
し
た
も
の

イ
　
当
該
被
保
険
者
の
数

ロ
　
当
該
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額

ハ
　
当
該
被
保
険
者
の
標
準
賞
与
額

二
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
被
保
険

者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

イ
　
当
該
被
保
険
者
の
数

ロ
　
当
該
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
を
平
均
し
た
額

ハ
　
当
該
被
保
険
者
の
前
年
度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞
与
額
を
合
計
し
た
額
を
平
均
し
た
額

三
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
数
を
、
当
該
被
保
険
者
の
男
女
別
及
び
標
準

報
酬
月
額
の
額
別
に
区
分
し
た
も
の

四
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
数
を
、
当
該
被
保
険
者
の
男
女
別
及
び
前
年

度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞
与
額
を
合
計
し
た
額
の
額
別
に
区
分
し
た
も
の

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
評
価
率
の
改
定
を
行
つ
た
と
き
は
速
や
か

に
、
各
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
に
対
し
、
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
平
均
額
及
び
同
号
イ
に
掲

げ
る
率
を
文
書
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
八
十
八
条
の
十
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
百
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
保
険
に
関
す
る
事
業
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
の

報
告
等
）

第
八
十
九
条
の
三
の
二
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
実
施
機
関
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
毎
月
十
五
日
（
十
五
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七

十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
十
五
日
の
直
後
の
こ
れ
ら
の
日
以
外
の
日
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
報
告
期
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
、
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
構
成
組
合
の
組
合
員
た
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
又
は
構
成
組
合
の
組
合
員

た
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組

合
連
合
会
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
報
告
期
日
の
属
す
る
月
の
三
月
前
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
数
並
び
に
当
該
被
保
険

者
の
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
並
び
に
当
該
実
施
機
関
に
係
る
適
用
事
業
所
の
数
に
関
す
る
事
項

ロ
　
報
告
期
日
の
属
す
る
月
の
三
月
前
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
に
関
す
る
事
項

ハ
　
報
告
期
日
の
属
す
る
月
の
三
月
前
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
法
第
三
章
の
二
に
規
定
す
る
離
婚
等

を
し
た
場
合
に
お
け
る
特
例
及
び
法
第
三
章
の
三
に
規
定
す
る
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
期
間
に
つ
い
て
の
特

例
に
関
す
る
事
項

ニ
　
報
告
期
日
の
属
す
る
月
の
三
月
前
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
障
害
手
当
金
及
び
脱
退
一
時
金
に
関

す
る
事
項

ホ
　
報
告
期
日
の
属
す
る
月
の
三
月
前
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る

者
、
受
給
権
を
取
得
し
た
者
及
び
受
給
権
が
消
滅
し
た
者
に
関
す
る
事
項

ヘ
　
そ
の
他
厚
生
年
金
保
険
に
関
す
る
事
業
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
（
毎
月
把
握
す
る
こ
と
が

必
要
な
事
項
に
限
る
。
）

二
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
　
前
号
イ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

三
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
　
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
実
施
機
関
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
八
月
十
五
日
（
日

曜
日
に
当
た
る
と
き
は
八
月
十
六
日
と
し
、
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
八
月
十
七
日
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
報
告
期
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
、
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
　
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
報
告
期
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
数
を
各
月
の
標
準
賞

与
額
を
合
計
し
た
額
の
額
別
に
区
分
し
た
も
の
に
関
す
る
事
項

ロ
　
そ
の
他
厚
生
年
金
保
険
に
関
す
る
事
業
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
（
前
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
　
前
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
百
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
機
関
を
所
管
す
る
行
政
機
関
の
長
に
報
告
を

求
め
る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
厚
生
労
働
大
臣
が
前
項
の
報
告
を
求
め
た
こ
と
に
よ
り
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
報
告
の
全
部
又
は
一
部
を
要

し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
を
経
由
し
て
、
当
該
実
施
機
関
に
対

し
て
、
当
該
報
告
の
全
部
又
は
一
部
を
要
し
な
い
旨
の
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
七
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
八
十
九
条
の
四
　
法
第
七
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
概
況
書
に
記
載
す
べ

き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
積
立
金
（
法
第
七
十
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
積
立
金
の
う
ち
年

金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
管
理
運
用
法
人
」
と
い
う
。
）
が
管
理
す
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
産
の
額

二
　
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
積
立
金
の
資
産
の
構
成
割
合

三
　
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
積
立
金
の
運
用
収
入
の
額

四
　
法
第
七
十
九
条
の
六
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
に
お
け
る
長
期
的
な
観
点

か
ら
の
資
産
の
構
成
に
関
す
る
事
項

五
　
管
理
積
立
金
の
運
用
利
回
り

六
　
管
理
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
の
状
況

七
　
運
用
手
法
別
の
運
用
の
状
況
（
管
理
運
用
法
人
が
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
六
年

法
律
第
百
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
本
文
、
同
号
ハ
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
方
法
で
運
用
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
運
用
に
関
す
る
契
約
の
相
手
方
の
選
定
、
管
理
の
状
況
等
を
含
む
。
）

八
　
管
理
運
用
法
人
に
お
け
る
株
式
に
係
る
議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
状
況
等

九
　
管
理
運
用
法
人
の
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
及
び
職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
等
に
適
合
す
る
た
め
の
体
制

そ
の
他
管
理
運
用
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
事
項

十
　
そ
の
他
管
理
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
重
要
事
項

（
法
第
七
十
九
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
八
十
九
条
の
五
　
法
第
七
十
九
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一
　
管
理
積
立
金
の
運
用
の
状
況
及
び
当
該
運
用
の
状
況
が
年
金
財
政
に
与
え
る
影
響
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二
　
法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
基
本
指
針
及
び
法
第
七
十
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る

管
理
運
用
の
方
針
に
定
め
る
事
項
の
遵
守
の
状
況
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
そ
の
他
管
理
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
重
要
事
項

（
督
促
状
）

第
九
十
条
　
法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
発
す
る
督
促
状
は
、
様
式
第
三
十
一
号
に
よ
る
。

（
受
給
権
者
に
関
す
る
調
査
等
の
場
合
の
証
票
）

第
九
十
一
条
　
法
第
九
十
六
条
第
二
項
（
法
第
九
十
七
条
第
二
項
及
び
第
百
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
機
構
の
職
員
が
携
帯
す
べ
き
証
票
は
、
様
式
第
三
十
四
号
に
よ
る
。

（
法
第
百
条
の
四
第
一
項
第
三
十
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
）

第
九
十
二
条
　
法
第
百
条
の
四
第
一
項
第
三
十
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
権
限
と
す
る
。

一
　
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
告
知

二
　
国
税
徴
収
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
督
促

三
　
国
税
徴
収
法
第
百
三
十
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
納
入
の
告
知
（
納
入
告
知
書
の
発
送
又
は
交
付
に
係
る
権

限
を
除
く
。
）

四
　
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
延
長

五
　
国
税
通
則
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
納
入
の
告
知
（
納
入
告
知
書
の
発
送
又
は
交
付
に
係

る
権
限
を
除
く
。
）

六
　
国
税
通
則
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
四
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
納
付
義

務
者
に
属
す
る
権
利
の
行
使

七
　
国
税
通
則
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
法
律
行

為
の
取
消
し
の
裁
判
所
へ
の
請
求

八
　
国
税
通
則
法
第
四
十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
納
付
の
猶
予

九
　
国
税
通
則
法
第
四
十
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
納
付
の
猶
予
の
取
消
し

十
　
国
税
通
則
法
第
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
免
除

十
一
　
国
税
通
則
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
交
付

（
法
第
百
条
の
四
第
一
項
第
四
十
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
）

第
九
十
三
条
　
法
第
百
条
の
四
第
一
項
第
四
十
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る

権
限
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
返
還
金
債
権
そ
の
他
保
険
給
付
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
債

権
の
行
使
及
び
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
し
た
損
害
賠
償
の
請
求
権
の
行
使

一
の
二
　
令
第
四
条
の
二
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
等
の
受
理

二
　
令
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供
の
求
め

二
の
二
　
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
書
の
受
理

三
　
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

三
の
二
　
第
三
十
条
第
十
一
項
、
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十

二
条
の
五
第
一
項
、
第
三
十
二
条
の
六
並
び
に
第
七
十
六
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
確
認

四
　
第
七
十
八
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

五
　
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知

六
　
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知

七
　
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
聴
取
書
の
作
成
及
び
読
み
聞
か
せ

八
　
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
勧
奨
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の

提
供
の
求
め

九
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

十
　
第
百
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
求
め

十
一
　
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
送
付
及
び
請
求
書
の
受
理

十
二
　
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
七
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認

（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
通
知
す
る
事
項
）

第
九
十
四
条
　
法
第
百
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
機
構
が
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
自
ら
権
限
を
行
う
よ
う

求
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
自
ら
行
う
よ
う
求
め
る
権
限
の
内
容

二
　
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
前
号
の
権
限
を
行
う
よ
う
求
め
る
理
由

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
百
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
九
十
五
条
　
法
第
百
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
百
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
滞
納
処
分
等
（
以
下
「
滞
納
処
分
等
」
と
い
う
。
）

を
行
う
こ
と
と
な
る
旨

二
　
機
構
か
ら
当
該
滞
納
処
分
等
を
引
き
継
い
だ
年
月
日

三
　
機
構
か
ら
引
き
継
ぐ
前
に
当
該
滞
納
処
分
等
を
分
掌
し
て
い
た
年
金
事
務
所
の
名
称

四
　
当
該
滞
納
処
分
等
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

五
　
当
該
滞
納
処
分
等
の
対
象
と
な
る
者
の
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

六
　
当
該
滞
納
処
分
等
の
根
拠
と
な
る
法
令

七
　
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
そ
の
他
法
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
種
別
及
び
金
額

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
百
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
事
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
九
十
六
条
　
法
第
百
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
権
限
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
機
構
は
次
に
掲

げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
権
限
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
厚
生
労
働
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
権
限
に
係
る
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
法
第
百
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
行
つ
て
い
る
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な

い
も
の
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
権
限
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
機
構
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
権
限
に
係
る
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
機
構
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
百
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
事
務
に
係
る
申
請
等
）

第
九
十
七
条
　
法
第
百
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
事
務
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、

機
構
の
定
め
る
年
金
事
務
所
（
第
一
条
に
規
定
す
る
選
択
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
択
を
し
た
年
金
事

務
所
）
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
）

第
九
十
八
条
　
法
第
百
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
は
、
第
九
十
二
条
第
一
号
、
第

二
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
と
す
る
。

（
令
第
四
条
の
二
の
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
月
数
）

第
九
十
九
条
　
令
第
四
条
の
二
の
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
月
数
は
、
二
十
四
月
と
す

る
。

（
令
第
四
条
の
二
の
十
六
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
徴
収
金
）

第
百
条
　
令
第
四
条
の
二
の
十
六
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
徴
収
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

徴
収
金
と
す
る
。

一
　
健
康
保
険
法
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
九
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金

二
　
船
員
保
険
法
第
四
十
七
条
、
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
（
同
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
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（
令
第
四
条
の
二
の
十
六
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
）

第
百
一
条
　
令
第
四
条
の
二
の
十
六
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
千
万
円
と
す
る
。

（
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
執
行
状
況
及
び
そ
の
結
果
の
報
告
等
）

第
百
二
条
　
法
第
百
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
滞
納

処
分
等
そ
の
他
の
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
執
行
の
状
況
及
び
そ
の
結
果
に
関
す
る
報
告
は
、
六
月
に
一

回
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
財
務
大
臣
が
行
つ
た
差
押
え
、
参
加
差
押
え
、
交
付
要
求
及
び
財
産
の
換
価
の
件
数
並
び
に
財
産
の
換
価
等

に
よ
り
徴
収
し
た
金
額

二
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
財
務
大
臣
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
等
）

第
百
三
条
　
法
第
百
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
条
の
四
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
大
臣
は
」
と
、
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
行
う
こ

と
と
し
た
滞
納
処
分
等
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
滞
納
処
分
等
そ
の
他

の
処
分
」
と
、
「
機
構
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
「
引
き
継
い
だ
当
該
滞
納
処
分
等
」
と
あ
る
の
は

「
委
任
を
受
け
た
当
該
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
が
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
大
臣
が
」

と
、
「
滞
納
処
分
等
を
」
と
あ
る
の
は
「
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
法

第
百
条
の
五
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
委
任
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
委
任
を

後
に
受
け

た
者
が
、
当
該
委
任
を
受
け
た
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
）

第
百
四
条
　
法
第
百
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
財
務
大
臣
（
法
第
百
条
の
五
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
委
任
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
国
税
庁
長
官
、
国
税
局
長
又
は
税
務
署
長
）
が
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
を
行
う

こ
と
と
な
る
旨

二
　
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
当
該
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
委
任
を
受
け
た
年
月
日

三
　
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
任
を
受
け
た
後
に
当
該
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
を
担
当
す
る
財
務
省
（
法
第
百

条
の
五
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
委
任
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
税
庁
、
国
税
局
又

は
税
務
署
）
の
部
局
の
名
称

四
　
当
該
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

五
　
当
該
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
対
象
と
な
る
者
の
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

六
　
当
該
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
根
拠
と
な
る
法
令

七
　
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
そ
の
他
法
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
種
別
及
び
金
額

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
に
係
る
事
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
百
五
条
　
法
第
百
条
の
五
第
一
項
の
委
任
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
の
全
部
又

は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
財
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
に
係
る
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
財
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ

と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
法
第
百
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
が
委
任
を
受
け
て
行
つ
て
い
る
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分

の
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
厚
生
労
働
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
の
権
限
に
係
る
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
引
き
継
ぐ

こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
機
構
が
行
う
滞
納
処
分
等
の
結
果
の
報
告
）

第
百
六
条
　
法
第
百
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
機
構
が
行
つ
た
差
押
え
、
参
加
差
押
え
、
交
付
要
求
及
び
財
産
の
換
価
に
係
る
納
付
義
務
者
の
氏
名
及
び
住

所
又
は
居
所
並
び
に
当
該
納
付
義
務
者
の
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
差
押
え
、
参
加
差
押
え
、
交
付
要
求
及
び
財
産
の
換
価
を
行
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
結
果

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
滞
納
処
分
等
実
施
規
程
の
記
載
事
項
）

第
百
七
条
　
法
第
百
条
の
七
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
滞
納
処
分
等
の
実
施
体
制

二
　
滞
納
処
分
等
の
認
可
の
申
請
に
関
す
る
事
項

三
　
滞
納
処
分
等
の
実
施
時
期

四
　
財
産
の
調
査
に
関
す
る
事
項

五
　
差
押
え
を
行
う
時
期

六
　
差
押
え
に
係
る
財
産
の
選
定
方
法

七
　
差
押
財
産
の
換
価
の
実
施
に
関
す
る
事
項

八
　
保
険
料
そ
の
他
法
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
付
の
猶
予
及
び
差
押
財
産
の
換
価
の
猶
予
に
関
す
る
事
項

九
　
そ
の
他
滞
納
処
分
等
の
公
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

（
地
方
厚
生
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
百
八
条
　
法
第
百
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生

局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
通
則
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
納

付
の
猶
予

二
　
法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
通
則
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
納

付
の
猶
予
の
取
消
し

三
　
法
第
百
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供
の
求
め
（
訂
正
請
求
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供
の
求
め
及
び
報
告
の
求
め
（
訂
正
請
求
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
法
第
百
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
の
全
部
又
は
一

部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
権
限

五
　
法
第
百
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

六
　
法
第
百
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

七
　
法
第
百
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

八
　
法
第
百
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理

九
　
法
第
百
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

十
　
法
第
百
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
全
部
又
は
一

部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
権
限

十
一
　
法
第
百
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

十
二
　
法
第
百
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理

２
　
法
第
百
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
の
う
ち
地
方
厚
生
支
局
の
管
轄
区
域
に
係

る
も
の
は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
厚
生
局
長
が
当
該
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ

な
い
。

（
法
第
百
条
の
十
第
一
項
第
八
号
、
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
権
限
）

第
百
九
条
　
法
第
百
条
の
十
第
一
項
第
八
号
、
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
権
限
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
権
限
と
す
る
。
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一
　
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促

二
　
法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
状
の
発
行

（
法
第
百
条
の
十
第
一
項
第
三
十
八
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
）

第
百
十
条
　
法
第
百
条
の
十
第
一
項
第
三
十
八
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
法
律
又
は
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

法
律
又
は
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。

一
　
健
康
保
険
法
第
五
十
一
条
の
二
及
び
第
百
八
条
第
六
項

二
　
船
員
保
険
法
第
二
十
八
条
、
第
五
十
条
及
び
第
七
十
条
第
五
項

三
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項

四
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
七
条
の
二

五
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
六
条
第
九
項
及
び
第
百
十
四
条

六
　
削
除

七
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
六
十
八
条
第
九
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
二
十
五
の
二

八
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
三
十
七
条

九
　
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
四
十
三
条
の
二

十
　
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第

百
十
三
号
）
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項

十
一
　
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
二
条
の
二

十
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
三
十
八
条

十
三
　
昭
和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
四
十
五
条
第
二
項

十
四
　
昭
和
六
十
年
地
方
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
百
十
条
第
二
項

十
五
　
介
護
保
険
法
第
二
百
三
条

十
六
　
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
七
十
八
条
の
二

十
七
　
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項

十
八
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
附
則
第
二

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
百
七
十
条
の
三

十
九
　
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
三
条
の
四
及
び
第
百
十
四
条

の
二

二
十
　
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
の
九

二
十
一
　
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
第
四
十
七
条
の
二

（
法
第
百
条
の
十
第
一
項
第
三
十
九
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
百
十
一
条
　
法
第
百
条
の
十
第
一
項
第
三
十
九
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る

事
務
と
す
る
。

一
　
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
及
び
書
類
の
提
出
の
求
め
に
係
る
事
務
、
第
三
十
五
条
第
一

項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
事
務
、
第
三
十
五
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
六
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
及
び
書
類
の
提
出
の
求
め
に
係
る
事
務
並
び
に
第
三
十
五
条
の
二
第
三
項
、
第
四
十
条
の
二
第
三
項
、
第
五

十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
、
第
六
十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
十
三
条
の
二
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
の
求
め
に
係
る
事
務

一
の
二
　
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
事
務

二
　
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書

の
提
出
の
求
め
に
係
る
事
務

三
　
第
六
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
裁
定
等
の
請
求
の
求
め
に
係
る
事
務

四
　
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
作
成
及
び
交
付
に
係
る
事
務

五
　
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
事
務
（
当
該
通
知
を
除
く
。
）

六
　
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
年
金
証
書
の
作
成
及
び
交
付
に
係
る
事
務

七
　
第
八
十
七
条
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
の
省
略
に
係
る
事
務

八
　
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
係
る

事
務

九
　
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付

等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
八
十
六
号
）
第
四
条
第
八
項
又
は
第
二
十
九
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
た
資
料
の
提
供
に
係
る
事
務
（
当
該
資
料
の
提
供
を
除
く
。
）

十
　
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員

共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
存
続
組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
等
に
関
す
る
政
令

（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
た
資
料
の
提
供
に
係
る

事
務
（
当
該
資
料
の
提
供
を
除
く
。
）

十
一
　
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
（
番
号
利
用
法
第
十
九
条
第
八
号

に
規
定
す
る
利
用
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
係
る
事
務

（
法
第
百
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
申
請
等
）

第
百
十
二
条
　
法
第
百
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
機
構
の
定
め

る
年
金
事
務
所
（
第
一
条
に
規
定
す
る
選
択
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
択
を
し
た
年
金
事
務
所
）
に
対

し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
百
十
三
条
　
法
第
百
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
保
険
料
そ
の
他
法
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
当
該
徴
収
金
に
つ
き
支
払
う
べ
き
利
息
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

利
息
を
含
む
。
）

二
　
法
第
三
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
返
還
金
そ
の
他
保
険
給
付
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
（
当
該
返
還
金
に
つ

き
支
払
う
べ
き
利
息
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
息
を
含
む
。
）

三
　
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
し
た
請
求
権
に
係
る
損
害
賠
償
金

（
令
第
四
条
の
五
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
百
十
四
条
　
令
第
四
条
の
五
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
機
構
の
職
員
が
、
保
険
料
等
（
法
第
百
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
納
付
し
よ
う
と
す
る
納
付
義
務
者
に
対
し
て
、
年
金
事
務
所
の
窓
口
で
の
現
金
収
納
を
原
則
と
し
て
行
わ
な

い
旨
の
説
明
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
納
付
義
務
者
が
保
険
料
等
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
　
納
付
義
務
者
が
納
入
告
知
書
に
お
い
て
指
定
す
る
納
付
場
所
（
年
金
事
務
所
を
除
く
。
）
で
の
納
付
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

（
令
第
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
百
十
五
条
　
令
第
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
年
金
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
年
金
事
務
所
で
保
険
料
等
の
収
納
を
実
施
す
る
場
合

（
領
収
証
書
等
の
様
式
）

第
百
十
六
条
　
令
第
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
交
付
す
る
領
収
証
書
及
び
年
金
特
別
会
計
の
歳
入
徴
収
官

へ
報
告
す
る
報
告
書
は
、
様
式
第
三
十
五
号
に
よ
る
。

（
保
険
料
等
の
日
本
銀
行
へ
の
送
付
）

第
百
十
七
条
　
機
構
は
、
法
第
百
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
等
を
収
納
し
た
と
き
は
、
送
付
書
（
様

式
第
三
十
六
号
）
を
添
え
、
こ
れ
を
現
金
収
納
の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当
該
翌
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の

祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月
二
日
、
同
月
三
日
、
十

二
月
二
十
九
日
、
同
月
三
十
日
又
は
同
月
三
十
一
日
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
を
当
該
翌
日
と
み

な
す
。
）
に
お
い
て
日
本
銀
行
（
本
店
、
支
店
、
代
理
店
又
は
歳
入
代
理
店
を
い
う
。
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
帳
簿
の
備
付
け
）

第
百
十
八
条
　
令
第
四
条
の
九
に
規
定
す
る
帳
簿
は
、
様
式
第
三
十
七
号
に
よ
る
も
の
と
し
、
収
納
職
員
（
令
第
四

条
の
五
第
三
号
に
規
定
す
る
収
納
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
保
険
料
等
の
収
納
及
び
送
付
の
都
度
、

直
ち
に
こ
れ
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
徴
収
職
員
に
よ
る
歳
入
金
以
外
の
金
銭
等
の
受
領
）

第
百
十
九
条
　
徴
収
職
員
（
法
第
百
条
の
六
第
一
項
の
徴
収
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
保
険
料
等
を
徴
収

す
る
た
め
第
三
債
務
者
、
公
売
に
付
す
る
財
産
の
買
受
人
等
か
ら
歳
入
金
以
外
の
金
銭
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
徴
収
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
歳
入
金
以
外
の
金
銭
を
受
領
し
た
と
き
は
、
領
収
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
国
税
通
則
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
徴
収
職
員
は
納
付
義
務
者
か
ら
有
価
証
券
の
納
付
委
託
を
受
け

た
と
き
は
、
有
価
証
券
の
取
立
て
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
受
領
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
徴
収
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
の
取
立
て
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
受
領
し
た

と
き
は
、
領
収
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
徴
収
職
員
が
国
税
通
則
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
納
付
受
託
証
書
に
当
該
金
銭
を
受
領
し
た
こ
と
を
記
載
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
領
収
証
は
、
様
式
第
三
十
八
号
に
よ
る
。

（
現
金
の
保
管
等
）

第
百
二
十
条
　
収
納
職
員
が
そ
の
手
許
に
保
管
す
る
現
金
は
、
こ
れ
を
堅
固
な
容
器
の
中
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
収
納
職
員
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
現
金
を
、
私
金
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
証
券
の
取
扱
い
）

第
百
二
十
一
条
　
収
納
職
員
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
現
金
に
代
え
証
券
を
受
領
し
た
と
き
は
、
現
金
に
準
じ
そ
の

取
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
に
係
る
事
務
の
実
施
状
況
等
の
報
告
）

第
百
二
十
二
条
　
法
第
百
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
収
納
に
係
る
事
務
の
実
施
状
況
及
び
そ
の
結
果
の
報
告

は
、
毎
月
十
日
ま
で
に
、
保
険
料
等
収
納
状
況
報
告
書
（
様
式
第
三
十
九
号
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
帳
簿
金
庫
の
検
査
）

第
百
二
十
三
条
　
機
構
の
理
事
長
は
、
毎
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
が
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
そ
の
前
日
と
し
、

同
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
そ
の
前
々
日
と
す
る
。
）
又
は
収
納
職
員
が
交
替
す
る
と
き
、
若
し
く
は
そ
の

廃
止
が
あ
つ
た
と
き
は
、
年
金
事
務
所
ご
と
に
機
構
の
職
員
の
う
ち
か
ら
検
査
員
を
命
じ
て
、
当
該
収
納
職
員
の

帳
簿
金
庫
を
検
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
の
理
事
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
随
時
、
年
金
事
務
所
ご
と
に
機
構
の
職
員
の
う
ち
か
ら

検
査
員
を
命
じ
て
、
収
納
職
員
の
帳
簿
金
庫
を
検
査
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
検
査
員
は
、
前
二
項
の
検
査
を
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
受
け
る
収
納
職
員
そ
の
他
適
当
な
機
構
の
職
員
を
立
ち

会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
検
査
員
は
、
収
納
職
員
の
帳
簿
金
庫
を
検
査
し
た
と
き
は
、
検
査
書
二
通
を
作
成
し
、
一
通
を
当
該
収
納
職
員

に
交
付
し
、
他
の
一
通
を
機
構
の
理
事
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
検
査
員
は
、
前
項
の
検
査
書
に
記
名
し
て
印
を
押
す
と
と
も
に
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
会
つ
た
者
に
記

名
さ
せ
、
か
つ
、
印
を
押
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
収
納
職
員
の
交
替
等
）

第
百
二
十
四
条
　
収
納
職
員
が
交
替
す
る
と
き
は
、
前
任
の
収
納
職
員
は
、
交
替
の
日
の
前
日
を
も
つ
て
、
そ
の
月

分
の
保
険
料
等
収
納
簿
の
締
切
り
を
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
た
上
、
引
継
ぎ
の
年
月
日
を
記
入

し
、
後
任
の
収
納
職
員
と
と
も
に
記
名
し
て
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
任
の
収
納
職
員
は
、
様
式
第
四
十
号
の
現
金
現
在
高
調
書
及
び
そ
の
引
き
継
ぐ
べ
き
帳
簿
、
証
拠
そ
の
他
の

書
類
の
目
録
各
二
通
を
作
成
し
、
後
任
の
収
納
職
員
の
立
会
い
の
上
現
物
に
対
照
し
、
受
渡
し
を
し
た
後
、
現
金

現
在
高
調
書
及
び
目
録
に
年
月
日
及
び
受
渡
し
を
終
え
た
旨
を
記
入
し
、
両
収
納
職
員
に
お
い
て
記
名
し
て
認
印

を
押
し
、
各
一
通
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
収
納
職
員
が
廃
止
さ
れ
る
と
き
は
、
廃
止
さ
れ
る
収
納
職
員
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
、
そ
の
残
務
を
引
き

継
ぐ
べ
き
収
納
職
員
に
残
務
の
引
継
ぎ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
任
の
収
納
職
員
又
は
廃
止
さ
れ
る
収
納
職
員
が
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
の
事

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
機
構
の
理
事
長
が
指
定
し
た
職
員
が
こ
れ
ら
の
収
納
職
員
に
係
る
引
継
ぎ

の
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
送
付
書
の
訂
正
等
）

第
百
二
十
五
条
　
機
構
は
、
令
第
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
金
特
別
会
計
の
歳
入
徴
収
官
へ
の
報
告
又
は

第
百
十
七
条
に
規
定
す
る
送
付
書
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ
る
と
き
は
、
日
本
銀
行
に
お
い
て
当
該
年
度
所
属
の

歳
入
金
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
ま
で
に
当
該
歳
入
徴
収
官
又
は
日
本
銀
行
（
本
店
、
支
店
又
は
代
理

店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
そ
の
訂
正
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
年
金
特
別
会
計
の
歳
入
徴
収
官
か
ら
、
機
構
が
収
納
し
た
歳
入
金
の
所
属
年
度
、
主
管
名
、
会
計
名

又
は
取
扱
庁
名
に
つ
い
て
、
誤
び
ゆ
う
の
訂
正
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
訂
正
し
、
そ
の
旨
を
当
該
歳

入
徴
収
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
領
収
証
書
の
亡
失
等
）

第
百
二
十
六
条
　
機
構
は
、
現
金
の
送
付
に
係
る
領
収
証
書
を
亡
失
又
は
毀
損
し
た
場
合
に
は
、
日
本
銀
行
か
ら
そ

の
送
付
済
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
提
供
）

第
百
二
十
七
条
　
機
構
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
求
め
に
応
じ
て
、
速
や
か
に
、
被
保
険
者
の
資
格
に
関
す
る
事
項
、

標
準
報
酬
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
行
使
に
関
し
て
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と

す
る
。

（
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
等
）

第
百
二
十
八
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
、
年
金
た
る

保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
の
請
求
に
係
る
手
続
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
当
該
裁
定
を
請

求
す
る
こ
と
の
勧
奨
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
勧
奨
を
適
切
に
行
う
た
め
、
被
保
険
者
で
あ
つ
た

者
そ
の
他
の
関
係
者
及
び
関
係
機
関
に
対
し
、
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
事
項
に
つ

い
て
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
所
の
適
用
情
報
等
の
公
表
）

第
百
二
十
九
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
た
事
業
主
及
び
法
第
六
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
事
業
主
の
事
業
所
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
十
四
条
の
三
第

一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
が
あ

つ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
又
は
申
出
に
係
る
変
更
後
の
も
の
）
を
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
適
用
事
業
所
に
該
当
し
た
年
月
日

四
　
特
定
適
用
事
業
所
で
あ
る
か
否
か
の
別

五
　
当
該
事
業
所
に
係
る
機
構
の
業
務
を
分
掌
す
る
年
金
事
務
所

六
　
事
業
主
が
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
番
号

七
　
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
及
び
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
数

八
　
健
康
保
険
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
立
事
業
所
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
設
立
に
係
る
健
康
保
険
組

合
の
名
称

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
た
事
業
主
及
び
法
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
事
業
主
の
事
業
所
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公

衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
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三
　
適
用
事
業
所
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
年
月
日

四
　
当
該
事
業
所
に
係
る
機
構
の
業
務
を
分
掌
す
る
年
金
事
務
所

五
　
事
業
主
が
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
番
号

（
情
報
の
提
供
の
求
め
）

第
百
三
十
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利

用
事
務
を
い
う
。
）
を
適
切
か
つ
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
、
事
業
主
に
対
し
、
被
保
険
者
に
係
る
個
人
番
号
そ
の

他
の
事
項
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
険
料
又
は
徴
収
金
の
還
付
請
求
等
）

第
百
三
十
一
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
険
料
そ
の
他
法
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
険

料
又
は
徴
収
金
」
と
い
う
。
）
を
納
付
し
た
者
が
、
納
付
義
務
の
な
い
保
険
料
又
は
徴
収
金
を
納
付
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
納
付
義
務
の
な
い
保
険
料
又
は
徴
収
金
の
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
過
誤
納
額
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
歳
入
徴
収
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
大
蔵
省
令
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
調
査
決
定
し
、
納
付
義
務
者
（
た
だ
し
、
法
第
四
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
納
付
し
た
者
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
納
付
し
た
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
過
誤
納
額
還

付
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
還
付
す
る
額
は
、
納
付
し
た
額
の
う
ち
、
同

令
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
調
査
決
定
し
た
時
に
お
け
る
過
誤
納
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
過
誤
納
額
還
付
通
知
書
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
納
付
し
た
者
の
氏
名

二
　
過
誤
納
に
係
る
調
査
決
定
を
し
た
年
月
日

三
　
還
付
す
る
額

四
　
還
付
す
る
理
由

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

３
　
第
一
項
の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
（
請
求
者
が
納
付
し
た
者
の
相
続
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
請
求
者
の
氏
名
及
び
請
求

者
と
死
亡
し
た
納
付
し
た
者
と
の
身
分
関
係
）
及
び
住
所

二
　
納
付
し
た
者
の
氏
名

三
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
求
者
が
納
付
し
た
者
の
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
納
付
し
た
者
の
死
亡
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
先
順
位
の
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

５
　
法
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
に
委
託
し
て
預

金
又
は
貯
金
の
払
出
し
と
そ
の
払
い
出
し
た
金
銭
に
よ
る
保
険
料
の
納
付
を
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
過
誤
納
額

（
法
第
四
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
係
る
額
を
除
く
。
）
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
者
が
請
求
者
と
し

て
、
第
一
項
の
還
付
を
当
該
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
含
む
同
項
の
還

付
の
請
求
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
関
係
省
令
の
廃
止
）

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
特
例
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
並
び
に
こ
れ
ら
の
加
給
金
の
額
の
更
訂

手
続
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
被
保
険
者
台
帳
等
に
関
す
る
経
過
規
定
）

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
従
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
六
年
厚
生
省
令
第
七
十
号
）
の

規
定
に
基
き
作
成
さ
れ
た
被
保
険
者
台
帳
及
び
被
保
険
者
証
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
台
帳
及
び

被
保
険
者
証
と
み
な
す
。

（
遺
族
年
金
請
求
の
特
例
）

５
　
第
六
十
条
第
三
項
第
九
号
中
「
六
十
歳
」
と
あ
る
の
は
、
法
附
則
第
十
条
の
例
に
よ
つ
て
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
特
例
老
齢
年
金
）

６
　
特
例
老
齢
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
を
含
む
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
た

期
間
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

四
　
削
除

五
　

後
に
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
に
第
四
種
被
保
険
者
等
（
旧
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定

す
る
第
四
種
被
保
険
者
及
び
旧
船
員
保
険
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
を
含
む
。
附
則
第
十
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

六
　
現
に
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
使
用
さ
れ
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所
有
者
の
氏

名
及
び
住
所

七
　
法
附
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
旧
共
済
組
合
の
名
称

八
　
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の

名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証

書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

九
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

７
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十

条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に

限
る
。
）

三
　
法
附
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
旧
共
済
組
合
員
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
公
的
年
金
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
前
項
第
九
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

８
　
特
例
老
齢
年
金
は
、
第
三
十
条
の
五
か
ら
第
三
十
条
の
五
の
三
ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三

十
五
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
老
齢
厚
生
年
金
と
み
な
す
。

９
　
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
は
、
特
例
老
齢
年
金
の
保
険
給
付
に
関
す
る
通
知
等
及
び
特
例
老
齢
年

金
の
年
金
証
書
の
再
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
例
遺
族
年
金
）
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10
　
特
例
遺
族
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
の
身
分
関
係

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
死
亡
し
た
年
月
日
並
び
に
基
礎
年
金
番
号

三
　
被
保
険
者
（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
を
含
む
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
被
保

険
者
で
あ
つ
た
者
の
当
該
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間

四
　
削
除

五
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が

後
に
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
に
第
四
種
被
保
険
者

等
で
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨

六
　
法
附
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
旧
共
済
組
合
の
名
称

七
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
の
原
因
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と

き
、
又
は
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

八
　
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の

名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証

書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

九
　
法
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

十
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

11
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の

謄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

四
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡
に
関
し
て
市
町
村
長
に
提
出
し
た
死
亡
診
断
書
、
死
体
検
案

書
若
し
く
は
検
視
調
書
に
記
載
し
て
あ
る
事
項
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き

書
類

五
　
請
求
者
が
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
　
請
求
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類

七
　
請
求
者
（
妻
並
び
に
六
十
歳
以
上
の
夫
、
父
母
及
び
祖
父
母
を
除
く
。
）
が
令
第
三
条
の
八
に
定
め
る
一
級

又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診

断
書

八
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

九
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
法
附
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
旧
共
済
組
合
員
期
間
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

十
　
公
的
年
金
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
裁
定
又
は
支
給
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
一
　
前
項
第
十
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

12
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
法
第
五
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
状
態
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
か
え
て
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
行
方
不
明
と
な
つ
た

事
実
又
は
死
亡
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

13
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
の
当
時
法
若
し
く
は
旧
法
又
は
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た

る
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
た
と
き
は
、
第
一
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
受
け
て
い
た
法
若
し
く
は
旧
法
又
は
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る

年
金
た
る
保
険
給
付
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

二
　
請
求
者
が
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
相
続
人
で
あ
る
場
合
は
そ
の
旨

14
　
特
例
遺
族
年
金
は
、
第
六
十
条
の
二
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
、
第
六
十
五
条
か
ら
第
六
十
七
条
の
二
ま
で
、
第

六
十
八
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
及
び
第
八
十
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
遺
族
厚
生
年
金
と
み
な

す
。

15
　
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
は
、
特
例
遺
族
年
金
の
保
険
給
付
に
関
す
る
通
知
等
及
び
特
例
遺
族
年

金
の
年
金
証
書
の
再
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
住
所
変
更
の
届
出
の
特
例
）

16
　
事
業
主
は
、
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
住
所
の
変
更
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
分
の
間
、

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
業
主
に
対
し
て
機
構
が
当
該
被
保

険
者
の
住
所
の
確
認
の
た
め
交
付
す
る
書
類
に
、
変
更
後
の
住
所
及
び
変
更
の
年
月
日
を
記
載
し
て
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

17
　
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
規
定
は
、
日
本
年
金
機
構
法
の
施
行
の
際

現
に
効
力
を
有
す
る
法
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
法
令
の
規
定
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
す
べ
き
裁

定
、
承
認
、
指
定
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
若
し
く
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
す
べ
き

申
請
、
届
出
、
そ
の
他
の
行
為
に
関
す
る
も
の
及
び
法
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
法
令
の
規
定
に
よ
り

な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
規
定
の
う
ち
、
社
会
保
険
庁
長
官
、
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
社
会
保

険
事
務
所
長
（
以
下
「
社
会
保
険
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）
が
す
べ
き
裁
定
、
承
認
、
指
定
、
認
可
そ
の
他
の
処

分
若
し
く
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
又
は
社
会
保
険
庁
長
官
等
に
対
し
て
す
べ
き
申
請
、
届
出
、
そ
の
他
の
行
為
に

関
す
る
も
の
と
す
る
。

18
　
前
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
庁
長
官
等
が
す
べ
き
裁
定
、
承
認
、
指
定
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
若
し
く
は
通
知

そ
の
他
の
行
為
又
は
社
会
保
険
庁
長
官
等
に
対
し
て
す
べ
き
申
請
、
届
出
、
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
法
令

に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
日
本
年
金
機
構
法
の
施
行
後
は
、
同
法
の
施
行
後
の
法
令
に
基
づ
く
権
限

又
は
権
限
に
係
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
労
働
大
臣
が
す
べ
き
も
の
と
し
、
又
は
厚
生
労
働
大
臣

に
対
し
て
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
七
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
四
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
九
条
及
び
様
式
第
九
号
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三

十
二
年
八
月
一
日
か
ら
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
改
正
規
定
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
七
十
八
条
第
二
項
並
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び
に
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
の
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
四
号
の
次
に
様
式
第
四
号
の
二
、
様
式
第
四
号

の
三
及
び
様
式
第
四
号
の
四
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
報
酬
月
額
の
届
出
の
特
例
）

２
　
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
昭
和
三
十
二
年
八
月
に
行
う
届
出
は
、
同
条
に
基
く
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
大

臣
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
報
酬
月
額
算
定
基
礎
届
正
副
三
通
を
都
道
府
県
知
事
に

提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
同
条
後
段
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
六
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
四
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
更
訂
支
給
額
票
）

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
年
金
額
を
引
き
上
げ
ら
れ
る
者
に
対
し
更
訂
支
給
額
票
（
別
記
様
式
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５
　
受
給
権
者
は
、
前
項
の
更
訂
支
給
額
票
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
老
齢
年
金
証
書
、
障
害
年
金
証

書
、
遺
族
年
金
証
書
、
寡
婦
年
金
証
書
、

か
ん鰥

夫
年
金
証
書
又
は
遺
児
年
金
証
書
に
は
り
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

別
記
様
式

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
附
則
第
四
項
）

別記様式(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十五年厚生省令第十五

号)附則第四項) 

      年金更訂支給額票          

  厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭

和35年法律第17号)附則第4条による。 

  

  
年 金 証 書 の 記 号 番 号 第               号 

  

受 給 権 者 氏 名   

更 訂 年 金 額 金               円 

更 訂 年 金 支 給 開 始 年 月  昭和35年5月 

厚 生 省 

  この票は、年金証書の表面左上に必ずはつておい

て下さい。 

  

 

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
一
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
に
よ
る
未
支
給
年
金
請
求
の
特
例
）

２
　
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
通
算
年
金
制
度
を
創
設
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
年

金
た
る
保
険
給
付
の
受
給
権
者
に
係
る
未
支
給
の
年
金
又
は
そ
の
支
給
を
、
そ
の
年
金
の
加
給
年
金
額
の
計
算
の

基
礎
と
な
つ
て
い
た
者
が
請
求
す
る
場
合
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
に
よ
る
通
算
老
齢
年
金
請
求
の
特
例
）

３
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
す
る
通
算
老
齢
年
金
裁
定
請
求
書
に
は
、
そ
の
者
が
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
厚
生
年
金
保
険

及
び
国
民
年
金
以
外
の
公
的
年
金
制
度
の
被
保
険
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
の
任

意
継
続
組
合
員
で
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
す
る
通
算
老
齢
年
金
裁
定
請
求
書
に
は
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
後
に
お
い
て
そ
の
者
が
厚
生
年
金
保
険
及

び
国
民
年
金
以
外
の
公
的
年
金
制
度
の
被
保
険
者
又
は
組
合
員
と
な
つ
た
日
を
証
す
る
書
類
を
、
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５
　
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る

通
算
老
齢
年
金
裁
定
請
求
書
に
は
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
経
過
措
置
に
よ
る
脱
退
手
当
金
請
求
の
特
例
）

６
　
改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
手
当
金
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
第
七
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
女

子
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
附
則
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
脱
退
手
当
金

を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
第
七
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

７
　
改
正
法
附
則
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
三
十
七
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る

こ
と
に
よ
つ
て
支
給
さ
れ
る
未
支
給
の
脱
退
手
当
金
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
七
十

七
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
脱
退
手
当
金
返
還
の
申
出
）

８
　
改
正
法
附
則
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
に
被
保
険

者
証
を
添
え
て
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
台
帳
の
記
号
番
号

二
　
脱
退
手
当
金
の
支
給
を
受
け
た
年
月
日

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
六
月
五
日
厚
生
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
七
月
三
日
厚
生
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
六
号
に
よ
る

健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
船
員
保
険
被

保
険
者
証
及
び
様
式
第
五
号
に
よ
る
船
員
保
険
被
扶
養
者
証
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
日
雇
労
働
者
健
康
保

険
法
施
行
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
被
保
険
者
手
帳
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
日
雇
労
働
者

健
康
保
険
受
給
資
格
者
票
及
び
様
式
第
十
号
の
七
に
よ
る
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
特
別
療
養
費
受
給
票
並
び
に
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
証

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
十
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
二
月
一
日
厚
生
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
二
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
知
事
を

管
轄
都
道
府
県
知
事
と
す
る
受
給
権
者
の
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
以
外
の
保
険
給

付
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
八

条
の
二
、
様
式
第
十
八
号
ノ
二
及
び
様
式
第
二
十
四
号
を
除
く
。
以
下
「
改
正
後
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る

手
続
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

埼
玉
県
知
事

千
葉
県
知
事

神
奈
川
県
知
事

　
当
該
知
事
が
昭
和
三
十
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
裁
定
し
た
年
金
た
る
保
険
給
付
の

う
ち
同
年
八
月
以
後
の
月
分
に
係
る
も
の
（
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
失
権
又
は
支
給
停

止
の
処
分
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
知
事
が
同
年
十
一
月
一
日
以
後
に
お
い
て
裁

定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

大
阪
府
知
事

兵
庫
県
知
事

　
当
該
知
事
が
昭
和
四
十
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
裁
定
し
た
年
金
た
る
保
険
給
付
の
う

ち
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
以
後
の
月
分
に
係
る
も
の
（
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
失

権
又
は
支
給
停
止
の
処
分
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
知
事
が
昭
和
四
十
年
二
月
一

日
以
後
に
お
い
て
裁
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

東
京
都
知
事

　
当
該
知
事
が
昭
和
四
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
裁
定
し
た
年
金
た
る
保
険
給
付
（
通

算
老
齢
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
同
年
八
月
以
後
の
月
分
に

係
る
も
の
（
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
失
権
又
は
支
給
停
止
の
処
分
を
し
た
も
の
を
除
く

。
）
及
び
当
該
知
事
が
同
年
十
一
月
一
日
以
後
に
お
い
て
裁
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

埼
玉
県
知
事
、
千

葉
県
知
事
、
神
奈

川
県
知
事
、
大
阪

府
知
事
及
び
兵
庫

県
知
事
以
外
の
都

道
府
県
知
事

　
当
該
知
事
が
昭
和
四
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
裁
定
し
た
通
算
老
齢
年
金
の
う
ち
同

年
六
月
以
後
の
月
分
に
係
る
も
の
（
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
失
権
又
は
支
給
停
止
の

処
分
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
知
事
が
同
年
十
二
月
一
日
以
後
に
お
い
て
裁
定
す

る
通
算
老
齢
年
金

埼
玉
県
知
事
、
千

葉
県
知
事
、
神
奈

川
県
知
事
、
大
阪

府
知
事
、
兵
庫
県

知
事
及
び
東
京
都

知
事
以
外
の
道
府

県
知
事

　
当
該
知
事
が
昭
和
四
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
裁
定
し
た
年
金
た
る
保
険
給
付
（
通

算
老
齢
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
昭
和
四
十
年
十
一
月
以
後

の
月
分
に
係
る
も
の
（
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
失
権
又
は
支
給
停
止
の
処
分
を
し

た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
知
事
が
昭
和
四
十
一
年
二
月
一
日
以
後
に
お
い
て
裁
定
す
る

年
金
た
る
保
険
給
付

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
六
月
五
日
厚
生
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
更
訂
支
給
額
票
）

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
法

律
第
百
四
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
条
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
額
を
引

き
上
げ
ら
れ
る
者
に
対
し
更
訂
支
給
額
票
（
別
記
様
式
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
受
給
権
者
は
、
前
項
の
更
訂
支
給
額
票
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
老
齢
年
金
証
書
、
通
算
老
齢
年
金

証
書
、
障
害
年
金
証
書
、
遺
族
年
金
証
書
、
寡
婦
年
金
証
書
、

か
ん
ぷ

鰥
夫
年
金
証
書
又
は
遺
児
年
金
証
書
に
は
り
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

７
　
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る
従
前
の
障
害
年
金
の
例
に
よ
る
保
険
給

付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
法
律
第
百
四
号
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
額
の
改
定
の

請
求
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

８
　
法
律
第
百
四
号
附
則
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
手
当
金
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
厚

生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
七
条
（
第
二
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

９
　
法
律
第
百
四
号
附
則
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
七
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ

る
こ
と
に
よ
つ
て
支
給
さ
れ
る
未
支
給
の
脱
退
手
当
金
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
七

十
七
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

別
記
様
式

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
五
項
）
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別記様式(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令附則第五項) 

年 金 更 訂 支 給 額 票 

  

厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法

律第104号)附則第9条、第10条又は第11条による。 
  

  
年金証書の

記号番号 
第          号 

受 給 権 者

氏 名 
  

  

更訂年金額 金          円 
更訂年金支

給開始年月 
昭和40年5月 

社 会 保 険 庁 

(この票は、年金証書の表面左上に必ずはつておいて下さい。) 

 

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
六
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
〇
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
二
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
三
項
、

第
三
十
四
条
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
五
条
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
四
条

の
二
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
七
号
、
第
四
十
七
条
第
二
項
第
五
号
、
第
五
十
条
第
二
項
第
一
号
、

第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
、
第
六
十
五
条
第
三
項
第

一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
六
十
八
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

き
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
相
当
規
定
に

基
づ
き
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
指
定
し
た
者
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
、
第
四
十
三
条
の
六
、
第
五
十
一
条
又

は
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
年
金
受
給
権
者
現
況
届
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
一
月
二
一
日
厚
生
省
令
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
七
月
二
五
日
厚
生
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
厚
生
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
に
所
在
す
る
事
業
所
の
事
業
主
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施

行
規
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
地
域
に
所
在
す
る
事
業
所
の
事
業
主
又
は
当
該
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
が
提
出
す
る
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
健
康
保
険
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届

二
　
健
康
保
険
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
報
酬
月
額
算
定
基
礎
届
及
び
健
康
保
険
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
報
酬

月
額
変
更
届

三
　
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
種
別
変
更
届

四
　
厚
生
年
金
保
険
任
意
単
独
被
保
険
者
資
格
喪
失
申
請
書

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
八
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
用
）

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る
従
前
の
障
害
年
金
の
例
に
よ
る
保
険
給

付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四

年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
厚
生

年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
四
月
一
五
日
厚
生
省
令
第
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
督
促
状
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
八
月
二
日
厚
生
省
令
第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
の
十

三
、
第
五
十
八
条
、
第
七
十
五
条
及
び
第
七
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
用
）

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る
従
前
の
障
害
年
金
の
例
に
よ
る
保
険
給

付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十

二
号
）
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施

行
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
〇
月
九
日
厚
生
省
令
第
四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
用
）

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る

従
前
の
障
害
年
金
の
例
に
よ
る
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
九
十
二
号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
五

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
を
準

用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
〇
月
二
一
日
厚
生
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
証
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金

保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
の
規
定
に
よ
る
年
金
手
帳
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
定
め
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
台
帳
の
記
号
番
号
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
年
金
手
帳
の
厚
生
年
金
保
険
の
記
号
番
号
と
み
な
す
。

４
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
九
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
前

の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
船
員
保
険
の
年
金
番
号
証
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
年
金
手
帳
と
み
な
す
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
年
金
手
帳
が
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
手
帳
と
み
な
さ
れ
た
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
証
で

あ
る
場
合
に
は
、
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
証
に
代
え
て
、
年
金
手
帳
を
作
成
し
て
被
保
険
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
十
九
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
八
月
一
日

か
ら
、
第
三
十
条
第
二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
十
九
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
二

条
第
三
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
三
条

の
十
一
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
三
条
の
十
四
第
三
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
四
条

第
二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
十
五
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
十
八
条
第
三
項
に
一
号

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
六
十
条
第
三
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
七
十
二
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
、
第
七
十
五
条
第
三
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
昭
和

五
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
七
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
条
の
規
定
は
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
届
出
）

第
二
条
　
昭
和
五
十
一
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
健
康
保
険
組
合
が
設
立
さ
れ
て
い
る
事
業
所
の
事
業
主
は
、
そ

の
事
業
所
に
使
用
す
る
者
の
う
ち
、
同
日
前
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
、
同
日
ま
で
引
き
続
き
被
保
険
者

の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
、
当
該
健
康
保
険
組
合
か
ら
、
そ

の
者
の
同
年
七
月
に
お
け
る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
に
基
づ
く
標
準
報
酬
の
決
定
又
は
改

定
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
（
こ
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
当
該
通
知

を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
五
日
以
内
）
に
当
該
標
準
報
酬
月
額
を
都
道
府
県
知
事
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
年
七
月
の
健
康
保
険
法
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
万
円
以
下
で

あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
六
十
五
歳
以
上
の
被
保
険
者
た
る
老
齢
年
金
等
の
受
給
権
者
等
の
届
出
）

第
三
条
　
昭
和
五
十
一
年
八
月
一
日
に
お
い
て
現
に
六
十
五
歳
以
上
の
被
保
険
者
又
は
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

つ
て
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
又
は
特
例
老
齢
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
も
の
は
、
同
年
九
月
三
十
日
ま

で
に
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
給
権
者
の
生
年
月
日

二
　
老
齢
年
金
証
書
、
通
算
老
齢
年
金
証
書
又
は
特
例
老
齢
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
現
に
被
保
険
者
又
は
船
員
保
険
の
被
保
険
者
と
し
て
使
用
さ
れ
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
船
舶
所

有
者
の
氏
名
及
び
住
所

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
本
文
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
で
あ

る
受
給
権
者
が
行
う
届
書
の
提
出
に
つ
い
て
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
八

十
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
受
給
権
者
が
行
う
届
書
の
提

出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
寡
婦
加
算
不
該
当
の
届
出
）

第
四
条
　
昭
和
五
十
一
年
八
月
一
日
に
お
い
て
現
に
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
妻
又
は
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る
従
前
の
遺
族
年
金
若
し
く

は
寡
婦
年
金
の
例
に
よ
る
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
妻
で
あ
つ
て
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ

た
者
の
死
亡
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
第
三
条
の
二
の
二
に
掲
げ

る
給
付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
給
権
者
の
生
年
月
日

二
　
遺
族
年
金
証
書
又
は
寡
婦
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
当
該
給
付
の
名
称
及
び
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称

四
　
当
該
給
付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
提
出
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
附
則
第
三
項
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
二
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号

の
規
定
は
、
昭
和
五
十
一
年
八
月
以
後
の
月
分
の
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
平
均
標
準
報

酬
月
額
に
係
る
基
準
日
に
関
し
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
七
月
一
五
日
厚
生
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
三
五
号
）
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こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
一
日
厚
生
省
令
第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
被
保
険
者
の
氏
名
等
の
届
出
）

２
　
事
業
主
は
、
昭
和
五
十
四
年
八
月
一
日
現
に
使
用
す
る
被
保
険
者
（
同
年
七
月
一
日
か
ら
八
月
一
日
ま
で
の
間

に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
同
月
十
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
書
を
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
東
京
都
又
は
沖
縄
県
の
区
域
に

所
在
す
る
事
業
所
の
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
（
片
仮
名
で
振
り
仮
名
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
生
年
月
日

二
　
年
金
手
帳
の
厚
生
年
金
保
険
の
記
号
番
号

三
　
被
保
険
者
の
種
別

四
　
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

３
　
事
業
主
は
、
前
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
（
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十

三
条
の
規
定
に
よ
り
昭
和
五
十
四
年
八
月
か
ら
十
月
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
月
か
ら
標
準
報
酬
を
改
定
さ
れ
、
又
は

改
定
さ
れ
る
べ
き
被
保
険
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
同
年
八
月
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
厚
生
年
金
保
険
被
保
険

者
報
酬
月
額
算
定
基
礎
届
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
付
記
し
て
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当

該
被
保
険
者
に
係
る
同
項
の
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
被
保
険
者
の
氏
名
（
片
仮
名
で
振
り
仮
名
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
生
年
月
日

二
　
年
金
手
帳
の
厚
生
年
金
保
険
の
記
号
番
号

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
五
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
一
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
〇
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
加
給
年
金
額
支
給
停
止
事
由
の
該
当
等
の
届
出
）

第
二
条
　
昭
和
五
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の

間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
老
齢
年
金
又
は
障
害
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
老
齢
年

金
又
は
障
害
年
金
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
当
該
老
齢
年
金
又
は
障
害
年

金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
配
偶
者
又
は
子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

な
つ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
配
偶
者
が
老
齢
年
金
若
し
く
は
障
害
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
九
年
政
令
第
百
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
の
二
に
掲
げ
る
給
付
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給

を
停
止
さ
れ
て
い
る
老
齢
年
金
若
し
く
は
障
害
年
金
又
は
同
条
に
掲
げ
る
給
付
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
者
に
限
る
。
）
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
老
齢
年
金
又
は
障
害
年
金
の
受
給
権
者
の
生
年
月
日

二
　
老
齢
年
金
証
書
又
は
障
害
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
当
該
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
当
該
配
偶
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
老
齢
年
金
若
し
く
は
障
害
年
金
又
は
令
第
三
条
の
二
の
二
に

掲
げ
る
給
付
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年

月
日
、
及
び
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
記
号
番
号
又
は
番
号

五
　
当
該
配
偶
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
老
齢
年
金
若
し
く
は
障
害
年
金
又
は
同
条
に
掲
げ
る
給
付
に

つ
い
て
昭
和
五
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ

れ
て
い
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
の
始
期
及
び
終
期
の
年
月
日

（
寡
婦
加
算
額
支
給
停
止
事
由
の
該
当
等
の
届
出
）

第
三
条
　
昭
和
五
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
加
算
す
る
額
が

加
算
さ
れ
て
い
る
遺
族
年
金
（
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
加
算
す
る
額
が
加
算
さ
れ
て
い
る
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る
従
前
の
遺
族
年
金
及

び
寡
婦
年
金
の
例
に
よ
る
保
険
給
付
を
含
む
も
の
と
し
、
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
同
日
に
お
い
て
令
第
三
条
の
五

に
掲
げ
る
給
付
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
社
会
保
険
庁
長
官
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
給
権
者
の
生
年
月
日

二
　
遺
族
年
金
証
書
又
は
寡
婦
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三
　
当
該
給
付
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年

月
日
、
及
び
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
記
号
番
号
又
は
番
号

四
　
当
該
給
付
に
つ
い
て
昭
和
五
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き

支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
の
始
期
及
び
終
期
の
年
月
日

（
法
律
第
八
十
二
号
附
則
第
二
十
二
条
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
）

第
四
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「
法
律
第
八

十
二
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
二
条
又
は
附
則
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
申
出
者
の
生
年
月
日

及
び
住
所
を
記
載
し
た
届
書
を
社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
律
第
八
十
二
号
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
六
条

の
三
第
二
項
、
附
則
第
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
附
則
第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
又
は
法
律
第
八
十
二
号
第
六
条

に
よ
る
改
正
前
の
通
算
年
金
制
度
を
創
設
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法

律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
八
条
第
三
項
の
請
求
を
す
る
前
に
、
法
又
は
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七

十
三
号
）
に
よ
る
老
齢
に
関
し
支
給
す
る
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
届

書
に
当
該
保
険
給
付
の
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
提
出
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
法
律
第
八
十
二
号
附
則
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
障
害
年
金
の
裁
定
請
求
の
特
例
）

第
五
条
　
法
律
第
八
十
二
号
附
則
第
六
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
障
害
年
金
に
つ
い
て
、

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法

施
行
規
則
第
四
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る
従
前
の
障
害
年
金
の
例
に
よ
る
保
険
給
付
の
年
金
証

書
の
記
号
番
号

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と
請
求
者
と
の
身

分
関
係

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
給
付
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
そ
の
支
給
を

行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
、
及
び
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給

証
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
記
号
番
号
又
は
番
号

イ
　
老
齢
年
金
又
は
障
害
年
金

ロ
　
令
第
三
条
の
二
の
二
に
掲
げ
る
給
付

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣

は
、
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
に
つ
い
て
、
既
に
当
該
障
害
の
状
態
に
つ
い
て
の
診
断
書
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル

ム
の
提
出
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
障
害
の
状
態
が
固
定
し
て
い
る
等
の
事
情
に
よ
り
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障
害
の
状
態
に
つ
い
て
の
診
断
書
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム
を
添
え
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一

号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
診
断
書
又
は
レ
ン
ト
ゲ

ン
フ
イ
ル
ム
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
疾
病
又
は
負
傷
が
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
別
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
別
表
」
と
い
う
。
）
に
掲

げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
生
年
月
日
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
そ
の
者
と
請
求

者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区

長
又
は
総
合
区
長
と
す
る
。
）
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す

る
書
類

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
う
ち
、
法
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

六
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
イ
ル
ム

七
　
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
す
る
従
前
の
障
害
年
金
の
例
に
よ
る
保
険
給
付
の
年
金
証

書
（
当
該
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

（
法
律
第
八
十
二
号
附
則
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
年
金
額
の
計
算
の
特
例
に
よ
る
改
定
の
請
求
）

第
六
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附

則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
、
昭
和
三
十
二
年
十
月
前
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間

の
一
部
が
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
第
三
種
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
で
あ
る
も
の
の
法
に
よ
る
老

齢
、
障
害
又
は
死
亡
に
関
し
支
給
す
る
保
険
給
付
（
老
齢
厚
生
年
金
、
障
害
厚
生
年
金
又
は
遺
族
厚
生
年
金
に
限

る
。
）
の
受
給
権
者
が
、
法
律
第
八
十
二
号
附
則
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
給
付
の
額
の
改
定
を
請
求
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
受
給
権
者
の
生
年
月
日

二
　
老
齢
厚
生
年
金
、
障
害
厚
生
年
金
又
は
遺
族
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号
番
号

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
・
文
部
省
・
厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
自
治
省
令
第
一
号
）
　

抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
七
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま

で
、
様
式
第
十
号
の
二
及
び
様
式
第
十
一
号
の
届
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年

金
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
新
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
八
条
に
規
定
す
る
様
式
第
八
号
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
報
酬
月
額
算
定
基
礎
届
（
別
記
様
式
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
裁
定
及
び
届
出
等
）

第
十
四
条
　
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
関
す
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規

則
第
三
十
条
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
三
条
の
五

（
第
三
号
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
四
十
三
条
の
九
か
ら
第
四
十
三
条
の
十
五
ま
で
、
第
四
十
四
条
の
二
か
ら
第
四
十

七
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
、
第

六
十
一
条
か
ら
第
六
十
七
条
ま
で
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
六
条
の
三
か
ら
第
七
十
六
条
の

九
ま
で
、
第
七
十
六
条
の
十
二
か
ら
第
七
十
六
条
の
十
八
ま
で
、
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま

で
、
第
八
十
九
条
、
附
則
第
九
項
（
第
六
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
十
二
項
ま
で
、
第
十
七
項
及
び
第
十
八
項
並
び

に
別
表
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
改
正
前
の
厚
生
省
令
第
三
十
二
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
並
び
に
第

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年
厚
生

省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
改
正
前
の
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
の
規
定
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項

法
第
三
十
三
条

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」

と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条

第
三
十
条
第
一
項
第
一

号

請
求
者
の

氏
名
、

第
三
十
条
第
一
項
第
二

号

年
金
手
帳
の
厚
生
年
金
保

険
の
記
号
番
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。
）
又
は
国
民
年
金
法
（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
四
条
に
規
定

す
る
基
礎
年
金
番
号
（
以
下
「
基
礎
年
金
番
号
」
と
い

う
。
）

第
三
十
条
第
一
項
第
三

号

被
保
険
者
又
は
船
員
保
険

の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪

失
し
て

昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号

に
規
定
す
る
船
舶
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
（
昭
和
六

十
年
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保

険
法
（
以
下
「
旧
船
員
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
被

保
険
者
及
び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
十
四

号
に
規
定
す
る
船
員
任
意
継
続
被
保
険
者
を
含
む
。
以

下
「
船
員
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
被
保
険
者

（
以
下
「
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
又
は
船
員
被
保
険
者

の
資
格
を
喪
失
し
て

船
員
保
険
の
被
保
険
者
の

資
格
を
喪
失
し
た

船
員
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た

船
員
保
険
の
被
保
険
者
と

し
て

船
員
被
保
険
者
と
し
て

69



第
三
十
条
第
一
項
第
四

号

第
四
種
被
保
険
者

第
四
種
被
保
険
者
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
条

第
十
三
号
に
規
定
す
る
第
四
種
被
保
険
者
及
び
法
第
三

条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
第
四
種
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

第
三
十
条
第
一
項
第
五

号
及
び
附
則
第
九
項
第

五
号

船
員
保
険
の
被
保
険
者

船
員
被
保
険
者

第
三
十
条
第
一
項
第
八

号

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、

通
算
遺
族
年
金
若
し
く
は

特
例
遺
族
年
金
又
は
船
員

保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る

者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
年

金
の
年
金
証
書
の
記
号

番
号

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省

令
（
昭
和
六
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
。
以
下
「
昭

和
六
十
一
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
第
三
十
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る

公
的
年
金
給
付
（
以
下
単
に
「
公
的
年
金
給
付
」
と
い

う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該

給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
そ

の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別
及
び
そ

の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

第
三
十
条
第
一
項

九
　
加
給
年
金
額
の
対
象

者
で
あ
る
配
偶
者
が
、
次

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
給

付
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支

給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
の
支
給
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
は
、
当
該
給
付
の
名

称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者

の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
つ
た
年
月
日
、
及
び

そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証

書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

書
類
の
記
号
番
号
又
は

番
号

イ
　
老
齢
年
金
又
は
障
害

年
金

ロ
　
令
第
三
条
の
二
の
二

に
掲
げ
る
給
付

九
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
、
次
の

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
給
付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う

者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
つ
た
年
月
日
、
及
び
そ
の
年
金
証
書
、
恩
給
証
書

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号

番
号
若
し
く
は
番
号

イ
　
老
齢
年
金
又
は
障
害
年
金

ロ
　
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政

令
第
五
十
四
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
三
号
。
以
下

「
昭
和
六
十
一
年
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三

条
の
二
の
二
に
掲
げ
る
給
付

九
の
二
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
配
偶
者
の
個

人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

第
三
十
条
第
一
項
第
十

号
、
第
三
十
条
の
二
第

一
項
第
二
号
及
び
第
三

号
、
第
三
十
一
条
第
一

項
第
二
号
、
第
三
十
二

条
第
二
号
、
第
三
十
三

条
第
二
号
、
第
三
十
三

条
の
二
第
二
号
、
第
三

記
号
番
号

年
金
コ
ー
ド

十
四
条
第
一
項
第
二
号
、

第
三
十
四
条
の
二
第
二

号
、
第
三
十
八
条
第
二

号
、
第
三
十
九
条
第
一

項
第
二
号
、
第
四
十
条

第
二
項
第
二
号
、
第
四

十
一
条
第
一
項
第
三
号
、

第
四
十
二
条
第
一
項
第

三
号
、
第
四
十
三
条
の

二
第
一
項
第
八
号
、
第

四
十
三
条
の
三
第
一
項

第
二
号
及
び
第
三
号
、

第
四
十
三
条
の
四
第
一

項
第
二
号
、
第
四
十
三

条
の
五
第
二
号
、
第
四

十
三
条
の
十
第
二
号
、

第
四
十
三
条
の
十
一
第

一
項
第
二
号
、
第
四
十

三
条
の
十
二
第
二
項
第

二
号
、
第
四
十
三
条
の

十
三
第
一
項
第
三
号
、

第
四
十
三
条
の
十
四
第

一
項
第
三
号
、
第
四
十

四
条
の
二
第
一
項
第
二

号
及
び
第
三
号
、
第
四

十
六
条
第
二
号
、
第
四

十
七
条
第
一
項
第
二
号
、

第
四
十
八
条
第
二
号
、

第
四
十
九
条
第
二
号
、

第
四
十
九
条
の
二
第
二

号
、
第
五
十
条
第
一
項

第
二
号
、
第
五
十
条
の

二
第
二
号
、
第
五
十
三

条
第
一
項
第
二
号
、
第

五
十
四
条
第
二
号
、
第

五
十
五
条
第
一
項
第
二

号
、
第
五
十
六
条
第
二

項
第
二
号
、
第
五
十
七

条
第
一
項
第
三
号
、
第

五
十
八
条
第
一
項
第
三

号
、
第
六
十
一
条
第
一

項
第
二
号
及
び
第
三
号
、

第
六
十
二
条
第
一
項
第

二
号
、
第
六
十
三
条
第

一
項
第
二
号
、
第
六
十

四
条
第
二
号
、
第
六
十

四
条
の
二
第
二
号
、
第

70



六
十
四
条
の
三
第
二
号
、

第
六
十
五
条
第
一
項
第

二
号
、
第
六
十
五
条
の

二
第
二
号
、
第
六
十
五

条
の
三
第
一
項
第
二
号
、

第
六
十
五
条
の
四
第
一

項
第
二
号
、
第
六
十
五

条
の
五
第
一
項
第
二
号
、

第
六
十
五
条
の
六
第
二

号
、
第
六
十
六
条
第
二

号
、
第
七
十
一
条
第
二

号
、
第
七
十
二
条
第
一

項
第
二
号
、
第
七
十
三

条
第
二
項
第
二
号
、
第

七
十
四
条
第
一
項
第
三

号
、
第
七
十
五
条
第
一

項
第
三
号
、
第
七
十
六

条
の
三
第
一
項
第
二
号

及
び
第
三
号
、
第
七
十

六
条
の
四
第
一
項
第
二

号
、
第
七
十
六
条
の
五

第
一
項
第
二
号
、
第
七

十
六
条
の
六
第
一
項
第

二
号
、
第
七
十
六
条
の

七
第
一
項
第
二
号
、
第

七
十
六
条
の
八
第
二
号
、

第
七
十
六
条
の
十
三
第

二
号
、
第
七
十
六
条
の

十
四
第
一
項
第
二
号
、

第
七
十
六
条
の
十
五
第

二
項
第
二
号
、
第
七
十

六
条
の
十
六
第
一
項
第

三
号
、
第
七
十
六
条
の

十
七
第
一
項
第
三
号
並

び
に
第
八
十
二
条
第
三

項
第
一
号

第
三
十
条
第
一
項
第
十

二
号

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名

称
及
び
預
金
通
帳
の
記
号

番
号
又
は
払
渡
希
望
郵
便

局
の
名
称
及
び
所
在
地

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番

号
又
は
払
渡
希
望
郵
便
局
の
名
称
及
び
所
在
地
（
公
的

給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預

貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
預
貯
金
口

座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
へ
の
払
込
み

を
希
望
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
公
金
受
取
口
座
へ
の
払

込
み
を
希
望
す
る
旨
を
含
む
。
）

第
三
十
条
第
二
項

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象

者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
の
生
年
月
日
及
び
そ
の

者
と
請
求
者
と
の
身
分
関

係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
市
町
村
長
の
証

明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類

イ
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条

の
九
の
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
の
対
象
者
に
係
る
機

構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
に
限
る
。
）

ロ
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書

又
は
戸
籍
の
抄
本

四
の
二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
配
偶

者
の
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
配

偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番

号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

第
三
十
条
第
二
項
第
一

号
、
第
四
十
三
条
の
二

第
二
項
第
一
号
及
び
附

則
第
十
項
第
一
号

年
金
手
帳
（
年
金
手
帳
を

添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号

を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

第
三
十
条
第
二
項
第
二

号

及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

に
あ
つ
て
は
、
区
長
と
す

る
。
以
下
同
じ
。
）
の
証

明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長

と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年

法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請

求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
条
に
規
定

す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

第
三
十
条
第
二
項
第
八

号

事
由
書
）

事
由
書
）
及
び
前
項
第
八
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
給

付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受

給
権
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
の
年
金
証

書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

第
三
十
条
第
二
項
第
九

号
、
第
四
十
三
条
の
二

第
二
項
第
六
号
及
び
附

則
第
十
項
第
四
号

預
金
通
帳
の
記
号
番
号
に

つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
証
明
書

預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金

融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金

口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

第
三
十
条
の
二
第
一
項

厚
生
年
金
保
険
及
び
船
員

保
険
交
渉
法

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
厚
生
年
金
保
険
及
び
船
員
保
険
交
渉
法

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
書
に
基

礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
と
き
は
、
当
該
申
出
書
に
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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第
三
十
条
の
二
第
一
項
、

第
四
十
三
条
の
三
第
一

項
、
第
四
十
四
条
の
二

第
一
項
、
第
六
十
一
条

第
一
項
及
び
第
七
十
六

条
の
三
第
一
項

選
択
し
よ
う
と
す
る
者

選
択
し
よ
う
と
す
る
者
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
停
止
さ
れ
て

い
る
者
を
除
く
。
）

第
三
十
条
の
二
第
一
項
、

第
三
十
一
条
第
一
項
、

第
三
十
二
条
か
ら
第
三

十
三
条
の
二
ま
で
、
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第

三
十
四
条
の
二
、
第
三

十
九
条
第
一
項
、
第
四

十
三
条
の
三
第
一
項
、

第
四
十
三
条
の
四
第
一

項
、
第
四
十
三
条
の
五
、

第
四
十
三
条
の
十
一
第

一
項
、
第
四
十
四
条
の

二
第
一
項
、
第
四
十
六

条
、
第
四
十
七
条
第
一

項
、
第
四
十
八
条
、
第

四
十
九
条
、
第
四
十
九

条
の
二
、
第
五
十
条
第

一
項
、
第
五
十
条
の
二
、

第
五
十
五
条
第
一
項
、

第
六
十
一
条
第
一
項
、

第
六
十
二
条
第
一
項
、

第
六
十
四
条
か
ら
第
六

十
四
条
の
三
ま
で
、
第

六
十
五
条
第
一
項
、
第

六
十
五
条
の
二
、
第
六

十
五
条
の
四
第
一
項
、

第
六
十
五
条
の
五
第
一

項
、
第
六
十
五
条
の
六
、

第
七
十
二
条
第
一
項
、

第
七
十
六
条
の
三
第
一

項
、
第
七
十
六
条
の
六

第
一
項
、
第
七
十
六
条

の
七
第
一
項
及
び
第
七

十
六
条
の
十
四
第
一
項

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

第
三
十
条
の
二
第
一
項

第
五
号
、
第
三
十
三
条

の
二
第
四
号
、
第
三
十

四
条
第
一
項
第
五
号
、

第
三
十
四
条
の
二
第
四

号
、
第
四
十
四
条
の
二

第
一
項
第
五
号
、
第
四

記
号
番
号
又
は
番
号

年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
当

該
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

十
七
条
第
一
項
第
五
号
、

第
四
十
九
条
の
二
第
四

号
、
第
五
十
条
第
一
項

第
五
号
及
び
第
五
十
条

の
二
第
四
号

第
三
十
条
の
二
第
二
項

第
一
号
、
第
三
十
四
条

第
二
項
第
一
号
及
び
第

四
十
三
条
の
四
第
二
項

抄
本

抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条

の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存

本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
に
限
る
。
）

第
三
十
三
条
の
二
、
第

三
十
四
条
の
二
、
第
四

十
九
条
の
二
及
び
第
五

十
条
の
二

老
齢
年
金
若
し
く
は
障
害

年
金
又
は
同
条
に
掲
げ
る

給
付

障
害
年
金
又
は
同
条
に
掲
げ
る
給
付
（
障
害
を
支
給
事

由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

老
齢
年
金
若
し
く
は
障
害

年
金
若
し
く
は
同
条
に
掲

げ
る
給
付

障
害
年
金
若
し
く
は
同
条
に
掲
げ
る
給
付
（
障
害
を
支

給
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
十
四
条
第
一
項

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
又
は
交
渉
法
第
二

十
条

第
三
項
、
交
渉
法
第
二
十
条
の
規
定
又
は
昭
和
六
十
年

改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
二
項

消
滅
し
た
と
き

消
滅
し
た
と
き
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失

し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し

た
と
き
を
除
く
。
）

申
出
書

申
出
書
又
は
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書

第
三
十
四
条
第
一
項
第

四
号
及
び
第
五
号
、
第

三
十
四
条
第
二
項
、
第

四
十
三
条
の
四
第
二
項
、

第
五
十
条
第
一
項
第
四

号
及
び
第
五
号
、
第
六

十
五
条
第
三
項
並
び
に

第
七
十
六
条
の
六
第
三

項

第
三
十
八
条
第
二
項

第
三
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

則
第
五
十
六
条
第
六
項

第
三
十
四
条
第
一
項
第

四
号
及
び
第
五
号

又
は
法
第
四
十
六
条
第
一

項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
該
当
し
な

く
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
支

給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が

消
滅
し
た
場
合
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

第
三
十
四
条
第
一
項
第

五
号
及
び
第
五
十
条
第

一
項
第
五
号

（
そ
の

（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
で
あ
つ
て
そ
の

第
三
十
四
条
第
二
項

又
は
法
第
四
十
六
条
第
一

項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
該
当
し
な

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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く
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
支

給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が

消
滅
し
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二
及
び

第
五
十
条
の
二

届
書
を

届
書
に
、
当
該
配
偶
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又

は
戸
籍
の
抄
本
及
び
当
該
配
偶
者
が
同
条
に
掲
げ
る
給

付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を

添
え
て
、
こ
れ
を

第
三
十
七
条
第
一
項
、

第
三
十
八
条
、
第
四
十

三
条
の
九
第
一
項
、
第

四
十
三
条
の
十
、
第
五

十
三
条
第
一
項
、
第
五

十
四
条
、
第
七
十
一
条

及
び
第
七
十
六
条
の
十

三

受
給
権
者
は

受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三

十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は

第
三
十
七
条
第
一
項

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

二
　
老
齢
年
金
証
書
の
記

号
番
号

三
　
変
更
前
の
氏
名

一
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に

住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
老
齢
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

第
三
十
八
条
、
第
四
十

三
条
の
十
、
第
五
十
四

条
、
第
七
十
一
条
及
び

第
七
十
六
条
の
十
三

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
変
更
後
の
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

第
三
十
九
条
第
一
項
、

第
四
十
三
条
の
十
一
第

一
項
、
第
五
十
五
条
第

一
項
、
第
七
十
二
条
第

一
項
及
び
第
七
十
六
条

の
十
四
第
一
項

払
渡
希
望
金
融
機
関

払
渡
希
望
金
融
機
関
若
し
く
は
払
渡
希
望
金
融
機
関
の

預
金
口
座
の
名
義

第
三
十
九
条

三
　
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
名
称
及
び
預
金
通
帳
の

記
号
番
号
又
は
払
渡
希
望

郵
便
局
の
名
称
及
び
所

在
地

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る

者
（
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座

番
号

ロ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政

民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十

四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵

便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で

あ
つ
て
郵
便
貯
金
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理

業
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第

二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）
の

業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
郵
便
貯
金
銀
行

の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
を
希
望
す
る
者
（
預
金
口
座

へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望
郵

便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
　
払

渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

　

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、

払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に

金
融
機
関
を
希
望
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
預
金
通
帳

の
記
号
番
号
に
つ
い
て
の

当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者

に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
に
つ

い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
第
一
項

又
は
きヽ
損
し
た
と
き

若
し
く
は
毀
損
し
た
と
き
又
は
老
齢
年
金
証
書
に
記
載

さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き

第
四
十
条
第
二
項

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

一
　
氏
名
（
老
齢
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変

更
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏

名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
滅
失
又
は
きヽ
損
の

事
由

三
　
老
齢
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
者
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
事
由

第
四
十
条
第
三
項

老
齢
年
金
証
書
が
きヽ
損
し

た
こ
と
に
よ
り
前
項
の
申

請
書
を
提
出
す
る
と
き

は
、
こ
れ
に
そ
の

前
項
の
申
請
書
（
老
齢
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に

よ
る
第
一
項
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、

第
四
十
一
条
第
一
項
、

第
四
十
三
条
の
十
三
第

一
項
、
第
五
十
七
条
第

一
項
、
第
七
十
四
条
第

一
項
及
び
第
七
十
六
条

の
十
六
第
一
項

法

新
法

第
四
十
一
条
第
一
項
、

第
四
十
二
条
第
一
項
、

第
四
十
三
条
の
十
三
第

一
項
、
第
四
十
三
条
の

十
四
第
一
項
、
第
五
十

七
条
第
一
項
、
第
五
十

八
条
第
一
項
、
第
七
十

四
条
第
一
項
、
第
七
十

五
条
第
一
項
、
第
七
十

六
条
の
十
六
第
一
項
及

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及

び
生
年
月
日

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
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び
第
七
十
六
条
の
十
七

第
一
項

第
四
十
二
条
第
一
項
、

第
四
十
三
条
の
十
四
第

一
項
、
第
五
十
八
条
第

一
項
、
第
七
十
五
条
第

一
項
及
び
第
七
十
六
条

の
十
七
第
一
項

一
　
請
求
者
の
氏
名
及
び

住
所
並
び
に
請
求
者
と
受

給
権
者
と
の
身
分
関
係

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
受
給
権
者
と
の

身
分
関
係

一
の
二
　
個
人
番
号

第
四
十
二
条
第
一
項
第

六
号
、
第
四
十
三
条
の

二
第
一
項
第
九
号
、
第

四
十
三
条
の
十
四
第
一

項
第
六
号
、
第
五
十
八

条
第
一
項
第
六
号
、
第

六
十
二
条
第
一
項
第
五

号
、
第
七
十
五
条
第
一

項
第
六
号
、
第
七
十
六

条
の
四
第
一
項
第
三
号
、

第
七
十
六
条
の
十
七
第

一
項
第
六
号
及
び
附
則

第
九
項
第
九
号

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名

称
及
び
預
金
通
帳
の
記
号

番
号
又
は
払
渡
希
望
郵
便

局
の
名
称
及
び
所
在
地

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番

号
又
は
払
渡
希
望
郵
便
局
の
名
称
及
び
所
在
地
（
公
金

受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨
を
含
む
。
）

第
四
十
二
条
第
三
項
、

第
四
十
三
条
の
十
四
第

三
項
、
第
五
十
八
条
第

三
項
、
第
七
十
五
条
第

三
項
及
び
第
七
十
六
条

の
十
七
第
三
項

三
　
払
渡
し
を
受
け
る
機

関
に
金
融
機
関
を
希
望
す

る
者
に
あ
つ
て
は
、
預
金

通
帳
の
記
号
番
号
に
つ
い

て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融

機
関
の
証
明
書

三
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る

者
に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の

当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写

し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
新
法
第
九
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る

と
き
は
、
受
給
権
者
の
年
金
証
書
（
年
金
証
書
を
添
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

第
四
十
二
条
第
三
項
第

一
号

又
は
戸
籍
の
謄
本
若
し
く

は
抄
本

、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則

（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
（
以
下
「
法

定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
」
と
い
う
。
）

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項
及
び
附
則
第
九
項

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日

及
び
住
所

二
　
年
金
手
帳
の
厚
生
年

金
保
険
の
記
号
番
号

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項
第
六
号

該
当
す
る
旨

該
当
す
る
旨
及
び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
九
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
特
別
一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項
第
七
号

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、

通
算
遺
族
年
金
又
は
特
例

遺
族
年
金
の
受
給
権
者
に

公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名

称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書

あ
つ
て
は
、
そ
の
年
金
の

年
金
証
書
の
記
号
番
号

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番

号
若
し
く
は
番
号

第
四
十
三
条
の
二
第
二

項
第
二
号
及
び
附
則
第

十
項
第
二
号

抄
本

抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条

の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限

る
。
）

第
四
十
三
条
の
二
第
二

項
第
五
号

事
由
書
）

事
由
書
）
及
び
前
項
第
七
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
給

付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受

給
権
者
に
あ
つ
て
は
、
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

書
類

第
四
十
三
条
の
三
第
二

項
、
第
四
十
四
条
の
二

第
二
項
第
一
号
、
第
五

十
条
第
二
項
第
一
号
、

第
六
十
一
条
第
二
項
第

一
号
、
第
六
十
五
条
第

三
項
第
一
号
、
第
六
十

五
条
の
三
第
三
項
第
一

号
、
第
七
十
六
条
の
三

第
二
項
第
一
号
及
び
第

七
十
六
条
の
六
第
三
項

第
一
号

抄
本

抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条

の
九
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限

る
。
）

第
四
十
三
条
の
四
第
一

項

第
四
十
六
条
の
七
又
は
交

渉
法
第
十
九
条
の
三

第
四
十
六
条
の
七
第
三
項
、
交
渉
法
第
十
九
条
の
三
、

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
二
項
又
は
同

法
附
則
第
七
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る

も
の
と
さ
れ
た
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
一
条
（
船

員
保
険
の
被
保
険
者
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
適
用
さ
れ

る
場
合
に
限
る
。
）

消
滅
し
た
と
き

消
滅
し
た
と
き
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失

し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し

た
と
き
を
除
く
。
）

申
出
書

申
出
書
又
は
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書

第
四
十
三
条
の
四
第
二

項

又
は
法
第
四
十
六
条
の
七

第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
該
当

し
な
く
な
つ
た
こ
と
に
よ

り
支
給
を
停
止
す
べ
き
事

由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
三
条
の
五

至
つ
た
と
き

至
つ
た
と
き
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し

た
こ
と
に
よ
り
法
第
四
十
六
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
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準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る

に
至
つ
た
と
き
を
除
く
。
）

第
四
十
三
条
の
九
第
一

項

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

二
　
通
算
老
齢
年
金
証
書

の
記
号
番
号

三
　
変
更
前
の
氏
名

一
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に

住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
通
算
老
齢
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

第
四
十
三
条
の
十
一

三
　
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
名
称
及
び
預
金
通
帳
の

記
号
番
号
又
は
払
渡
希
望

郵
便
局
の
名
称
及
び
所

在
地

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
預
金
口
座
の
名
義

及
び
口
座
番
号

ロ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番

号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

　

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、

払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に

金
融
機
関
を
希
望
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
預
金
通
帳

の
記
号
番
号
に
つ
い
て
の

当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者

に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
に
つ

い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
の
十
二
第

一
項

又
は
きヽ
損
し
た
と
き

若
し
く
は
毀
損
し
た
と
き
又
は
通
算
老
齢
年
金
証
書
に

記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き

第
四
十
三
条
の
十
二
第

二
項

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

一
　
氏
名
（
通
算
老
齢
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名

に
変
更
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後

の
氏
名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
滅
失
又
は
きヽ
損
の

事
由

三
　
通
算
老
齢
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た

者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
由

第
四
十
三
条
の
十
二
第

三
項

通
算
老
齢
年
金
証
書
が
きヽ

損
し
た
こ
と
に
よ
り
前
項

の
申
請
書
を
提
出
す
る
と

き
は
、
こ
れ
に
そ
の

前
項
の
申
請
書
（
通
算
老
齢
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ

と
に
よ
る
第
一
項
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

は
、

第
四
十
三
条
の
十
四
第

三
項
第
一
号
、
第
五
十

八
条
第
三
項
第
一
号
、

第
七
十
五
条
第
三
項
第

一
号
及
び
第
七
十
六
条

の
十
七
第
三
項
第
一
号

又
は
戸
籍
の
謄
本
若
し
く

は
抄
本

、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一

覧
図
の
写
し

第
四
十
四
条
の
二
第
一

項
第
四
号
、
第
四
十
七

条
第
一
項
第
四
号
及
び

第
五
十
条
第
一
項
第
四

号

引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ

つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

る
旨

受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

第
四
十
五
条

（
胎
児
出
生
の
届
出
）

第
四
十
五
条
　
障
害
年
金

の
受
給
権
者
は
、
法
第
五

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
四
十
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
胎
児

が
出
生
し
た
と
き
は
、
十

日
以
内
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
、
社
会
保
険
庁
長

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

二
　
障
害
年
金
証
書
の
記

号
番
号

三
　
子
の
氏
名
及
び
生
年

月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
子
の
生
年
月
日
及
び

そ
の
子
と
受
給
権
者
と
の

身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村

長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

二
　
子
が
法
別
表
第
一
に

定
め
る
一
級
又
は
二
級
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き

は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の

程
度
に
関
す
る
医
師
の
診

断
書

（
配
偶
者
又
は
子
を
有
す
る
に
至
つ
た
場
合
の
届
出
）

第
四
十
五
条
　
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
配
偶
者
（
法

第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

子
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る

に
至
つ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日

以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
配
偶
者
又
は
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号

五
　
配
偶
者
又
は
子
を
有
す
る
に
至
つ
た
年
月
日
及
び

そ
の
事
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
子
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大

臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り

当
該
子
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

一
の
二
　
子
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

二
　
子
が
法
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度

に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

三
　
配
偶
者
又
は
子
が
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

第
四
十
七
条
第
二
項

前
項
の
請
求
書
に
は
、
そ

の
請
求
書
を
提
出
す
る
日

前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ

た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
三
月
以
内
に
作
成

さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類
等

イ
　
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診

断
書
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一
　
障
害
の
現
状
に
関
す

る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の

診
断
書

二
　
疾
病
又
は
負
傷
が
別

表
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状

態
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象

者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
と
請
求
者
と
の
身
分
関

係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
市
町
村
長
の
証

明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象

者
の
う
ち
、
法
別
表
第
一

に
定
め
る
一
級
又
は
二
級

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子

で
あ
つ
て
、
社
会
保
険
庁

長
官
が
指
定
す
る
以
外
の

も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
障
害
の
現
状
に
関
す
る

医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診

断
書

ロ
　
疾
病
又
は
負
傷
が
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン

フ
ィ
ル
ム

ハ
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
う
ち
、
法
別
表
第
一
に

定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ

つ
て
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
指
定
す
る
以
外
の
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
当
該
請

求
書
を
提
出
す
る
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）

第
五
十
条
第
一
項

又
は
交
渉
法
第
二
十
条

、
交
渉
法
第
二
十
条
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

五
十
六
条
第
二
項

申
出
書

申
出
書
又
は
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書

第
五
十
三
条
第
一
項

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

二
　
障
害
年
金
証
書
の
記

号
番
号

三
　
変
更
前
の
氏
名

一
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に

住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

第
五
十
五
条

三
　
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
名
称
及
び
預
金
通
帳
の

記
号
番
号
又
は
払
渡
希
望

郵
便
局
の
名
称
及
び
所

在
地

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
預
金
口
座
の
名
義

及
び
口
座
番
号

ロ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番

号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

　

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、

払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に

金
融
機
関
を
希
望
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
預
金
通
帳

の
記
号
番
号
に
つ
い
て
の

当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者

に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
に
つ

い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
第
一
項

又
は
きヽ
損
し
た
と
き

若
し
く
は
毀
損
し
た
と
き
又
は
障
害
年
金
証
書
に
記
載

さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き

第
五
十
六
条
第
二
項

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

一
　
氏
名
（
障
害
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変

更
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏

名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
滅
失
又
は
きヽ
損
の

事
由

三
　
障
害
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
者
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
事
由

第
五
十
六
条
第
三
項

障
害
年
金
証
書
が
きヽ
損
し

た
こ
と
に
よ
り
前
項
の
申

請
書
を
提
出
す
る
と
き

は
、
こ
れ
に
そ
の

前
項
の
申
請
書
（
障
害
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に

よ
る
第
一
項
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、

第
六
十
一
条
第
一
項
第

五
号
、
第
六
十
二
条
第

一
項
第
四
号
、
第
六
十

四
条
の
二
第
四
号
、
第

六
十
五
条
第
一
項
第
五

号
、
第
六
十
五
条
の
二

第
三
号
及
び
第
六
十
五

条
の
六
第
三
号

記
号
番
号
又
は
番
号

年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

第
六
十
二
条
第
二
項
第

一
号
及
び
第
七
十
六
条

の
四
第
二
項
第
一
号

又
は
戸
籍
の
抄
本

、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

第
六
十
三
条
第
一
項
及

び
第
七
十
六
条
の
五
第

一
項

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
基
礎
年
金
番
号

第
六
十
五
条
第
一
項

第
六
十
四
条
、
第
六
十
五

条
又
は
第
六
十
六
条

第
六
十
四
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
の
規
定
又
は
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
二
項

申
出
書

申
出
書
又
は
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書

第
六
十
五
条
の
三
第
一

項

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

第
六
十
六
条
及
び
第
七

十
六
条
の
八

一
　
申
請
者
及
び
所
在
不

明
者
の
生
年
月
日

一
　
申
請
者
及
び
所
在
不
明
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及

び
住
所

一
の
二
　
申
請
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及

び
所
在
不
明
者
の
基
礎
年
金
番
号

76



三
　
所
在
不
明
者
の
氏

名
、
所
在
不
明
者
の
住
所

及
び
所
在
不
明

三
　
所
在
不
明

第
六
十
七
条

一
　
申
請
者
及
び
申
請
者

以
外
の
遺
族
年
金
の
受
給

権
者
の
生
年
月
日

二
　
申
請
者
及
び
申
請
者

以
外
の
遺
族
年
金
の
受
給

権
者
の
遺
族
年
金
証
書
の

記
号
番
号

三
　
申
請
者
以
外
の
遺
族

年
金
の
受
給
権
者
の
氏
名

及
び
住
所

一
　
申
請
者
及
び
申
請
者
以
外
の
遺
族
年
金
の
受
給
権

者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
申
請
者
及
び
申
請
者
以
外
の
遺
族
年
金
の
受

給
権
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
申
請
者
及
び
申
請
者
以
外
の
遺
族
年
金
の
受
給
権

者
の
遺
族
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

第
七
十
条

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
七
十
条
　
遺
族
年
金
の

受
給
権
者
は
、
そ
の
氏
名

を
変
更
し
た
と
き
は
、
十

日
以
内
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
、
社
会
保
険
庁
長

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

二
　
遺
族
年
金
証
書
の
記

号
番
号

三
　
変
更
前
の
氏
名

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
遺
族
年
金
証
書

二
　
氏
名
の
変
更
に
関
す

る
市
町
村
長
の
証
明
書
又

は
戸
籍
の
抄
本

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
七
十
条
　
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣

が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
機

構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、

十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
、
社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に

住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
氏
名
の
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
遺
族
年
金
証
書

二
　
戸
籍
の
抄
本
そ
の
他
の
氏
名
の
変
更
の
理
由
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
氏
名
変
更
の
理
由
の
届
出
）

第
七
十
条
の
二
　
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
そ
の
氏

名
を
変
更
し
た
場
合
で
あ
つ
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
書
の
提
出
を
要
し
な
い
と
き
は
、
当
該
変
更
を

し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
氏
名
の
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
戸
籍
の
抄
本
そ
の
他
の
氏
名

の
変
更
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
二
条

三
　
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
名
称
及
び
預
金
通
帳
の

記
号
番
号
又
は
払
渡
希
望

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

郵
便
局
の
名
称
及
び
所

在
地

イ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
預
金
口
座
の
名
義

及
び
口
座
番
号

ロ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番

号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

　

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、

払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に

金
融
機
関
を
希
望
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
預
金
通
帳

の
記
号
番
号
に
つ
い
て
の

当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者

に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
に
つ

い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
三
条
第
一
項

又
は
きヽ
損
し
た
と
き

若
し
く
は
毀
損
し
た
と
き
又
は
遺
族
年
金
証
書
に
記
載

さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き

第
七
十
三
条
第
二
項

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

一
　
氏
名
（
遺
族
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変

更
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏

名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
滅
失
又
は
きヽ
損
の

事
由

三
　
遺
族
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
者
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
事
由

第
七
十
三
条
第
三
項

遺
族
年
金
証
書
が
きヽ
損
し

た
こ
と
に
よ
り
前
項
の
申

請
書
を
提
出
す
る
と
き

は
、
こ
れ
に
そ
の

前
項
の
申
請
書
（
遺
族
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に

よ
る
第
一
項
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、

第
七
十
六
条
の
四
第
一

項

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日

及
び
住
所

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

第
七
十
六
条
の
六
第
一

項

又
は
法
第
六
十
八
条
の
六

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

六
十
四
条
若
し
く
は
第
六

十
六
条

、
法
第
六
十
八
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

四
条
若
し
く
は
第
六
十
六
条
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法

附
則
第
五
十
六
条
第
二
項

申
出
書

申
出
書
又
は
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書

第
七
十
六
条
の
九

一
　
申
請
者
及
び
申
請
者

以
外
の
通
算
遺
族
年
金
の

受
給
権
者
の
生
年
月
日

二
　
申
請
者
及
び
申
請
者

以
外
の
遺
族
年
金
の
受
給

権
者
の
通
算
遺
族
年
金
証

書
の
記
号
番
号

一
　
申
請
者
及
び
申
請
者
以
外
の
通
算
遺
族
年
金
の
受

給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
申
請
者
及
び
申
請
者
以
外
の
通
算
遺
族
年
金

の
受
給
権
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
申
請
者
及
び
申
請
者
以
外
の
通
算
遺
族
年
金
の
受

給
権
者
の
通
算
遺
族
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
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三
　
申
請
者
以
外
の
通
算

遺
族
年
金
の
受
給
権
者
の

氏
名
及
び
住
所

第
七
十
六
条
の
十
二

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
七
十
六
条
の
十
二
　
通

算
遺
族
年
金
の
受
給
権
者

は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し

た
と
き
は
、
十
日
以
内

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
、
社
会
保
険
庁
長
官
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

二
　
通
算
遺
族
年
金
証
書

の
記
号
番
号

三
　
変
更
前
の
氏
名

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
通
算
遺
族
年
金
証
書

二
　
氏
名
の
変
更
に
関
す

る
市
町
村
長
の
証
明
書
又

は
戸
籍
の
抄
本

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
七
十
六
条
の
十
二
　
通
算
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
（
厚

生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規

定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し

た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
書
を
、
社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に

住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
通
算
遺
族
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
氏
名
の
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
算
遺
族
年
金
証
書

二
　
戸
籍
の
抄
本
そ
の
他
の
氏
名
の
変
更
の
理
由
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
氏
名
変
更
の
理
由
の
届
出
）

第
七
十
六
条
の
十
二
の
二
　
通
算
遺
族
年
金
の
受
給
権

者
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
で
あ
つ
て
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
提
出
を
要
し
な
い
と
き
は
、

当
該
変
更
を
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
氏
名
の
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
戸
籍
の
抄
本
そ
の
他
の
氏
名

の
変
更
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
六
条
の
十
四

三
　
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
名
称
及
び
預
金
通
帳
の

記
号
番
号
又
は
払
渡
希
望

郵
便
局
の
名
称
及
び
所

在
地

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
預
金
口
座
の
名
義

及
び
口
座
番
号

ロ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　

払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番

号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

　

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、

払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に

金
融
機
関
を
希
望
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
預
金
通
帳

の
記
号
番
号
に
つ
い
て
の

当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者

に
あ
つ
て
は
、
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
に
つ

い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
六
条
の
十
五
第

一
項

又
は
きヽ
損
し
た
と
き

若
し
く
は
毀
損
し
た
と
き
又
は
通
算
遺
族
年
金
証
書
に

記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き

第
七
十
六
条
の
十
五
第

二
項

一
　
受
給
権
者
の
生
年

月
日

一
　
氏
名
（
通
算
遺
族
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名

に
変
更
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後

の
氏
名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
滅
失
又
は
きヽ
損
の

事
由

三
　
通
算
遺
族
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た

者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
由

第
七
十
六
条
の
十
五
第

三
項

通
算
遺
族
年
金
証
書
が
きヽ

損
し
た
こ
と
に
よ
り
前
項

の
申
請
書
を
提
出
す
る
と

き
は
、
こ
れ
に
そ
の

前
項
の
申
請
書
（
通
算
遺
族
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ

と
に
よ
る
第
一
項
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

は
、

第
八
十
条
、
第
八
十
一

条
、
第
八
十
四
条
、
第

八
十
五
条
及
び
第
八
十

七
条

都
道
府
県
知
事

厚
生
労
働
大
臣

第
八
十
二
条
第
一
項

社
会
保
険
庁
長
官
又
は
都

道
府
県
知
事

厚
生
労
働
大
臣

第
八
十
二
条
第
三
項

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及

び
生
年
月
日

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
の
二
　
基
礎
年
金
番
号

第
八
十
九
条
第
一
号

年
金
手
帳
の
厚
生
年
金
保

険
の
記
号
番
号

被
保
険
者
の
基
礎
年
金
番
号

附
則
第
九
項
第
八
号

障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金

の
受
給
権
者
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
年
金
の
年
金
証

書
の
記
号
番
号

公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名

称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金
証
書

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番

号
若
し
く
は
番
号

附
則
第
十
項
第
三
号

書
類

書
類
及
び
前
項
第
八
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
給
付
（
厚

生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者

に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
の
年
金
証
書
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
書
類

附
則
第
十
一
項

第
四
十
三
条
の
三

第
四
十
三
条
の
三
か
ら
第
四
十
三
条
の
五
ま
で
及
び
第

四
十
三
条
の
九

附
則
第
十
七
項

第
七
十
六
条
の
三

第
七
十
六
条
の
三
か
ら
第
七
十
六
条
の
九
ま
で
、
第
七

十
六
条
の
十
二

別
表

二
　
肺
えヽ
そヽ

二
　
肺
化
の
う
症
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三
　
肺
のヽ
うヽ
よヽ
うヽ

四
　
けヽ
いヽ
肺
（
こ
れ
に
類

似
す
る
じヽ
んヽ
肺
症
を
含

む
。
）

五
　
じヽ
んヽ
臓
結
核

六
　
胃
かヽ
いヽ
よヽ
うヽ

七
　
胃
がヽ
んヽ

八
　
十
二
指
腸
かヽ
いヽ
よヽ

うヽ九
　
内
臓
下
垂
症

十
　
動
脈
りヽ
ゆヽ
うヽ

十
一
　
骨
又
は
関
節
結
核

十
二
　
骨
ずヽ
いヽ
炎

十
三
　
骨
又
は
関
節
損
傷

十
四
　
そ
の
他
認
定
又
は

診
査
に
際
し
必
要
と
認
め

ら
れ
る
も
の

三
　
け
い
肺
（
こ
れ
に
類
似
す
る
じ
ん
肺
症
を
含
む
。
）

四
　
そ
の
他
認
定
又
は
診
査
に
際
し
必
要
と
認
め
ら
れ

る
も
の

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
省
令

の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

改
正
前
の
厚
生

省
令
第
三
十
二

号

附
則
第
五
条

第
一
項

厚
生
年
金
保
険

法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年

金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
五
条

第
一
項
第
二

号
及
び
第
三

号

厚
生
年
金
保
険

法

昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚

生
年
金
保
険
法

改
正
前
の
厚
生

省
令
第
三
十
九

号

附
則
第
六
条

第
一
項

厚
生
年
金
保
険

法
及
び
船
員
保

険
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
百
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金

保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

法
に
よ
る

昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法

に
よ
る

法
律
第
八
十
二

号

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
法
律
第
八
十
二
号

（
添
付
書
類
の
省
略
等
）

第
十
四
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行

規
則
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
氏
名
の
変
更
、
住
所
の
変
更
若
し
く
は
死
亡
の
届
出
又
は
加
給
年
金
額
対
象
者
の
不

該
当
の
届
出
（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
に
係
る
当
該
届
出
に
限
る
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
」
と
い
う
。
）
を
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
届
出
等
の
う
ち
同
種
の
届
出
と
同
時
に
行
う
と
き
は
、
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更

届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の

う
ち
、
一
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
他
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要

し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
他
の
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
年

金
コ
ー
ド
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
を
平
成
八
年
改
正
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
章
、
平
成
八
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行

規
則
第
三
章
、
平
成
八
年
改
正
省
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
二
章
第
五
節
若

し
く
は
第
八
節
又
は
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
民
年
金
法
施
行

規
則
若
し
く
は
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険

法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
氏
名
の
変
更
、
住
所
の
変
更
若
し
く
は
死
亡
の
届
出
又
は
加
給
年
金
額
対
象

者
の
不
該
当
の
届
出
（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
に
係
る
当
該
届
出
に
限
る
。
）
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
他
の
法
令
に
よ
る
変
更
届
出
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
同
種
の
届
出
と
同
時
に
行
う
と
き
は
、

附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
、
他
の
法
令
に
よ
る
変
更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
し
、
又

は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
し
、
又

は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
届
出
等
に
係
る
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
年
金
コ
ー
ド
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
の
三
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
厚
生
年
金
保

険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
請
求
書
、
申
請
書
、
申
出
書
又
は
届
書
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
請
求
書
等
」
と
い
う
。
）
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
百

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
書
類
に
係
る
事
実
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
書
類
を
請
求
書
等
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な

い
も
の
と
す
る
。

一
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行

規
則
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
書
類

二
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
給
付
の
支
給
状
況
に
関
す
る

書
類

（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
及
び
特
例
老
齢
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
十
五
条
　
平
成
八
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
五
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
以
下
「
新
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
又
は
特
例
老
齢
年
金
の
支
給
停
止
解
除

の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第
四
号
は
、
「
四
　
公
的
年

金
給
付
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
障
害
又
は
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限

る
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
十
六
条
　
平
成
八
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
の
規

定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
は
、
「
四
　
公
的
年
金
給
付
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日

前
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
給
付
及
び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
さ
れ

る
老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド

又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金
及
び
特
例
遺
族
年
金
の
支
給
停
止
の
解
除
の
申
請
）

第
十
七
条
　
平
成
八
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
規

定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金
及
び
特
例
遺
族
年
金
の
支
給
停
止

解
除
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
六
十
一
条
第
一
項
第
四
号
は
、
「
四
　
公
的
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年
金
給
付
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
給
付
及
び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
六
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
さ
れ
る
老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
及
び
特
例
老
齢
年
金
の
受
給
権
者
が
国
会
議
員
等
と

な
つ
た
と
き
の
届
出
等
）

第
十
七
条
の
二
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
三
か
ら

第
三
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の

第
二
欄
に
掲
げ
る
老
齢
厚
生
年
金
と
み
な
し
て
同
表
の
第
三
欄
の
法
律
の
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用

す
る
も
の
と
さ
れ
た
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
及
び
特
例
老
齢
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
及
び
特
例
老
齢
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
二
十
二
条
　
平
成
八
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
五

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
厚
生
年

金
保
険
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
又
は
特
例
老

齢
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第

四
号
は
、
「
四
　
公
的
年
金
給
付
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
障
害
又
は
死
亡
を
支

給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く

は
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
二
十
三
条
　
平
成
八
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
の

規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
は
、
「
四
　
公
的
年
金
給
付
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前

に
支
給
事
由
の
生
じ
た
給
付
及
び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
さ
れ
る

老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又

は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金
及
び
特
例
遺
族
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
二
十
四
条
　
平
成
八
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の

規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金
又
は
特
例
遺
族
年
金
の
支
給
停
止
解

除
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
六
十
一
条
第
一
項
第
四
号
は
、
「
四
　
公
的
年

金
給
付
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
給
付
及
び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
さ
れ
る
老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
及
び
特
例
老
齢
年
金
の
受
給
権
者
が
国
会
議
員
等
と
な
つ

た
と
き
の
届
出
等
）

第
二
十
四
条
の
二
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
三
か

ら
第
三
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
も
の

と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
老
齢
厚

生
年
金
と
み
な
し
て
同
表
の
第
三
欄
の
法
律
の
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
老
齢

年
金
、
通
算
老
齢
年
金
及
び
特
例
老
齢
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
旧
国
民
年
金
法
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
又
は
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
又
は
年
金
た
る
保
険
給
付

の
裁
定
及
び
届
出
）

第
二
十
五
条
　
附
則
第
八
条
に
規
定
す
る
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
、
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
及
び
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
船
員
保
険

法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
関
す
る
請
求
又
は
届
出
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
沖
縄

の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
の
特
例
に
関
す
る
省
令
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条

及
び
第
三
十
九
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第

三

十

一

条

令
第
五
十
一
条
第
一

項
又
は

国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政

令
第
五
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
令
第
五
十
一
条
第
一
項

に
該
当
す
る
者
（
令
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
（
以
下
「
特

例
納
付
の
申
出
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付

（
以
下
「
特
例
納
付
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
又
は
国
民

年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

厚
生
年
金
保
険
法
施

行
規
則

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
昭
和
六
十
一
年

厚
生
省
令
第
十
七
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
厚
生
年

金
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

令
第
五
十
一
条
第
一

項
に
該
当
す
る
者

令
第
五
十
一
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
（
特
例
納
付
の
申
出
を
行
つ
た
者
を

除
く
。
）

二
　
令
第
五
十
四
条

第
一
項
に
該
当
す
る

者
に
あ
つ
て
は
、
法

の
施
行
の
日
の
前
日

に
沖
縄
に
住
所
を
有

し
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類
又
は
住

民
票
の
写
し

二
　
令
第
五
十
一
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
（
特
例
納
付
を
行
つ
た
者
に
限

る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
特
例
納
付
を
行
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

三
　
令
第
五
十
四
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
法
の
施
行
の
日

の
前
日
に
沖
縄
に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類
又
は
住
民
票
の
写
し

第

三

十

四

条

又
は

に
該
当
す
る
者
（
特
例
納
付
の
申
出
を
行
い
、
か
つ
、
特
例
納
付
を
行
つ
て

い
な
い
者
を
除
く
。
）
又
は
令

船
員
保
険
法
施
行
規

則

昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
（
以
下
「
船
員
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

令
第
五
十
七
条
第
一

項
に
該
当
す
る
者

令
第
五
十
七
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
（
特
例
納
付
の
申
出
を
行
つ
た
者
を

除
く
。
）

二
　
令
第
六
十
条
第

一
項
に
該
当
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
法
の

施
行
の
日
の
前
日
に

沖
縄
に
住
所
を
有
し

て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類
又
は
住
民

票
の
写
し

二
　
令
第
五
十
七
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
（
特
例
納
付
を
行
つ
た
者
に
限

る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
特
例
納
付
を
行
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

三
　
令
第
六
十
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
法
の
施
行
の
日
の

前
日
に
沖
縄
に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類
又
は
住
民
票
の
写
し

第

三

十

九

条

国
民
年
金
法

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。

以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

国
民
年
金
法

国
民
年
金
法
施
行
規

則

昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施

行
規
則
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（
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
二
十
六
条
　
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
労

働
者
年
金
保
険
法
中
改
正
法
律
（
昭
和
十
九
年
法
律
第
二
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
者
年
金
保
険
法
（
昭

和
十
六
年
法
律
第
六
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
労
働
者
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
つ
た
期
間
と
す
る
。

（
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
二
十
七
条
　
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
指
定
共
済
組
合
（
以
下
単
に
「
指
定
共
済
組

合
」
と
い
う
。
）
が
支
給
す
る
年
金
た
る
給
付
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

初
め
て
健
康
保
険
の
療
養
の
給
付
を
受
け
た
日
（
以
下
「
療
養
の
給
付
開
始

日
」
と
い
う
。
）
が
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
前
に
あ
る
傷
病
及
び
療
養
の

給
付
開
始
日
が
同
日
か
ら
昭
和
二
十
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
傷

病
で
あ
つ
て
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
前
に
発
し
た
も
の

三
年
（
当
該
組
合
員
期
間
（
経
過

措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
組
合
員
期
間

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
計
算

に
つ
い
て
当
該
支
給
事
由
と
す
る

障
害
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た

日
前
五
年
以
前
の
期
間
は
算
入
し

な
い
も
の
と
す
る
。
）

療
養
の
給
付
開
始
日
が
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
七
年
四
月

三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
傷
病
で
あ
つ
て
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
以
後
に

発
し
た
も
の
及
び
初
診
日
（
健
康
保
険
の
療
養
の
給
付
を
受
け
た
者
に
つ
い

て
は
、
療
養
の
給
付
開
始
日
。
以
下
「
初
診
日
等
」
と
い
う
。
）
が
昭
和
二

十
七
年
五
月
一
日
以
後
に
あ
る
傷
病

六
月

（
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
二
十
八
条
　
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
組
合
員
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
者
又
は
四
十
歳
（
女
子
に
つ
い
て
は
、
三
十
五
歳
）
に
達
し
た
後
の
組

合
員
期
間
が
十
五
年
以
上
で
あ
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で

の
間
の
死
亡
に
限
る
。
）

二
　
組
合
員
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
指
定
共
済
組
合
の
組
合
員
が
死
亡
し
た
場
合
（
昭
和
二
十
三
年
八
月
一
日

か
ら
昭
和
二
十
九
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
死
亡
に
限
る
。
）

三
　
組
合
員
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
指
定
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
し
た
場
合
で
あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
と
き

イ
　
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
前
に
当
該
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
が
当
該
組
合
員
で
あ
つ
た
間
に
発
し

た
傷
病
に
よ
り
当
該
組
合
員
の
資
格
喪
失
後
二
年
以
内
に
死
亡
し
た
と
き

ロ
　
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
以
後
の
死
亡
で
あ
つ
て
当
該
組
合
員
で
あ
つ
た
間
に
発
し
た
傷
病
に
よ
り
初
診

日
等
か
ら
三
年
以
内
に
死
亡
し
た
と
き

四
　
指
定
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
間
に
発
し
た
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
傷
病
（
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日

前
に
発
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
療
養
の
給
付
開
始
日
か
ら
二
年
以
内
に
死
亡
し
た
場
合
で
あ
つ
て
昭
和

十
九
年
十
月
一
日
以
後
に
死
亡
し
た
と
き

五
　
指
定
共
済
組
合
の
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
で
あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
と
き

イ
　
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
当
該
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
が
業
務
外
の
事
由
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
で
あ

つ
て
昭
和
十
九
年
十
月
一
日
以
後
に
死
亡
し
た
と
き

ロ
　
当
該
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
改
正
前
の
厚

生
年
金
保
険
法
（
昭
和
十
六
年
法
律
第
六
十
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
が
昭
和
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
昭
和
二
十
九
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
と
き

ハ
　
当
該
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
別
表
第
一
に
定
め
る

一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
と
き

（
指
定
共
済
組
合
が
支
給
す
る
給
付
の
併
給
調
整
）

第
二
十
九
条
　
経
過
措
置
政
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
で
あ
つ
て
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
六
日

前
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
も
の
の
受
給
権
者
に
対
し
て
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ

る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
百
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険

法
及
び
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
及

び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
お
い
て
支
給
さ
れ
て

い
た
も
の
と
み
な
す
。

別
記
様
式

（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
附
則
第
十
三
条
関
係
）
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別記様式(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第十三条関係) 

(表面) 
  

健 康 保 険 

厚生年金保険 
被保険者報酬月額算定基礎届 

  届書コード 処理区分     

2 2 5         

  

  ①健康保険被保険者証の記号 

            

(令和  年8月1日現在) ※   

◎
記
入
の
方
法
は
裏
面
に
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
よ
く
読
ん
で
下
さ
い
。 

◎｢

※｣

印
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。 

  
② 

健 康 保 険 被

保 険 者 証 の

番号 

ア 

被保険者の氏名 

③ 

生 年 月 日 

イ 

種別 

(性別) 

ウ 

従 前 の

標 準 報

酬 月 額 

エ 報 酬 月 額 標 準 報 酬 
⑥※ 

改 定

予定月 

⑦※ 

作成

原因 

  

サ 

備 考 

  

算定

基礎

月 

オ 

支払基

礎日数 

カ 

金 銭 ( 通 貨 )に

よ る も の の 額 

キ 

現 物 に よ る

ものの額 

ク 

合 計 

ケ 平 均 額 
 ④※ 

適用年月 

⑤※ 

月 額 コ 修正平均額 

  

    (氏) (名) 明1 
・ 
大3 
・ 
昭5 
・ 
平7 
・ 
令9 

年 月 日 1

・

2

・

3 

5

・

6

・

7 

健 千円 
5月 日 円 円 円 円 

年 月 

健 千円           

      
      6月 日 円 円 円 

      

            年 千円 7月 日 円 円 円 円     

1 0 

年 千円 

      支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計 円       

  

    (氏) (名) 明1 
・ 
大3 
・ 
昭5 
・ 
平7 
・ 
令9 

年 月 日 1

・

2

・

3 

5

・

6

・

7 

健 千円 5月 日 円 円 円 円 

年 月 

健 千円           

            6月 日 円 円 円       

            年 千円 7月 日 円 円 円 円     

1 0 

年 千円 

      支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計 円 
      

  

    (氏) (名) 明1 
・ 
大3 
・ 
昭5 
・ 
平7 
・ 
令9 

年 月 日 1

・

2

・

3 

5

・

6

・

7 

健 千円 5月 日 円 円 円 円 

年 月 

健 千円           

            6月 日 円 円 円       

            年 千円 7月 日 円 円 円 円     

1 0 

年 千円 

      支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計 円 
      

  

    (氏) (名) 明1 
・ 
大3 
・ 
昭5 
・ 
平7 
・ 
令9 

年 月 日 1

・

2

・

3 

5

・

6

・

7 

健 千円 5月 日 円 円 円 円 

年 月 

健 千円           

            6月 日 円 円 円       

            年 千円 7月 日 円 円 円 円     

1 0 

年 千円 

      支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計 円 
      

  

    (氏) (名) 明1 
・ 
大3 
・ 
昭5 
・ 
平7 
・ 
令9 

年 月 日 1

・

2

・

3 

5

・

6

・

7 

健 千円 5月 日 円 円 円 円 

年 月 

健 千円           

            6月 日 円 円 円       

            年 千円 7月 日 円 円 円 円     

1 0 

年 千円 

      支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計 円 
      

  

  
事 業 所 所 在 地 

事 業 所 名 称 

事 業 主 氏 名 

電 話 

〒   － 

印 

(  局)        番 

  令和  年  月  日 提出   

社 会 保 険 労 務 士 の 提 出 代 行 者 印 

  印 
  

(裏面) 

(記入上の方法) 

 1 ③の年号は、該当する文字を○印で囲むこと。生年月日は、たとえば、昭和32年2月7日生まれの場合は、 

｢ 明1 

・ 

大3 

・ 

昭5 

・ 

平7 

・ 

令9 

年 月 日 

｣ 

のように記入すること。 

3 2 0 2 0 7 

      

 

 2 イ は、被保険者が坑内員以外の男子であるときは「1」を、女子であるときは「2」を、坑内員であるときは「3」を○印で囲むこと。ただし、厚生年金基金の加入員であつて、坑内員以外の男子であるときは「5」を、女子であるときは「6」を、坑内員であるとき

は「7」を○印で囲むこと。 

 3 ウ のうち、「健」の欄には健康保険の標準報酬月額を、「年」の欄には厚生年金保険の標準報酬月額を記入すること。 

 4 エ には、下記により記入すること。 

   カ には、報酬のうち、臨時に受けたもの及び3月を超える期間ごとに受けたもの以外のもので、金銭(通貨)で支払われた賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けた、すべてのものの額を、それぞれ該

当の欄に記入すること。 

   キ には、報酬のうち、食事、住宅、被服など金銭(通貨)以外のもので支払われたものについて、健康保険法第2条第2項若しくは第3項又は厚生年金保険法第25条の規定によつて地方社会保険事務局長又は健康保険組合が定めた価額によつて算定した額を、それぞ

れ該当の欄に記入すること。 

 5 ケ には、「支払基礎日数20日以上の月の報酬月額の総計」の欄の額を、報酬支払の基礎となつた日数20日以上の月の数で除して得た額を記入すること。 

 6 サ には、健康保険の被保険者証の番号の通知をまだ受けていないときは、その旨を記入すること。 

備 考 1：この用紙は、B列5番とすること。 

    2：表面の左側の余白は、つづりしろとし、その幅を25ミリメートルとすること。 
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附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
月
一
八
日
厚
生
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ

て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
改

正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
二
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
四
九
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
届
出
は
、
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
別
記
様
式
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
新
規
則
第
十
九
条
に
規
定
す
る
届
出
は
、
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
九
号
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
九
日
厚
生
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
目
次
の
改
正
規
定

（
「
第
六
款
　
特
別
一
時
金
（
第
六
十
三
条
の
二
・
第
六
十
三
条
の
三
）
」
を
「
／
第
六
款
　
脱
退
一
時
金
（
第
六

十
三
条
・
第
六
十
三
条
の
二
）
／
第
七
款
　
特
別
一
時
金
（
第
六
十
三
条
の
三
・
第
六
十
三
条
の
四
）
／
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
第
二
章
第
一
節
中
第
六
款
を
第
七
款
と
し
、
第
五
款
の
次
に
一
款
を
加
え
る
改
正

規
定
及
び
同
規
則
第
六
十
五
条
の
改
正
規
定
（
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
三

条
中
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
章
第
三
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規

定
並
び
に
同
規
則
第
八
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
第
四
条
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
三
十
四
号
に
よ
り
使
用

さ
れ
て
い
る
証
票
は
、
同
条
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
様
式
第
三
十
四
号
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
一

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
一
月
九
日
厚
生
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
二
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
が
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六

条
の
規
定
に
よ
り
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
っ
た
申
出
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
は
、
平
成
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
七
号
の
届
書
正
副
二
通
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
条
　
新
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
は
、
平
成
八
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
住
所
の
届
出
）

第
七
条
　
事
業
主
は
、
平
成
八
年
六
月
十
日
ま
で
に
、
同
年
四
月
一
日
現
に
使
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

（
同
日
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
を
除
く
。
）
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
記
載
し
た
届
書
又
は
こ

れ
ら
の
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
テ
ー
プ
を
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
七
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
〇
月
一
一
日
厚
生
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
基
礎
年
金
番
号
に
関
す
る
通
知
書
）

第
二
条
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
に
お
い
て
現
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
同

日
に
お
い
て
当
該
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
基
礎
年
金
番
号
に
関
す
る

通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
又
は
法
附
則
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
（
法
第
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
共
済
組
合
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
共
済
組
合
」
と
い
う
。
）
の
組

合
員
（
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
の
任
意
継
続
組
合
員
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
る
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
、
法
第
百
八
条
又
は
法

附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
庁
長
官
が
共
済
組
合
の
組
合
員
に
関
す
る
資
料
の
提
供
を
受
け
た
場
合

に
限
る
。
）

二
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
国
民
年
金
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

第
十
六
条
第
一
項
第
六
号
ニ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
（
法
第
百
八
条
又
は
法
附
則

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
庁
長
官
が
受
給
権
者
に
関
す
る
資
料
の
提
供
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
た
だ

し
、
同
時
に
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
又
は
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

号
）
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
受
給
権
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）

２
　
国
民
年
金
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
当

該
国
民
年
金
手
帳
に
は
り
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
事
業
主
等
の
経
由
）

第
三
条
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
に
通
知
書
を
交
付
す

る
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
を
使
用
す
る
事
業
主
を
経
由
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
共
済
組
合
の
組
合
員
に
通
知
書
を
交
付
す
る
と
き
は
、

当
該
組
合
員
が
所
属
す
る
共
済
組
合
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
三
条
の
二
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
附
則
第
二
条
第
一
項
の
基
礎
年
金
番
号
に

関
す
る
通
知
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二
中

「
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
年
金
手
帳
の
提
出
を
受
け
た
と
き
又
は
第

八
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
年
金
証
書
の
交
付
）

第
四
条
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
に
お
い
て
現
に
新
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項

第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
老
齢
福
祉
年
金
を

除
く
。
）
又
は
船
員
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
受
給
権
者
（
同
日
に
お
い
て
当
該
年
金
た
る
給
付
又

は
年
金
た
る
保
険
給
付
の
受
給
権
者
と
な
る
に
至
っ
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
そ
の
年
金
の
年
金
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
の
種
類
及
び
そ
の
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号
番
号
並
び
に
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別
及
び
そ
の
区
分

を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。
）

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
受
給
権
を
取
得
し
た
年
月

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規

則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
基
礎
年
金
番
号
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
通
知
書

に
記
載
さ
れ
た
記
号
番
号
と
す
る
。

２
　
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
者
に
係
る
新
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
礎

年
金
番
号
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
四
条
第
一
号
の
記
号
番
号
と
す
る
。

第
九
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式

に
よ
る
申
請
書
及
び
届
書
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第

八
条
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
は
、
昭
和
六
十

一
年
改
正
省
令
附
則
第
八
条
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
記
号
番
号
と
す
る
。

２
　
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
者
に
係
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
八

条
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
は
、
昭
和
六
十
一

年
改
正
省
令
附
則
第
八
条
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
附
則
第
四
条
第
一
号
の
記
号
番
号
と
す
る
。

（
請
求
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
請
求
、
届
出
そ
の
他

の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
請
求
、
届
出
そ
の
他
の

行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
〇
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
一
日
厚
生
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
新
厚
年
資
格
取
得
者
に
係
る
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「
平
成
八
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
次
項
、
次

条
及
び
附
則
第
九
条
に
お
い
て
「
新
厚
年
資
格
取
得
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規

則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
の
提
出
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
新
厚
年
資
格
取
得
者
に
対
す
る
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十

一
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
初
め
て
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
既

に
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

」
と
あ
る
の
は
「
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
」
と
、
「
同

条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
各
号
」
と
す
る
。

（
新
厚
年
資
格
取
得
者
に
係
る
資
格
取
得
の
届
出
の
特
例
）

第
三
条
　
新
厚
年
資
格
取
得
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
資
格
の
取
得
の
届
出
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
に
限
る
。
」
と
あ

る
の
は
、
「
船
員
被
保
険
者
を
除
く
。
」
と
す
る
。

（
遺
族
厚
生
年
金
の
裁
定
請
求
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
旧
適
用
法
人
共
済
組
合
員
期
間
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
旧
適
用
法
人
共
済

組
合
員
期
間
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
の
死
亡
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
条
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
あ
つ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
あ
つ
た
者
（
平
成

八
年
改
正
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
と
み
な
さ
れ
た
旧
適
用
法

人
共
済
組
合
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
旧
適
用
法
人
共
済
組
合
を
い
う
。
）
の
組
合

員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
該
当
す
る
と
き
」
と
あ
る
の

は
「
該
当
す
る
と
き
又
は
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
（
平
成
九
年
政
令
第
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と

き
」
と
す
る
。

（
平
成
九
年
度
に
お
け
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
平
成
九
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
第
八
条
の
十
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
（
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
を
い
う
。
次
条
、
附
則
第
七
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
拠
出
金
の
納

付
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
九
年
六
月
五
日
、

同
年
八
月
七
日
、
同
年
十
月
六
日
及
び
同
年
十
二
月
五
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
八
条

の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
額
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
五

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
千

円
に
切
り
上
げ
た
額
）
を
、
平
成
十
年
二
月
四
日
ま
で
に
残
余
の
額
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
に
係
る
厚
生
年
金

保
険
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
関
す
る
特
例
）

第
六
条
　
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
期
間
が
、
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
平
準
化
期
間
に
含
ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
八
十
五
号
。
以
下
「
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
八
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
年
金
保

険
者
た
る
共
済
組
合
等
の
拠
出
金
の
納
付
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
三
の
規
定
を
適
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用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
令
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
八
十
五
号
。
次
項
に
お
い
て
「
平
成
九
年
経
過

措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
令
」
と
、
「
翌
々
年
度
の
十
月
六

日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
五
年
十
月
六
日
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
令
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
九
年
経
過
措
置

政
令
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
令
」
と
、
「
翌
々
年
度
の
十
月
六
日
、
十
二
月
七
日

及
び
二
月
六
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
五
年
十
月
六
日
、
同
年
十
二
月
五
日
及
び
平
成
十
六
年
二
月
四
日
」

と
、
「
翌
々
年
度
の
二
月
十
四
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
十
二
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た

る
と
き
は
二
月
十
三
日
と
す
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
六
年
二
月
十
二
日
」
と
す
る
。

（
平
成
九
年
度
に
お
け
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
の
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
報
告
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
平
成
九
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ

い
て
は
、
各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
平
成
九
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て

同
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
初
年
度
の
前
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
九

年
度
」
と
す
る
。

（
平
成
九
年
度
及
び
平
成
十
年
度
に
お
け
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
の
厚
生
大
臣
に
対
す
る
報
告
に
関
す

る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
平
成
九
年
度
及
び
平
成
十
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号

ヘ
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
平
成
九
年
度
及
び
平
成
十
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
の
期
間
別
（
イ
に
掲
げ
る
事

項
に
あ
つ
て
は
、
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
つ
た
期
間
の
期
間

別
及
び
報
酬
等
（
他
の
被
用
者
年
金
各
法
（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
被
用
者
年
金
各
法
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
報
酬
、
給
料
又
は
給
与
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
月

額
の
額
別
と
す
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
期
間
別
」
と
、
同
号
ヘ
中
「
報
酬
等
」
と
あ
る
の
は
「
報
酬
等
（
他
の

被
用
者
年
金
各
法
（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
被
用
者
年
金
各
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
報
酬
、
給
料
又
は
給
与
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

（
新
厚
年
資
格
取
得
者
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
に
係
る
届
出
の
特
例
）

第
九
条
　
平
成
九
年
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
新
厚
年
資
格
取
得
者
の
被
扶
養
配
偶
者
（
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十

四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
扶
養
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
（
同
号
に
規
定
す
る
第
三
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
六

条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
が
旧
適
用
法
人
共
済
組
合
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る

旧
適
用
法
人
共
済
組
合
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
組
合
員
で
あ
る
間
に
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者

の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
一
条

の
二
又
は
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
当
該
届
出
を
し
た
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
、
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
又
は
他
の
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組

合
等
に
係
る
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
（
同
令
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合

等
に
係
る
組
合
員
又
は
加
入
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
を
取
得
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
届
出
を
し
た
者
が
そ
の
間
継
続
し
て
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被

保
険
者
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）

二
　
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
が
旧
適
用
法
人
共
済
組
合
の
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
国
民
年
金

法
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
当
該
届
出
を
し
た
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
又
は
他
の
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組

合
等
に
係
る
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
を
し
た
者
が

そ
の
間
継
続
し
て
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
に
限

る
。
）

（
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
特
例
の
申
出
）

第
十
六
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
基
礎
年
金
番
号
（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年
厚
生
省
令
第
五
十
八

号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
と
さ
れ
た
記
号
番
号
を
含
む
。
以
下
単
に
「
基
礎
年
金
番

号
」
と
い
う
。
）

三
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
旧
適
用
法
人
共
済
組
合
員
期
間
及
び
同
号
に
規
定
す
る

旧
適
用
法
人
共
済
組
合
の
名
称

（
年
金
証
書
の
交
付
）

第
十
七
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
（
同

日
に
お
い
て
当
該
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
と
な
る
に
至
っ
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
そ
の
年
金
の
年
金
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
の
種
類
及
び
国
民
年
金
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別

及
び
そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
年
金
の
支
給
開
始
年
月

（
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
の
請
求
）

第
十
八
条
　
退
職
共
済
年
金
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者

た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
裁
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。
）
又
は
基
礎
年
金

番
号

二
の
二
　
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
保
険

被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
直
近
に
交
付
さ
れ
た
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
に

記
載
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
番
号
（
次
項
第
一
号
の
二
並
び
に
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い

て
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
」
と
い
う
。
）

三
　
退
職
当
時
の
事
業
所
の
名
称

四
　
退
職
年
月
日

五
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
給
付
の
名

称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年

金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
（
以
下
「
年
金
証
書
等
」
と
い
う
。
）
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し

く
は
番
号

六
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

前
国
共
済
法
第
七
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
旧
適
用
法
人
施
行
日
前
期
間
等
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七
　
配
偶
者
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力

を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
（
以
下

「
加
給
年
金
額
の
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ

の
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係

七
の
二
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

七
の
三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

八
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
退
職
共
済
年
金
（
そ
の
年
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
旧
適
用
法

人
施
行
日
前
期
間
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旧
適
用
法
人
施
行
日
前
期
間
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第
四
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
平
成
八

年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る
者
の
旧
適
用
法
人
施
行

日
前
期
間
に
引
き
続
く
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
厚

生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
の
被
保
険
者
期
間
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
当
該
被
保
険
者
の

資
格
を
喪
失
す
る
ま
で
の
間
の
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
障
害
共

済
年
金
又
は
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効

力
を
有
す
る
改
正
前
国
共
済
令
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成

二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
十
一
条
の
七
の
四
各
号
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給

付
（
附
則
第
六
十
二
条
を
除
き
、
以
下
「
加
給
調
整
対
象
年
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

九
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も

の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す

る
障
害
等
級
（
以
下
「
新
障
害
等
級
」
と
い
う
。
）
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨

十
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す

る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
旨

十
一
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年
改
正
法
附
則

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改

正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
八
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金

を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
支
給
開
始
を
希
望
す
る
年
齢

十
二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
（
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

ロ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十

四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営

業
所
で
あ
っ
て
郵
便
貯
金
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
郵

便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
を
希
望
す
る
者
（
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
を
除
く

。
）
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

る
預
貯
金
口
座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長

と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二

年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
条

に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に

限
る
。
）

一
の
二
　
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
そ
の
他
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
由
書
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
退
職
の
事
由
及
び
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
適
用
す

る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
国
共
済
令
第
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
又
は
第
二

項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類

四
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職

員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
済
組
合
又
は
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
抄

本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
加
給
年
金
額
の
対
象
者
に
係

る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

ロ
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書

又
は
戸
籍
抄
本
及
び
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
の
二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
配
偶

者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

六
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
等

七
　
前
項
第
九
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の

診
断
書

八
　
前
号
の
障
害
が
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
別
表
（
以
下
「
別
表
」
と
い
う
。
）
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
診
断
書
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

九
　
前
項
第
十
二
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

十
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、

生
年
月
日
、
住
所
及
び
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
類

３
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国

共
済
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
三
（
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
二
条
の
八
第
一
項
（
同
条
第
九
項
（
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項

（
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
退
職
共
済
年
金
（
以
下
「
特
別
支
給
の
退
職
共
済
年
金
」
と
い
う
。
）
に
係
る
裁
定
の
請
求
を
既
に
行
っ
た
も

の
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
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二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
特
別
支
給
の
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
（
六
十
五
歳
に
達
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
特
別
支
給
の
退

職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
配
偶
者
又
は
子
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
並
び
に
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
た
旨

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
新
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨

六
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、

そ
の
旨

４
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
六
十
六
歳
に
達
す

る
前
に
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚

生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情

報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
請
求
者
と
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に

よ
り
そ
の
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

ロ
　
配
偶
者
又
は
子
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
診
断
書

ニ
　
ハ
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
診
断
書
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ

ィ
ル
ム

５
　
第
三
項
の
請
求
に
係
る
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
給
権
者
が
特
別
支
給
の
退
職
共
済
年
金
に
つ
い

て
払
渡
し
を
希
望
し
た
機
関
に
お
い
て
払
渡
し
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
附
則
第

七
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
退
職
共
済
年
金
の
払
渡
し
を
希
望
す
る
機
関
を
変
更
す
る
届
書
を
提

出
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
十
九
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す

る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
共
済
年
金
の
支
給
の
停

止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
額
の
全
部
又
は
一
部
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
旨

四
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
給
付
（
以
下
「
公
的
年
金
給

付
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
、
国
家
公
務
員
等

共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
国
共
済
改
正

法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
以
下
「
旧
国
共
済
法
」
と

い
う
。
）
又
は
昭
和
六
十
年
国
共
済
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の

長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
旧
国
共
済
施
行
法
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
、
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
及
び
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付

（
受
給
権
者
が
六
十
五
歳
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
年
金
証
書
等

の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

六
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ
の
者

と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

六
の
二
　
配
偶
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

七
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
他
の
公

的
年
金
給
付
等
で
あ
っ
て
、
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
を
行
う
者
の
名

称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は

記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
等

四
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

六
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き

生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

七
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
新
障
害
等
級
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
現
状
に
あ
る

子
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師

又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

八
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

３
　
第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
が
、
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
項
の
申
請
が

当
該
老
齢
基
礎
年
金
に
係
る
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
二
項
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
解
除
の
申
請
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項

の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
と
す
る
。

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
二
十
条
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
他
の
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ

て
い
る
当
該
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提
出

さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

五
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ
の
者

と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
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六
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う
者

の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド

又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支

給
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
退
職
共
済
年
金
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

三
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き

生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
新
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ

っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
診
断
書

六
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

３
　
第
一
項
の
届
出
は
、
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
昭
和
六
十
年

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
、

当
該
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
そ
の
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
施

行
規
則
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
届
出
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の

届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
令
第
十
七
条
の
七
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
出
生
に
よ
る
改
定
の
請
求
）

第
二
十
二
条
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す

る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定

す
る
胎
児
で
あ
っ
た
子
が
出
生
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
子
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
子
に
係
る
機
構
保
存
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

一
の
二
　
子
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
抄
本

二
　
子
が
新
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又

は
歯
科
医
師
の
診
断
書

三
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

（
加
給
年
金
額
の
支
給
事
由
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
の
届
出
）

第
二
十
三
条
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第

七
十
八
条
第
四
項
各
号
（
第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

五
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

年
月
日
及
び
そ
の
事
由

（
加
給
年
金
額
の
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
退
職
共
済
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
は
、

当
該
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
加
給
調
整
対
象
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す

る
給
付
で
あ
っ
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
配
偶
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
加
給
調
整
対
象
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

五
　
配
偶
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
加
給
調
整
対
象
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が

消
滅
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個

人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国

共
済
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
厚
生
年

金
保
険
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
老
齢
厚
生
年
金

（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と

き
又
は
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
当
該
受
給
権
者
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
老
齢
厚
生
年
金
に
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
る
事
由
及
び
そ
の
事
由
が
生
じ
た
年
月
日
又
は
停
止
さ
れ
る
事

由
が
消
滅
し
た
年
月
日

（
加
給
年
金
額
の
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
二
十
五
条
　
退
職
共
済
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
は
、

当
該
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
加
給
調
整
対
象
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す

る
給
付
で
あ
っ
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
配
偶
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
加
給
調
整
対
象
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

五
　
配
偶
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
加
給
調
整
対
象
年
金
又
は
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
加
給
調
整
対
象
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
っ
て
い
た
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
年
月
日
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び

そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金

番
号

２
　
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
及
び
国

家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年

一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
が
停
止
さ
れ
て
い
る
退
職
共
済
年
金

の
受
給
権
者
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
老
齢
厚
生
年
金
に
つ

い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

３
　
前
二
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
配
偶
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

二
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
配
偶
者
が
加
給
調
整
対
象
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
）

第
二
十
六
条
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記

載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と

さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
八
の
二
第
一
項
又
は

第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用

す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
こ
の
項
若
し
く
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
雇
用
保
険
被
保

険
者
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い

な
い
者
に
限
る
。
）
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な

お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
八
の
三
第
一
項
（
同
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共

済
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る

と
き
又
は
第
一
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大

臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

４
　
前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
の
届
出
）

第
二
十
八
条
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
毎
年
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
自
ら
署
名
し
た
届
書
（
自

ら
署
名
す
る
こ
と
が
困
難
な
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
代
理
人
が
署
名
し
た
届
書
。
以
下
同

じ
。
）
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支

給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
指
定
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
、
新
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
で
あ
っ

て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
退
職
共
済
年
金
が
裁
定
さ
れ
、
そ
の
額
が
改
定
さ
れ
、
又
は
そ
の
支
給
の
停
止
が
解
除
さ

れ
た
日
以
後
一
年
以
内
に
指
定
日
が
到
来
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

（
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
国
会
議
員
等
と
な
っ
た
と
き
の
届
出
等
）

第
二
十
八
条
の
二
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
三
か

ら
第
三
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
二
十
九
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有

す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
共
済
年
金
の
支
給
の

停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
旨

四
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
公
的
年
金
給
付
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

六
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨
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六
の
二
　
配
偶
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

七
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公

的
年
金
給
付
等
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年

金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
等

四
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
診
断
書

六
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

七
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

八
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

３
　
第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
が
、
同
時
に
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
項
の
申
請
が

当
該
障
害
基
礎
年
金
に
係
る
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
二
項
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
解
除
の
申
請
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項

の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
と
す
る
。

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
三
十
条
　
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
他
の
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い

る
当
該
障
害
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提
出
さ
れ

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

五
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ

の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

六
　
配
偶
者
が
公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
公
的
年
金
給
付
等
の
名
称
、
当
該
公

的
年
金
給
付
等
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年

金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
診
断
書

三
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

四
　
支
給
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給

す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
障
害
共
済
年
金
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

五
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

六
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

３
　
第
一
項
の
届
出
は
、
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
の
届
出

に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項

及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
条
第
一

項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記

載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
障
害
の
程
度
が
変
わ
っ
た
と
き
の
改
定
の
請
求
）

第
三
十
一
条
　
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す

る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求

書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
及
び
障
害
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
と
な
っ
た
年
月
日

五
　
公
的
年
金
給
付
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、

当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月

日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

六
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

六
の
二
　
配
偶
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

七
　
配
偶
者
が
加
給
調
整
対
象
年
金
（
老
齢
若
し
く
は
退
職
又
は
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
に
限
る
。
）
を

受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並

び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類
等

イ
　
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

ロ
　
疾
病
又
は
負
傷
が
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン

フ
ィ
ル
ム

三
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

３
　
第
一
項
の
請
求
は
、
障
害
共
済
年
金
（
新
障
害
等
級
の
二
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
場

合
に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受

給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
年

金
額
改
定
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請

求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
の
請
求
は
、
障
害
共
済
年
金
（
新
障
害
等
級
の
三
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
場
合
に

限
る
。
）
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権

を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
裁
定
請
求
に
併
せ
て

行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類

等
の
う
ち
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
裁
定
請
求
書
に
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
三
十
一
条
の
二
　
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
配
偶
者
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
八
十
三
条

第
四
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
の
二
　
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

五
　
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
配
偶
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
届
書
に
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
配
偶
者
の
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
配
偶
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
新
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
の
届
出
等
）

第
三
十
二
条
　
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
障
害
の
程
度
が
新
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
障
害
の
程
度
が
新
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日

２
　
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
の
届

出
を
行
っ
た
と
き
は
前
項
の
届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
二
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
、
新
障
害
等
級
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
十

九
条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

五
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
旨

五
の
二
　
配
偶
者
（
次
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

六
　
配
偶
者
が
加
給
調
整
対
象
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う

者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー

ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

三
　
疾
病
又
は
負
傷
が
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ

ィ
ル
ム

四
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

五
　
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

３
　
第
一
項
の
届
出
は
、
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
の
届
出

に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項

及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
条
第
一

項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記

載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
加
給
年
金
額
の
支
給
事
由
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
の
届
出
）

第
三
十
三
条
　
障
害
共
済
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
は
、

加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も

の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
八
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

五
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
八
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

（
加
給
年
金
額
の
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
）

第
三
十
四
条
　
障
害
共
済
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
は
、

当
該
障
害
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
加
給
調
整
対
象
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す

る
給
付
で
あ
っ
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
配
偶
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
加
給
調
整
対
象
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

五
　
配
偶
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
加
給
調
整
対
象
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
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消
滅
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個

人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

（
加
給
年
金
額
の
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
三
十
五
条
　
障
害
共
済
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
は
、

当
該
障
害
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
加
給
調
整
対
象
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す

る
給
付
で
あ
っ
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
又
は
配
偶
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
加
給
調
整
対
象
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

五
　
配
偶
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
加
給
調
整
対
象
年
金
の
名
称
又
は
全
額
に
つ
き
支
給
を

停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
加
給
調
整
対
象
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
っ
て
い
た
者
の
名
称
、
そ
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
年
月
日
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月

日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基

礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書

又
は
戸
籍
の
抄
本

二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
加
給
調
整
対
象
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
の
届
出
）

第
三
十
八
条
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
毎
年
、
指
定
日
ま
で
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
自
ら
署
名
し
た
届
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
障
害
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

る
旨

２
　
前
項
の
規
定
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効

力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
共
済
年
金
の

額
が
改
定
さ
れ
、
又
は
そ
の
支
給
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
日
以
後
一
年
以
内
に
指
定
日
が
到
来
す
る
と
き
は
、
こ

れ
を
適
用
し
な
い
。

（
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
障
害
の
現
状
に
関
す
る
届
出
）

第
三
十
八
条
の
二
　
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
年
に
お
い
て
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
日
前

三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
障
害
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
書
類
に
、
指
定
日
前
三

月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
三
十
九
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有

す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
の

停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
全
部
又
は
一
部
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
旨

四
　
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
公
的
年
金
給
付
（
国
民
年
金
法
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
（
受
給
権
者
が
六
十
五
歳
に
達
し
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
及
び
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
並
び
に

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
年
金

証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
等

四
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
と
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は

加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本

六
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
診
断
書

七
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

３
　
第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
が
、
同
時
に
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給

権
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
項
の
申
請
が
当
該
遺
族
基
礎
年
金
に
係
る
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
二
項
（
昭

和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
解
除

の
申
請
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に

よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給

停
止
解
除
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の

申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
併
給
調
整
事
由
等
消
滅
の
届
出
）

第
四
十
条
　
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
他
の
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ

て
い
る
当
該
遺
族
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提
出

さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

２
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
共
済

年
金
に
つ
い
て
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
新
障

害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
診
断
書

三
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
届
書
を
提
出
す
る
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
障
害

の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

四
　
前
二
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度

を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

五
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支

給
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

４
　
第
一
項
の
届
出
は
、
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
の
届
出

に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項

及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
条
第
一

項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記

載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
転
給
の
申
請
）

第
四
十
一
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有

す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権

者
の
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
の
停
止
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ

た
者
と
の
身
分
関
係

二
　
申
請
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
基
礎
年
金
番
号
及
び
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年

金
コ
ー
ド

四
　
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金

番
号

五
　
申
請
者
が
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力

を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す

る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

六
　
申
請
者
以
外
に
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効

力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ

っ
た
者
と
の
身
分
関
係

七
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口

座
番
号

ロ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及

び
所
在
地

ハ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座

の
口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
当
該
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る
書
類

三
　
申
請
者
と
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か

に
し
、
か
つ
、
遺
族
の
順
位
を
証
明
す
る
に
足
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
除
籍
の
謄
本

又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
（
以
下
「
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写

し
」
と
い
う
。
）

四
　
申
請
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

五
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
年
金
証
書
等

六
　
前
項
第
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は

組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明

書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

七
　
前
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
申
請
）

第
四
十
二
条
　
前
条
の
規
定
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ

た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
支
給

を
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
第
三
号
は
「
三
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金

番
号
及
び
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
」
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
は
「
一
　
平
成
八
年
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
の
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
そ
の
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
と
、
前
条
第
二
項

第
二
号
は
「
二
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
申
請
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍

の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
係
る
機
構
保
存
本

人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
中
高
齢
の
妻
に
対
す
る
加
算
を
停
止
す
べ
き
事
由
の
届
出
）

第
四
十
三
条
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
た
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
妻
は
、

国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算

さ
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
当
該
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
給
付
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

っ
た
年
月
日
及
び
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金

証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
障
害
の
現
状
に
関
す
る
届
出
）

第
四
十
四
条
　
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
若
し
く
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の
当
時
か
ら
引

き
続
き
新
障
害
等
級
の
一
級
若
し
く
は
二
級
に
該
当
す
る
子
若
し
く
は
孫
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
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第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済

法
第
九
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
っ
て
、
そ
の

障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し

た
年
に
お
い
て
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
診
断
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
全
額

に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
書
類
に
、
指
定
日
前
三

月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
年
金
の
裁
定
の
請
求
）

第
四
十
五
条
　
退
職
年
金
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た

る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
当
時
の
事
業
所
の
名
称

四
　
退
職
年
月
日

五
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国
共
済
改

正
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
給
付
の
名
称
、
そ
の
支
給
を

行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金

コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

六
　
旧
適
用
法
人
施
行
日
前
期
間

七
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
旨

八
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口

座
番
号

ロ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及

び
所
在
地

ハ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座

の
口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳

法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
退
職
の
事
由
及
び
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十

五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
「
旧
国
共
済
令
」
と
い

う
。
）
第
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
又
は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
そ
の
旨
を
証
す
る

書
類

四
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
学
教
職

員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
済
組
合
又
は
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

五
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
年
金
証
書
等
（
厚
生
労
働
大
臣
が

支
給
す
る
給
付
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
写
し

六
　
前
項
第
八
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
障
害
に
よ
る
退
職
年
金
の
停
止
の
解
除
の
申
請
）

第
四
十
六
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

国
共
済
法
第
七
十
七
条
第
三
項
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
施
行
法
第
十
七
条
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
附
則
第
五
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
の

支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

三
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

（
退
職
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
）

第
四
十
七
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

国
共
済
施
行
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法

第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
減
額
退
職
年
金
の
裁
定
及
び
改
定
の
請
求
）

第
四
十
八
条
　
附
則
第
四
十
五
条
又
は
前
条
の
規
定
は
、
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和

六
十
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
施
行
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
減
額
退
職
年
金
（
平

成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
裁
定
又
は
改
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
退
職
年
金
の
裁
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
の
支
給
を
停
止
さ
れ

て
い
る
も
の
が
、
当
該
退
職
年
金
に
代
え
て
減
額
退
職
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
お

い
て
準
用
す
る
附
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
請
求
書
に
退
職
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え

て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
四
十
九
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国

共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
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国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
又
は
通
算
退
職
年
金
（
平
成
八
年
改

正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
以
下
「
退
職
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
年
金
等
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
旨

四
　
退
職
年
金
等
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
公
的
年
金
給
付
（
老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又

は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
等

四
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
五
十
条
　
退
職
年
金
等
の
受
給
権
者
は
、
他
の
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る

当
該
退
職
年
金
等
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
退
職
年
金
等
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
支
給
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給

す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
退
職
年
金
等
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

（
退
職
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
障
害
の
現
状
に
関
す
る
届
出
）

第
五
十
三
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

国
共
済
法
第
七
十
七
条
第
三
項
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
施
行
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
の
停
止
の
解
除
を
受
け
て
い
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
は
、
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
し
た
年
に
お
い
て
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
に
関

す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
書
類
に
、
指
定
日
前
三

月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
年
金
等
の
受
給
権
者
が
国
会
議
員
等
と
な
っ
た
と
き
の
届
出
等
）

第
五
十
三
条
の
二
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
三
か

ら
第
三
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
退
職
年
金
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
五
十
四
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国

共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
年
金
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
給
の

停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
旨

四
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
公
的
年
金
給
付
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
等

四
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
診
断
書

六
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
五
十
五
条
　
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
他
の
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て

い
る
当
該
障
害
年
金
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支

給
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
障
害
年
金
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

三
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
診
断
書

四
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

（
障
害
の
程
度
が
変
わ
っ
た
と
き
の
改
定
の
請
求
）

第
五
十
六
条
　
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も

の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
障
害
年
金
の
額
の
改
定
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を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
及
び
障
害
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た

年
月
日

五
　
公
的
年
金
給
付
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、

当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月

日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診

断
書

三
　
疾
病
又
は
負
傷
が
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ

ィ
ル
ム

（
障
害
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
）

第
五
十
七
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

国
共
済
施
行
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
年
金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法

第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
旧
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
の
届
出
等
）

第
五
十
八
条
　
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
障
害
の
程
度
が
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
程
度
（
以
下
「
旧
障
害
等

級
」
と
い
う
。
）
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
障
害
の
程
度
が
旧
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日

２
　
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
、
旧
障
害
等
級
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
申
請

書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

３
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
提
出
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類
等

イ
　
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

ロ
　
疾
病
又
は
負
傷
が
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン

フ
ィ
ル
ム

（
障
害
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
障
害
の
現
状
に
関
す
る
届
出
）

第
六
十
一
条
　
障
害
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
し
た
も
の
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
年
に
お
い
て
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
日
前
三
月
以
内

に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
障
害
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　
前
項
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
書
類
に
、
指
定
日
前
三

月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
寡
婦
加
算
の
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
六
十
二
条
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
適
用
す
る
も
の
と

さ
れ
た
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭

和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
一
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の

と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
八
十
八
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
八
十
八
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
旧
国
共
済
法

第
八
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
て
い
な
い
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
昭
和
六
十
一
年

国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
た
旧
国
共
済
令
第
十
一
条
の
八
の
二
第
一
項
各
号
若
し
く
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
寡
婦
加
算
調
整
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る

改
正
前
国
共
済
令
第
十
一
条
の
七
の
四
各
号
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
寡

婦
加
算
調
整
対
象
年
金
」
と
い
う
。
）
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
寡
婦
加
算
調
整
の
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
寡
婦
加
算
調
整
の
場
合
に
係

る
年
金
た
る
給
付
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
っ
て
い
た
者
の
名
称
、
寡
婦
加
算
調
整
の
場
合
に
該
当
し
な
い
こ

と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

五
　
寡
婦
加
算
調
整
対
象
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
者
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停

止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
寡
婦
加
算
調
整
対

象
年
金
又
は
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
寡
婦
加
算
調
整
対
象
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給

を
行
っ
て
い
た
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
年
月
日
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支

給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は

番
号

２
　
前
項
の
書
類
に
は
、
寡
婦
加
算
調
整
の
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
事
実
又
は
寡
婦
加
算
調
整
対
象
年

金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
若
し
く
は

そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
そ
の
他
の
必

要
な
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
寡
婦
加
算
の
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
）

第
六
十
三
条
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
適
用
す
る
も
の
と

さ
れ
た
昭
和
六
十
一
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年

改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
四

十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
八
十
八
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
て
い
る
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
寡
婦
加
算
調
整
対
象
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ

き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
そ
の

全
額
の
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
寡
婦
加
算
調
整
対
象
年
金
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事

由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
寡
婦
加
算
調
整
対
象
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
氏
名
、
そ
の
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅

し
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
書
類
に
は
、
寡
婦
加
算
調
整
対
象
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
事
実
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
そ
の
他
の
必
要
な
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遺
族
年
金
に
係
る
転
給
の
申
請
）

第
六
十
四
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

国
共
済
法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
遺
族
年
金
の
支
給
の
停
止
を
申
請
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ

た
者
と
の
身
分
関
係

二
　
申
請
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
基
礎
年
金
番
号
及
び
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

ー
ド

四
　
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金

番
号

五
　
申
請
者
が
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年

国
共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う

者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー

ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

六
　
申
請
者
以
外
に
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
た
旧
国
共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
配
偶
者
又
は
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日
並
び
に
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

七
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口

座
番
号

ロ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及

び
所
在
地

ハ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座

の
口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類

二
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済

法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る
書
類

三
　
申
請
者
と
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か

に
し
、
か
つ
、
遺
族
の
順
位
を
証
明
す
る
に
足
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
除
籍
の
謄
本

又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

四
　
申
請
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

五
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
年
金
証
書
等

六
　
前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は

加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

七
　
前
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
申
請
）

第
六
十
四
条
の
二
　
前
条
の
規
定
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
遺
族
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
第
三
号
は
「
三
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け

て
い
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
」

と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
は
「
一
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
の

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
そ
の
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
と
、
前
条

第
二
項
第
二
号
は
「
二
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
申
請
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又

は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
係
る
機
構

保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
他
の
公
的
年
金
制
度
か
ら
遺
族
年
金
又
は
通
算
遺
族
年
金
に
相
当
す
る
年
金
を
受
け
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る

遺
族
年
金
の
改
定
の
請
求
）

第
六
十
五
条
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
適
用
す
る
も
の
と

さ
れ
た
昭
和
六
十
一
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年

改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
四

十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
昭
和
六
十
一
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
令
第

十
一
条
の
八
の
四
各
号
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
遺
族
年
金
相
当
年
金
」
と
い
う
。
）

若
し
く
は
旧
国
共
済
法
第
九
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
算
遺
族
年
金
に
相
当
す
る
年
金
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
通
算
遺
族
年
金
相
当
年
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
又
は

そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
遺
族
年
金
相
当
年
金
若
し
く
は
通
算
遺
族
年
金
相
当
年
金
又
は
全

額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
遺
族
年
金
相
当
年
金
若
し
く
は
通
算
遺
族
年
金
相
当
年
金
の
名

称
、
そ
の
支
給
を
行
っ
て
い
た
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
年
月
日
又
は
そ
の
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全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番

号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た

昭
和
六
十
一
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
平
成
八
年
改
正

法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
四
十

六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
遺
族
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
）

第
六
十
六
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

国
共
済
施
行
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
と
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
扶
養
遺
族
不
該
当
の
届
出
）

第
六
十
七
条
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十

一
年
経
過
措
置
政
令
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
同
項
に
規
定
す

る
扶
養
遺
族
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
扶
養
遺
族
」
と
い
う
。
）
が
扶
養
遺
族
で
な
く
な
っ
た
と
き
（
附

則
第
七
十
七
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届

書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
扶
養
遺
族
で
な
く
な
っ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
当
該
扶
養
遺
族
と
組
合
員
若
し
く
は
加

入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

五
　
扶
養
遺
族
で
な
く
な
っ
た
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
扶
養
遺
族
で
な
く
な
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
届
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
通
算
遺
族
年
金
に
係
る
転
給
の
申
請
）

第
六
十
八
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

国
共
済
法
第
九
十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
三
十
四
号
。
附
則
第
八
十
五
条
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
通
算
遺
族
年
金
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
支

給
の
停
止
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
子
は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ

た
者
と
の
身
分
関
係

二
　
申
請
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
基
礎
年
金
番
号
及
び
通
算
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年

金
コ
ー
ド

四
　
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金

番
号

五
　
申
請
者
が
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年

国
共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う

者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー

ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

六
　
申
請
者
以
外
に
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
た
旧
国
共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
配
偶
者
又
は
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日
並
び
に
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

七
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口

座
番
号

ロ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及

び
所
在
地

ハ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座

の
口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
行
方
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
当
該
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済

法
第
九
十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す

る
事
実
を
証
す
る
書
類

三
　
申
請
者
と
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か

に
し
、
か
つ
、
遺
族
の
順
位
を
証
明
す
る
に
足
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
除
籍
の
謄
本

又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

四
　
申
請
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

五
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
年
金
証
書
等

六
　
前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は

加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

七
　
前
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
申
請
）

第
六
十
九
条
　
前
条
の
規
定
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
九
十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
通
算
遺
族
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
第
三
号
は
「
三
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
九
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
厚

生
年
金
保
険
法
第
六
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
算
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
子
の
氏
名
、
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生
年
月
日
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
通
算
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
」
と
、
前
条
第
二

項
第
一
号
は
「
一
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
た
旧
国
共
済
法
第
九
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
六
条
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
算
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
子
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
当
該
子

の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
と
、
前
条
第
二
項
第
二
号
は
「
二
　
提
出
日
前
一
月

以
内
に
作
成
さ
れ
た
申
請
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民

基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
七
十
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国
共

済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
遺
族
年
金
又
は
通
算
遺
族
年
金
（
以
下
「
遺
族
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
等
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
旨

四
　
遺
族
年
金
等
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
公
的
年
金
給
付
（
国
民
年
金
法
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
（
受
給
権
者
が
六
十
五
歳
に
達
し
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
等

四
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
診
断
書

六
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

（
併
給
調
整
事
由
等
消
滅
の
届
出
）

第
七
十
一
条
　
遺
族
年
金
等
の
受
給
権
者
は
、
遺
族
年
金
等
に
係
る
併
給
調
整
年
金
に
よ
っ
て
支
給
が
停
止
さ
れ
て

い
る
当
該
遺
族
年
金
等
に
つ
い
て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
等
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

２
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法

第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
年
金
に
つ
い
て
、
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合

に
該
当
し
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
旧
障
害
等
級
に
該
当
す
る
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
届
書
を
提
出
す
る
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
障

害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

二
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

三
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支

給
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
年
金
等
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

（
遺
族
年
金
等
の
受
給
権
者
に
係
る
障
害
の
現
状
に
関
す
る
届
出
）

第
七
十
二
条
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
遺
族
年
金
等
の
受
給
権
者
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
八
十
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に

該
当
す
る
者
、
同
法
第
九
十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
同
法
別
表
第
一
に
定
め
る
一
級
若
し
く
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
通
算
遺
族
年
金
を
受
け

て
い
る
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
若
し
く
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
の
当
時
か
ら

引
き
続
き
旧
障
害
等
級
の
一
級
若
し
く
は
二
級
の
障
害
に
該
当
す
る
子
若
し
く
は
孫
で
あ
っ
て
、
そ
の
障
害
の
程

度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

し
た
年
に
お
い
て
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又

は
歯
科
医
師
の
診
断
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
遺
族
年
金
の
全
額
に

つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
書
類
に
、
指
定
日
前
三

月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
未
済
の
給
付
）

第
七
十
三
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有

す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
四
十
五
条
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
支
払
未
済
の
給
付

の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

四
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
受
給
権
者
の
死
亡
年
月
日
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給

権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

六
　
請
求
者
以
外
に
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効

力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
四
十
五
条
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る

遺
族
又
は
当
該
死
亡
し
た
者
の
相
続
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

七
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口

座
番
号

ロ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及

び
所
在
地

ハ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座

の
口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
死
亡
し
た
受
給
権
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
給

付
で
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
四
十
一
条
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
共
済
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
て
い
な
か
っ

た
と
き
は
、
前
項
の
請
求
書
並
び
に
当
該
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
給
付
の
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
え
る
べ

き
書
類
等
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
前
二
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸

籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
遺
族
の
順
位
を
証
す
る
書
類
（
遺
族
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
遺
族
が
な
い
こ
と
及
び
当
該
死
亡
し
た
者

の
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
）

三
　
第
一
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
厚
生
年
金
保
険
法
第
九
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
は
、
年
金
証
書
（
年
金
証
書
を
添
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

（
保
険
給
付
に
関
す
る
通
知
等
）

第
七
十
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実

施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
に
関
す
る
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
文

書
で
そ
の
内
容
を
、
請
求
者
又
は
受
給
権
者
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給

す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
通
知
が
、
退
職
共
済
年
金
又
は
退
職
年
金
等
の
裁
定
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣

は
、
併
せ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
の
種
類
及
び
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
基
礎
年
金
番
号

四
　
受
給
権
を
取
得
し
た
年
月

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
受
給
権
者
の
確
認
等
）

第
七
十
四
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
月
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
平
成
八
年
改
正

法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金

た
る
給
付
の
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う

も
の
と
す
る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る

場
合
は
、
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
に
係
る
個
人
番
号
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
受
給
権

者
の
生
存
若
し
く
は
死
亡
の
事
実
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又

は
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ
い
て
確
認
で
き
る

書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
期
限
ま
で
に
、
当
該
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
受
給
権
者
に
係
る
届
出
等
）

第
七
十
四
条
の
三
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
受
給
権
者
に
係
る
機
構

保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
、
か
つ
、
自
ら
署
名
し
た
届
書
を
毎
年
指
定
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
届
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
毎
年
、
指
定
日
ま
で
に
、

当
該
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
書
の
提
出
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
に

は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
期
限
ま
で
に
、
当
該
書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
の
一
時
差
止
め
）

第
七
十
四
条
の
四
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府

が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ

て
支
払
の
一
時
差
止
め
を
す
る
場
合
は
、
受
給
権
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
届
書
若
し
く
は
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
等
、
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
、
附
則
第
三

十
八
条
の
二
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
三
条
、
第
六
十
一
条
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
書
類
等
、
附
則
第
七
十
四

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
若
し
く
は
前
条
の
書
類
等
又
は
附
則
第
二
十
八
条
の
二
若
し
く
は
附
則
第
五
十

三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
届

書
若
し
く
は
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出
し
な

い
と
き
と
す
る
。

（
支
給
停
止
の
申
出
）

第
七
十
四
条
の
五
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力

を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
八
年
改

正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年

金
た
る
給
付
の
支
給
停
止
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
支
給
停
止
の
申
出
を
す
る
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施

者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
の
名
称
及
び
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る

も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
の
支
給
停
止
の
申
出
を
す
る
旨

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
）

第
七
十
四
条
の
六
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力

を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
八
年
改

正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年

金
た
る
給
付
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
す
る
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の

実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
の
名
称
及
び
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ

ー
ド

四
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る

も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
す
る
旨

五
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ
の
者

と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
（
障

害
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
配
偶
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生

計
を
維
持
し
て
い
る
旨
）

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
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三
　
前
号
の
障
害
が
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を

示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

四
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
受
給
権
者
と
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

ロ
　
配
偶
者
又
は
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
障
害
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る

者
に
あ
っ
て
は
、
配
偶
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類
）

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
新
障
害
等
級
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

子
で
あ
っ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

３
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
五
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
証
書
再
交
付
の
申
請
）

第
七
十
五
条
　
受
給
権
者
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者

た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
の
年
金
証
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
年
金
証
書
」
と

い
う
。
）
を
滅
失
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
と
き
又
は
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、

年
金
証
書
の
再
交
付
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
受
給
権
者
は
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
再
交
付
の
申
請
書
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
（
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
）
、

生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
年
金
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
由

３
　
前
項
の
申
請
書
（
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
る
第
一
項
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
年
金

証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
受
給
権
者
は
、
第
一
項
の
申
請
（
年
金
証
書
を
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
後
、
滅
失
し

た
年
金
証
書
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
七
十
六
条
　
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
変
更
前
の
氏
名

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
証
書

二
　
氏
名
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

３
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
、
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権

者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
又
は

遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受

給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
（
同
令
第
三
十
八

条
及
び
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
っ

た
も
の
と
み
な
す
。

（
住
所
変
更
の
届
出
）

第
七
十
六
条
の
二
　
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権

者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し

た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
並
び
に
変
更
前
及
び
変
更
後
の
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
、
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権

者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
又
は

遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受

給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
（
同
令
第
三
十
八

条
及
び
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
っ

た
も
の
と
み
な
す
。

（
個
人
番
号
の
変
更
の
届
出
）

第
七
十
六
条
の
二
の
二
　
受
給
権
者
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号

三
　
個
人
番
号
の
変
更
年
月
日

（
払
渡
希
望
金
融
機
関
等
の
変
更
の
届
出
）

第
七
十
六
条
の
三
　
受
給
権
者
は
、
払
渡
希
望
金
融
機
関
又
は
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
預
金
口
座
の
名
義
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
預
金
口
座
の

名
義
及
び
口
座
番
号

ロ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及

び
所
在
地

ハ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座

の
口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
に
つ
い
て

の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
給
代
表
者
の
変
更
の
申
請
）

第
七
十
六
条
の
四
　
受
給
権
者
は
、
受
給
代
表
者
の
変
更
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ

た
者
と
の
身
分
関
係

二
　
申
請
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
前
受
給
代
表
者
で
あ
る
受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
年
金
証
書
の

年
金
コ
ー
ド

四
　
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号

又
は
基
礎
年
金
番
号

五
　
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
を
行
う
者
の
名

称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
等
の
年
金
コ
ー
ド
又
は

記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

101



六
　
申
請
者
以
外
に
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効

力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
と

き
又
は
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国

共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
配
偶
者
又
は
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
組

合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係

七
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口

座
番
号

ロ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及

び
所
在
地

ハ
　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口

座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
受
給
代
表
者
の
年
金
証
書

二
　
申
請
者
と
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

三
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
年
金
証
書
等

四
　
前
項
第
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
又
は

組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書

又
は
戸
籍
の
抄
本

五
　
前
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
申
請
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
、
受
給
代
表
者
の
選
任
に
係
る
同
順
位
者
全
員
の
同
意
書
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
死
亡
の
届
出
）

第
七
十
七
条
　
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ

る
死
亡
の
届
出
義
務
者
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
受
給
権
者
の
基
礎
年
金
番
号

四
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

五
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
証
書
（
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

二
　
受
給
権
者
の
死
亡
を
証
す
る
書
類

３
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
、
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権

者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
又
は

遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受

給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
（
同
令
第
三
十

八
条
及
び
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行

っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
失
権
の
届
出
）

第
七
十
七
条
の
二
　
受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
喪
失
し
た
と
き
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二

条
の
三
（
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
、
六
十
五
歳
に
達
し
た
と
き
、
附
則
第
四
十
一
条
、
第
六
十
四
条
又

は
第
六
十
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
と
き
及
び
死
亡
し
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
遅
滞
な
く
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
受
給
権
が
消
滅
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
消
滅
の
事
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
基
礎
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
届
出
を
行

っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
準
用
）

第
七
十
九
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
三
条
、
第
八
十
七
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び

第
八
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
附
則
第
十
八
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
等
を
提
出
す
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も

の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
に
係
る
充
当
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
八
十
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給

す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
八
十
五
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

法
」
と
、
「
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
平
成
八
年
改
正
法
附

則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
」
と
あ
る
の
は

「
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金
又
は
遺
族
共
済
年
金
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
遺
族

年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
者
が
」
と
、
「
他
の
遺
族
厚
生
年
金
（
同
一
の
実
施
機
関
が
支
給
す
る
も
の
に
限

る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
遺
族
年
金
等
」
と
、
「
当
該
遺
族
厚
生
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
遺
族
年
金
等
」

と
す
る
。

（
存
続
組
合
等
に
係
る
職
域
等
費
用
の
納
付
）

第
八
十
一
条
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
存
続
組
合
又
は
指
定
基
金
の
同
項
に
規

定
す
る
職
域
等
費
用
（
以
下
単
に
「
職
域
等
費
用
」
と
い
う
。
）
の
納
付
は
、
毎
年
度
、
四
月
七
日
（
日
曜
日
に

当
た
る
と
き
は
四
月
八
日
と
し
、
金
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
四
月
六
日
と
す
る
。
）
、
六
月
七
日
（
日

曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
六
月
五
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
六
月
六
日
と
す
る
。
）
、
八
月
七

日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
八
月
五
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
八
月
六
日
と
す
る
。
）
、

十
月
六
日
（
日
曜
日
、
金
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
月
四
日
と
し
、
火
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
月

七
日
と
し
、
木
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
月
五
日
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
十
二
月
七
日
（
日
曜

日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
二
月
五
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
二
月
六
日
と
す
る
。
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
額
の
六

分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
千
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
を
、
二
月
六
日
（
日
曜
日
、
金
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る

と
き
は
二
月
四
日
と
し
、
月
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
七
日
と
し
、
木
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
五
日
と
す

る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
残
余
の
額
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
存
続
組
合
又
は
指
定
基
金
の
職
域
等
費
用
の
納
付

は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
職
域
等
費
用
の
見
込
額
を
変
更
し
た
日
の
属
す
る
年
度
に
お
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け
る
前
項
に
規
定
す
る
日
（
当
該
変
更
し
た
日
以
前
の
日
を
除
く
。
）
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
存
続
組
合
又
は
指
定
基
金
の
職
域
等
費
用
の
納
付
に
つ
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ

る
場
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

第
八
十
二
条
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
存
続
組
合
又
は
指
定
基
金
の
職
域
等

費
用
の
納
付
は
、
翌
々
年
度
の
十
月
六
日
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
存
続
組
合
又
は
指
定
基
金
が
納
付
す
る
職
域
等

費
用
へ
の
充
当
は
、
当
該
存
続
組
合
又
は
当
該
指
定
基
金
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
翌
々
年
度
の
十
月
六
日
、
十
二

月
七
日
及
び
二
月
六
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
納
付
す
べ
き
職
域
等
費
用
に
、
順
次
充
当
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の

と
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
は
、
翌
々
年
度
の
二
月
十
四
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月

十
二
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
十
三
日
と
す
る
。
）
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
存
続
組
合
又
は
指
定
基
金
の
職
域
等
費
用
の
納
付
等
に
つ
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が

あ
る
場
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
平
成
九
年
度
に
お
け
る
存
続
組
合
等
に
係
る
職
域
等
費
用
の
納
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
十
三
条
　
平
成
九
年
度
に
お
け
る
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
存
続
組
合
又
は

指
定
基
金
の
職
域
等
費
用
の
納
付
は
、
附
則
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
六
月
五
日
、
同

年
八
月
七
日
、
同
年
十
月
六
日
及
び
同
年
十
二
月
五
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
額
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
五
百
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
千
円
に
切

り
上
げ
た
額
）
を
、
平
成
十
年
二
月
四
日
ま
で
に
残
余
の
額
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
平
成
九
年
度
に
お
け
る
存
続
組
合
等
に
係
る
基
礎
年
金
拠
出
金
）

第
八
十
四
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
民
年
金
法
第
九
十

四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
組
合
又
は
指
定
基
金
が
納
付
す
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
つ
い
て
、
国
民
年

金
法
施
行
規
則
第
八
十
二
条
の
二
、
第
八
十
二
条
の
三
及
び
第
八
十
二
条
の
八
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
二
条
の

二
の
前
の
見
出

し

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等

存
続
組
合
等

第
八
十
二
条
の

二
第
一
項

令

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関

す
る
政
令
（
平
成
九
年
政

令
第
八
十
五
号
。
以
下

「
平
成
九
年
経
過
措
置
政

令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
令

各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等

存
続
組
合
又
は
指
定
基
金

毎
年
度
、
四
月
七
日
（
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
四
月
八
日
と

し
、
金
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
四
月
六
日
と
す

る
。
）
、
六
月
七
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
六

月
五
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
六
月
六
日
と
す
る
。
）

平
成
九
年
四
月
七
日
ま
で

に

、
八
月
七
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
八
月
五

日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
八
月
六
日
と
す
る
。
）
、
十

月
六
日
（
日
曜
日
、
金
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十

月
四
日
と
し
、
火
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
月
七
日
と
し
、
木

曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
月
五
日
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
十
二
月
七
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と

き
は
十
二
月
五
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
二
月
六

日
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同

項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た

額
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
こ
れ
を
千
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
を
、
二
月
六
日

（
日
曜
日
、
金
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
四
日

と
し
、
月
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
七
日
と
し
、
木
曜
日
に

当
た
る
と
き
は
二
月
五
日
と
す
る
。
次
条
及
び
第
八
十
二
条
の

七
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
残
余
の
額
を
納
付
す
る
こ
と
に

よ
り

第
八
十
二
条
の

二
第
二
項

令

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
令

各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等

存
続
組
合
又
は
指
定
基
金

第
八
十
二
条
の

三
第
一
項

令

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
令

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等

存
続
組
合
又
は
指
定
基
金

翌
々
年
度
の
十
月
六
日

平
成
十
一
年
十
月
六
日

第
八
十
二
条
の

三
第
二
項

令

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
令

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
が
納
付
す
る
基
礎
年
金
拠
出
金

へ
の
充
当
は
、
当
該
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
が
前
条
の

規
定
に
よ
り
翌
々
年
度
の
十
月
六
日
、
十
二
月
七
日
及
び
二
月

六
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
納
付
す
べ
き
基
礎
年
金
拠
出
金
に
、
順

次
充
当
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
令
第
十
一
条
の
五

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
は
、
翌
々
年
度
の
二
月
十
四
日

（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
十
二
日
と
し
、

金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
二
月
十
三
日
と
す
る
。
第
八
十
二

条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）

還
付
は
、
平
成
十
一
年
十

月
十
四
日

第
八
十
二
条
の

八
の
見
出
し

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等

存
続
組
合
等

数
等

数

第
八
十
二
条
の

八
第
一
項

各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
は
、
毎
年
度

存
続
組
合
又
は
指
定
基
金

は
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当
該
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
を
所
管
す
る
大
臣

大
蔵
大
臣

次
の
各
号
に

第
一
号
に

九
月
十
六
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
九
月
十

四
日
と
し
、
月
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
九
月
十
三
日
と
す
る
。
）

平
成
十
年
九
月
十
六
日

第
八
十
二
条
の

八
第
一
項
第
一

号

前
年
度
の
各
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
年
金
保
険
者
た
る
共
済

組
合
等

平
成
九
年
三
月
三
十
一
日

に
お
け
る
当
該
存
続
組
合

又
は
当
該
指
定
基
金
に
係

る
旧
適
用
法
人
共
済
組
合

（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第

三
条
第
八
号
に
規
定
す
る

旧
適
用
法
人
共
済
組
合
を

い
う
。
）

で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及

び
前
年
度
の
九
月
三
十
日
に
お
け
る
当
該
年
金
保
険
者
た
る
共

済
組
合
等
に
係
る
被
保
険
者
の
う
ち
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満

の
者
の
数

で
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
二

十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の

も
の
に
限
る
。
）
の
数

第
八
十
二
条
の

八
第
二
項

各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等

存
続
組
合
又
は
指
定
基
金

当
該
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
を
所
管
す
る
大
臣

大
蔵
大
臣

基
礎
年
金
の
給
付
に
要
す
る
費
用
及
び
各
被
用
者
年
金
保
険
者

存
続
組
合
又
は
指
定
基
金

並
び
に
翌
年
度
以
降
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
額
の
見
込
額
の

の

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
を
所
管
す
る
大
臣
と

大
蔵
大
臣
と

（
平
成
九
年
度
に
お
け
る
基
礎
年
金
交
付
金
）

第
八
十
五
条
　
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改

正
法
附
則
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
年
金
の
管
掌
者
た
る
政
府
が
交
付
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
国

民
年
金
法
施
行
規
則
第
八
十
二
条
の
四
か
ら
第
八
十
二
条
の
八
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
二
条
の
四

の
前
の
見
出
し

昭
和
六
十
年
改
正

法

平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
昭
和
六
十
年
改
正
法

第
八
十
二
条
の
四

経
過
措
置
政
令
第

五
十
八
条
第
三
項

第
一
号
ハ

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
八
十
五
号
。
以
下
「
平
成

九
年
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
経
過
措
置
政
令
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
ハ

九
月
三
十
日

九
月
三
十
日
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
に
あ
つ
て
は
、
平
成
九
年

三
月
三
十
一
日
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
八
十
二
条
の

六
に
お
い
て
同
じ
。
）

同
日

九
月
三
十
日

第
八
十
二
条
の
五

経
過
措
置
政
令
第

五
十
八
条
第
三
項

第
四
号
ロ

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
経
過
措
置
政
令
第
五
十
八
条
第
三
項
第
四
号
ロ

同
日

九
月
三
十
日

第
八
十
二
条
の
六

経
過
措
置
政
令
第

五
十
八
条
第
三
項

第
四
号
ハ

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
経
過
措
置
政
令
第
五
十
八
条
第
三
項
第
四
号
ハ

同
日

九
月
三
十
日

第
八
十
二
条
の
七

第
一
項

経
過
措
置
政
令

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
経
過
措
置
政
令

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
存
続
組
合
又
は
指
定
基
金
に
係
る
同

項
の
規
定
に
よ
る
基
礎
年
金
交
付
金
の
交
付
は
、
平
成
九
年
四
月
十

四
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
十
二
条
の
七

第
二
項

経
過
措
置
政
令

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
経
過
措
置
政
令

第
八
十
二
条
の
七

第
三
項

経
過
措
置
政
令

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
経
過
措
置
政
令

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
存
続
組
合
又
は
指
定
基
金
に
係
る
同

項
の
規
定
に
よ
る
基
礎
年
金
交
付
金
の
返
還
は
、
平
成
十
一
年
十
月

六
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
十
二
条
の
八

第
一
項

各
年
金
保
険
者
た

る
共
済
組
合
等

各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項

第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
存
続
組
合
及
び
指
定
基
金
に

あ
つ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

第
八
十
二
条
の
八

第
一
項
第
三
号

経
過
措
置
政
令

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
経
過
措
置
政
令

第
八
十
二
条
の
八

第
一
項
第
四
号

経
過
措
置
政
令

平
成
九
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
経
過
措
置
政
令

第
八
十
二
条
の
八

第
二
項

及
び
各
被
用
者
年

金
保
険
者
が
負
担

し
、
又
は
納
付
す

る
基
礎
年
金
拠
出

金
の
額
並
び
に

及
び

こ
れ
ら
の
額
の

そ
の
額
の

（
指
定
基
金
の
特
例
に
係
る
準
用
）

第
八
十
八
条
　
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
二
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
整
備
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
六
年
整
備
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の

厚
生
年
金
基
金
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
廃
止
前
厚
生
年
金
基

金
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の

二
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
六
条
の
二
の
規
定
並
び
に
平
成
二
十
六
年
整
備
省
令
第
四
十
七
条

の
規
定
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
（
次
項
に
お
い
て
「
障
害

等
年
金
給
付
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
整
備
省
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
廃
止
前
厚
生
年
金
基
金
規
則
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
二
条
の
三
の
五
ま
で
の
規

定
は
、
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
掛
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
掛
金
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
整
備
省
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
た
廃
止
前
厚
生
年
金
基
金
規
則
第
六
十
七
条
の
規
定
は
、
掛
金
及
び
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
五
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
五
号
の
二
か
ら
第
九
号
ま
で
を
除
く
。
）

及
び
第
二
項
（
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
十
条
第
一
項
（
第
一

号
の
二
、
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一

号
の
二
、
第
二
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
指
定
基
金
が
支
給
す
る
障
害
等
年

金
給
付
に
係
る
裁
定
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
機

104



構
」
と
あ
る
の
は
「
基
金
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
基
礎
年
金
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
加
入
員
番
号
」
と
、
「
被

保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
加
入
員
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
初
診
日
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
初
診
日
並
び
に
当

該
」
と
、
「
年
月
日
並
び
に
当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は

そ
の
発
し
た
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
年
月
日
」
と
、
同
条
第
二
項
第
五
号
中
「
別
表
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は

「
規
約
で
定
め
る
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
初
診
日
（
疾
病
又
は
負
傷
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
前
に
発
し
た

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
発
し
た
日
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
初
診
日
」
と
、
同
令
第
六

十
条
第
一
項
中
「
機
構
」
と
あ
る
の
は
「
基
金
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
基
礎
年
金
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
加
入

員
番
号
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
九
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
厚
生
省
令
第
九
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
三
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の
規
定

に
よ
り
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
申

請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き

者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な

す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
一
三
日
厚
生
省
令
第
一
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
一
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
二
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
昭
和
七
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
厚

生
年
金
保
険
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
所
（
以
下
単
に
「
適
用
事
業
所
」
と
い
う
。
）

に
使
用
さ
れ
る
も
の
（
政
府
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
当
該
適

用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
資
格
の
取
得
の
届

出
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
規
則
様
式
第
七
号
に
代
え

て
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
昭
和
七
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
適

用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
も
の
（
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
船
舶
に
使
用
さ
れ
る
被

保
険
者
（
次
項
に
お
い
て
「
船
員
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
当
該
適
用
事

業
所
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
資
格
の
取
得
の
届
出
は
、

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

５
　
昭
和
七
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
育

児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六

号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
を
し
、
か
つ
、
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
も
の
（
政
府
の
管
掌
す

る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
又
は
船
員
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
当
該
適
用
事
業
所
に
使
用

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
施
行
日
前
に
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
五

条
ノ
四
第
一
項
又
は
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
九
十
六
条
ノ
三
ノ
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
は
施
行
日
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規

則
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

別
記
様
式
第
一

〔
附
則
第
三
項
関
係
〕
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別記様式第一〔附則第三項関係〕 

  

  届書コード 処理区分   
厚 生 年 金 保 険 被 保 険 者 資 格 取 得 届 

  

2 2 3 
※ 

      

  
①※ 事 業 所 整 理 記 号 ②※ 事 業 所 番 号   
            

※ 
  

③※ 
 
 
 
被 保 険 者
整 理 番 号 

被保険者の氏名 

④ 
 
 
 
生 年 月 日 

⑤ 
 
 

種 別 
(性別) 

※ 
 
 

取 得
区 分 

⑥ 
 
 
 
基 礎 年 金 番 号 

⑦※ 
 
 

作成
原因 

  

資 格 取 得
年 月 日 

※ 

イ 
金銭(通貨)に
よるものの額 

※ 
 
 

標準報
酬月額 

※ 
 
 
被扶養
者 の
有 無 

※ 
 
 
健康保険
被保険者
証の不要 

※ 
 
 
強 制
付 番
指 定 

※ 
 
 
年 金
手帳の
不 要 

  

ア 

報
酬
月
額 

ウ 
現 物 に よ る
も の の 額 

エ 合 計 

  (フリガナ) 元号 
 
昭和 

年 月 日             令和 
年 月 日 イ        円 

健 千円           

ウ        円 
(氏名)             年 千円 

                                            エ        円 

オ修正有無 
修正なし 0 

・ 
修正あり 1 

⑨ 
被保険者
住 所 

(フリガナ) 
カ 備 考 

⑧郵便番号 

                  

※住所コード             

  

事 業 所 所 在 地 
 
 

事 業 所 名 称 
 

事 業 主 氏 名 
 

電 話 

  〒 
 
 
 
 
 
 

印   
(      局)            番 

  令和    年    月    日 提出   

社 会 保 険 労 務 士 の 提 出 代 行 者 印  

  
印 

  ◎事業主の押印については、署名(自筆)の場合は要しないものであること。本手続は電子申請による届出も可能であること。なお、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関する手続を
事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当該事業主の提出代行者であることを証明することができるものを本届書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることがで
きること。 

 

別
記
様
式
第
二

〔
附
則
第
四
項
関
係
〕
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別記様式第二〔附則第四項関係〕 

  

  届書コード 処理区分   

厚 生 年 金 保 険 (船 員) 被 保 険 者 資 格 取 得 届 

  

2 2 3 
※       

    

  ①※船員保険被保険者証の記号 ②※ 告 知 番 号   

        船員保険 

厚生年金保険 

③ 

 

 

 

船 員 保 険

被 保 険 者

証 の 番 号 

④ 

 

 

 

基 礎 年 金 番 号 被保険者の氏名 

⑤※ 

 

 

 

生 年 月 日 

※ 

 

 

 

種 別 

ア 

 

 

 

職 務 

※ 

 

 

取 得

区 分 

※ 

 

 

 

性 別 

  

資 格 取 得

年 月 日 

※ 

ウ 
金銭 (通貨 )によ

る も の の 額 

※ 

 

 

標 準 報

酬 月 額 

※ 

 

 

被保険者

証の作成 

※ 

 

 

強 制

付 番

指 定 

※ 

 

 

年 金

手帳の

不 要 

  

イ 

報
酬
月
額 

エ 
現 物 に よ る

も の の 額 

オ 合 計 

A C D     (フリガナ) 元

号 

 

昭

和 

年 月 日           令和 

年 月 日 
ウ         円 船 千円         

  
      エ         円                     (氏名)       年 千円 

                        オ         円 

⑥郵便番号 

              

⑦ 

被保険者

住 所 

 

(フリガナ) 

カ 備 考 

年金手帳
又は年金
番号証の
添付の有
無 

※住所コード 

            

    

有・無   

    

  

船 舶 所 有 者 の

氏 名 及 び 住 所 

 

 

 

 

電 話 

  〒 

(住所) 

 

(氏名) 

 

 

 

印   

(      局)            番 

  

令和    年    月    日 提出 

  

社 会 保 険 労 務 士 の 提 出 代 行 者 印   

  
印 

  ◎船舶所有者の押印については、署名(自筆)の場合は要しないものであること。本手続は電子申請による届出も可能であること。なお、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関する手

続を船舶所有者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当該船舶所有者の提出代行者であることを証明することができるものを本届書の提出と併せて送信することをもって、当該船舶所有者の電子署名

に代えることができること。 
 

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
新
厚
年
資
格
取
得
者
に
係
る
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職

員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
平
成
十
三
年
統
合
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
以
下
「
新
厚
年
資
格

取
得
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
新
厚
年
資
格
取
得
者
に
対
す
る
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十

一
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
初
め
て
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
既

に
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
」
と
、
「
同

条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
各
号
」
と
す
る
。

（
農
林
漁
業
団
体
等
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
三
条
　
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職

員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
移
行
農
林
共
済
年
金
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る

政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
四
号
。
以
下
「
平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
農
林
漁
業
団
体
等
（
平
成
十

三
年
統
合
法
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
農
林
漁
業
団
体
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
届
出
及
び
農
林
漁
業

団
体
等
に
勤
務
し
又
は
勤
務
し
て
い
た
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
（
第
四
種
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は

後
に
厚

生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
し
て
使
用
さ
れ
た
事
業
所
が
農
林
漁
業
団
体
等
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
が
行
う

届
出
に
つ
い
て
同
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
第
二
項

事
業
所
又
は
事
務
所

事
業
所
、
事
務
所
又
は
農
林
漁
業
団
体
等
（
厚
生
年
金
保

険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合

を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃

止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下

「
平
成
十
三
年
統
合
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
に
規
定

す
る
農
林
漁
業
団
体
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
一
条
第
三
項
、

第
二
条
第
二
項
、

第
二
十
二
条
第
二

項
及
び
第
二
十
五

条
の
二
第
二
項

被
保
険
者
が

被
保
険
者
（
農
林
漁
業
団
体
等
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者

を
除
く
。
）
が

第
三
条
第
一
項
及

び
第
二
項
、
第
五

条
の
二
第
一
項
第

七
号
、
第
二
項
第

七
号
及
び
第
四
項

第
七
号
、
第
六
条

、
第
六
条
の
二
、

第
十
六
条
、
第
十

七
条
、
第
十
七
条

の
二
並
び
に
第
二

十
一
条
第
三
項

事
業
主

農
林
漁
業
団
体
等
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第
五
条
の
二
第
一

項

申
出
書
を

申
出
書
を
存
続
組
合
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
二
十

五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
存
続
組
合
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
経
由
し
て

第
五
条
の
三
第
一

項

申
出
書
を

申
出
書
を
存
続
組
合
を
経
由
し
て

第
五
条
の
四

こ
れ
を

こ
れ
を
存
続
組
合
を
経
由
し
て

第
五
条
の
五

届
書
を

届
書
を
存
続
組
合
を
経
由
し
て

第
十
一
条
第
一
項

再
交
付
を

再
交
付
を
存
続
組
合
を
経
由
し
て

第
十
五
条
第
一
項

厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格

取
得
届
（
様
式
第
七
号
）
正
副

二
通
又
は
当
該
届
書
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ

ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

被
保
険
者
の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
種
別
及
び
基
礎

年
金
番
号
、
資
格
取
得
年
月
日
並
び
に
報
酬
月
額
を
存
続

組
合
に
報
告
し
、
存
続
組
合
は
当
該
報
告
を
受
け
た
事
項

を
記
載
し
た
届
書
正
副
二
通
又
は
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ

ス
ク

　

被
保
険
者
が

被
保
険
者
（
農
林
漁
業
団
体
等
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者

を
除
く
。
）
が

第
十
八
条
第
一
項

厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
報
酬

月
額
算
定
基
礎
届
（
様
式
第
八

号
）
正
副
二
通
又
は
当
該
届
書

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
磁
気
デ
ィ
ス
ク

被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び

に
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

を
存
続
組
合
に
報
告
し
、
存
続
組
合
は
当
該
報
告
を
受
け

た
事
項
を
記
載
し
た
届
書
正
副
二
通
又
は
記
録
し
た
磁
気

デ
ィ
ス
ク

　

被
保
険
者
が

被
保
険
者
（
農
林
漁
業
団
体
等
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者

を
除
く
。
）
が

第
十
九
条
第
一
項

厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
報
酬

月
額
変
更
届
（
様
式
第
九
号
）

正
副
二
通
又
は
当
該
届
書
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
磁

気
デ
ィ
ス
ク

被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号
、
従

前
の
標
準
報
酬
及
び
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

っ
て
算
定
し
た
額
並
び
に
標
準
報
酬
の
変
更
年
月
を
存
続

組
合
に
報
告
し
、
存
続
組
合
は
当
該
報
告
を
受
け
た
事
項

を
記
載
し
た
届
書
正
副
二
通
又
は
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ

ス
ク

　

被
保
険
者
が

被
保
険
者
（
農
林
漁
業
団
体
等
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者

を
除
く
。
）
が

第
二
十
一
条
第
一

項

事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）

農
林
漁
業
団
体
等

　

厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
氏
名

変
更
届
（
様
式
第
十
号
の
二
）

被
保
険
者
の
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
生
年
月
日
並

び
に
基
礎
年
金
番
号
を
存
続
組
合
に
報
告
し
、
存
続
組
合

は
当
該
報
告
を
受
け
た
事
項
を
記
載
し
た
届
書
又
は
記
録

し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク

第
二
十
一
条
の
二

第
一
項

事
業
主
（
船
舶
所
有
者
及
び
法

第
八
条
の
二
第
一
項
の
適
用
事

業
所
の
事
業
主
を
除
く
。
）

農
林
漁
業
団
体
等

　

記
載
し
た
届
書
又
は
記
録
し
た

磁
気
デ
ィ
ス
ク

存
続
組
合
に
報
告
し
、
存
続
組
合
は
当
該
報
告
を
受
け
た

事
項
を
記
載
し
た
届
書
又
は
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク

　

四
　
住
所
の
変
更
年
月
日

五
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在

地
並
び
に
事
業
主
の
氏
名
又
は

名
称

四
　
住
所
の
変
更
年
月
日

第
二
十
二
条
第
一

項

厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
届
（
様
式
第
十
一
号
）
正

副
二
通
又
は
当
該
届
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
磁
気

デ
ィ
ス
ク

被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び

に
資
格
喪
失
の
年
月
日
を
存
続
組
合
に
報
告
し
、
存
続
組

合
は
当
該
報
告
を
受
け
た
事
項
を
記
載
し
た
届
書
正
副
二

通
又
は
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク

第
二
十
二
条
の
二

及
び
第
二
十
二
条

の
三
第
一
項

事
業
主

農
林
漁
業
団
体
等

届
書
を

届
書
を
存
続
組
合
を
経
由
し
て

第
二
十
三
条
第
一

項

事
業
主
（
船
舶
所
有
者
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）

農
林
漁
業
団
体
等

第
二
十
五
条
の
二

第
一
項

申
出
書

申
出
書
又
は
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク

第
二
十
五
条
の
二

第
三
項

事
業
主

農
林
漁
業
団
体
等

こ
れ
を
社
会
保
険
事
務
所
長

等
に

こ
れ
を
存
続
組
合
に
報
告
し
、
当
該
報
告
を
受
け
た
存
続

組
合
は
社
会
保
険
事
務
所
長
等
に

第
二
十
五
条
の
三

事
業
主

存
続
組
合

第
二
十
六
条
の
二

事
業
主

農
林
漁
業
団
体
等

　

記
載
し
た
届
書

存
続
組
合
に
報
告
し
、
存
続
組
合
は
当
該
報
告
を
受
け
た

事
項
を
記
載
し
た
届
書
又
は
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク

第
二
十
七
条
及
び

第
二
十
八
条

事
業
主

農
林
漁
業
団
体
等
及
び
存
続
組
合

第
七
十
八
条
第
一

項

事
業
主
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

存
続
組
合
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
存
続
組
合
は
通
知
を
受
け
た
内
容
を
速
や
か
に

関
係
あ
る
農
林
漁
業
団
体
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
八
十
一
条
第
二

項

当
該
被
保
険
者
を
使
用
す
る
事

業
主

存
続
組
合
及
び
当
該
被
保
険
者
を
使
用
す
る
農
林
漁
業
団

体
等

（
遺
族
厚
生
年
金
の
裁
定
請
求
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
旧
農
林
共
済
組
合
員
期
間
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
旧
農
林
共
済

組
合
員
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
の
死
亡
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
条
の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
あ
つ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
あ
つ

た
者
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
旧
農
林
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者

を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
該
当
す
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る

と
き
又
は
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体

職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
移
行
農
林
共
済
年
金
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す

る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
」
と
す
る
。

（
新
厚
年
資
格
取
得
者
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
に
係
る
届
出
の
特
例
）

第
六
条
　
平
成
十
四
年
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
新
厚
年
資
格
取
得
者
の
被
扶
養
配
偶
者
（
国
民
年
金
法
（
昭
和
三

十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
扶
養
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
（
同
号
に
規
定
す
る
第
三
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
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て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第

六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
新
厚
年
資
格
取
得
者
が
旧
農
林
共
済
組
合
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る

旧
農
林
共
済
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
組
合
員
で
あ
る
間
に
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
の
被
扶
養
配
偶

者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
又
は
第
六

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
当
該
届
出
を
し
た
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
、
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
又
は
他
の
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
に
係
る

組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
（
同
令
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
に
係
る
組
合

員
又
は
加
入
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
を
取
得
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出

を
し
た
者
が
そ
の
間
継
続
し
て
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
る

と
き
に
限
る
。
）

二
　
新
厚
年
資
格
取
得
者
が
旧
農
林
共
済
組
合
の
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
国
民
年
金
法
施
行
規

則
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
当
該
届
出
を
し
た
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
、
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
又
は
他
の
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
の

組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
を
し
た
者
が
そ
の
間
継
続

し
て
当
該
新
厚
年
資
格
取
得
者
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）

２
　
平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置
政
令
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
農
林
漁
業
団
体
等
に
勤

務
す
る
者
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
取
得
し
た
と
き
（
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た

後
引
き
続
き
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
取
得
し
た
と
き
（
」

と
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第

七
号
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
算
定
の
特
例
の
申
出
）

第
九
条
　
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
国
民
年
金
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
八
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
と
さ
れ
た
記
号
番
号
を
含

む
。
以
下
単
に
「
基
礎
年
金
番
号
」
と
い
う
。
）

三
　
旧
農
林
共
済
組
合
員
期
間

（
年
金
証
書
の
交
付
）

第
十
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給
付
（
以
下
「
移

行
年
金
給
付
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
者
（
同
日
に
お
い
て
当
該
年
金
で
あ
る
給
付
の
受
給
権
者
と
な
る
に
至
っ

た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
の
種
類
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別
及
び
そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
年
金
の
支
給
開
始
年
月

（
新
厚
年
資
格
取
得
者
に
係
る
資
格
取
得
届
の
特
例
）

第
十
一
条
　
新
厚
年
資
格
取
得
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の

規
定
に
よ
る
資
格
の
取
得
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
農
林
漁
業
団
体
等
は
平
成

十
三
年
統
合
法
附
則
第
五
十
九
条
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
存
続
組

合
へ
の
報
告
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
新
規
厚
年
適
用
事
業
所
の
届
出
の
特
例
）

第
十
二
条
　
農
林
漁
業
団
体
等
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
同
条
中
「
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業

団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の

施
行
に
伴
う
移
行
農
林
共
済
年
金
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
四
号
）
第

三
十
二
条
第
一
項
に
定
め
る
日
ま
で
」
と
す
る
。

（
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
の
請
求
）

第
十
四
条
　
退
職
共
済
年
金
（
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番

号
」
と
い
う
。
）
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保

険
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
直
近
に
交
付
さ
れ
た
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る

被
保
険
者
番
号
（
次
項
第
二
号
並
び
に
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
雇
用
保
険
被
保
険

者
番
号
」
と
い
う
。
）

三
　
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
退
職
当
時
の
事
業
所
の
名
称
及
び
退
職
年
月
日

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
廃
止
前
農
林
共
済

法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
配
偶
者
又

は
子
を
い
う
。
以
下
附
則
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
附
則
第
五
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
べ
き
者
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と
請
求
者
と
の
続
柄

四
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金

番
号

四
の
三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
二
十
歳
未
満
で
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
障
害
等
級
（
以
下
単
に
「
障
害
等
級
」
と
い
う
。
）
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る

子
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

六
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
四

十
五
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は
障
害
共
済

年
金
（
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
施
行
令
（
厚
生
年
金
保
険
制
度
及

び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す

る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
三
号
。
以
下

「
平
成
十
四
年
統
合
法
整
備
政
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
よ
る
廃
止
前
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
施

行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
五
条
に
掲
げ
る
年
金
で
あ
る
給

付
（
以
下
「
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
当
該
年
金
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記

号
番
号
若
し
く
は
番
号

七
　
請
求
者
が
、
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
遺
族
共
済
年
金
（
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
障
害
年

金
（
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
遺
族
年
金
（
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く

は
通
算
遺
族
年
金
（
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
他
の
法
律
に
基
づ
く
共
済
組
合
が
支
給
す
る
年

金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
（
被
用
者
年
金

制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六

十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
退
職
を
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給
付
事
由
と
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
を
除
く
。
）
、
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
（
老
齢
を

給
付
事
由
と
す
る
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
を
除
く
。
）
又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
老
齢
を

給
付
事
由
と
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
を
除
く
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
給
付
の
名
称
、
そ

の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

八
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
（
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
　
払
渡
希
望

金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座
番
号

ロ
　
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十

四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営

業
所
で
あ
っ
て
郵
便
貯
金
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
郵

便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
を
希
望
す
る
者
（
預
金
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
を
除
く

。
）
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
　
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

る
預
貯
金
口
座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の
口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

九
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
共
済
年
金
の
裁
定
を
請
求
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
支
給
開
始
を
希
望
す
る
年
齢

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長

と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二

年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
条
に
規

定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
そ
の
他
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
雇
用

保
険
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
由
書
）

二
の
二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
他
の
法
律
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員

共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
っ
た
期
間
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
っ
た
期
間
と

み
な
さ
れ
た
期
間
に
係
る
も
の
及
び
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
で
あ
っ
た
期
間
に
算

入
さ
れ
る
期
間
を
含
み
、
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
八
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、

当
該
共
済
組
合
（
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
存
続
組
合
及
び
同
法
附
則
第
四
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
基
金
を
含
む
。
）
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
国
民
年
金
法
施

行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
当
該
期
間
を
確
認
し
た
書
類

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明

書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
加
給
年
金

額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に

限
る
。
）

ロ
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
と
請
求
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長

の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
及
び
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
の
二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号

を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の

診
断
書
（
そ
の
障
害
が
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
。
以
下
「
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診

断
書
」
と
い
う
。
）

六
　
前
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
写
し

七
　
前
項
第
八
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

八
　
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
の
三
第

一
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
の
支

給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
類

３
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
の
適
用
を

請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附

則
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
書
類
等
の

う
ち
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条

第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
に
係
る
裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
同

法
附
則
第
七
条
又
は
附
則
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
に
係
る
裁
定
の
請

求
を
既
に
行
っ
た
も
の
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
七
条
又
は
附
則
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済

年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
並
び

に
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
旨

三
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
二
十
歳
未
満
で
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障

害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
に
係
る
裁
定
を
請
求
す
る
旨

五
　
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
の
三
第

一
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項

の
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

５
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
六
十
六
歳
に
達
す

る
前
に
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚

生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
請
求
者
と
そ
の
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

ロ
　
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
前
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

６
　
第
四
項
の
請
求
に
係
る
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
請
求
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
七
条
又
は

附
則
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
払
渡
し
を
希
望
し
た
機
関
に
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お
い
て
払
渡
し
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
退
職
共
済
年
金
の
払
渡
し
を
希
望
す
る
機
関
を
変
更
す
る
届
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
加
算
事
由
該
当
の
届
出
）

第
十
五
条
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
が

計
算
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
退
職
共
済
年
金
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
が
加
算

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
並
び
に
そ

の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

三
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
（
第
五
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
者
の
個
人
番
号

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
二
十
歳
未
満
で
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障
害
の

状
態
に
あ
る
子
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
当
該
年

金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の

年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
退
職
共
済
年
金
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
算
定
さ
れ
て
い
る
場
合

を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
（
同
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
が
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
前
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
加
給
年

金
額
の
対
象
者
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
附
則
第
五
十
二
条
の
届
書
を

提
出
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３
　
前
二
項
の
届
書
に
は
、
前
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

（
退
職
共
済
年
金
に
関
す
る
胎
児
出
生
の
届
出
）

第
十
六
条
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
胎
児
が
出
生

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
そ
の
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
子
の
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働

大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

一
の
二
　
そ
の
子
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

二
　
そ
の
子
が
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診

断
書

（
加
給
年
金
額
対
象
者
の
障
害
状
態
該
当
の
届
出
）

第
十
六
条
の
二
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た

と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名

五
　
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
対
象
者
の
不
該
当
の
届
出
）

第
十
七
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
退
職
共
済
年
金

の
受
給
権
者
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
同
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で

及
び
第
九
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
加
給
年
金
額
の
非
対
象
者
に
該
当
す
る
」
と

い
う
。
）
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
加
給
年
金
額
の
非
対
象
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
加
給
年
金
額
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ

の
者
と
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
と
の
続
柄

四
　
加
給
年
金
額
の
非
対
象
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

（
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
）

第
十
八
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
退
職
共
済
年
金

の
受
給
権
者
（
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
退
職

共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
で
あ
っ
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。

第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
又
は
配
偶
者
が
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
に
限

る
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
配
偶
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

四
　
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く

は
番
号

五
　
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支

給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
全
額

に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金

コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
退
職
共
済
年
金
の
受
給

権
者
は
、
他
の
法
律
に
基
づ
く
共
済
組
合
が
支
給
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
そ
れ
ぞ
れ
退
職
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の
に

限
る
。
）
又
は
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
（
老
齢
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

う
ち
同
項
に
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
も
の
（
第
三
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
加
給
年

金
額
が
加
算
さ
れ
た
年
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
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三
　
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
加
算
が
開
始
さ
れ
た
年
月
日
及

び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

３
　
前
項
の
届
書
に
は
、
加
給
年
金
額
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
給
付
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
加
算
が
開

始
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
十
九
条
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
は
、
当
該
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
で
あ
っ
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
配
偶
者
が

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
同
項
に
規
定
す
る
年
金
（
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
配
偶
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

四
　
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
と
き
は
、
そ
の
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
っ
て
い
た
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は

番
号

五
　
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支

給
を
停
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
っ
て
い
た
者
の
名
称
、
そ
の
全
額

に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド

又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
加
給
年
金
額
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ

た
年
金
に
つ
い
て
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は

番
号

３
　
前
二
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
配
偶
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

二
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

又
は
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給

す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

（
退
職
共
済
年
金
の
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
二
十
一
条
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
廃
止
前
昭
和

六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
退
職
共
済
年
金
に
つ
い

て
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
た
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄

並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
二
十
歳
未
満
で
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障
害
の

状
態
に
あ
る
子
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

六
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
配
偶
者
が
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
は
、
当
該
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
当
該
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番

号
並
び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支

給
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
退
職
共
済
年
金
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
っ

て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

３
　
第
一
項
の
届
出
は
、
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
、

当
該
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
そ
の
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
施

行
規
則
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
届
出
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の

届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
令
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す

る
。

（
雇
用
保
険
法
に
よ
る
基
本
手
当
等
と
の
調
整
に
関
す
る
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
）

第
二
十
二
条
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記

載
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年

金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に

関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
経
過
措
置
政

令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
っ
て
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
こ
の
項
若
し
く
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
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三
　
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
の
申
込
み
を
行

っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
請
求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て
い

な
い
者
に
限
る
。
）
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
十
六
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
退
職
共
済
年
金
の
全
額
に

つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
第
一
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を

記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号

４
　
前
項
の
届
書
に
は
、
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
者
特
例
の
請
求
）

第
二
十
三
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
の
適
用
を
請
求
す
る
廃
止
前
農
林
共
済

法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
算

定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
障
害
の
原
因
で
あ
る
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
、
疾
病
又
は
負
傷
が
発
生
し
た
年
月
日
及
び
疾
病
又
は
負
傷

に
つ
き
初
め
て
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
療
を
受
け
た
年
月
日
（
以
下
「
初
診
日
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該

疾
病
又
は
負
傷
が
治
っ
て
い
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
治
っ
た
年
月
日

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と

請
求
者
と
の
続
柄

四
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
（
第
六
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
者
の
個
人
番
号

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
二
十
歳
未
満
で
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障
害
の

状
態
に
あ
る
子
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

六
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
配
偶
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
当
該
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た

年
月
日
及
び
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
配
偶

者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

七
　
請
求
者
が
、
障
害
共
済
年
金
、
障
害
年
金
、
他
の
法
律
に
基
づ
く
共
済
組
合
が
支
給
す
る
障
害
を
給
付
事
由

と
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ

る
障
害
を
給
付
事
由
と
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
、
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
を
給
付
事
由
と
す
る
年
金
で

あ
る
保
険
給
付
又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
を
給
付
事
由
と
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
は
、
当
該
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
っ
た
年
月
日
及
び
当
該
年
金
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く

は
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

二
　
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
初
診
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
当
該
書
類

を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
初
診
日
を
証
す
る
の
に
参
考
と
な
る
書
類
）

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
戸
籍
抄
本
又
は
そ
の
者
と
請
求
者
と
の

続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
及
び
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
な
る
べ
き
者
が
二
十
歳
未
満
で
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障
害
の

状
態
に
あ
る
子
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
子
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

五
　
前
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
写
し

（
障
害
者
特
例
不
該
当
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
の
適
用
を
受
け
て
い
る
同
法
附
則
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
同
法
附
則
第
九
条
第
四
項
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
九
条
第
四
項
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日

（
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
国
会
議
員
等
と
な
っ
た
と
き
の
届
出
等
）

第
二
十
四
条
の
二
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
三
か

ら
第
三
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
障
害
共
済
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
）

第
二
十
五
条
　
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
障
害
共
済
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は
負
傷
の
傷
病
名
及
び
障
害
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
と
な
っ
た
年
月
日

四
　
請
求
者
が
、
他
の
法
律
に
基
づ
く
共
済
組
合
が
支
給
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
、
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
で

あ
る
保
険
給
付
又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
年
金
の

名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
年
金

証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

四
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
い
う
。
以

下
本
条
、
附
則
第
二
十
六
条
及
び
附
則
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏

名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
そ
の
者
が
請
求
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

る
旨

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
（
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
年
金
の
名

称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
当
該
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び

そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
請
求
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書
（
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
請
求
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市

町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
当
該
請
求
書
を
提
出
す
る
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）

３
　
第
一
項
の
請
求
は
、
障
害
共
済
年
金
（
障
害
等
級
の
二
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
場
合

に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
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権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
前
項
の
規
定
に

よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
年
金

額
改
定
請
求
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
請
求

書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
の
請
求
は
、
障
害
共
済
年
金
（
障
害
等
級
の
三
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
場
合

に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給

権
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
裁
定
請
求
に
併
せ

て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書

類
等
の
う
ち
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
裁
定
請
求
書
に
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
第
一
項
の
請
求
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
障
害
共
済
年
金
に
関
す
る
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
二
　
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
配
偶
者
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日

か
ら
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
配
偶
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
の
二
　
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

五
　
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
配
偶
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の

抄
本

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
届
書
に
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
配
偶
者
の
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
配
偶
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
に
関
す
る
届
出
）

第
二
十
六
条
　
附
則
第
十
七
条
か
ら
附
則
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
て
い
る
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
障
害
共
済
年
金
の
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
二
十
七
条
　
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
第
四
号
中
「
引
き
続
き
生
計
」
と
あ
る
の
は
「
生
計
」
と
、
同
項
第
五

号
中
「
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ

っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
「
が
あ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
に
あ
っ
て
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
障
害
不
該
当
の
届
出
等
）

第
二
十
八
条
　
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の

状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日

２
　
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
の
届

出
を
行
っ
た
と
き
は
前
項
の
届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
八
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
程

度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
十
条
に
規
定
す
る
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
障
害
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
し
た
年
月
日

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
（
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
年
金
の
名

称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
当
該
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び

そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
第
一
項
の
届
出
は
、
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ

く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
の
届
出

に
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項

及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
同
条
第
一

項
の
届
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
届
書
に
記

載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
遺
族
共
済
年
金
に
関
す
る
胎
児
出
生
の
届
出
）

第
二
十
九
条
　
附
則
第
十
六
条
の
規
定
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
胎
児
が
出
生
し

た
場
合
に
お
け
る
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
障
害
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
の
停
止
の
解
除
の
請
求
）

第
三
十
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
遺
族
共
済
年
金
の
停
止
の
解
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
の
障
害
の
状
態
及
び
当
該
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
停
止
事
由
該
当
の
届
出
）

第
三
十
条
の
二
　
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
六
十
歳
未
満
の
夫
、
父
母
又
は
祖
父
母
は
、
障
害
等
級
の
一

級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日
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（
遺
族
共
済
年
金
の
転
給
等
の
請
求
）

第
三
十
一
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
在
不
明
で
あ
る
者
の
遺
族
共
済
年
金
の
支

給
の
停
止
を
申
請
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
同
順
位
者
又
は
次
順
位
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
組
合
員
（
旧
農
林
共
済
組
合

の
組
合
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
と
の
続
柄

二
　
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

三
　
所
在
不
明
で
あ
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

四
　
削
除

五
　
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

六
　
請
求
者
が
、
他
の
法
律
に
基
づ
く
共
済
組
合
が
支
給
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
、
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
で

あ
る
保
険
給
付
又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
年
金
の

名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
年
金

証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

七
　
請
求
者
以
外
に
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
配
偶
者
又
は
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び

生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と
組
合
員
又
組
合
員
で
あ
っ
た
者
と
の
続
柄

八
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び

所
在
地

ハ
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の

口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
所
在
不
明
で
あ
る
者
の
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
そ
の
他
の
そ
の
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

三
　
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
遺
族
の
順
位
を
証
す
る
に
足
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
謄
本
若

し
く
は
除
籍
の
謄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
（
以
下
「
法
定
相
続

情
報
一
覧
図
の
写
し
」
と
い
う
。
）

三
の
二
　
請
求
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
（
厚

生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

四
　
削
除

五
　
削
除

六
　
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
写
し

六
の
二
　
前
条
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
っ

た
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一

覧
図

七
　
前
項
第
八
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
請
求
）

第
三
十
一
条
の
二
　
前
条
の
規
定
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
支
給
を
停
止
さ
れ

て
い
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
条
第
一
項
第
三
号
中
「
所
在
不
明
で
あ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
中
「
廃
止
前
農
林

共
済
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
提

出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働

大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）
」
と
、
前
条
第
二
項
第
二
号
中
「
所
在
不
明
で
あ
る
者
」
と
あ
る
の
は

「
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
妻
に
対
す
る
加
算
に
関
す
る
届
出
）

第
三
十
二
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
た
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権

者
で
あ
る
妻
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基
づ
く
共
済
組
合
が
支
給

す
る
年
金
で
あ
る
給
付
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
又
は
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
で
あ
っ
て
廃
止
前
農
林
共
済
法

第
四
十
八
条
に
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
加
算
す
る
額
が
加
算
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
妻
に
対
す

る
加
算
が
さ
れ
た
年
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
妻
に
対
す
る
加
算
が
さ
れ
た
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若

し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
妻
に
対
す
る
加
算
が
さ
れ
た
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年

金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
三
十
三
条
　
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
第
五
号
中
「
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
障
害
等
級
の

一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、

「
が
あ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
に
あ
っ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
障
害
に
よ
る
退
職
年
金
の
停
止
の
解
除
の
請
求
）

第
三
十
四
条
　
附
則
第
三
十
条
の
規
定
は
、
旧
制
度
農
林
共
済
法
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
旧
制
度
農

林
共
済
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
三
十
六
条
第
三
項
又
は
同
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
（
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
給
の
停

止
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
減
額
退
職
年
金
の
裁
定
の
請
求
）

第
三
十
五
条
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
三

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
減
額
退
職
年
金
（
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
裁
定
の
請
求
を
し

よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
退
職
年
金
等
の
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
三
十
六
条
　
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
又
は
通
算
退
職
年
金

（
移
行
年
金
給
付
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
退
職
年
金
等
の
受
給
権
者
が
国
会
議
員
等
と
な
っ
た
と
き
の
届
出
等
）

第
三
十
七
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
三
か
ら
第

三
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
又
は
通
算
退
職
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
障
害
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
）

第
三
十
八
条
　
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第

三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
年
金
の
額
の
改
定
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
障
害
不
該
当
の
届
出
等
）

第
三
十
九
条
　
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
旧
制
度
農
林
共
済
法
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
程
度
の
障

害
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
障
害
年
金
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
附
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
、
旧
制
度
農
林
共
済

法
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
障
害
年
金
の
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
四
十
条
　
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
障
害
年
金
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
第
五
号
中
「
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
障
害
等
級
の

一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、

「
が
あ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
に
あ
っ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
遺
族
年
金
の
加
算
に
関
す
る
届
出
）

第
四
十
一
条
　
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
が
行
わ
れ
て
い
な
い
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
廃
止
前
昭
和
六
十
一
年
農
林
共
済

改
正
令
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

平
成
十
四
年
統
合
法
整
備
政
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
廃
止
前
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
六
十
七
号
）
を
い
う
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
附
則
第
四
十
七
条
第
二
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
明
ら
か

に
す
る
書
類
を
添
え
て
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
廃
止
前
昭
和
六
十
一
年
農
林
共
済
改
正
令
附
則
第
四
十
七
条
第
二
項
に
定
め
る
場
合
に
係
る
年
金
の
名
称
、

そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
同
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
年
金
証

書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算

さ
れ
た
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
廃
止
前
昭
和
六
十
一
年
農
林
共
済
改
正
令
附
則
第
四
十
七
条
第
三
項
に
定
め

る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
金
の
名
称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
そ
の
支
給
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
当
該
年
金
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金

コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

（
遺
族
年
金
の
転
給
の
請
求
）

第
四
十
二
条
　
附
則
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金

の
転
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
請
求
）

第
四
十
二
条
の
二
　
附
則
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
支

給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
所
在
不
明
で
あ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
旧
制
度
農
林

共
済
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
、
附
則
第
三
十
一
条

第
二
項
第
一
号
中
「
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明

書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構

保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）
」
と
、
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
二

号
中
「
所
在
不
明
で
あ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
遺

族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
遺
族
年
金
の
支
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
四
十
三
条
　
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
算
定
さ
れ
た
遺
族
年
金

の
受
給
権
者
は
、
同
一
の
事
由
に
よ
り
他
の
公
的
年
金
制
度
か
ら
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
に
相
当
す
る
年
金
又
は
旧
制
度
農
林
共
済
法
に
よ
る
通
算
遺
族
年
金
に
相
当
す
る
年

金
の
支
給
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
旧
農
林
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
他
の
公
的
年
金
制
度
の
名
称
、
当
該
制
度
か
ら
受
け
て
い
た
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
に
相
当
す
る
年
金
又
は
同
法
に
よ
る
通
算
遺
族
年
金
に
相
当
す
る
年
金
の
名
称
及

び
当
該
年
金
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

五
　
前
号
に
掲
げ
る
年
金
の
支
給
を
受
け
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
届
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
な
く
な
っ
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

（
遺
族
年
金
の
加
算
額
対
象
者
の
不
該
当
の
届
出
）

第
四
十
四
条
　
附
則
第
十
七
条
の
規
定
は
、
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
額
の
改
定
が
行
わ
れ
る
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
障
害
に
よ
る
遺
族
年
金
の
停
止
の
解
除
）

第
四
十
五
条
　
附
則
第
三
十
条
の
規
定
は
、
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
又
は
同
法
附
則
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
六
十
歳
又
は
同
法
附
則
第
十
一
条

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
す
る
前
に
遺
族
年
金
の
支
給
の
停
止

の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
通
算
遺
族
年
金
の
転
給
の
請
求
）

第
四
十
六
条
　
附
則
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保

険
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
六
条
、
第
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
算
遺
族
年

金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
転
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
請
求
）

第
四
十
六
条
の
二
　
附
則
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
七
条
第
二
項
又
は
第
六
十
八
条
第
二
項
に
よ
り
通
算
遺
族
年
金
の
支
給
の
停
止

の
解
除
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第

三
号
中
「
所
在
不
明
で
あ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
通
算
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
、
同
条
第

二
項
第
一
号
中
「
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
請
求
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書

又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
請
求
者
に
係
る
機
構
保

存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）
」
と
、
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
二
号
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中
「
所
在
不
明
で
あ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
通
算
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
遺
族
年
金
等
の
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
四
十
七
条
　
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
年
金
又
は
通
算
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
年
金
受
給
権
の
消
滅
の
届
出
）

第
四
十
八
条
　
受
給
権
者
（
移
行
年
金
給
付
の
受
給
権
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
権
利
を
喪
失
し
た
と
き

（
死
亡
の
場
合
を
除
く
。
）
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
受
給
権
が
消
滅
し
た
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
受
給
権
が
消
滅
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
受
給
権
が
消
滅
し
た
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
年
金
証

書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
届
出
を
行

っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
死
亡
の
届
出
）

第
四
十
八
条
の
二
　
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定

に
よ
る
死
亡
の
届
出
義
務
者
は
、
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
者
と
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

三
　
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
受
給
権
者
の
死
亡
の
年
月
日

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
（
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事

由
書
）

二
　
受
給
権
者
の
死
亡
を
証
す
る
書
類

３
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
、
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権

者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
又
は

遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受

給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
（
同
令
第
三
十

八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
第
一

項
の
届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
支
払
未
済
の
給
付
の
請
求
）

第
四
十
九
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
八
条
又
は
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
払
未
済
の
給
付
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
請
求
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二
の
二
　
受
給
権
者
の
死
亡
年
月
日
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該

受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

三
　
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
請
求
者
以
外
に
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
八
条
又
は
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
該
当
す

る
遺
族
又
は
当
該
死
亡
し
た
者
の
相
続
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

五
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び

所
在
地

ハ
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の

口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
死
亡
し
た
受
給
権
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
給

付
で
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
十
九
条
の
二
又
は
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し

て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
請
求
書
並
び
に
当
該
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
給
付
の
請
求
書
及
び
こ
れ

に
添
え
る
べ
き
書
類
等
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
請
求
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
、
戸
籍
の

謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
請
求
者
が
、
死
亡
し
た
受
給
権
者
の
遺
族
で
あ
る
と
き
は
遺
族
の
順
位
を
証
す
る
書
類
、
死
亡
し
た
受
給
権

者
の
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
死
亡
し
た
受
給
権
者
の
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
厚
生
年
金
保
険
法
第
九
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
は
、
年
金
証
書
（
年
金
証
書
を
添
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
書
）

四
　
第
一
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機

関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
併
給
の
調
整
に
よ
る
支
給
停
止
の
解
除
の
申
請
等
）

第
五
十
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
で
あ
る
給
付
の
停
止
の
解
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
停
止
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
受
給
権
者
が
受
け
る
権
利
を
有
す
る
年
金
（
前
号
に
掲
げ
る
年
金
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
配
偶
者
又
は
子
を
い
う
。
以
下
本
条
、
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
二
条
の

四
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
並

び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
（
障
害
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
解

除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て

い
る
旨
）

四
の
二
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
次
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
個
人
番
号

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
（
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
年
金
の
名

称
、
そ
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
当
該
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
及
び

そ
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
並
び
に
そ
の
者
の
個

人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）
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二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
項
第
三
号
の
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書

類
の
写
し

四
　
前
項
第
三
号
の
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

六
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
障
害
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

に
あ
っ
て
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類
）

七
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
っ

て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

八
　
障
害
共
済
年
金
又
は
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

九
　
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
と
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
の
申
請
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
廃
止
前

農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
で
あ
る
給
付
の
停
止
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

及
び
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二

十
三
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
の
申
請
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
第
一
項
の
申
請
は
、
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
二
項
（
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
の
解
除
の
申
請

と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
国
民
年
金
法
第
二
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
支
給
停
止
の
解
除
の
申
請
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
五
十
一
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
共
済
年
金
の
一
部
の
支
給
の
停

止
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
、
そ
の
者

と
受
給
権
者
と
の
続
柄
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

四
　
受
給
権
者
が
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
共
済
年
金
又
は
他
の
法
律
に
基
づ
く
共
済
組
合
が
支
給
す
る
年
金

で
あ
る
給
付
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
で
遺
族
共
済
年
金
に
相
当
す
る
も
の
若
し
く
は
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
（
そ
れ
ぞ
れ

廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
年
金
証
書

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
っ

て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
以
外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書

六
　
前
項
第
四
号
の
年
金
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書

類
の
写
し

３
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
共
済
年
金
の
一
部
の
支
給
の
停
止
の
解
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
遺
族
共
済
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
削
除

四
　
受
給
権
者
が
受
け
る
権
利
を
有
す
る
退
職
共
済
年
金
又
は
他
の
法
律
に
基
づ
く
共
済
組
合
が
支
給
す
る
年
金

で
あ
る
給
付
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
で
退
職
共
済
年
金
に
相
当
す
る
も
の
若
し
く
は
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

五
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
前
号
の
年
金
の
一
部
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
た
旨

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
受
給
権
者
の
確
認
等
）

第
五
十
一
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
月
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
移
行
年
金
給
付

の
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認

め
る
場
合
は
、
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
に
係
る
個
人
番
号
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
受
給
権

者
の
生
存
の
事
実
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
必
要
と
認
め

る
と
き
に
は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
期
限
ま
で
に
、
当
該
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
受
給
権
者
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
の
適
用

を
受
け
て
い
る
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
、
障
害
共
済
年
金

の
受
給
権
者
若
し
く
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
遺
族
共
済
年
金
の
停

止
の
解
除
を
受
け
て
い
る
者
又
は
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
の
停
止
の

解
除
を
受
け
て
い
る
者
、
障
害
年
金
の
受
給
権
者
、
旧
制
度
農
林
共
済
法
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
程
度
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
た
め
遺
族
年
金
を
受
け
る
子
若
し
く
は
孫
、
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
遺
族
年
金
の
停
止
の
解
除
を
受
け
て
い
る
者
若
し
く
は
旧
制
度
農
林
共
済
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
五

十
九
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
通
算
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
そ

の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ

っ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
年
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い

う
。
）
ま
で
に
、
指
定
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
又
は
旧
制
度
農
林
共
済
法
に
よ
る
年
金
の
全
額
に
つ
き

支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
受
給
権
者
等
に
係
る
届
出
等
）

第
五
十
一
条
の
三
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
受
給
権
者
に
係
る
機
構

保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
、
か
つ
、
自
ら
署
名
し
た
届
書
（
自
ら
署
名
す
る
こ
と
が
困
難
な
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
受

給
権
者
の
代
理
人
が
署
名
し
た
届
書
）
を
毎
年
指
定
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
届
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
毎
年
、
指
定
日
ま
で
に
、

当
該
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
書
の
提
出
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
に

は
、
当
該
受
給
権
者
に
対
し
、
当
該
受
給
権
者
の
生
存
の
事
実
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
受
給
権
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
期
限
ま
で
に
、
当
該
書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
受
給
権
者
等
の
届
出
）

第
五
十
二
条
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
受
給
権
者
（
退
職
共
済
年
金
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
算
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第

十
二
条
の
三
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
す
る

も
の
を
含
む
。
）
並
び
に
遺
族
共
済
年
金
、
遺
族
年
金
及
び
通
算
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
（
同
順
位
者
が
二
人
以

上
あ
る
者
に
限
る
。
）
は
、
毎
年
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
給
付
の
決
定
が
行
わ
れ

た
日
以
後
一
年
以
内
に
指
定
日
が
到
来
す
る
年
を
除
く
。
）
指
定
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、

自
ら
署
名
し
た
届
書
（
自
ら
署
名
す
る
こ
と
が
困
難
な
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
代
理
人
が
署

名
し
た
届
書
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
廃
止
前
農
林
共
済
法
又
は
旧
制
度

農
林
共
済
法
に
よ
る
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ

っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
（
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象

者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
）

四
　
退
職
共
済
年
金
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
算
定
さ
れ
て
い
る
場

合
を
除
く
。
）
の
受
給
権
者
（
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に

限
る
。
）
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態

に
あ
る
子
で
あ
っ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
退
職
共
済
年
金
又
は
障
害
共
済
年
金
が
裁
定
さ
れ
、
そ
の
額
が
改
定
さ
れ
、
又
は
そ
の
支

給
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
日
以
降
一
年
以
内
に
指
定
日
が
到
来
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

（
支
払
の
一
時
差
止
め
）

第
五
十
二
条
の
二
　
移
行
年
金
給
付
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
支
払
の

一
時
差
止
め
を
す
る
場
合
は
、
受
給
権
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
附
則
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は

第
五
項
に
規
定
す
る
書
類
、
附
則
第
五
十
一
条
の
三
の
書
類
等
若
し
く
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
若
し
く

は
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
又
は
附
則
第
二
十
四
条
の
二
若
し
く
は
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る

も
の
と
さ
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
届
書
若
し
く
は
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書

類
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出
し
な
い
と
き
と
す
る
。

（
支
給
停
止
の
申
出
）

第
五
十
二
条
の
三
　
平
成
十
六
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
三

十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
行
年
金
給
付
の
支
給
停
止
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
支
給
停
止
の
申
出
を
す
る
移
行
年
金
給
付
の
名
称
及
び
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
移
行
年
金
給
付
の
支
給
停
止
の
申
出
を
す
る
旨

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
）

第
五
十
二
条
の
四
　
平
成
十
六
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
三

十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
移
行
年
金
給
付
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
す
る
移
行
年
金
給
付
の
名
称
及
び
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
移
行
年
金
給
付
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
す
る
旨

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
そ
の
者
と
受
給
権
者
と
の
続
柄

並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
（
障
害
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の

申
出
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
る
旨
）

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人

確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

三
　
前
号
の
障
害
が
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
受
給
権
者
と
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明

書
又
は
戸
籍
の
抄
本

ロ
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類
（
障
害
共
済
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
加
給

年
金
額
の
対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
）

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
障
害
等
級
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子

で
あ
っ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

３
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
五
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
受
給
権
者
の
異
動
の
届
出
等
）

第
五
十
三
条
　
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
は
、
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
住
所
、

氏
名
、
変
更
前
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
を
記

載
し
た
届
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
証
書

二
　
氏
名
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

２
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
、
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権

者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
又
は

遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受

給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
（
同
令
第
三
十
八
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条
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
前
項
の

届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
受
給
権
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
生

年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
、
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権

者
が
同
時
に
当
該
障
害
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
又
は

遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
同
時
に
当
該
遺
族
共
済
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
遺
族
基
礎
年
金
の
受

給
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
給
権
者
が
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
一
項
（
同
令
第
三
十
八

条
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
前
項
の

届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
受
給
権
者
は
、
払
渡
希
望
金
融
機
関
又
は
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
預
金
口
座
の
名
義
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
イ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
口
座
の
口
座

番
号

ロ
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
ロ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び

所
在
地

ハ
　
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
ハ
に
規
定
す
る
者
　
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
名
称
及
び
公
金
受
取
口
座
の

口
座
番
号
並
び
に
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
旨

６
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
に
つ
い
て

の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
受
給
権
者
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
変
更
前
及
び

変
更
後
の
個
人
番
号
並
び
に
個
人
番
号
の
変
更
年
月
日
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
保
険
給
付
に
関
す
る
通
知
等
）

第
五
十
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
移
行
年
金
給
付
に
関
す
る
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
文
書
で
そ
の

内
容
を
請
求
者
又
は
受
給
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
通
知
が
退
職
共
済
年
金
、
退
職
年
金
又
は
減
額
退
職
年
金
の
裁
定
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚
生

労
働
大
臣
は
、
併
せ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
の
種
類
及
び
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

二
　
受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

三
　
受
給
権
を
取
得
し
た
年
月

（
証
書
再
交
付
の
申
請
）

第
五
十
五
条
　
受
給
権
者
は
、
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
著
し
く
損
傷
し
た
と
き
又
は
移

行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
の
再
交
付

を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
受
給
権
者
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
再
交
付
の
申
請
書

を
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
（
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
変
更
前
及
び
変

更
後
の
氏
名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

３
　
前
項
の
申
請
書
（
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
を
亡
失
し
た
こ
と
に
よ
る
第
一
項
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
は
、
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
受
給
権
者
は
、
第
一
項
の
申
請
（
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
を
亡
失
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を

し
た
後
、
亡
失
し
た
移
行
年
金
給
付
の
年
金
証
書
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勧
奨
退
職
者
の
範
囲
）

第
五
十
六
条
　
廃
止
前
農
林
共
済
法
施
行
令
第
二
十
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
退

職
に
つ
い
て
勧
奨
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
農
林
漁
業
団
体
の
職
員
で
あ
っ
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
者

の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨
を
受
け
て
退
職
し
た
こ
と
に
つ
き
認
定
し
た
も
の
と
す
る
。

（
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
損
害
等
の
届
出
）

第
五
十
七
条
　
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
給
付
事
由
に
基
づ
く
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
　
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三
　
第
三
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
及
び
所
在
地

四
　
第
三
者
の
行
為
の
あ
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
行
為
の
概
要

五
　
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
見
積
額
並
び
に
第
三
者
か
ら
損
害
賠
償
と
し
て
受
け
た
賠
償
金
、

見
舞
金
等
の
額
及
び
受
領
年
月
日

（
準
用
）

第
五
十
九
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
三
条
、
第
八
十
七
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び

第
八
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
附
則
第
十
四
条
か
ら
附
則
第
五
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
、
届
書
、
申

請
書
そ
の
他
の
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
移
行
年
金
給
付
に
係
る
充
当
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
六
十
条
　
移
行
年
金
給
付
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置
政
令
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
」
と
、
「
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付

（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る

も
の
と
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給

権
者
が
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金
又
は
遺
族
共
済
年
金
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
遺
族
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
者
が
」
と
、
「
他
の
遺
族
厚
生
年
金
（
同
一
の
実
施
機

関
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
遺
族
年
金
等
」
と
、
「
当
該
遺
族
厚
生
年
金
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
遺
族
年
金
等
」
と
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
六
の
報
告
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
十
四
条
　
平
成
十
三
年
度
以
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
六
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
平
成
十
四
年
度
に
お
け
る
存
続
組
合
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
）

第
六
十
五
条
　
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
組
合
が
納
付
す
る
拠
出
金
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十

八
条
の
二
か
ら
第
八
十
八
条
の
五
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
八
条

の
二
の
前
の

見
出
し

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等

存
続
組
合
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第
八
十
八
条

の
二
第
一
項

令

平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置

政
令
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
令

　

各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
（
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
を
い
う
。

存
続
組
合
（
平
成
十
三
年
統
合

法
附
則
第
二
十
五
条
第
三
項
に

規
定
す
る
存
続
組
合
を
い
う
。

　

毎
年
度
、
四
月
七
日
（
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
四
月
八
日
と

し
、
金
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
四
月
六
日
と
す

る
。
）
、
六
月
七
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
六

月
五
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
六
月
六
日
と
す
る
。
）

、
八
月
七
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
八
月
五

日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
八
月
六
日
と
す
る
。
）
、
十

月
六
日
（
日
曜
日
、
金
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十

月
四
日
と
し
、
火
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
月
七
日
と
し
、
木

曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
月
五
日
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
十
二
月
七
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と

き
は
十
二
月
五
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
十
二
月
六

日
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令

第
八
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
さ
れ
た
額
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
五
百
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上

千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
千
円
に
切
り
上
げ
た

額
）
を
、
二
月
六
日
（
日
曜
日
、
金
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た

る
と
き
は
二
月
四
日
と
し
、
月
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
七

日
と
し
、
木
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二
月
五
日
と
す
る
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
残
余
の

平
成
十
四
年
四
月
八
日
ま
で
に

平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置

政
令
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
令
第
八
条
の

十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
さ
れ
た
額
の
六
分
の
一
に
相

当
す
る

第
八
十
八
条

の
二
第
二
項

令

平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置

政
令
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
令

　

各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等

存
続
組
合

第
八
十
八
条

の
二
第
三
項

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
の

存
続
組
合
の

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
を
所
管
す
る
大
臣

農
林
水
産
大
臣

第
八
十
八
条

の
三
第
一
項

令

平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置

政
令
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
令

　

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等

存
続
組
合

　

翌
々
年
度
の
十
月
六
日

平
成
十
六
年
十
月
六
日

第
八
十
八
条

の
三
第
二
項

令

平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置

政
令
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
令

　

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
が
納
付
す
る
拠
出
金
へ
の
充
当

は
、
当
該
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
が
前
条
の
規
定
に
よ

り
翌
々
年
度
の
十
月
六
日
、
十
二
月
七
日
及
び
二
月
六
日
ま
で

に
そ
れ
ぞ
れ
納
付
す
べ
き
拠
出
金
に
、
順
次
充
当
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
も
の
と
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
は
、
翌
々
年

度
の
二
月
十
四
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
二

還
付
は
、
平
成
十
六
年
十
月
十

四
日

月
十
二
日
と
し
、
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
二
月
十
三
日
と

す
る
。
）

第
八
十
八
条

の
三
第
三
項

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
の

存
続
組
合
の

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
を
所
管
す
る
大
臣

農
林
水
産
大
臣

第
八
十
八
条

の
四
第
一
項

法
附
則
第
十
九
条
第
三
項

平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
五

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
法
附
則
第
十
九
条
第

三
項

第
八
十
八
条

の
四
第
二
項

令

平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置

政
令
第
二
十
九
条
第
二
項
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
令

第
八
十
八
条

の

五

の

見

出
し

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等

存
続
組
合

第
八
十
八
条

の
五
第
一
項

各
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
は
、
毎
年
度

存
続
組
合
は

　

当
該
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
を
所
管
す
る
大
臣

農
林
水
産
大
臣

　

次
の
各
号
に

第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号

　

九
月
十
六
日
（
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
九
月
十

四
日
と
し
、
月
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
九
月
十
三
日
と
す
る
。
）

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

第
八
十
八
条

の
五
第
一
項

第
一
号

令
第
八
条
の
六

平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置

政
令
第
二
十
九
条
第
一
項

第
八
十
八
条

の
五
第
一
項

第
三
号

令
第
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
並
び
に
同
条
第
三

項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
前
年
度
に

お
い
て
当
該
給
付
に
要
し
た
費
用
及
び
前
年
度
に
お
け
る
当
該

給
付
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
相
当
率

平
成
十
四
年
統
合
法
経
過
措
置

政
令
第
二
十
九
条
第
三
項
に
規

定
す
る
額

第
八
十
八
条

の
五
第
一
項

第
五
号

年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
を
所
管
す
る
大
臣

農
林
水
産
大
臣

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
五
条
ノ
六
、

船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
九
十
六
条
ノ
三
ノ
六
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
四
の
規
定
は
、

平
成
十
四
年
三
月
分
以
降
の
保
険
料
等
の
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
任
意
適
用

申
請
書
、
厚
生
年
金
保
険
任
意
適
用
取
消
申
請
書
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
、
厚
生
年
金
保
険
被

保
険
者
報
酬
月
額
算
定
基
礎
届
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
報
酬
月
額
変
更
届
及
び
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資

格
喪
失
届
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
五
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規

則
第
八
十
八
条
の
六
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
第
三
条
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
改
正
後
の
様
式
に

よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
は
、
当
分
の
間
、
様
式
第
九
号
の
二
の
届
書
を
社
会
保
険
事
務
所
長
等
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
日
本
郵
政
公
社
法
等
の
施
行
に
伴
う
総
務
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省

令
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
総
務
省
整
備
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
厚

生
年
金
、
船
員
保
険
年
金
等
、
国
民
年
金
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
年
金
等
の
振
替
預
入
に
関
し
郵
便
貯
金
規

則
等
の
特
例
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
郵
政
省
令
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
請
求
を
郵
政
官
署
に
行

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い

て
同
項
の
振
替
預
入
に
よ
り
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
、
船
員
保
険
年
金
等
又
は
国
民
年
金
の
払
渡
し

を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
五
条
ノ
三

第
一
項
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
第
一

項
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
、
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
昭
和
六
十
一
年
改
正

省
令
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三

十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十

六
条
の
十
四
第
一
項
、
平
成
九
年
改
正
省
令
附
則
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
又
は
平
成
十
四
年
改
正
省
令
附
則
第

五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
郵
便
振
替
口
座
の
口
座
番
号
と
し
て
総
務
省
整
備
省
令
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
廃
止
前
の
自
動
払
込
み
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
七
年
郵
政
省
令
第
六
号
）
第
四
条
の
三
第
一

項
後
段
の
加
入
の
申
込
み
に
よ
り
開
設
し
た
郵
便
振
替
口
座
の
口
座
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
五
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
様
式
は
、

当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国

家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十

六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
（
同
令
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
同
令
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
等
の
等
級
の
区
分
の
改
定
の
状
況
に
よ
る
影
響
の
除
去
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法

施
行
規
則
第
三
十
条
の
六
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則

様
式
第
三
十
四
号
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
調
査
及
び
検
査
証
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険

法
施
行
規
則
様
式
第
三
十
四
号
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
八
月
二
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
八
年
十
月
一
日
以
後
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
平
成
十
六

年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十

五
号
）
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
の
例
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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（
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条
　
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
婚
姻
の
届
出
を

し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
当
事
者
（
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
当
事
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
当
事
者
の
一
方
の
被
扶
養

配
偶
者
（
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
扶
養
配

偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
第
三
号
被
保
険
者
（
同
号
に
規
定
す
る
第
三
号
被
保
険

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
当
該
当
事
者
の
他
方
が
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
前
に

当
該
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
同
日
以
後
に
当

該
事
情
が
解
消
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
当
該
当
事
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事
情
が
解
消

し
た
と
き
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
旧
農
林
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
標
準
報
酬
改
定
請
求
等
の
経
過
措
置
）

第
四
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
一
方
が
旧
農
林
共
済
組
合
員
期
間
（
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共

済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
百
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
十
三
年
統
合
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に

規
定
す
る
旧
農
林
共
済
組
合
員
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
厚
生

年
金
保
険
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
者
は
、
当
分

の
間
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
六
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
請

求
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
旧
農
林
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

る
個
人
番
号
又
は
国
民
年
金
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号

二
　
農
林
漁
業
団
体
等
（
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
農
林
漁
業
団
体
等
を
い
う
。
）
の
名
称

及
び
所
在
地

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
八
年
十
一
月
末
日
以
前
に
社
会
保

険
庁
長
官
が
指
定
す
る
日
が
到
来
す
る
現
況
の
届
出
及
び
支
払
の
一
時
差
止
め
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
届
出
等
）

第
四
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
老
齢
年
金

及
び
通
算
老
齢
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
三
の
規
定
（
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
及
び
遺
族
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
四
の
規
定
は
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

４
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
一
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ

る
障
害
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
第
六
十
八
条
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ

る
遺
族
年
金
及
び
通
算
遺
族
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６
　
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ

っ
て
支
払
の
一
時
差
止
め
を
す
る
場
合
は
、
受
給
権
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
準
用

す
る
も
の
と
さ
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
三
十
五
条
の
二
の

書
類
等
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
若
し
く
は
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
等
、
第
三
十
五
条
の

四
の
書
類
等
、
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
五
十
一
条
の
二
の
書
類
等
、
第
五
十
一
条
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
届
書
、
第
五
十
一
条
の
四
の
書
類
等
、
第
六
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
六
十
八
条
の

二
の
書
類
等
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
三
の
書
類
等
、
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

読
替
え
後
の
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
、
同
令
第
七
十
六
条
の
十
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
又
は
昭
和
六
十
一
年

改
正
省
令
附
則
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
二

条
の
三
第
一
項
の
届
書
若
し
く
は
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限

る
。
）
を
提
出
し
な
い
と
き
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
老
齢
厚
生
年
金
、
遺
族
厚
生
年
金
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法

律
第
八
十
二
号
）
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の

と
さ
れ
た
退
職
共
済
年
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
支
給
の
停
止
の
解
除
の
申
請
（
昭
和
十
七
年
四
月
一
日
以

前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
前
に
お
い
て
支
給
事
由
の
生
じ
た
配
偶
者
に
対
す
る
遺
族

厚
生
年
金
又
は
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
も
の
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
等
の
支
給
停
止
の
申
出
）

第
三
条
　
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並
び

に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平

成
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
又
は

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る

も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
保
険
給
付
（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
等
」
と
い
う
。
）

の
支
給
停
止
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。
）
又
は
国
民
年
金

法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
（
以
下
「
基
礎
年
金
番

号
」
と
い
う
。
）

三
　
支
給
停
止
の
申
出
を
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
等
の
名
称
及
び
当
該
年
金
の
年

金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別
及
び
そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四
　
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
等
の
支
給
停
止
の
申
出
を
す
る
旨

２
　
新
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
等
の
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
）

第
四
条
　
平
成
十
六
年
経
過
措
置
政
令
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
等
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
等
の
名
称
及
び
当
該
年
金

の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

四
　
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
等
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
す
る
旨

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
（
加
給
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
配
偶
者
又
は
子
を
い
い
、
昭
和
六
十
年
改
正

法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
船

員
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
配
偶
者
及

び
子
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
と

受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
引
き
続
き
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
（
障
害

年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
受
給
権
者
と
の

身
分
関
係
並
び
に
そ
の
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
旨
）

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
受
給
権
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の

と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に

あ
っ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
（
厚
生
労
働
大
臣
が

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者
に
係

る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
条
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
附
則
第
六
条
第
二
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

二
　
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

三
　
前
号
の
障
害
が
新
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
別
表
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
障
害
の
現
状
の
程
度
を
示
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム

四
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
受
給
権
者
と
加
給
年
金
額
の
対
象
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明

書
又
は
戸
籍
の
抄
本

ロ
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
引
き
続
き
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類
（
障
害
年
金
の
支
給
停
止
の
申
出
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
加
給
年
金

額
の
対
象
者
が
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
）

五
　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
で
あ
る
子
の
う
ち
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年

金
保
険
法
別
表
第
一
（
旧
船
員
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す

る
子
に
あ
っ
て
は
、
同
法
別
表
第
四
下
欄
）
に
定
め
る
一
級
又
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
で
あ
っ
て
、

そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

３
　
新
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
五
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
二
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
様
式
は
、

当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
（
督
促
状
及
び
健
康
保
険
検
査
証
を
除
く
。
）
は
、

当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
に
よ
る
督
促
状
及
び
健
康
保
険
検
査
証
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
保
険
料
納
付
の
実
績
及
び
将
来
の
給
付
に
関
す
る
必
要
な
情
報
の
通
知
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
同
条
の
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
っ
て
行
う
も
の

と
す
る
。

一
　
被
保
険
者
期
間
の
月
数

二
　
す
べ
て
の
被
保
険
者
期
間
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額

三
　
被
保
険
者
期
間
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
に
応
じ
た
保
険
料
（
被
保
険
者
の
負
担
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
総
額

四
　
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

五
　
前
条
第
一
号
（
ロ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
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六
　
国
民
年
金
法
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
見
込
額

七
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及

び
雇
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
常
時
百
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
常
時
百
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
及
び
当
該
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る

労
働
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五

章
、
第
六
章
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
表
第
二
十
四
条
の
項
、
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
表
第
三
十
条
の
六

（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
項
、
同
表
第
三
十
条
の
七
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
項
及
び
第
三
十
三
条
の
二
か
ら
第
三

十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
育
児
休
業
、

介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四
条
、
第
五
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

施
行
規
則
第
十
条
第
五
号
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
、
第
八
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
基
金
規
則
第
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十
七
条
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
百
二

十
二
条
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
五
十
八
条
の
二
十
、
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
八
条
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
十
四
の
送
付
書
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
日
本
年
金
機
構
法
附
則
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
承
継
を
受
け
て
保
有
す
る
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十

五
号
）
第
一
号
書
式
の
現
金
払
込
書
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
施
行
日
に
お
い
て
、
現
に
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生

年
金
の
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
六
十
五
歳
未
満
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
当
該
受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の

翌
日
以
後
に
有
す
る
に
至
っ
た
当
該
配
偶
者
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
当
該
事
実
の

あ
つ
た
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）

の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

４
　
施
行
日
に
お
い
て
、
現
に
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
船
員
保
険
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届

出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
当
該
受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得

し
た
日
の
翌
日
以
後
に
有
す
る
に
至
っ
た
当
該
配
偶
者
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
者
の
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第

五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
五
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
船
員
保
険
法

第
四
十
一
条
ノ
二
第
一
項
に
規
定
す
る
子
（
当
該
受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
有
す
る

に
至
っ
た
当
該
子
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
六
十
一
年
改
正
省

令
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
附
則
第
二
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施

行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
四
条
ノ

二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
第
一
項

中
「
当
該
事
実
の
あ
つ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律

第
二
十
七
号
）
の
施
行
日
」
と
、
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
四
条
ノ
二
第
一
項
「
当
該

事
実
ノ
ア
ツ
タ
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七

号
）
の
施
行
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
省
令
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
住
所
の
変
更
又
は
死
亡
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
住
所
の
変
更
の
届
出
又
は
死

亡
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
届
出
）

第
四
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
及
び

通
算
遺
族
年
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
六
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
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法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
に
五
十
九
歳
に
達
す
る
同
項
の
被
保
険
者
（
同
日
前
に
五
十
八
歳
に
達
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
五
十
八
歳
に
達
し
た
同
項
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
由
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第

三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
省
令
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保

険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び

低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
実
施
機
関
に
よ
る
届
書
等
の
受
理
、
送
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十

七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
実
施
機
関
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
等
）

第
三
条
　
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

交
付
金
の
交
付
は
、
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十

月
十
四
日
及
び
十
二
月
十
四
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
す
べ
き
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り

捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
千
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
を
、
二
月
十
二
日
ま
で

に
残
余
の
額
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
交
付

金
の
交
付
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
交
付
金
の
見
込
額
を
変
更
し
た
日
の
属
す
る
年
度

に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
日
（
当
該
変
更
し
た
日
以
前
の
日
を
除
く
。
）
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
実
施
機
関
（
附

則
第
五
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
を
所
管
す
る
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
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（
保
険
料
財
源
比
率
の
特
例
）

第
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
施
行
日
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
日
以
後

初
に
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
二

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
厚
生
年
金

保
険
法
第
八
十
四
条
の
六
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
保
険
料
財
源
比
率
を
算
定
し
、
各
実
施
機
関
に
対
し
て
報

告
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
実
施
機
関
の
拠
出
金
の
納
付
）

第
五
条
　
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
各
実
施
機
関
の
拠
出
金
の
納
付
は
、
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
十
月
十
四
日
及
び
十
二
月
十
四
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条

の
二
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額

（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ

を
千
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
を
、
二
月
十
二
日
ま
で
に
残
余
の
額
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
各

実
施
機
関
の
拠
出
金
の
納
付
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
拠
出
金
算
定
対
象
額
の
見
込
額

を
変
更
し
た
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
日
（
当
該
変
更
し
た
日
以
前
の
日
を
除
く
。
）
ま
で

に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
実
施
機
関
の
拠
出
金
の
納
付
に
つ
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
前
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
十
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
六
条
　
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
各
実
施
機
関
が
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
光
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を

確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
次
条
及
び
附
則
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
報
告
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行

規
則
第
八
十
八
条
の
六
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
九
条
の
三
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
七
条
　
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
各
実
施
機
関
（
同
項
に
規
定
す
る
実
施
機
関
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
厚
生
労
働
大
臣
に

対
し
、
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
報
告
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
平
成
二
十
六
年
度
の
各
月
の
末
日
に
お
け
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
（
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第

百
条
の
三
に
規
定
す
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
組
合
員
又
は
加
入
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
日

本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
限
る
。
）

イ
　
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
数

ロ
　
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
標
準
報
酬
の
月
額

ハ
　
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
標
準
賞
与
の
額

ニ
　
当
該
加
入
者
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
加
入
者
の
数

ホ
　
当
該
加
入
者
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
加
入
者
に
係
る
額

ヘ
　
当
該
加
入
者
の
標
準
賞
与
の
額
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
加
入
者
に
係
る
額

二
　
平
成
二
十
六
年
度
の
末
日
に
お
け
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
に
係
る
組
合
員
又
は
加
入
者
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

イ
　
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
数

ロ
　
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
標
準
報
酬
の
月
額
を
平
均
し
た
額

ハ
　
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
前
年
度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞
与
の
額
を
合
計
し
た
額
を
平
均
し
た
額

三
　
平
成
二
十
六
年
度
の
末
日
に
お
け
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
に
係
る
組
合
員
又
は
加
入
者
の
数
を
、

当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
男
女
別
及
び
標
準
報
酬
の
月
額
の
額
別
に
区
分
し
た
も
の

四
　
平
成
二
十
六
年
度
の
末
日
に
お
け
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
に
係
る
組
合
員
又
は
加
入
者
の
数
を
、

当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
男
女
別
及
び
前
年
度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞
与
の
額
を
合
計
し
た
額
の
額
別
に

区
分
し
た
も
の

（
平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
九
条
の
三
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
八
条
　
平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
各
実
施
機
関
が
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
報
告
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
各
月
の
末
日
に
お
け
る
年
金
保
険
者
た
る
共
済
組
合
等
に
係
る
組
合

員
又
は
加
入
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
日
本
私
立
学
校

振
興
・
共
済
事
業
団
に
限
る
。
）

イ
　
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
数

ロ
　
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
標
準
報
酬
の
月
額

ハ
　
当
該
組
合
員
又
は
加
入
者
の
標
準
賞
与
の
額

ニ
　
当
該
加
入
者
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
加
入
者
の
数

ホ
　
当
該
加
入
者
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
加
入
者
に
係
る
額

ヘ
　
当
該
加
入
者
の
標
準
賞
与
の
額
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
加
入
者
に
係
る
額

二
　
平
成
二
十
七
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
各
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保

険
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
該
被
保
険
者
の
数

ロ
　
当
該
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額

ハ
　
当
該
被
保
険
者
の
標
準
賞
与
額

三
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
被
保
険

者
の
男
女
別
及
び
年
齢
別
に
区
分
し
た
も
の

イ
　
当
該
被
保
険
者
の
数

ロ
　
当
該
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
を
平
均
し
た
額

ハ
　
当
該
被
保
険
者
の
前
年
度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞
与
額
を
合
計
し
た
額
を
平
均
し
た
額

四
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
数
を
、
当
該
被
保
険
者
の
男
女
別
及
び
標
準

報
酬
月
額
の
額
別
に
区
分
し
た
も
の

五
　
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
実
施
機
関
に
係
る
被
保
険
者
の
数
を
、
当
該
被
保
険
者
の
男
女
別
及
び
前
年

度
に
お
け
る
各
月
の
標
準
賞
与
額
を
合
計
し
た
額
の
額
別
に
区
分
し
た
も
の

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
三
十
四
号
に
よ
る
証
票
は
、
当
分

の
間
、
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
年
金
手
帳
の
様
式
を
定
め
る

省
令
の
様
式
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
年
金
手
帳
は
、
同
条
に
よ
る
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
年
金
手
帳
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
（
１
）
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
番
号
利
用

法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
。
以
下
「
旧
住
民
基
本
台
帳
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、
番
号
利
用
法
整
備
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
た
旧
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
う
時
又
は
当
該
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
が
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
時
の
い
ず
れ
か
早
い
時
ま
で

の
間
は
、
同
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
短
時
間
労
働
者
の
報
酬
の
決
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生

年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得

し
た
月
（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
十
条
の
四
の
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
月
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
次
号
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

の
属
す
る
月
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
月
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
日
の
属
す
る

月
」
と
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
要
件
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
四
条
　
施
行
日
前
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す

る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
「
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
者
で
あ

っ
て
、
施
行
日
ま
で
引
き
続
き
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
的
年
金
制
度

の
財
政
基
盤
及
び

低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四

年
法
律
第
六
十
二
号
。
次
条
に
お
い
て
「
年
金
機
能
強
化
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚

生
年
金
保
険
法
第
十
二
条
（
同
条
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
引
き
続
き
施
行
日

に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
事
業
所
に
使
用
さ
れ
て
い
る
間
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
条
　
当
分
の
間
、
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
十
七
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
適
用
事
業
所
以
外
の
適
用
事

業
所
（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
適
用
事
業
所
を
除
く
。
）
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
そ
の

一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
同
一
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
十
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
通

常
の
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
常
の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
の
四
分
の

三
未
満
で
あ
る
同
号
に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る

者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
短
時
間
労
働
者
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
一
月
間
の
所

定
労
働
日
数
が
同
一
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
一
月
間
の
所
定
労
働
日
数
の
四
分
の
三
未
満
で

あ
る
短
時
間
労
働
者
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
の
四
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
条
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
七
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
当
分
の
間
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
の
様
式
は
、
被
保
険
者
が
同
時
に
全
国
健
康
保
険
協

会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年

内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
届
出
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前

の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
七
号
に
よ
る
。

２
　
被
保
険
者
が
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格

取
得
届
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
七
号
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
厚
年
則
」
と

い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
報
告
を
求
め
る
場
合
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
前
項
に
掲
げ
る
規
定
（
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

改
正
後
厚
年
則
第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
当
該
受
給
権
者
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
受
給
権
者
に
係
る
住
民

票
コ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
」

と
、
改
正
後
厚
年
則
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
当
該
受
給
権
者
に
係
る
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
受
給
権
者
に
係
る
住
民
票
コ
ー
ド
又
は
」
と
す
る
。

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
次
項

に
お
い
て
「
改
正
後
平
成
九
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
報
告
を
求
め
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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２
　
改
正
後
平
成
九
年
改
正
省
令
附
則
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項

中
「
当
該
受
給
権
者
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
受
給
権
者
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
十
三
号
に

規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
又
は
」
と
す
る
。

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
次
項
に
お

い
て
「
改
正
後
平
成
十
四
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後

に
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
報
告
を
求
め
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
改
正
後
平
成
十
四
年
改
正
省
令
附
則
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同

項
中
「
当
該
受
給
権
者
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
受
給
権
者
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
十
三
号

に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
又
は
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
二
月
二
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

は
、
同
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
前
請
求
手
続
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
に
係
る
老
齢
厚
生
年
金
等
施
行
日
前
請
求
手
続
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び

低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
十
七
条
第
五
項
の
申
出
を
行
っ
た
場
合
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
七

十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
の
要
件
の
適
用
）

２
　
公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び

低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
十
七
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
適
用
事

業
所
以
外
の
適
用
事
業
所
（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
適
用
事
業
所
を
除
く
。
）
の
事
業
主
が
同
条
第
五
項
の
申

出
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
七
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
週
間
の
所
定

労
働
時
間
が
同
一
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
十
二
条

第
五
号
に
規
定
す
る
通
常
の
労
働
者
（
以
下
「
通
常
の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
の
四

分
の
三
未
満
で
あ
る
同
号
に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
（
以
下
「
短
時
間
労
働
者
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
一
月

間
の
所
定
労
働
日
数
が
同
一
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
一
月
間
の
所
定
労
働
日
数
の
四
分
の
三

未
満
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
出
が
受
理
さ
れ
た
日
以
後
に
お
い
て
は
、

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
三
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
（
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定

に
限
る
。
）
、
第
二
条
（
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
十
条
（
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）

及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
住
所
の
変
更
又
は
死
亡
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
住
所
の
変
更
の
届
出
又
は
死

亡
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
三
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
三
条
の
規
定
　
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
若
し
く
は
第
三
十
六
条
の
四
（
平

成
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
の
三
若
し
く
は
第

五
十
一
条
の
四
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
三
（
平
成
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
四
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
の
四
（
平
成
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
四
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
の
四
（
平
成
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
四
条
第
四
項
及
び
附
則
第
六

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
三
（
平
成
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第

四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省

令
附
則
第
二
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
三
条
、
第
六
十
一
条
若
し
く
は
第
七
十
二

条
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
五
十
一
条
の
二
又
は
平
成
十
八
年
改
正
省

令
附
則
第
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
第
二
項
の
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の
誕
生
日
が
八
月
一
日
か
ら

九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
の
例
に
よ
り
当
該
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
　
平
成
三
十

一
年
四
月
一
日

二
　
第
一
条
中
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
施
行

規
則
第
百
二
十
九
条
の
改
正
規
定
　
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
及

び
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
八
条

第
三
項
、
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
、
特
定
法
人
の
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
以

後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二

十
七
条
第
一
項
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
八
号
）
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、

第
十
一
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
第
三
条
に
係
る
改

正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
（
前
条
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
様
式
第
三
十
四
号
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
三
十
四
号
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
調
査

及
び
検
査
証
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
標
準
報
酬
改
定
請
求
の
請
求
期
限
に
係
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
以
後
に
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
十
五
号
）
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
十
七
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
以
後
に
同
規
則
第
七
十
八
条
の
三
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法

第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
民
年
金
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
等
に
係
る
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
国
年
則
」
と

い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
厚
年

則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
金
手
帳
既
交
付
者
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際

現
に
国
民
年
金
手
帳
（
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年

法
律
第
四
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
二
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条

第
一
項
（
旧
法
附
則
第
五
条
第
四
項
、
令
和
二
年
改
正
法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
一
条
第
五
項
及
び
令
和
二
年
改
正
法

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
附

則
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
旧
法
附
則
第
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

国
民
年
金
手
帳
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
通
知
書
既
交
付

者
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
通
知
書
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正

前
国
年
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
に
関
す
る
通
知
書
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
改
正
後
国
年
則
第
十
条
第
一
項
及

び
改
正
後
厚
年
則
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
は
行
わ
な
い
も
の
と
す

る
。

第
三
条
　
年
金
手
帳
既
交
付
者
は
、
国
民
年
金
手
帳
を
滅
失
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
と
き
又
は
国
民
年
金
手
帳
に

記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
年
金
手
帳
既
交
付
者
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
氏
名
（
国
民
年
金
手
帳
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
変
更
後
の
氏
名
）
、
生
年
月

日
及
び
住
所

二
　
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
基
礎
年
金
番
号

三
　
国
民
年
金
手
帳
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
由

第
四
条
　
通
知
書
既
交
付
者
は
、
通
知
書
を
滅
失
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
と
き
又
は
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名

に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
通
知
書
既
交
付
者
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
（
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
変
更
後
の
氏
名
）
、
生
年
月
日
及
び

住
所

二
　
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三
　
通
知
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
由

第
五
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き

は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
年
金
手
帳
既
交
付
者
又
は
通
知
書
既
交
付
者
に
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
年
金
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
等
に
係
る
国
民
年
金
手
帳
の
使
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
民
年
金
手
帳
及
び
通
知
書
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
省
令
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
と
み
な
す
。

（
国
民
年
金
手
帳
の
再
交
付
の
申
請
を
し
て
い
る
者
に
係
る
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
国
年
則
第
十
一
条
第
一
項
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年

金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
国
民
年
金
手
帳
の
再
交
付
の
申
請
に
つ
い

て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
は
、
改
正
後
国
年
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
の
再
交
付
の
申
請
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
の
改
正
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
一
条
中
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
五
（
見
出
し
を

含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
六
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
六
条
の
二
第
五
号
の
改
正
規
定
並
び

に
第
三
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
五
（
見
出
し
を
含

む
。
）
、
第
九
条
の
六
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
改
正
規
定
　
令
和

四
年
十
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
、
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行
規

則
に
基
づ
く
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
限
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
施
行
日
か
ら
令
和
九
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保

険
法
施
行
規
則
第
九
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
第
二
十
五
号
の
二
中
「
愛
玩
動
物
看
護

師
養
成
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
愛
玩
動
物
看
護
師
養
成
所
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
都
道
府

県
知
事
が
指
定
す
る
養
成
所
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第

十
号
の
二
に
よ
る
健
康
保
険
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
氏
名
変
更
届
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
健
康
保
険
厚
生
年
金

保
険
被
保
険
者
氏
名
変
更
届
」
と
い
う
。
）
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則

様
式
第
十
号
の
二
に
よ
る
健
康
保
険
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
氏
名
変
更
届
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
健
康
保
険
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
氏
名
変
更
届
の
用
紙
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
開
始
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

育
児
休
業
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
同
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
あ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条

第
八
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
第
八
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
五
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
定
期
間
内
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
百
三
十
一
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
調
査
決
定
さ
れ
た
納
付
義
務
の
な
い
保
険
料
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
項
の
還
付

の
請
求
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
国
民

年
金
法
施
行
規
則
第
一
条
の
五
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
　
令
和
六
年
七
月
一
日

二
　
第
一
条
中
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
部
分

及
び
同
条
第
二
項
に
た
だ
し
書
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
　
令
和
七
年
一
月
一
日

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
代
え
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
六
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
三
十
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
一
条
の
二―

第
三
十
一
条
の
四
、
第
三
十
四
条
の
二
の
二
、
第
三
十

五
条
の
三
、
第
三
十
五
条
の
四
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
五
条
の
三
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
七
条

の
二
、
第
五
十
条
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
一
条
の
四
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
一
条
の
三
、
第
六

十
二
条
の
二
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
八
条
の
三
、
附
則
第
十
一
項
関
係
）

一
　
呼
吸
器
系
結
核

二
　
肺
化
の
う
症

三
　
け
い
肺
（
こ
れ
に
類
似
す
る
じ
ん
肺
症
を
含
む
。
）

四
　
そ
の
他
認
定
又
は
診
査
に
際
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
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様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
　
削
除

様
式
第
五
号
（
第
十
三
条
の
三
関
係
）
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様
式
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六
号
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四
条
関
係
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様
式
第
七
号
（
第
十
五
条
及
び
第
十
五
条
の
二
関
係
）

様式第七号(第十五条及び第十五条の二関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚 生 年金 保 険  

(兼)厚生年金保険 

被 保 険 者 資 格 取 得 届 

 70歳以上被用者該当届 2 2 0 0 

   令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―         

事業所

番 号 
          

  

     

 

事業所

所在地 

 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

 〒    ― 

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 

  

  

社会保険労務士記載欄   

  
氏 名 等 

電話番号          (        ) 

  

  

被

保

険

者

１ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生年月日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  

年 

  

月 

  

日 ④ 

種別 

1．男   5．男(基金) 
2．女   6．女(基金) 
3．坑内員 7．坑内員 

(基金)  

  

(氏) (名) 

⑤ 

 取 得

区 分  

1．健保・厚年 

3．共済出向 

4．船保任継 

⑥ 
 個人
番号 

 基礎年
金番号 

                        

⑦ 
 取得
(該当)
年月日 

9．令和 

  年   月   日 ⑧ 

被 扶

養 者 0．無    1．有 

⑨ 
 報酬
月額 

(通貨) 円 (合計 ＋ ) ⑩ 

備考   
(現物) 円 

      
                円 

⑪ 

住所 
〒   ― 

  

  

被

保

険

者

２ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生年月日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  

年 

  

月 

  

日 ④ 

種別 

1．男   5．男(基金) 
2．女   6．女(基金) 
3．坑内員 7．坑内員 

(基金)  

  

(氏) (名) 

⑤ 

 取 得

区 分  

1．健保・厚年 

3．共済出向 

4．船保任継 

⑥ 
 個人
番号 

 基礎年
金番号 

                        

⑦ 
 取得
(該当)
年月日 

9．令和 

  年   月   日 ⑧ 

被 扶

養 者 0．無    1．有 

⑨ 
 報酬
月額 

(通貨) 円 (合計 ＋ ) ⑩ 

備考   
(現物) 円 

      
                円 

⑪ 

住所 
〒   ― 

  

  

被

保

険

者

３ 
① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生年月日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  

年 

  

月 

  

日 ④ 

種別 

1．男   5．男(基金) 
2．女   6．女(基金) 
3．坑内員 7．坑内員 

(基金)  

  

(氏) (名) 

⑤ 

 取 得

区 分  

1．健保・厚年 

3．共済出向 

4．船保任継 

⑥ 
 個人
番号 

 基礎年
金番号 

                        

⑦ 
 取得
(該当)
年月日 

9．令和 

  年   月   日 ⑧ 

被 扶

養 者 0．無    1．有 

⑨ 
 報酬
月額 

(通貨) 円 (合計 ＋ ) ⑩ 

備考   
(現物) 円 

      
                円 

⑪ 

住所 
〒   ― 

  

  

被

保

険

者

４ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生年月日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  

年 

  

月 

  

日 ④ 

種別 

1．男   5．男(基金) 
2．女   6．女(基金) 
3．坑内員 7．坑内員 

(基金)  

  

(氏) (名) 

⑤ 

 取 得

区 分  

1．健保・厚年 

3．共済出向 

4．船保任継 

⑥ 
 個人
番号 

 基礎年
金番号 

                        

⑦ 
 取得
(該当)
年月日 

9．令和 

  年   月   日 ⑧ 

被 扶

養 者 0．無    1．有 

⑨ 
 報酬
月額 

(通貨) 円 (合計 ＋ ) ⑩ 

備考   
(現物) 円 

      
                円 

⑪ 

住所 
〒   ― 

  
 

(裏面) 

記入方法 

 

提出者記入欄   ：事業所整理記号・事業所番号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号・番号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ   

事業所

番 号 
1 2 3 4 5   

①被保険者整理番号：提出順に被保険者整理番号を払い出ししますので、記入する必要はありません。 

②氏名      ：氏名を記入してください。フリガナはカタカナで正確に記入してください。 

③生年月日    ：年号は該当する番号を○で囲んでください。生年月日は下図を参照し記入してください。 

  

5．昭和 

7．平成

9．令和 6 
年 
3 0 

月 
5 0 

日 
3 

  

④種別      ：下図を参照し、該当する番号を○で囲んでください。 

  

  男子 女子 坑内員 

  一般(基金未加入) 1 2 3 

厚生年金基金加入員 5 6 7 

⑤取得区分    ：下図を参照し、該当する番号を○で囲んでください。 

  

1．健保・厚年 健康保険・厚生年金保険の被保険者となったとき(船員保険適用者を除く) 

  3．共済出向 共済組合から公庫等へ出向した職員であるとき 

4．船保任継 船員任意継続被保険者であるとき 

⑥個人番号 

(基礎年金番号) 

：本人確認を行ったうえで、個人番号をご記入ください。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されてい

る10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合への届出については、必ず個人番号を記入してください。 

⑦取得(該当)年月日：適用事業所に使用されるに至った日(事実上の使用関係が発生した日)、(70歳以上被用者該当届としての提出の場合は、70歳以上

被用者に該当した日)、その使用される事業所が適用事業所となった日等を記入してください。 

⑧被扶養者    ：健康保険の被扶養者がある場合は「1．有」を、ない場合は「0．無」を○で囲んでください。 

          「1．有」の場合は『被扶養者(異動)届』の届出が別途必要です。 

⑨報酬月額    ：「 (通貨)」は給料・手当等、名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われる全ての合計金額を記入してください。 

          ※1 臨時に支払うものや、3月を超える期間ごとに支払う賞与等は対象となりません。 

          ※2 週給の場合は、報酬額を7で割って得た額の30倍に相当する金額をご記入ください。 

          ※3 実績によって報酬が変わる場合は、資格取得月の前月1カ月間に、同事業所内で同様の業務に携わっている従業員の報酬の

平均額を記入してください。 

          「 (現物)」は、報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

          現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その他被服

等は時価により算定した額)を記入してください。 

⑩備考      ：必要に応じて記入してください。 

⑪住所      ：住所を記入してください。 

          ※日本年金機構に提出する際「⑥個人番号」欄に個人番号を記入した場合、住所記入は不要です。 

          ※健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、住

所の記入は不要です。 

 

   備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

     2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 
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様
式
第
七
号
の
三
の
二
（
第
十
五
条
及
び
第
二
十
一
条
関
係
）

 

様
式
第
七
号
の
四
（
第
十
五
条
の
二
関
係
）

様式第七号の四(第十五条の二関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 

  70歳到達届 
厚生年金保険 

(兼)厚生年金保険 

 被保険者資格喪失届 

70歳以上被用者該当届 2 2 6 9 

  令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―         

事業所

番 号 
          

  

  

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒   ― 

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 

  

  

社会保険労務士記載欄   

  
  氏 名 等 

電話番号        (      ) 

 この届書は、在職中に70歳に到達された方について提出していただくものです。 

  

被
保
険
者
欄 

① 

 

 被保険者

整理番号   

② 

 

氏 名   

③ 

 

生 年

月 日 

5．昭和 

 

7．平成 

 

9．令和 

  年   月   日 

  

④ 

 

個 人 番 号 

［基礎年金番号］ 
                        

⑤ 

 

備 考   

資
格
喪
失
欄 

⑥ 

 

  喪 失

年月日  
9．令和 

  年   月   日 ⑦ 

 

喪失

原因    6．70歳到達(厚生年金保険のみ喪失) 

被
用
者
該
当
欄 

⑧ 

 

  該 当

年月日  9．令和 

  年   月   日 ⑨ 

 

報酬

月額 

(通貨) 

 

円 

  

(合計 ＋ ) 

                  

(現物) 

 

円 

                円 
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(裏面) 

記入方法 

 

提出者記入欄   ： 事業所整理記号・事業所番号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号・番号を記入してくださ

い。 

  
 事業所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ   

事業所

番 号 
1 2 3 4 5   

＜被保険者欄＞ 

①被保険者整理番号： 資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

 

②氏名      ： 氏名を記入してください。 

 

 

③生年月日    ： 年号は該当する番号を○で囲んでください。生年月日は下図を参照し記入してください。 

  

5 昭和 

7 平成 

9 令和 

  年   月   日 

  2 2 0 5 0 3 

④個人番号 

(基礎年金番号) 

： 本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載

されている10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合への届出については、記入不要です。 

 

⑤備考      ： 必要に応じて記入してください。 

 

＜資格喪失欄＞ 

⑥喪失年月日   ： 70歳の誕生日の前日を記入してください。 

 

＜被用者該当欄＞ 

⑧該当年月日   ： 70歳の誕生日の前日を記入してください。 

 

⑨報酬月額    ： 「 (通貨)」には、給料・手当等、名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われるすべての合計金額を記入してく

ださい。 

           ※1 臨時に受けるものや、3月を超える期間ごとに受ける賞与等は対象となりません。 

           ※2 週給の場合は、報酬額を7で割って得た額の30倍に相当する金額を記入してください。 

           ※3 実績によって報酬が変わる場合は、資格取得月の前月1カ月間に、同事業所内で同様の業務に携わっている従業員の報

酬の平均額を記入してください。 

           「 (現物)」には、報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

           現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その

他被服等は時価により算定した額)を記入してください。 

           (健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 

           「 (合計 ＋ )」には、「 (通貨)」と「 (現物)」を合計した金額を記入してください。 

 

   備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

     2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

様
式
第
八
号
（
第
十
八
条
関
係
）

様式第八号(第十八条関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚生年金保険  

(兼)厚生年金保険 

被保険者報酬月額算定基礎届 

 70歳以上被用者算定基礎届 2 2 2 5 

     令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―           

  

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒     ― 

  

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 

  
  

社会保険労務士記載欄   

  

  氏 名 等 

電話番号         (      ) 

  

  
項
目
名 

① 被保険者整理番号 ② 被保険者氏名 ③ 生年月日 ④ 適用年月 
⑰ 個人番号［基礎年金番号］ 
※70歳以上被用者の場合のみ 

  

⑤ 従前の標準報酬月額 ⑥ 従前改定月 ⑦ 昇(降)給 ⑧ 遡及支払額 

⑱ 備考 
⑨ 

 給与

支給月 

⑩ 

給与計算の

基礎日数 

報酬月額 
⑭ 総計(一定の基礎日数以
上の月のみ) 

⑪ 通貨によるものの額 ⑫ 現物によるものの額 ⑬ 合計(⑪＋⑫) 
⑮ 平均額 

⑯ 修正平均額 

  

  

  

① ② ③ ④ 
年 9 月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

1 ⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  

  

① ② ③ ④ 
年 9 月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

2 ⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  

  

① ② ③ ④ 
年 9 月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

3 ⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  

  

① ② ③ ④ 
年 9 月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

4 ⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  

  

① ② ③ ④ 
年 9 月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

5 ⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 
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(裏面) 

記入方法 

提出者記入欄    ：事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ     

①被保険者整理番号 ：資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

③生年月日     ：該当する元号の番号と、年月日を下図のように記入してください。 

           【元号】      1．明治 3．大正 5．昭和 7．平成 9．令和 

           【記入例】     昭和63年5月3日の場合 

③ 

5―630503   

⑦昇(降)給     ：4月～6月の支払期において、昇給又は降給のあった月の支払月を記入し、該当する昇給又は降給の区分を○で囲んでください。 

⑧遡及支払額    ：4月～6月の支払期において、遡及分の支払があった月と支払われた遡及差額分を記入してください。 

⑩給与計算の基礎日数：月給・週給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数等、報酬(給与)支払の基礎となった日数を記入してください。 

           月給・週給者で欠勤日数分の給与を差し引く場合は、就業規則等で定められた日数から欠勤日数を除いて記入してください。 

           ※基礎日数は給与支払日ではありませんので、ご注意ください。 

⑪通貨によるものの額：給料・手当等名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われる全ての合計金額を記入してください。 

           ※昇給が遡ったためその差額が支給された場合は、その差額も含めて記入し、「⑧遡及支払額」に支給月と差額を記入してく

ださい。 

⑫現物によるものの額：報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

           現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その他被

服等は時価により算定した額)を記入してください。(健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 

⑬合計       ：「⑪通貨」と「⑫現物」の合計額を記入してください。 

⑭総計       ：「⑩給与計算の基礎日数」が17日以上の月の「⑬合計(⑪＋⑫)」を総計した金額を記入してください。 

           ※「パート」の場合で17日以上の月がない場合は、15日以上の月の「⑬合計(⑪＋⑫)」を総計してください。 

⑮平均額      ：「⑭総計」で算出した金額を、「⑩給与計算の基礎日数」が17日以上の月数で除して得た金額を記入してください。算出した

平均額は、1円未満を切リ捨ててください。 

           ※「パート」の場合で17日以上の月がない場合は、15日以上の月数で除してください。 

⑯修正平均額    ：遅配分給与の支払いや昇給が遡ったことにより、対象月中に差額分が含まれている場合は、差額分を除いた平均額を記入して

ください。低額の休職給がある場合は、休職給の支払いがあった月を除いた月数・総計をもとに平均額を算出してください。 

⑰個人番号 

(基礎年金番号) 

 ：70歳以上被用者の方のみ記入が必要になります。本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記

入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合への

届出については、記入不要です。 

⑱備考       ：必要に応じて記入してください。 

 

 

   備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

     2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

様
式
第
九
号
（
第
十
九
条
関
係
）

様式第九号(第十九条関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚 生 年金 保 険  

(兼)厚生年金保険 

被 保 険 者 報 酬 月 額 変 更 届 

 70歳以上被用者月額変更届 2 2 2 1 

    令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
  ―     

 

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒    ― 

  

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 

  

  

社会保険労務士記載欄   

  
  氏 名 等 

電話番号         (       ) 

  

  
項
目
名 

① 被保険者整理番号 ② 被保険者氏名 ③ 生年月日 ④ 改定年月 
⑰ 個人番号［基礎年金番号］ 
※70歳以上被用者の場合のみ 

  
⑤ 従前の標準報酬月額 ⑥ 従前改定月 ⑦ 昇(降)給 ⑧ 遡及支払額 

⑱ 備考 
⑨ 

 給与

支給月 

⑩ 

給与計算の

基礎日数 

報酬月額 ⑭ 総計 

⑪ 通貨によるものの額 ⑫ 現物によるものの額 ⑬ 合計(⑪＋⑫) 
⑮ 平均額 

⑯ 修正平均額 

  

  1 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  2 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  3 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  4 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  5 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年    月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 
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(裏面) 

記入方法 

提出者記入欄    ：事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ     

①被保険者整理番号 ：資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

③生年月日     ：該当する元号の番号と、年月日を下図のように記入してください。 

           【元号】   1．明治 3．大正 5．昭和 7．平成 9．令和 

           【記入例】  昭和63年5月3日の場合 

③ 

5―630503   

④改定年月     ：標準報酬月額が改定される年月を記入してください。「⑨給与支給月」で記入した3カ月目の翌月となります。 

⑤従前の標準報酬月額：現在の標準報酬月額を千円単位で記入してください。 

⑥従前改定月    ：「⑤従前の標準報酬月額」が適用された年月を記入してください。 

⑦昇(降)給     ：昇給又は降給のあった月の支払月を記入し、該当する昇給又は降給の区分を○で囲んでください。 

⑧遡及支払額    ：遡及分の支払があった月と支払われた遡及差額分を記入してください。 

⑨給与支給月    ：固定的賃金の変動が反映した月から3カ月分の月について記入してください。 

⑩給与計算の基礎日数：月給・週給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数等、報酬(給与)支払の基礎となった日数を記入してください。 

           月給・週給者で欠勤日数分の給与を差し引く場合は、就業規則等で定められた日数から欠勤日数を除いて記入してください。 

           ※基礎日数は給与支払日ではありませんので、ご注意ください。 

⑪通貨によるものの額：給料・手当等、名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われる全ての合計金額を記入してください。 

           ※昇給が遡ったためその差額が支給された場合は、その差額も含めて記入し「⑧遡及支払額」に支給月と差額を記入してくだ

さい。 

⑫現物によるものの額：報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

           現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その他被

服等は時価により算定した額)を記入してください。(健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 

⑬合計       ：「⑪通貨」と「⑫現物」の合計額を記入してください。 

⑭総計       ：3カ月間の「⑬合計」を総計してください。 

⑮平均額      ：「⑭総計」の金額を3で除して平均額を算出し、1円未満を切り捨ててください。 

⑯修正平均額    ：昇給が遡ったため対象月中に差額分が含まれている場合は、差額分を除いた平均額を記入してください。 

⑰個人番号 

(基礎年金番号) 

 ：70歳以上被用者の方のみ記入が必要になります。本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記

入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合への

届出については、記入不要です。 

⑱備考       ：必要に応じて記入してください。 

 

 

   備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

     2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

様
式
第
九
号
の
二
（
第
十
九
条
の
五
関
係
）

様式第九号の二(第十九条の五関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚 生 年 金 保 険  

(兼)厚生年金保険 

被 保 険 者 賞 与 支 払 届 

 70歳以上被用者賞与支払届 2 2 6 5 

 令和   年   月   日 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―           

  

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 
〒     ― 

  

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 
  

  

社会保険労務士記載欄   

   氏 名 等 

電話番号 
      (      ) 

  

  項目名 
① 被保険者整理番号 ② 被保険者氏名 ③ 生年月日 

⑦ 個人番号〔基礎年金番号〕 
※70歳以上被用者の場合のみ   

④ 賞与支払年月日 ⑤ 賞与支払額 ⑥ 賞与額(千円未満は切捨て) ⑧ 備考 

  
  共 通 ④ 賞与支払年月日(共通) 9．令和   年   月   日   

  

  1 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  2 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  3 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  4 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  5 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  6 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  7 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  8 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  9 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  10 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和   年   月   日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 
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(裏面) 

記入方法 

提出者記入欄       ：事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号     0 1 ― イ ロ ハ     

①被保険者整理番号    ：資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

 

③生年月日        ：該当する元号の番号と、年月日を下図のようにご記入してください。 

               【元号】    1．明治 3．大正 5．昭和 7．平成 9．令和 

               【記入例】   昭和63年5月3日の場合 

③ 
5―630503   

④賞与支払年月日(共通)  ：事業所における賞与支払年月日を記入してください。 

              なお、各被保険者欄にある「④賞与支払年月日」欄は、「④賞与支払年月日(共通)」と異なる方のみ記入してください。 

 

⑤賞与支払額       ：「 (通貨)」には、賞与・手当等名称を問わず労働の対償として、3カ月を超える期間ごとに金銭(通貨)で支払われる全

ての金額を記入してください。 

              ※年間4回以上支払われる賞与等については標準報酬月額の対象となりますので、『被保険者報酬月額算定基礎届』又は

『被保険者報酬月額変更届』に記入する報酬月額に算入してください。 

              「 (現物)」には、賞与のうち食事・住宅・被服等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

              現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、そ

の他被服等は時価により算定した額)を記入してください。 

              (健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 
 

⑥賞与額         ：「 (通貨)」と「 (現物)」の合計から1,000円未満切捨てした金額を記入してください。 

 

⑦個人番号 

 (基礎年金番号) 

   ：70歳以上被用者の方のみ記入してください。本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。 

    基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の番号を左詰めで記入してください。 

    ただし、健康保険組合への届出については、記入不要です。 

 

⑧備考          ：必要に応じてご記入ください。 

 

 

 

     備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

       2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

様
式
第
十
号
　
削
除

様
式
第
十
号
の
二
（
第
二
十
一
条
関
係
）

様式第十号の二(第二十一条関係) 

(表面) 

  

  様式コード 

健 康 保 険 

厚生年金保険 
 被保険者氏名変更届 

2 2 0 7 

届書コード 届
書 2 0 7 

   
◎
記
入
の
方
法
は
裏
面
に
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 
◎
「
※
」
印
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

① 事業所整理記号 ② 被保険者整理番号 ③ 個人番号(又は基礎年金番号) ④ 生 年 月 日 

送

信 

  

        
明．1 
大．3 
昭．5 
平．7 
令．9 

  年   月   日 

※                                               

⑤ 被保険者の氏名 

  (変更後) 

(氏) (名) 

 変更前の氏名 

(氏) (名) 
⑥健康保険被保

険者証不要 送

信 

 備 考 

(フリガナ)   ※   
要  
不要 ・ 

0 
1 

令和    年    月    日 提出                    

 

事業所所在地 

 

事業所名称 

 

事業主氏名 

 

電 話 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒   ― 

 

 

 

 

 

(     局)      番      

  

  

  社会保険労務士記載欄   

氏名等   
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(裏面) 

 

 

 【記入の方法】 

 

 1．③は、本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の

番号を左詰めで記入してください。 

 2．④の年号は、該当する文字を○印で囲んでください。生年月日は、例えば、昭和32年2月7日生まれの場合は、 

 「 
明 1 
大 3 
昭 5 
平 7 
令 9 

年 月 日 

」 

 のように記入してください。 

      

3 2 0 2 0 7 

    

 3．⑤の「フリガナ」は、カタカナで正確に記入してください。 

 4． は、被保険者整理番号又は基礎年金番号の通知をまだ受けていないときは、その旨を記入してください。 

 5．本手続は電子申請による届出も可能です。 

  なお、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び厚生年金保険においては、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関す

る手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当該事業主の提出代行者であることを証明することができるものを本届書の提出と

併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることができます。 

 

様
式
第
十
一
号
（
第
二
十
二
条
、
第
二
十
二
条
の
二
関
係
）

様式第十一号(第二十二条、第二十二条の二関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚生年金保険  

(兼)厚生年金保険 

 被保険者資格喪失届 

70歳以上被用者不該当届 2 2 0 1 

    令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

事 業 所

整理記号 
        ―         

事業所

番 号 
            

  

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒   ― 
  

事業所

名 称 

  

  

  

社会保険労務士記載欄   

事業主

氏 名 

  氏 名 等 

  

電話番号        (      ) 

  

  

被
保
険
者
１ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9.   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 

  

  

被
保
険
者
２ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9．   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 

  

  

被
保
険
者
３ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9.   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 

  

  

被
保
険
者
４ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9．   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 
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(裏面) 

記入方法 

提出者記入欄    ：事業所整理記号・事業所番号は下図を参照し、新規適用時または名称・所在地変更時に付された記号・番号を記入してくださ

い。 

  
事 業 所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ   

事業所

番 号 
1 2 3 4 5   

①被保険者整理番号 ：資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

 

②氏名       ：氏名を記入してください。フリガナはカタカナで正確に記入してください。 

 

③生年月日     ：年号は該当する番号を○で囲んでください。生年月日は下図を参照し記入してください。 

  

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

 

6 

年 

3 

 

0 

月 

5 

 

0 

日 

3 
  

④個人番号 

(基礎年金番号) 

 

 ：本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載され

ている10桁の番号を左詰めで記入してください。なお、「死亡」による資格喪失の場合は、基礎年金番号を記入してください。 

  ただし、健康保険組合への届出については、記入不要です。 

⑤喪失年月日    ：下図を参照し、喪失年月日を記入してください。 

  

退職等による資格喪失 

退職日の翌日 

転勤の当日 

雇用契約変更の当日 

  

死亡による資格喪失 死亡日の翌日 

75歳到達による健康保険の資格喪失 誕生日の当日 

障害認定による健康保険の資格喪失 認定日の当日 

社会保障協定による資格喪失 
社会保障協定発効の当日 

相手国法令の適用となった日の翌日 

⑥喪失(不該当)原因 ：下図を参照し、該当する番号を○で囲んでください。退職・死亡の場合は、その当日の年月日を( )内に記入してください。 

  

4．退職等 
退職した場合、雇用契約の変更等により被保険者の適用対象外となった場合、退職後に継続し

て再雇用した場合 

  

5．死亡 死亡した場合 

7．75歳到達 75歳に到達したことで後期高齢者医療に該当し、健康保険の被保険者資格を喪失する場合 

9．障害認定 
65歳以上75歳未満の方で、障害認定により後期高齢者医療に該当し、健康保険の被保険者資格

を喪失する場合 

11．社会保障協定 社会保障協定により、相手国法令の適用を受け、被保険者資格を喪失する場合 

⑦備考       ：必要に応じて記入してください。 

⑧70歳不該当    ：70歳以上の方の場合、「□70歳以上被用者不該当」にチェックを入れてください。 

           また、「不該当年月日」に退職または死亡した当日の年月日を記入してください。 

           在職中に70歳に到達された方の厚生年金保険被保険者資格喪失届は、この用紙ではなく『70歳到達届』を提出してください。 

     備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

       2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

様
式
第
十
一
号
の
二
（
第
二
十
二
条
関
係
）

様式第十一号の二(第二十二条関係) 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 

  様式コード2201 1．個人番号 

 

  

10．被保険者氏名 フリガナ(カタカナ) 

  

   12． 生 年 月 日   

大正 昭和 

平成 令和 
   年   月   日 

  

17．社会保険事業所整理記号 

 

18．社会保険事業所番号 

 

19．社会保険被保険者整理番号 

 
20．基礎年金番号(個人番号を記入した場合は、記

入は不要です。) 21．社会保険喪失年月日 22．社会保険喪失原因 

 
 

5 昭和 
7 平成 
9 令和 

 

4 退職等(令和 年 月 日退職等) 
5 死亡(令和 年 月 日死亡) 
7 75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9 障害認定(健康保険のみ喪失) 

23．備考  24．保険証回収 

 添付    枚 

 返不能   枚 
 ※保険証を回収できない場合は、

必ず「被保険者証回収不能届」
をご提出ください。 

25．70歳以上不該当 

 (チェックを入れて、退職日または死亡日を記入してください) 該当する項目を○で囲んでください。 

1 二以上事業所勤務者の喪失 

2 退職後の継続再雇用者の喪失 

3 その他(            ) 
 

 

5 昭和 
7 平成 
9 令和 

    

  

  

   35．事業所名称     

 

令和   年   月   日提出   

 

        住 所 〒 

    事 業 主 氏 名 

        電話番号 

  
社会保険

労 務 士

記 載 欄 

  氏 名 
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様
式
第
十
二
号
か
ら
様
式
第
三
十
号
ま
で
　
削
除

様
式
第
三
十
一
号
（
第
九
十
条
関
係
）

様式第三十一号(第九十条関係) 

督 促 状 

  内 閣 府及 び厚 生労 働省 所 管 年 金 特 別 会 計   

事業所整理記号 事業所番号 年 度 所 属 年 月 

        

健 康 保 険 料 
円 

円 

厚 生 年 金 保 険 料 
円 

円 

子ども・子育て拠出金 
円 

円 

合 計 
円 

円 

指定期限 

納付場所 

令和    年    月    日 限り 

日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店若

しくは支店又は郵便局等)、年金事務所 

上記のとおり納付してください。 

 指定期限までに完納しないときは、納期限の翌日から法律に定める金額の延滞金を徴収

します。 

 指定期限を過ぎて完納しないときは、財産差押の処分をします。 

令和  年  月  日 

歳入徴収官の官職氏名                印 

 金額の欄が二段で表示されているときは、上段が告知額、下段が納付されていない額(督

促の対象となる額)です。 

備 考 

 1 日本銀行に納付を指定したときは、「納付してください。」の次に次のただし書を加

えること。「ただし、指定期限を経過したときは、年金事務所へ納付してください。」 

 2 保険料以外の徴収金の督促状は、この様式に準ずること。 

 3 この様式により子ども・子育て拠出金の督促を併せて行うことができること。 

 4 必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができること。 

様
式
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
　
削
除

様
式
第
三
十
四
号
（
第
九
十
一
条
関
係
）

様式第三十四号(第九十一条関係) 

(表 面) 

 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 
第百条の四 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行
わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第
三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら
行うことを妨げない。 

 一～三十二 (省略) 
 三十三 第九十六条第一項(附則第二十九条第九項において準用す

る場合を含む。)の規定による命令及び質問 
 三十四 第九十七条第一項の規定による命令及び診断 
 三十五 (省略) 
 三十六 第百条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場

合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査 
 (以下省略) 
第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当
するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 一～三 (省略) 
2 適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規
定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条
の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する
機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、
若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

第百三条 適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に
違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述
をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下
の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第百四条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定め
があるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を
含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管
理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百二条から前条ま
での違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人
に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

2 (省略) 

 

 

 

厚生年金保険調査及び検査証 

 

 

 

  
写

真 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   官職又は職名 

   氏 名 

(    年    月    日生)     

(裏 面) 

 

 第    号 

 

 

 

年  月  日交付 

 
厚生年金保険法(抄) 

 
 (受給権者に関する調査) 
第九十六条 実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給
付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権
の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類そ
の他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受
給権者に質問させることができる。 

2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票
を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなけれ
ばならない。 

 (診断) 
第九十七条 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当す
る程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有
し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われて
いる子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又
は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。 

2 前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準
用する。 

 (立入検査等) 
第百条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保
険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業
所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十
条第二項の同意をした事業主(第四項、第百二条第二項及び第百三条
において「適用事業所等の事業主」という。)に対して、文書その他
の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち
入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
せることができる。 

2 第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査につい
て準用する。 

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
釈してはならない。 

4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生
年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主について
は、前三項の規定は、適用しない。 

  

厚生労働大臣、

地方厚生局長、

地方厚生支局長

又は日本年金機

構 印 

  

  

備考 この証は、A列7番の大きさとし、厚紙を用い、中央の点線から二つ折りとすること。 
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様
式
第
三
十
五
号
（
第
百
十
六
条
関
係
）

様式第三十五号(第百十六条関係) 

 
 

第
一
片 

原 符 

  事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 

事業所番号 

(告知番号) 

内

訳 

納付目的

年 月 

調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 第    号 
  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                       
年 月 

  
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

                                                 

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

                                              

                                    

                                    

                                                

  
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

                                        

                                    

内証券受領額 
                                  

領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

◎金額の頭部に必ず￥を付すこと。 残       枚 

   

第
二
片 

領 収 証 書 

  事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 

事業所番号 

(告知番号) 

内

訳 

納付目的

年 月 

調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 第    号 
  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                       
年 月 

  
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

                                                 

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

                                              

                                    

                                    

 右記の金額を領収しました。 
                                              

  
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

 

 

印  

                                      

                                    

内証券受領額 
                                  

領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

◎茶色のカーボンで書かれていない場合は、お手数でも年金事務所へご連絡ください。◎領収金額欄が修正されているものは無効です。 

 

第
三
片 

  

領 収 済 報 告 書           
  届書コード 

 6 3 8 

  ① 事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 

② 

事業所番号 

(告知番号) 
  納付目的

年 月 

調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 第    号 
  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                         
年 月 

  
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

   
 
 
 
 

内

訳 

③       ④   ⑩                   ⑪              

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

⑤       ⑥   ⑫                   ⑬             

                                    

                                    

 右記の金額を領収したので報告します。 
⑦       ⑧   ⑭                   ⑮             

  ⑨ 
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

印  

 

 

 歳入徴収官 

殿  

 
                                    

                                    

内証券受領額 
                                  

⑯ 
領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

  
                        

  

    備 考 1．用紙寸法は、各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 
        2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 
        3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項は除く。)は、複写により記入するものとする。 

様
式
第
三
十
六
号
（
第
百
十
七
条
関
係
）

様式第三十六号(第百十七条関係) 

 

第
一
片 

 送付書・領収証書 国 庫 金      
  
第           号 

  

    
下記の金額を領収しました。 

(領収年月日及び領収者名) 

  (収納職員所属氏名)     

  令 和       年 度   

年 金 特 別 会 計 ( 0343 ) 内閣府及び厚生労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局 (○○○) 

(          ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

  
  

 

 

第
二
片 

 領 収 控 国 庫 金  送   
  
第           号 

  

    
下記の金額を領収しました。 

(領収年月日及び領収者名) 

  (収納職員所属氏名)     

  令 和       年 度   

年 金 特 別 会 計 ( 0343 ) 内閣府及び厚生労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局 (○○○) 

(          ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

  
  

 

 

第
三
片 

 領 収 済 通 知 書 国 庫 金      
  
第           号 

  

  あて先 歳入徴収官 
    所 属 庁 名 
    所 在 地 

下記の金額を領収しました。 

(領収年月日及び領収者名) 

  (収納職員所属氏名)     

  令 和       年 度   

年 金 特 別 会 計 ( 0343 ) 内閣府及び厚生労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局 (○○○) 

(          ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

  
  

    備 考 

    1．用紙寸法は各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 

    2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 

    3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 

    4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様
式
第
三
十
七
号
（
第
百
十
八
条
関
係
）

様式第三十七号(第百十八条関係) 

保険料等収納簿 

 

年月日 摘要 保険料種別 収 送 
残 

            円     円     円 

 

 

備 考 1．用紙の寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 

様
式
第
三
十
八
号
（
第
百
十
九
条
関
係
）

様式第三十八号(第百十九条関係) 

原 符 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

 

 

令和  年  月  日 
摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

    ◎領収金額欄の頭部に必ず￥を付すこと。 残枚数 枚   

   

領 収 証 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

   右記の金額を領収しました。 

令和  年  月  日 

 

 

印    

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

  (ご注意) ◎茶色のカーボンで書かれていないときは、お手数でも年金事務所までご連絡ください。 

       ◎領収金額欄を訂正したものは無効です。 

 

領 収 済 報 告 書 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

   右記の金額を領収済につき報告します。 

令和  年  月  日 

 

 

印    

 

殿           

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

  

備 考 1．用紙の寸法は、各片ともおおむね縦11.0cm、横21.0cmとする。 
    2．各片は、左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 
    3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 
    4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様
式
第
三
十
九
号
（
第
百
二
十
二
条
関
係
）

様式第三十九号(第百二十二条関係) 

 

保険料等収納状況報告書 

 

令和  年  月  日      

 

 厚生労働大臣 殿 

 

○○年金事務所 主任収納職員       

所 属 ・ 氏 名 印     

 

 

 令和  年度 令和  年  月分 

  摘 要 前月送付未済額 本月収納額 計 本月送付済額 本月送付未済額 備 考   

主任収納職員 ○○ ○○             

分任収納職員 ○○ ○○             

  〃   ○○ ○○             

              

              

計             

  

 

 

備 考 1．用紙寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 

様
式
第
四
十
号
（
第
百
二
十
四
条
関
係
）

様式第四十号(第百二十四条関係) 

 

現金現在高調書 

金種類 金額 備考 

  円     

    

      

 上記のとおり引継を終わりました。 

  令和   年   月   日 

前任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認
印 

後任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認印 

 

 

備 考 1．用紙の寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えること

ができる。 
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